
1

三
井
物
産
に
よ
る
海
外
綿
布
市
場
の
開
拓
と�

�
織
機
メ
ー
カ
ー
・
織
布
工
場

鈴
木
邦
夫

　
　
は
じ
め
に

Ⅰ
　
三
井
物
産
と
織
機
メ
ー
カ
ー
と
の
取
極
め

Ⅱ
　
三
井
物
産
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よ
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布
市
場
の
開
拓
と
日
本
の
織
布
工
場

　
　
お
わ
り
に

は
じ
め
に

本
稿
は
三
井
物
産
が
、
紡
績
会
社
・
中
小
力
織
機
工
場
へ
供
給
す
る
織
機
を
製
造
す
る
会
社
（
個
人
を
含
む
）
と
ど
の
よ
う
な
関
係
（
織

機
の
販
売
契
約
）
を
結
ん
だ
の
か
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

そ
の
際
、
日
清
戦
争
後
〜
一
九
一
〇
年
代
の
中
国
（
と
り
わ
け
満
州
）
で
、
兼
営
織
布
の
紡
績
会
社
や
中
小
力
織
機
工
場
と
連
携
し
て
三
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井
物
産
が
イ
ギ
リ
ス
綿
布
・
米
国
綿
布
や
清
国
土
布
と
対
抗
し
て
市
場
を
開
拓
す
る
過
程
を
分
析
す
る
。

三
井
物
産
に
よ
る
満
州
へ
の
輸
出
綿
布
は
、
兼
営
織
布
の
紡
績
会
社
が
生
産
し
た
製
品
（
主
に
粗
布sheeting

）［
Ａ
系
製
品
関
係
と
す

る
］
と
中
小
力
織
機
工
場
が
生
産
し
た
製
品
（
主
に
土
布
＝
大
尺
布
［
た
い
し
ゃ
く
ふ
］）［
Ｂ
系
製
品
と
す
る
］
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

Ａ
系
で
は
広
幅
綿
布
を
生
産
し
、
Ｂ
系
で
は
小
幅
綿
布
（
＝
並
幅
綿
布
）
を
生
産
し
た
（
の
ち
に
広
幅
綿
布
も
生
産
）。
両
者
の
生
産
・
販

売
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
な
お
、
本
稿
で
は
、
織
幅
が
二
〇
イ
ン
チ
（
五
〇
・
八
セ
ン
チ
）
未
満
の
織
機
を
小
幅
織
機
、
二
〇
イ
ン
チ
以
上

を
広
幅
織
機
と
呼
ぶ
こ
と
と
す
（
（
（

る
。

つ
ぎ
に
本
稿
に
関
係
す
る
研
究
史
を
み
よ
う
。

豊
田
佐
吉
発
明
の
織
機
に
関
わ
る
研
究
で
は
、
す
で
に
鈴
木
淳
「
第
一
一
章
　
力
織
機
製
造
に
お
け
る
互
換
性
生
産
の
開
始
」（
鈴
木
淳

『
明
治
の
機
械
工
業
―
そ
の
生
成
と
展
開
―
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
九
六
年
）
と
由
井
常
彦
「
三
井
物
産
と
豊
田
佐
吉
お
よ
び
豊
田
式

織
機
の
研
究
」
上
、
中
、
下
（『
三
井
文
庫
論
叢
』
三
四
―
三
六
、
二
〇
〇
〇
―
二
〇
〇
二
年
）
に
よ
る
詳
細
な
実
証
研
究
が
あ
る
。
さ
ら

に
『
愛
知
県
史
』
に
お
い
て
も
、「
第
六
章
　
繊
維
機
械
工
業
」（『
愛
知
県
史
』
資
料
篇
二
九
、
近
代
六
工
業
一
、
二
〇
〇
四
年
）
で
関
係

資
料
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
第
五
章
の
「
第
四
節
　
近
代
機
械
器
具
工
業
の
勃
興
と
電
力
業
」（『
愛
知
県
史
』
通
史
編
六
、
近
代
一
、
二
〇

一
七
年
）
で
概
要
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。

満
韓
向
綿
布
輸
出
に
関
す
る
研
究
を
み
る
と
、
広
幅
綿
布
関
係
に
つ
い
て
は
、
山
口
和
雄
「
第
一
節
　
三
井
物
産
」（
山
口
和
雄
編
著

『
日
本
産
業
金
融
史
研
究
　
紡
績
金
融
編
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
〇
年
）
が
三
井
物
産
に
つ
い
て
分
析
し
て
お
り
、
村
上
勝
彦
「
日

本
資
本
主
義
に
お
け
る
朝
鮮
綿
業
の
再
編
」（
小
島
麗
逸
編
『
日
本
帝
国
主
義
と
東
ア
ジ
ア
』
ア
ジ
ア
経
済
研
究
所
、
一
九
七
九
年
）
と
村

上
勝
彦
「
日
本
綿
業
と
朝
鮮
綿
製
品
市
場
」（
逆
井
孝
仁
・
保
志
恂
・
関
口
尚
志
・
石
井
寬
治
編
『
日
本
資
本
主
義
―
展
開
と
論
理
―
』
東

京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
八
年
）
が
日
本
か
ら
朝
鮮
へ
の
輸
出
を
詳
細
に
分
析
し
て
い
る
。
小
幅
綿
布
関
係
に
つ
い
て
は
、
上
記
の
二
つ
の
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村
上
論
文
が
朝
鮮
へ
の
輸
出
を
詳
細
に
分
析
し
て
い
る
。
し
か
し
、
満
州
へ
の
輸
出
に
つ
い
て
は
、
ま
と
ま
っ
た
研
究
は
発
表
さ
れ
て
い
な

い
。
そ
の
た
め
本
稿
で
は
小
幅
綿
布
に
焦
点
を
当
て
て
分
析
す
る
。

以
上
に
掲
出
し
た
研
究
の
う
ち
、
豊
田
佐
吉
発
明
の
織
機
に
関
わ
る
研
究
で
抜
け
落
ち
て
い
る
重
要
な
点
は
、
プ
ラ
ッ
ト
社
と
の
契
約
書

（
一
八
九
八
年
一
二
月
七
日
付
け
）
を
紹
介
・
分
析
し
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
本
稿
で
の
分
析
結
果
を
先
取
り
す
れ
ば
、
主
に
紡
績
機
械

に
つ
い
て
三
井
物
産
を
総
代
理
店
と
す
る
こ
と
を
取
り
決
め
た
こ
の
契
約
書
が
、
三
五
年
も
の
間
、
三
井
物
産
の
織
機
販
売
を
制
約
し
た
の

で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
こ
の
契
約
書
が
、
三
井
物
産
と
合
名
会
社
井
桁
商
会
、
豊
田
商
会
、
豊
田
式
織
機
株
式
会
社
、
豊
田
自
動
織
機
製
作

所
と
の
織
機
販
売
関
係
を
制
約
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

つ
ぎ
に
、
豊
田
佐
吉
発
明
の
織
機
に
つ
い
て
言
及
す
る
と
き
、
し
ば
し
ば
参
考
に
さ
れ
る
豊
田
佐
吉
翁
伝
記
編
纂
会
編
『
豊
田
佐
吉
伝
』

（
一
九
三
三
年
）
に
つ
い
て
触
れ
て
お
く
。
関
係
す
る
研
究
論
文
・
研
究
書
に
は
、
こ
の
伝
記
の
記
述
を
そ
の
ま
ま
引
き
継
い
だ
り
、
拡
大

解
釈
し
た
り
し
て
い
る
部
分
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
は
、
豊
田
佐
吉
に
関
し
て
残
存
し
て
い
る
史
料
・
文
献
が
す
く

な
い
た
め
、
こ
の
伝
記
の
記
述
に
疑
問
を
呈
す
る
こ
と
が
困
難
だ
か
ら
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
こ
れ
ま
で
利
用
さ
れ
て
い
な
い
史
料
・
文
献

を
使
っ
て
、
伝
記
の
い
く
つ
か
の
記
述
に
つ
い
て
そ
れ
が
妥
当
か
ど
う
か
を
検
討
す
る
。
予
め
記
述
の
問
題
部
分
四
つ
を
示
せ
ば
以
下
の
と

お
り
で
あ
る
。

豊
田
佐
吉
が
井
桁
商
会
を
退
職
し
た
理
由
に
つ
い
て
の
記
述
、
豊
田
式
織
機
の
社
長
谷
口
が
豊
田
佐
吉
に
対
し
て
常
務
取
締
役
辞
任
を
求

め
た
と
い
う
記
述
、
常
務
取
締
役
を
辞
任
し
た
た
め
に
洋
行
し
た
と
い
う
記
述
、
日
清
戦
争
後
に
軍
票
回
収
の
た
め
豊
田
の
織
機
に
よ
っ
て

製
織
さ
れ
た
綿
布
が
満
州
へ
輸
出
さ
れ
た
と
い
う
記
述
。

な
お
、
こ
れ
ま
で
利
用
さ
れ
て
い
な
い
主
な
史
料
・
文
献
を
挙
げ
れ
ば
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
プ
ラ
ッ
ト
社
と
の
契
約
書
（
一
八
九
八
年
一
二
月
七
日
付
け
）、
同
（
一
九
〇
六
年
一
二
月
二
七
日
）（
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
　
物
産
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二
三
六
七
―
六
）

二
、「
井
桁
商
会
貸
金
整
理
ノ
件
」
一
九
〇
四
年
二
月
九
日
廻
議
お
よ
び
付
属
資
料
（
三
井
物
産
「
会
議
案
」
一
九
〇
四
年
、
三
井
文
庫

所
蔵
史
料
、
物
産
一
五
三
）。

三
、「
豊
田
式
織
機
一
手
販
売
契
約
締
結
ノ
件
」
一
九
〇
五
年
二
月
一
四
日
廻
議
（
三
井
物
産
「
会
議
案
」
一
九
〇
五
年
一
―
六
月
、
三

井
文
庫
所
蔵
史
料
　
物
産
一
五
五
）。

四
、
豊
田
式
織
機
・
三
井
物
産
「
販
売
契
約
覚
書
」
一
九
一
七
年
一
月
二
六
日
（
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
　
物
産
二
三
六
七
―
一
三
）。

五
、
河
村
直
「
自
動
織
機
を
以
て
世
界
に
名
を
成
し
た
豊
田
佐
吉
」
上
、
中
、
下
の
一
、
下
の
二
（『
科
学
画
報
』
二
六
―
四
〜
七
、
一

九
三
七
年
四
月
〜
七
月
）。

こ
の
う
ち
河
村
直
の
論
考
に
つ
い
て
は
予
め
説
明
す
る
。
こ
の
論
考
は
、
明
ら
か
に
寺
島
昇
か
ら
の
聴
き
取
り
に
基
づ
い
て
記
述
し
た
も

の
で
あ
る
。
寺
島
昇
は
か
つ
て
三
井
物
産
職
員
で
あ
っ
た
。
寺
島
昇
（
万
延
元
年
［
一
八
六
〇
］
七
月
八
日
生
ま
れ
）
は
、
和
歌
山
中
学
卒

業
後
、
上
京
し
て
第
四
十
五
国
立
銀
行
に
勤
務
し
た
の
ち
、
一
八
八
〇
年
（
明
治
一
三
）
一
二
月
一
二
日
に
三
井
物
産
に
職
員
と
し
て
採
用

さ
れ
た
。
一
八
九
七
年
六
月
二
三
日
に
名
古
屋
出
張
常
置
員
支
配
人
、
つ
い
で
名
古
屋
支
店
設
置
に
伴
い
一
八
九
九
年
六
月
二
〇
日
に
名
古

屋
支
店
長
に
就
任
し
て
い
る
。
名
古
屋
支
店
長
退
任
は
一
九
〇
三
年
一
〇
日
二
二
日
で
あ
る
。
つ
い
で
一
〇
月
二
六
日
設
立
の
品
川
毛
織
株

式
会
社
の
専
務
取
締
役
に
就
任
し
、
同
社
の
経
営
を
担
当
す
る
こ
と
に
な
っ
た
た
め
、
一
一
月
二
〇
日
に
三
井
物
産
か
ら
罷
役
を
命
じ
ら
れ

て
い
る
。
一
九
〇
五
年
一
一
月
九
日
、
罷
役
満
期
と
な
っ
て
三
井
物
産
を
退
職
し
（
（
（
た
。
し
た
が
っ
て
、
寺
島
昇
は
三
井
物
産
が
豊
田
佐
吉
と

関
連
を
持
つ
最
初
の
時
か
ら
、
豊
田
佐
吉
が
井
桁
商
会
を
退
職
す
る
頃
ま
で
、
豊
田
佐
吉
と
業
務
上
で
緊
密
な
関
係
に
あ
っ
た
。
そ
の
後
、

業
務
上
で
は
関
係
し
な
い
も
の
の
、
豊
田
佐
吉
の
豊
田
式
織
機
退
職
騒
ぎ
と
洋
行
、
特
許
契
約
の
改
定
ま
で
関
係
が
あ
る
。
し
か
も
寺
島
昇

は
著
名
な
発
明
家
で
あ
り
、
豊
田
佐
吉
発
明
の
織
機
の
構
造
に
つ
い
て
理
解
で
き
た
人
で
あ
っ
た
。
一
九
〇
九
年
に
工
業
所
有
権
保
護
協
会
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（
帝
国
発
明
協
会
の
前
身
の
組
織
）
で
表
彰
さ
れ
た
一
四
人
の
な
か
に
、
豊
田
佐
吉
、
高
峰
譲
吉
と
と
も
に
寺
島
昇
（
断
片
織
機
の
発
明

者
）
が
含
ま
れ
て
い
る
。
寺
島
が
発
明
し
た
の
は
筵
織
機
な
ど
六
〇
件
以
上
に
上
っ
て
い
（
（
（
る
。

つ
ぎ
に
委
託
販
売
契
約
の
う
ち
の
、
一
手
販
売
契
約
に
つ
い
て
触
れ
て
お
こ
う
。
三
井
物
産
は
一
九
一
五
年
上
期
（
一
九
一
四
年
一
一
月

〜
一
九
一
五
年
四
月
）
の
「
事
業
報
告
書
」
か
ら
「
今
期
中
一
手
販
売
契
約
を
締
結
シ
タ
ル
モ
ノ
左
ノ
如
シ
」
と
し
て
、
そ
の
期
に
締
結
さ

れ
た
契
約
を
掲
出
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
契
約
に
つ
い
て
、
契
約
し
た
組
織
（
支
店
や
部
な
ど
）、「
商
品
」
の
種

類
、「
締
結
」
年
月
日
、「
期
間
」、「
区
域
」
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

三
井
物
産
で
は
、「
事
業
報
告
書
」
な
ど
で
「
一
手
販
売
契
約
」
と
い
う
用
語
を
明
確
な
意
味
付
け
を
さ
れ
ず
に
、
使
用
さ
れ
て
い
る
。

実
際
に
使
用
さ
れ
て
い
る
用
語
は
、
そ
の
持
つ
意
味
は
個
々
の
契
約
に
よ
っ
て
異
な
る
。
こ
の
た
め
持
つ
意
味
の
違
い
に
注
目
す
る
と
、
一

手
販
売
契
約
は
、「
完
全
な
一
手
販
売
契
約
」、「
部
分
的
な
一
手
販
売
契
約
」、「
例
外
条
件
付
の
一
手
販
売
契
約
」、「
部
分
的
な
、
例
外
条

件
付
の
一
手
販
売
契
約
」
の
四
つ
に
区
分
で
き
る
。

「
完
全
な
一
手
販
売
契
約
」
と
は
、
製
造
業
者
（
契
約
相
手
）
の
生
産
品
の
す
べ
て
（
さ
ま
ざ
ま
な
種
目
）
に
つ
い
て
、
す
べ
て
の
局
面

（
内
国
売
買
と
貿
易
）
で
、
一
社
（
商
社
。
た
と
え
ば
三
井
物
産
）
だ
け
が
委
託
を
受
け
て
独
占
的
に
販
売
す
る
と
い
う
契
約
で
あ
る
。
も

し
、
製
造
業
者
が
顧
客
か
ら
商
社
を
介
さ
ず
に
直
接
購
入
依
頼
が
あ
り
、
そ
れ
を
製
造
業
者
が
受
注
し
た
場
合
で
も
、
製
造
業
者
は
商
社
に

販
売
手
数
料
を
支
払
う
。
実
際
の
三
井
物
産
の
契
約
書
を
み
る
と
、
製
造
業
者
が
直
接
受
注
し
た
場
合
に
も
、
三
井
物
産
に
販
売
手
数
料
を

支
払
う
と
か
、
あ
る
い
は
三
井
物
産
の
同
意
な
し
に
他
社
に
商
品
を
販
売
し
な
い
と
明
記
し
て
い
る
も
の
（
（
（
と
、
製
造
業
者
の
直
接
受
注
に
つ

い
て
何
も
記
さ
れ
て
い
な
い
も
の
が
あ
る
。
何
も
記
さ
れ
て
い
な
い
も
の
で
も
、
製
造
業
者
は
直
接
に
受
注
・
販
売
せ
ず
、
注
文
が
あ
っ
た

と
き
に
は
三
井
物
産
に
そ
れ
を
引
き
渡
す
（
つ
ま
り
三
井
物
産
が
受
注
す
る
）
こ
と
が
背
後
に
想
定
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

「
部
分
的
な
一
手
販
売
契
約
」
と
は
、
製
造
業
者
の
生
産
品
の
う
ち
、
全
部
で
は
な
く
特
定
の
商
品
に
つ
い
て
、
あ
る
い
は
輸
出
（
あ
る
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い
は
輸
入
）
に
つ
い
て
な
ど
、
一
部
に
限
定
し
て
、
一
社
だ
け
が
委
託
を
受
け
て
独
占
的
に
販
売
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

「
例
外
条
件
付
の
一
手
販
売
契
約
」
も
、
製
造
業
者
（
契
約
相
手
）
の
生
産
品
の
す
べ
て
（
さ
ま
ざ
ま
な
種
目
）
に
つ
い
て
、
一
社
（
商

社
。
た
と
え
ば
三
井
物
産
）
だ
け
が
委
託
を
受
け
て
独
占
的
に
販
売
す
る
と
い
う
契
約
で
あ
る
。
た
だ
し
、
製
造
業
者
が
直
接
受
注
し
た
場

合
は
商
社
に
販
売
手
数
料
を
支
払
わ
な
い
と
か
、
商
社
の
同
意
な
し
に
他
社
に
商
品
を
販
売
で
き
な
い
と
い
う
例
外
条
項
を
認
め
た
も
の
で

あ
る
。

「
例
外
条
件
付
の
、
部
分
的
な
一
手
販
売
契
約
」
も
、
製
造
業
者
の
生
産
品
の
う
ち
の
特
定
の
商
品
に
つ
い
て
、
あ
る
い
は
輸
出
（
あ
る

い
は
輸
入
）
に
つ
い
て
な
ど
、
一
部
に
限
定
し
て
、
一
社
だ
け
が
委
託
を
受
け
て
独
占
的
に
販
売
す
る
契
約
で
あ
る
。
た
だ
し
、
製
造
業
者

が
直
接
受
注
し
た
場
合
に
は
委
託
引
受
け
商
社
に
手
数
料
は
支
払
わ
な
い
と
い
う
例
外
を
認
め
た
も
の
で
あ
る
。

三
井
物
産
に
と
っ
て
は
、
例
外
条
件
付
か
否
か
（
販
売
手
数
料
を
取
得
で
き
る
か
否
か
）
が
重
要
で
あ
っ
た
。
取
扱
商
品
の
種
目
が
部
分

的
か
全
部
か
に
つ
い
て
は
、
一
手
販
売
契
約
を
結
ぶ
と
、
そ
の
商
品
に
つ
い
て
売
る
責
任
が
生
じ
る
た
め
、
す
べ
て
の
種
目
を
扱
う
方
が
よ

い
と
は
限
ら
な
い
。

三
井
物
産
で
は
、
四
つ
タ
イ
プ
の
一
手
販
売
契
約
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
委
託
さ
れ
た
商
品
が
機
械
の
場
合
、
総
代
理
店
と
か
総
代
理

店
契
約
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

以
上
の
四
つ
の
契
約
は
、
い
ず
れ
も
一
社
だ
け
が
独
占
的
に
販
売
す
る
契
約
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
一
手
販
売
契
約
と
一
括
で
き
る
。

こ
の
う
ち
、
文
字
通
り
の
一
手
販
売
契
約
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
「
完
全
な
一
手
販
売
契
約
」
で
あ
る
。
こ
れ
以
外
に
、
三
井
物
産
の

文
書
に
記
さ
れ
て
い
る
「
一
手
販
売
契
約
」
と
い
う
も
の
の
な
か
に
は
、
例
外
条
件
付
で
あ
っ
た
り
、
部
分
的
で
あ
っ
た
り
す
る
も
の
が
含

ま
れ
て
い
る
。

な
お
、
委
託
さ
れ
た
商
品
が
機
械
の
場
合
、
三
井
物
産
で
は
代
理
店
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
代
理
店
と
い
う
用
語
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は
、
独
占
的
な
代
理
店
（
総
代
理
店
）
で
は
な
く
、
販
売
の
委
託
を
受
け
た
店
（
製
造
業
者
を
代
理
し
て
販
売
す
る
店
）
と
い
う
意
味
で
使

う
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
か
な
ら
ず
し
も
製
造
業
者
が
一
社
（
商
社
）
だ
け
を
代
理
店
と
し
て
い
る
と
は
限
ら
ず
、
複
数
の

代
理
店
も
あ
り
う
る
。
と
こ
ろ
が
、
三
井
物
産
で
使
用
さ
れ
て
い
る
代
理
店
と
い
う
言
葉
の
な
か
に
は
、
総
代
理
店
の
意
味
で
使
わ
れ
て
い

る
場
合
が
あ
り
、
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

（
1
）　『
ト
ヨ
タ
自
動
車
七
五
年
史
』（
ト
ヨ
タ
自
動
車
、
二
〇
一
三
年
）
一
七
頁
。

	

　
清
川
雪
彦
に
よ
る
と
、
広
幅
織
機
の
広
幅
な
る
概
念
は
き
わ
め
て
曖
昧
で
あ
り
、
時
代
・
地
域
な
ど
に
よ
り
異
な
る
と
い
う
（
清
川
雪
彦

『
日
本
の
経
済
発
展
と
技
術
普
及
』（
東
洋
経
済
新
報
社
、
一
九
九
五
年
）
二
〇
七
―
二
〇
八
頁
）。『
繊
維
辞
典
』（
一
九
五
一
年
）
一
〇
七
八

頁
で
は
、
広
幅
は
「
通
常
鯨
一
尺
三
寸
以
上
の
も
の
を
い
う
」（
鯨
尺
一
尺
三
寸
は
四
九
・
二
セ
ン
チ
）
と
し
て
お
り
、
こ
れ
以
外
が
小
幅
に
な

る
。
本
稿
で
使
う
区
分
に
近
い
。

（
2
）　「
寺
島
昇
氏
に
発
明
の
昔
を
聴
く
」（『
発
明
』
三
一
―
六
。
一
九
三
四
年
六
月
）
一
四
―
一
六
頁
、「
寺
島
昇
解
傭
之
件
」
一
九
〇
五
年
一
〇

月
二
七
日
三
井
家
同
族
会
認
可
（
三
井
物
産
「
管
理
部
会
議
案
」
一
九
〇
五
―
一
九
〇
六
年
、
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
　
物
産
一
二
八
）。

（
3
）　「
寺
島
昇
君
」（『
代
表
的
人
物
及
事
業
』
時
事
通
信
社
、
一
九
一
三
年
）
一
二
七
―
一
二
八
頁
、「
豊
田
佐
吉
氏
」（
帝
国
発
明
家
伝
刊
行
会

『
帝
国
発
明
家
伝
』
上
、
帝
国
発
明
家
伝
刊
行
会
、
一
九
三
〇
年
）
五
五
―
五
六
頁
。

（
4
）　
た
だ
し
、
実
際
に
は
契
約
書
に
三
井
物
産
の
同
意
な
し
に
他
社
に
商
品
を
販
売
し
な
い
旨
の
条
項
が
記
載
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

す
べ
て
の
炭
種
の
石
炭
の
販
売
を
契
約
書
で
三
井
物
産
に
委
託
し
た
貝
島
太
助
が
、
一
九
〇
〇
年
頃
に
三
井
物
産
の
同
意
を
え
ず
に
他
社
へ
直

接
販
売
し
よ
う
と
し
た
こ
と
が
あ
る
。
三
井
物
産
が
販
売
で
き
な
い
た
め
、
山
元
に
在
庫
が
積
み
上
が
っ
た
時
に
、
炭
礦
主
が
や
む
な
く
こ
の

よ
う
な
行
動
を
取
る
こ
と
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
鈴
木
邦
夫
「
見
込
商
売
に
つ
い
て
の
覚
書
―
一
八
九
〇
年
代
後
半
〜
一
九
一
〇
年
代
の
三

井
物
産
―
」（『
三
井
文
庫
論
叢
』
一
五
，
一
九
八
一
年
一
二
月
）
六
三
―
六
五
頁
。
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Ⅰ
　
三
井
物
産
と
織
機
メ
ー
カ
ー
と
の
取
極
め

1
．
プ
ラ
ッ
ト
兄
弟
商
会
と
の
紡
績
機
械
・
織
機
販
売
契
約
［
Ａ
系
製
品
関
係
］

日
本
最
初
の
一
万
錘
紡
績
の
大
阪
紡
績
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
プ
ラ
ッ
ト
兄
弟
商
会
（
以
下
、
プ
ラ
ッ
ト
社
と
略
記
）
の
紡
績
機
械
を
設
置
し

た
。
三
井
物
産
は
一
八
八
二
年
（
明
治
一
五
）
に
プ
ラ
ッ
ト
社
と
交
渉
し
て
、
こ
の
機
械
の
買
付
け
・
代
金
の
支
払
い
を
担
当
し
（
（
（

た
。
三
井

物
産
と
プ
ラ
ッ
ト
社
と
の
関
係
は
こ
こ
か
ら
始
ま
る
。
た
だ
し
、
両
者
の
継
続
的
な
取
引
関
係
は
す
ぐ
に
は
形
成
さ
れ
な
か
っ
た
。
三
井
物

産
ロ
ン
ド
ン
支
店
の
渡
辺
専
次
郞
ら
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
紡
績
機
械
製
造
会
社
を
調
査
し
、
そ
の
結
果
、「
プ
ラ
ッ
ト
社
の
紡
績
機
械
が
世
界

中
で
一
番
良
い
と
云
ふ
こ
と
を
調
べ
（
（
（

て
」、
一
八
八
六
年
（
明
治
一
九
）
に
期
間
三
か
年
の
販
売
代
理
店
契
約
を
締
結
し
た
。
つ
い
で
一
八

八
九
年
（
明
治
二
二
）
に
契
約
を
更
新
し
た
（
期
間
三
か
年
）。
と
こ
ろ
が
一
八
九
二
年
に
期
限
が
到
来
し
て
、
契
約
自
体
は
消
滅
し
た
。

そ
の
た
め
、
以
後
は
契
約
な
し
で
継
続
的
に
取
引
す
る
関
係
に
な
っ
た
（
三
井
物
産
で
い
う
「
好
関
係
」
の
状
態
）。
日
清
戦
争
前
の
一

八
九
二
年
九
月
頃
で
は
、
三
井
物
産
は
ル
カ
ス
商
会
（
ド
ブ
ソ
ン
社
製
紡
績
機
械
の
取
扱
）
と
売
込
競
争
を
お
こ
な
っ
た
結
果
、
関
西
の
紡

績
会
社
一
〇
社
（
増
錘
六
万
〇
五
九
五
錘
）
の
す
べ
て
で
契
約
を
獲
得
（
（
（

し
、
プ
ラ
ッ
ト
社
か
ら
紡
績
機
械
を
買
い
付
け
た
。
ま
た
、
一
八
九

二
年
一
月
か
ら
一
八
九
三
年
一
月
ま
で
の
増
錘
注
文
高
二
一
万
八
八
九
〇
錘
（
二
二
社
）
の
う
ち
、
三
井
物
産
（
プ
ラ
ッ
ト
社
）
は
一
七
万

六
七
九
四
錘
（
一
八
社
）
を
獲
得
し
、
ル
カ
ス
商
会
（
ド
ブ
ソ
ン
社
）
三
社
（
三
万
五
〇
九
六
錘
）、
イ
リ
ス
商
会
（
サ
ミ
ュ
エ
ル
ブ
ル
ッ

ク
ス
＆
ド
キ
シ
ー
社
）
一
社
（
七
〇
〇
〇
錘
）
を
圧
倒
し
て
い
（
（
（
る
。

日
清
戦
争
終
結
後
、
プ
ラ
ッ
ト
社
重
役
会
で
無
契
約
状
態
の
た
め
に
「
担
当
者
モ
交
代
ス
ル
ア
ツ
テ
自
然
契
約
ニ
戻
ル
事
有
シ
カ
、
双
方

ノ
不
幸
ナ
ル
ヲ
以
テ
」、
三
井
物
産
に
契
約
締
結
を
申
し
入
れ
（
（
（

た
。
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こ
れ
を
受
け
て
、
一
八
九
八
年
一
二
月
七
日
、
日
本
お
よ
び
韓
国
に
お
い
て
綿
糸
紡
績
機
械
・
紡
毛
紡
績
機
械
・
梳
毛
紡
績
機
械
に
つ
い

て
プ
ラ
ッ
ト
社
製
だ
け
を
販
売
す
る
と
い
う
総
代
理
店
契
約
を
、
三
井
物
産
は
プ
ラ
ッ
ト
社
と
の
間
で
締
結
し
（
（
（
た
。
原
資
料
は
英
文
の
た
め
、

本
稿
末
に
英
文
資
料
1
と
し
て
掲
出
し
た
。
こ
こ
で
は
、
引
用
者
に
よ
る
日
本
語
訳
を
記
す
。

一
八
九
八
年
一
二
月
七
日
、
ラ
ン
カ
シ
ャ
ー
州
オ
ル
ダ
ム
所
在
ハ
ー
ト
フ
ォ
ー
ド
鉄
工
所
で
あ
る
機
械
メ
ー
カ
ー
の
プ
ラ
ッ
ト
兄
弟
商

会
と
日
本
商
社
の
三
井
物
産
、（34, Lim

e Street, London

）
と
の
間
で
締
結
さ
れ
た
協
定
覚
書

一
、
本
契
約
は
、
三
井
物
産
に
よ
る
プ
ラ
ッ
ト
兄
弟
商
会
の
大
日
本
帝
国
及
び
韓
国
に
お
け
る
代
理
業
務
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
契
約

は
五
か
年
間
有
効
と
し
、
そ
の
後
、
い
ず
れ
か
一
方
か
ら
一
二
か
月
前
に
通
知
さ
れ
る
ま
で
有
効
で
あ
る
（
通
知
さ
れ
た
日
か
ら
起

算
す
る
）。

二
、
プ
ラ
ッ
ト
兄
弟
商
会
は
、
三
井
物
産
を
大
日
本
帝
国
お
よ
び
韓
国
に
お
け
る
総
代
理
店
（exclusive agents

）
と
し
て
承
認
す

る
こ
と
に
同
意
す
る
。

三
、
プ
ラ
ッ
ト
兄
弟
商
会
は
、
三
井
物
産
が
そ
の
代
理
人
と
し
て
の
地
位
を
向
上
さ
せ
、
強
化
す
る
た
め
に
、
尽
力
し
て
、
あ
ら
ゆ
る

可
能
な
精
神
的
支
援
を
行
う
こ
と
を
約
束
す
る
。

四
、
三
井
物
産
は
、
プ
ラ
ッ
ト
兄
弟
商
会
の
機
械
事
業
を
そ
の
代
理
店
に
割
り
当
て
ら
れ
た
様
々
な
市
場
で
最
大
限
に
発
展
さ
せ
、
自

ら
あ
る
い
は
正
当
な
資
格
を
有
す
る
代
理
人
を
通
じ
て
、
こ
れ
ら
の
市
場
に
お
け
る
取
引
を
随
時
熱
心
に
お
こ
な
う
こ
と
を
義
務
と

す
る
。

五
、
三
井
物
産
は
、
プ
ラ
ッ
ト
兄
弟
商
会
以
外
の
機
械
、
す
な
わ
ち
、
次
の
よ
う
な
種
類
の
機
械
を
受
注
し
た
り
、
指
定
さ
れ
た
地
域
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で
販
売
し
た
り
し
な
い
こ
と
を
約
束
す
る
。

　
　
　
綿
花
の
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
、
準
備
、
紡
績
の
た
め
の
機
械
。

　
　
　
羊
毛
の
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
、
準
備
、
紡
績
の
た
め
の
機
械
。

　
　
　
梳
毛
の
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
、
準
備
、
紡
績
の
た
め
の
機
械
。

　
　
　
修
理
の
た
め
に
必
要
な
部
品
な
ど
す
べ
て
の
物
あ
る
い
は
上
記
ク
ラ
ス
の
機
械
類
の
更
新

　
　
綿
、
羊
毛
、
梳
毛
用
の
織
機
に
関
し
て
、
三
井
物
産
は
、
あ
ら
ゆ
る
場
合
に
お
い
て
プ
ラ
ッ
ト
兄
弟
商
会
の
価
格
を
顧
客
に
提
示

し
、
プ
ラ
ッ
ト
兄
弟
商
会
へ
の
注
文
を
確
保
す
る
た
め
最
善
の
努
力
を
払
う
。
た
だ
し
、
プ
ラ
ッ
ト
兄
弟
商
会
へ
注
文
を
得
る
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
場
合
、
他
社
製
の
綿
・
毛
・
梳
毛
用
の
織
機
の
販
売
を
禁
じ
る
も
の
で
は
な
い
。

六
、
三
井
物
産
は
、
ど
の
顧
客
に
対
し
て
も
、
プ
ラ
ッ
ト
兄
弟
商
会
の
請
求
書
と
同
一
の
価
格
で
、
す
べ
て
の
機
械
製
品
ま
た
は
機
械

付
属
品
に
つ
い
て
仕
切
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

七
、
三
井
物
産
は
プ
ラ
ッ
ト
兄
弟
商
会
に
対
し
、
後
述
の
方
法
で
、
そ
の
指
示
に
従
い
納
入
さ
れ
た
機
械
製
品
お
よ
び
機
械
付
属
品
の

イ
ン
ボ
イ
ス
の
全
額
（
梱
包
お
よ
び
配
送
料
を
含
む
）、
す
な
わ
ち
毎
週
（
毎
週
土
曜
日
）
当
地
に
納
入
さ
れ
当
該
土
曜
日
の
一
か

月
前
の
日
付
の
機
械
製
品
お
よ
び
機
械
付
属
品
の
未
払
い
イ
ン
ボ
イ
ス
の
金
額
を
支
払
う
こ
と
に
同
意
す
る
。

八
、
プ
ラ
ッ
ト
兄
弟
商
会
は
、
顧
客
か
ら
直
接
ま
た
は
他
の
や
り
方
で
、
上
記
地
域
に
関
す
る
注
文
を
受
け
る
権
利
を
持
つ
。
こ
の
場

合
、
プ
ラ
ッ
ト
兄
弟
商
会
は
三
井
物
産
に
問
い
合
わ
せ
が
あ
っ
た
こ
と
を
通
知
し
、
注
文
確
定
後
、
直
ち
に
注
文
内
容
を
三
井
物
産

に
報
告
す
る
。

九
、
プ
ラ
ッ
ト
兄
弟
商
会
は
、
三
井
物
産
と
同
じ
市
場
に
お
い
て
三
井
物
産
以
外
の
者
に
対
し
て
機
械
お
よ
び
付
属
品
の
価
格
を
提
示

す
る
場
合
に
は
、
二
・
五
％
以
上
の
手
数
料
を
付
加
さ
れ
、
さ
ら
に
同
品
目
の
三
井
物
産
へ
の
提
示
価
格
を
上
回
る
価
格
を
提
示
し
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な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
〇
、
プ
ラ
ッ
ト
兄
弟
商
会
は
、
代
理
人
を
通
じ
て
発
送
し
た
機
械
類
イ
ン
ボ
イ
ス
（
明
記
さ
れ
た
梱
包
料
・
配
送
料
を
除
く
）
の
金

額
に
対
し
て
二
・
五
％
の
手
数
料
を
支
払
い
、
プ
ラ
ッ
ト
兄
弟
商
会
が
直
接
ま
た
は
他
の
代
理
店
を
通
じ
て
受
注
し
た
機
械
類
の
イ

ン
ボ
イ
ス
（
梱
包
・
配
送
料
金
を
除
く
）
の
金
額
に
対
し
て
二
・
五
％
の
手
数
料
を
支
払
う
こ
と
に
同
意
す
る
。
前
者
の
手
数
料
は

支
払
時
に
各
イ
ン
ボ
イ
ス
か
ら
差
し
引
く
。
後
者
の
手
数
料
は
、
プ
ラ
ッ
ト
兄
弟
商
会
が
六
か
月
後
に
戻
し
て
精
算
す
る
。

	

　
予
備
部
品
、
修
理
品
ま
た
は
更
新
品
に
つ
い
て
、
プ
ラ
ッ
ト
兄
弟
商
会
は
、
三
井
物
産
に
対
し
て
、
イ
ン
ボ
イ
ス
金
額
の
五
％

（
梱
包
・
配
送
料
は
除
く
）
の
手
数
料
を
支
払
う
こ
と
に
同
意
す
る
。

一
一
、
三
井
物
産
は
顧
客
か
ら
契
約
履
行
の
保
証
と
し
て
前
受
金
を
実
際
に
受
領
し
た
場
合
は
す
べ
て
、
プ
ラ
ッ
ト
兄
弟
商
会
に
通
知

す
る
。
ま
た
、
契
約
が
失
効
し
た
場
合
ま
た
は
履
行
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
、
三
井
物
産
は
、
プ
ラ
ッ
ト
兄
弟
商
会
に
前
受
金
を
引
き

渡
す
。
た
だ
し
、
納
入
が
完
了
し
、
イ
ン
ボ
イ
ス
の
金
額
が
三
井
物
産
に
よ
り
支
払
わ
れ
た
場
合
、
顧
客
が
機
械
を
引
き
渡
さ
な
い

こ
と
に
よ
り
三
井
物
産
が
被
る
可
能
性
の
あ
る
損
失
を
補
填
す
る
た
め
に
、
当
該
前
受
金
の
う
ち
の
一
定
額
を
三
井
物
産
が
受
け
取

る
こ
と
を
了
解
す
る
。
そ
の
結
果
、
同
じ
も
の
が
他
の
場
所
で
処
分
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
り
、
そ
の
場
合
、
残
額
は
プ
ラ
ッ
ト
兄
弟

商
会
に
引
き
渡
す
。

一
二
、
あ
る
年
度
に
お
い
て
、
直
接
ま
た
は
他
の
代
理
店
を
通
じ
て
行
わ
れ
た
取
引
が
、
三
井
物
産
を
通
じ
て
行
わ
れ
た
取
引
量
を
上

回
っ
た
場
合
、
直
接
ま
た
は
他
の
代
理
人
を
通
じ
て
行
わ
れ
た
取
引
に
対
す
る
二
・
五
％
の
手
数
料
は
、
同
額
に
限
り
支
払
わ
れ
る

も
の
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
同
じ
期
間
に
お
い
て
代
理
人
を
通
じ
て
お
こ
な
わ
れ
た
取
引
の
総
額
が
三
井
物
産
よ
り
多
い
分
に
つ
い

て
は
三
井
物
産
へ
の
手
数
料
は
な
い
。

一
三
、
プ
ラ
ッ
ト
兄
弟
商
会
と
ジ
ャ
ー
デ
ィ
ン
・
マ
セ
ソ
ン
商
会
の
間
で
締
結
さ
れ
た
、
中
国
（
香
港
を
含
む
）
に
お
け
る
機
械
類
の
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販
売
代
理
店
契
約
及
び
本
契
約
の
期
間
中
、
三
井
物
産
は
、
プ
ラ
ッ
ト
兄
弟
商
会
以
外
の
メ
ー
カ
ー
の
機
械
類
を
販
売
し
な
い
こ
と

を
約
束
す
る
。
プ
ラ
ッ
ト
兄
弟
商
会
は
、
プ
ラ
ッ
ト
兄
弟
商
会
が
代
理
人
ま
た
は
そ
の
他
の
手
段
に
よ
り
中
国
か
ら
受
注
し
た
す
べ

て
の
機
械
類
の
受
注
に
対
し
て
一
パ
ー
セ
ン
ト
の
手
数
料
を
三
井
物
産
に
支
払
う
こ
と
に
合
意
す
る
。

一
四
、
プ
ラ
ッ
ト
兄
弟
商
会
は
、
三
井
物
産
が
中
国
向
け
に
受
注
し
た
場
合
、
三
井
物
産
に
日
本
か
ら
の
受
注
と
同
じ
率
、
す
な
わ
ち

二
・
五
％
の
手
数
料
を
与
え
る
こ
と
に
同
意
す
る
。

上
述
の
プ
ラ
ッ
ト
兄
弟
商
会
を
代
表
し
て
署
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
プ
ラ
ッ
ト
兄
弟
商
会
を
代
表
し
て

（
署
名
）　
Ｃ
・
Ａ
・
ヘ
ン
プ
ス
ト
ッ
ク
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
署
名
）
Ｓ
・
Ｒ
・
プ
ラ
ッ
ト

上
述
の
三
井
物
産
を
代
表
し
て
署
名

（
署
名
）　
Ｎ
．
イ
ン
ル
ッ
ク
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
井
物
産
を
代
表
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
署
名
）　
渡
辺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
支
店
長
兼
取
締
役

紡
績
機
械
の
販
売
手
数
料
は
二･

五
％
で
あ
る
。
契
約
期
間
に
つ
い
て
は
、
特
に
定
め
ず
、
ど
ち
ら
か
が
一
二
か
月
前
に
通
知
す
る
こ
と

で
契
約
は
終
了
す
る
と
し
た
。
つ
ま
り
契
約
終
了
を
通
知
し
な
け
れ
ば
、
契
約
は
継
続
す
る
と
い
う
規
定
で
あ
っ
た
。
こ
の
契
約
は
、
プ
ラ

ッ
ト
社
の
製
造
品
目
の
う
ち
、
紡
績
機
械
に
つ
い
て
、
し
か
も
日
本
・
朝
鮮
へ
の
輸
出
に
つ
い
て
三
井
物
産
を
総
代
理
店
と
し
た
も
の
で
あ

り
、
ま
た
プ
ラ
ッ
ト
社
が
直
接
受
注
し
た
場
合
な
ど
で
も
三
井
物
産
に
手
数
料
を
払
う
と
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
契
約
は
、「
部
分

的
な
一
手
販
売
契
約
」
で
あ
っ
た
。
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織
機
に
関
し
て
は
、
プ
ラ
ッ
ト
社
製
し
か
三
井
物
産
は
扱
え
な
い
と
す
る
対
象
か
ら
除
か
れ
、
第
五
項
で
つ
ぎ
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い

る
。

　
綿
糸
・
紡
毛
・
梳
毛
用
の
織
機
に
関
し
て
、
三
井
物
産
は
、
あ
ら
ゆ
る
場
合
に
お
い
て
プ
ラ
ッ
ト
兄
弟
商
会
の
価
格
を
顧
客
に
提
示

し
、
プ
ラ
ッ
ト
兄
弟
商
会
へ
の
注
文
を
確
保
す
る
た
め
最
善
の
努
力
を
払
う
。
た
だ
し
、
プ
ラ
ッ
ト
兄
弟
商
会
へ
注
文
を
得
る
こ
と
が

で
き
な
か
っ
た
場
合
、
他
社
製
の
綿
・
毛
・
梳
毛
用
の
織
機
の
販
売
を
禁
じ
る
も
の
で
は
な
い
。

つ
ま
り
、
三
井
物
産
は
、
綿
糸
・
紡
毛
・
梳
毛
用
の
織
機
を
販
売
す
る
場
合
、
す
べ
て
の
顧
客
に
対
し
て
、
プ
ラ
ッ
ト
兄
弟
商
会
製
品
の

価
格
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し
プ
ラ
ッ
ト
社
製
品
の
注
文
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
時
に
は
、
プ
ラ
ッ
ト
社
以
外
の
会

社
の
製
品
を
販
売
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
縛
り
が
あ
る
た
め
、
三
井
物
産
は
他
社
と
綿
糸
・
紡
毛
・
梳
毛
用
織
機
に
つ
い
て
代
理
店
契
約
あ

る
い
は
一
手
販
売
契
約
を
結
ぶ
こ
と
は
で
き
な
い
。
三
井
物
産
で
は
、「
三
井
ハ
代
理
店
契
約
ヲ
取
結
ハ
ザ
ル
コ
ト
」
と
重
役
が
認
識
し
て

い
（
（
（

た
。

プ
ラ
ッ
ト
社
が
製
造
し
て
い
た
織
機
は
広
幅
織
機
で
あ
り
、
プ
ラ
ッ
ト
社
は
小
幅
織
機
を
製
造
し
て
い
な
か
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
小
幅

織
機
も
潜
在
的
に
製
造
可
能
で
あ
る
た
め
、
広
幅
・
小
幅
を
問
わ
ず
、
織
機
全
体
が
取
扱
規
制
の
対
象
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

一
八
九
八
年
の
覚
書
で
の
取
り
決
め
は
、
一
九
三
二
年
一
二
月
八
日
ま
で
継
続
さ
れ
た
よ
う
で
あ
（
（
（
る
。
途
中
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
中
国

に
お
け
る
紡
績
会
社
の
新
設
と
増
錘
に
対
応
し
て
、
一
九
〇
六
年
一
二
月
二
七
日
付
け
で
中
国
・
香
港
に
つ
い
て
覚
書
（
総
代
理
店
契
約
）

が
締
結
さ
れ
る
。
一
九
〇
六
年
の
覚
書
で
も
、
織
機
に
つ
い
て
の
規
定
は
一
八
九
八
年
の
覚
書
と
同
じ
で
あ
る
。

一
八
九
八
年
の
覚
書
で
は
、
織
機
販
売
に
つ
い
て
、
上
記
の
よ
う
な
縛
り
が
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
三
井
物
産
が
豊
田
佐
吉
に
働
き
か
け
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て
織
機
の
製
造
・
販
売
を
計
画
し
た
と
き
、
三
井
物
産
は
プ
ラ
ッ
ト
社
と
の
契
約
に
配
慮
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
三
井
物
産
理
事
の
上
田

安
三
郎
は
、「
プ
ラ
ッ
ト
社
ト
ノ
約
定
熟
読
セ
シ
ニ
何
分
同
社
ニ
対
シ
当
会
社
ノ
名
義
ヲ
出
シ
、
又
ハ
公
然
売
捌
ノ
周
旋
等
致
兼
ヌ
ル
次
第

ヲ
見
出
シ
タ
ル
ニ
付
、
非
職
者
ナ
リ
誰
カ
三
井
関
係
ノ
可
然
人
ニ
多
少
ノ
資
本
ヲ
貸
出
シ
、
利
益
ノ
幾
分
ヲ
収
メ
テ
名
義
ト
共
ニ
担
当
為

致
（
（
（

度
」
と
考
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
上
田
は
、
第
一
に
、
プ
ラ
ッ
ト
社
と
の
契
約
が
あ
る
た
め
、
三
井
物
産
は
織
機
製
造
会
社
に
公
然
と
出

資
し
た
り
、
公
然
と
織
機
の
販
売
を
仲
介
（「
周
旋
」）
し
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
第
二
に
、
誰
か
三
井
物
産
と
関
係
の
あ
る
人
に
資

本
を
貸
し
付
け
て
、
そ
の
人
の
名
義
で
織
機
製
造
会
社
を
経
営
さ
せ
た
い
、
と
述
べ
て
い
る
。

2
．
合
名
会
社
井
桁
商
会
の
織
機
販
売
引
受
け
［
Ｂ
系
製
品
関
係
］

一
八
九
九
年
一
〇
月
三
一
日
、
織
機
製
造
会
社
を
設
立
す
る
た
め
に
、
本
店
の
調
査
課
長
松
本
常
磐
と
漁
業
本
部
長
服
部
種
次
郎
を
罷
役

と
し
、
以
後
、
そ
れ
ぞ
れ
に
月
給
二
四
〇
円
と
月
給
二
二
五
円
を
三
井
物
産
が
支
給
す
る
こ
と
と
し
（
（1
（

た
。
松
本
と
服
部
の
職
歴
は
、
織
機
な

ど
機
械
の
販
売
に
ま
っ
た
く
無
縁
で
あ
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
二
人
が
織
機
製
造
会
社
の
経
営
を
担
当
す
る
の
は
、
三
井
物
産
の

な
か
で
こ
れ
以
上
昇
進
す
る
ポ
ス
ト
が
な
い
二
人
に
つ
い
て
、
益
田
孝
が
寺
島
昇
（
名
古
屋
支
店
支
配
人
）
に
二
人
の
身
の
ふ
り
方
に
つ
い

て
相
談
し
、
名
古
屋
支
店
の
方
に
適
当
な
仕
事
は
な
い
も
の
だ
ろ
う
か
と
聞
い
た
た
め
で
あ
る
と
い
う
。
寺
島
昇
は
「
豊
田
の
織
機
に
一
つ

力
を
い
れ
て
や
り
度
い
と
思
つ
て
ゐ
る
矢
先
で
す
か
ら
、
其
の
御
両
人
と
豊
田
と
を
組
ま
し
て
み
よ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
」
と
答
え
た
と

い
（
（1
（
う
。

つ
い
で
、
一
一
月
一
〇
日
、
新
会
社
と
し
て
松
本
服
部
合
名
会
社
が
設
立
さ
れ
た
（
一
一
月
六
日
設
立
と
す
る
説
は
誤
（
（1
（
り
）。
本
店
は
東

京
市
浅
草
区
猿
屋
町
一
七
番
地
、
目
的
は
「
綿
布
器
械
ノ
製
造
並
販
売
」、
社
員
は
松
本
常
磐
・
服
部
種
次
郎
、
社
員
の
出
資
額
は
松
本
一

万
五
〇
〇
〇
円
、
服
部
一
万
五
〇
〇
〇
円
で
あ
（
（1
（

る
。
し
た
が
っ
て
同
社
の
資
本
金
は
三
万
円
で
あ
（
（1
（

る
。
本
店
を
置
い
た
と
こ
ろ
は
服
部
種
次
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郎
の
自
宅
で
あ
（
（1
（

る
。
な
お
、
公
称
資
本
金
三
万
円
、
実
際
の
出
資
額
（
払
込
資
本
金
）
を
八
〇
〇
〇
円
と
し
て
い
る
論
考
が
あ
（
（1
（

る
。
し
か
し
、

こ
れ
は
誤
り
で
あ
り
、
実
際
の
出
資
額
も
三
万
円
で
あ
る
。
ま
た
、
会
社
設
立
時
の
本
店
を
東
京
市
日
本
橋
区
大
坂
町
一
〇
番
地
と
し
て
い

る
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
も
誤
り
で
あ
り
、
一
一
月
二
七
日
に
猿
屋
町
か
ら
大
坂
町
に
本
店
の
移
転
登
記
が
な
さ
れ
て
い
（
（1
（
る
。

一
人
当
た
り
一
万
五
〇
〇
〇
円
（
現
在
価
値
三
億
円
）
出
資
の
資
金
は
ど
の
よ
う
に
調
達
さ
れ
た
の
か
。
三
井
物
産
本
店
の
元
帳
（
一
八

九
九
年
下
期
）
の
「
貸
シ
金
」
勘
定
に
、
そ
れ
ら
し
き
記
録
は
見
当
た
ら
な
い
。「
表
面
上
は
寺
島
昇
の
金
を
貸
し
出
（
（1
（
す
」
と
い
う
や
り
方

が
採
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
つ
ま
り
三
万
円
が
三
井
物
産
名
古
屋
支
店
の
勘
定
か
ら
寺
島
昇
（
名
古
屋
支
店
長
）
に
支
出
さ
れ
（
貸
し
付
け

ら
れ
）、
寺
島
昇
か
ら
松
本
・
服
部
へ
貸
し
付
け
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
豊
田
佐
吉
は
井
桁
商
会
に
出
資
し
な
か
っ
た
。「
技
師
長
と

い
ふ
格
で
、
専
ら
発
明
に
精
進
し
た
」
と
さ
れ
て
い
（
（1
（
る
。

一
一
月
一
五
日
、
松
本
服
部
合
名
会
社
は
商
号
を
合
名
会
社
井
桁
商
会
に
変
更
す
る
こ
と
を
登
記
し
た
。
そ
し
て
、
同
日
、
井
桁
商
会
は

三
井
物
産
に
対
し
て
、「
豊
田
式
織
機
並
附
属
品
」
に
つ
い
て
販
売
を
依
頼
す
る
文
書
を
提
出
し
、
そ
の
「
承
諾
」
を
「
願
上
」
げ
た
。
文

書
の
内
容
は
、
第
一
に
井
桁
商
会
の
製
品
の
購
入
希
望
者
が
あ
っ
た
場
合
、
そ
れ
を
井
桁
商
会
に
報
告
す
る
こ
と
、
第
二
に
売
上
代
金
の
五

％
を
三
井
物
産
に
支
払
う
こ
と
、
第
三
に
井
桁
商
会
が
直
接
、
購
入
希
望
者
か
ら
注
文
を
受
け
た
場
合
も
、
三
井
物
産
に
売
上
代
金
の
五
％

を
支
払
う
こ
と
、
第
四
に
注
文
が
あ
っ
た
場
合
、
三
井
物
産
は
代
価
の
三
〇
％
を
井
桁
商
会
に
交
付
す
る
こ
と
な
ど
で
あ
っ
た
。
な
お
、

「
承
諾
」
を
求
め
た
期
間
は
一
八
九
九
年
一
一
月
一
五
日
か
ら
一
九
〇
九
年
一
一
月
一
四
日
ま
で
の
満
一
〇
か
年
で
あ
（
（2
（
る
。

こ
の
文
書
か
ら
、『
愛
知
県
史
』
の
よ
う
に
、
井
桁
商
会
が
「
三
井
物
産
と
の
一
手
販
売
契
約
を
結
ん
だ
」
と
す
る
の
は
妥
当
で
は
な
（
（2
（
い
。

と
い
う
の
は
、
プ
ラ
ッ
ト
社
と
の
関
係
で
、
三
井
物
産
は
井
桁
商
会
と
の
間
で
製
品
の
一
手
販
売
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ

の
た
め
、
一
手
販
売
契
約
書
を
作
成
す
る
代
わ
り
に
、
井
桁
商
会
が
文
書
を
三
井
物
産
に
提
出
し
て
、
三
井
物
産
が
そ
れ
を
受
け
取
る
と
い

う
や
り
方
が
採
ら
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
事
実
上
、
三
井
物
産
が
井
桁
商
会
製
品
（
改
良
特
許
第
九
七
号
織
機
、
特
許
第
三
二
五
〇
号
管
捲
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機
、
特
許
第
三
六
〇
五
号
杼
お
よ
び
付
属
品
）
を
一
手
に
販
売
で
き
る
よ
う
に
し
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
三
井
物
産
は
井
桁
商
会
と

の
間
で
契
約
書
を
締
結
し
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
事
実
上
、「
完
全
な
一
手
販
売
」
を
委
託
さ
れ
た
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
八
九
九
年
一
一
月
二
三
日
の
『
東
京
朝
日
新
聞
』
朝
刊
（
七
頁
）
の
井
桁
商
会
広
告
で
は
、「
本
織
機
に
関
す
る
件
ハ
三
井
物
産
合
名

会
社
本
支
店
又
ハ
名
古
屋
市
武
平
町
三
丁
目
豊
田
佐
吉
の
内
へ
御
問
合
被
下
候
は
ば
詳
細
相
分
り
申
候
」、
一
一
月
二
六
日
の
『
中
外
商
業

新
報
』（
一
頁
）
で
は
、「
本
織
機
に
関
す
る
件
は
三
井
物
産
合
名
会
社
本
支
店
又
は
名
古
屋
市
武
平
町
二ママ
丁
目
豊
田
佐
吉
の
内
へ
御
問
合
被

下
候
は
ば
詳
細
相
分
り
申
候
」、
井
桁
商
会
支
店
（
名
古
屋
市
武
平
町
）
登
記
後
の
一
二
月
六
日
の
『
新
愛
知
』（
○
頁
）
で
は
、「
本
織
機

に
関
す
る
件
は
弊
商
会
本
支
店
又
は
三
井
物
産
合
名
会
社
本
支
店
へ
御
問
合
被
下
候
は
ゞ
詳
細
相
分
可
申
候
」
一
二
月
一
五
日
の
『
読
売
新

聞
』
朝
刊
（
八
頁
）
で
は
、「
本
織
機
に
関
す
る
件
ハ
弊
商
会
本
支
店
又
ハ
三
井
物
産
合
名
会
社
本
支
へ
御
問
合
被
下
候
ハ
ヾ
詳
細
相
分
リ

可
申
候
」
と
説
明
し
て
お
り
、
い
ず
れ
も
、
井
桁
商
会
が
三
井
物
産
に
販
売
を
委
託
し
て
い
る
と
は
宣
伝
し
て
い
な
い
。

一
八
九
九
年
一
二
月
一
六
日
に
は
、
井
桁
商
会
は
目
的
を
「
織
布
器
械
ノ
製
造
並
ニ
販
売
業
、
代
弁
業
、
仲
買
業
」
へ
変
更
す
る
こ
と
を

登
記
し
た
。
ま
た
、
一
一
月
二
四
日
に
支
店
を
名
古
屋
市
武
平
町
三
丁
目
一
五
番
地
に
設
置
す
る
こ
と
を
同
日
登
記
し
（
（2
（
た
。
武
平
（
ぶ
へ

い
）
町
三
丁
目
一
五
番
地
は
豊
田
佐
吉
が
土
地
を
借
り
て
工
場
を
建
て
、
織
機
の
製
造
と
織
機
に
よ
る
織
布
を
お
こ
な
っ
て
い
た
と
こ
ろ
で

あ
（
（2
（

る
。
豊
田
佐
吉
の
と
こ
ろ
に
、
井
桁
商
会
が
支
店
を
設
置
し
、
こ
こ
で
織
機
の
製
造
を
豊
田
佐
吉
か
ら
引
き
継
い
だ
よ
う
で
あ
る
。
そ
の

後
、
名
古
屋
市
広
井
町
二
六
七
番
地
へ
の
支
店
設
置
を
一
九
〇
〇
年
三
月
五
日
に
登
記
し
た
。
こ
の
支
店
の
場
所
は
、
か
つ
て
の
日
本
車
輌

「
笹
島
仮
工
場
」（
一
八
九
九
年
に
日
本
車
輌
が
売
却
）
の
所
在
地
と
思
わ
れ
（
（2
（
る
。
井
桁
商
会
は
こ
こ
で
も
織
機
の
製
造
を
始
め
、
翌
一
九
〇

一
年
に
は
広
井
町
の
工
場
が
同
社
の
主
要
な
工
場
と
な
っ
（
（2
（
た
。

井
桁
商
会
が
主
に
製
造
し
た
織
機
は
改
訂
特
許
第
九
七
号
織
機
で
あ
（
（2
（
る
。
改
訂
特
許
第
九
七
号
は
、
特
許
第
三
一
七
三
号
織
機
に
つ
い
て

の
改
訂
を
一
八
九
九
年
に
出
願
し
、
同
年
中
に
取
得
し
た
も
の
で
あ
（
（2
（

る
。
こ
の
織
機
は
木
鉄
混
製
で
、「
豊
田
式
汽
力
織
機
」
と
呼
ば
れ
（
（2
（

た
。
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こ
れ
以
前
に
、
豊
田
佐
吉
は
、
一
八
九
六
年
一
一
月
一
五
日
に
力
織
機
を
発
明
し
、
一
八
九
七
年
八
月
二
五
日
に
こ
の
織
機
に
つ
い
て
特
許

を
出
願
し
、
一
八
九
八
年
八
月
一
日
に
第
三
一
七
三
号
（
期
限
一
五
年
）
と
し
て
特
許
を
取
得
し
て
い
（
（2
（
る
。
特
許
第
三
一
七
三
号
の
織
機
は
、

豊
田
佐
吉
が
日
本
で
最
初
に
発
明
・
完
成
さ
せ
た
動
力
織
機
で
あ
っ
た
。
改
訂
特
許
第
九
七
号
は
、
特
許
第
三
一
七
三
号
の
う
ち
、
た
て
糸

送
出
装
置
を
改
良
し
た
も
の
で
あ
（
（3
（

る
。

一
九
〇
一
年
時
点
で
は
、
同
社
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
（
井
桁
商
会
『
専
売
特
許
豊
田
式
織
機
説
明
書
』）
に
よ
る
と
、
織
立
て
の
幅
が
鯨
（
（3
（
尺

一
尺
一
寸
の
織
機
（
小
幅
織
機
）
か
ら
同
二
尺
四
寸
（
広
幅
織
機
）
ま
で
の
幅
の
織
機
を
製
造
し
て
い
る
（
全
部
で
何
種
類
の
幅
の
織
機
を

製
造
し
て
い
る
か
不
明
）。
と
は
い
え
、
製
造
・
注
文
の
ほ
と
ん
ど
は
小
幅
織
機
と
思
わ
れ
る
。
三
井
物
産
営
業
部
が
一
八
九
九
年
九
月
一

一
日
付
け
で
豊
田
佐
吉
発
明
の
上
記
小
幅
織
機
の
一
手
販
売
を
三
井
物
産
社
長
に
願
い
出
た
と
き
、
豊
田
佐
吉
は
上
記
小
幅
織
機
（
木
鉄
混

製
の
織
機
）
を
三
八
円
で
販
売
し
て
い
た
。
製
造
原
価
は
二
三
円
〇
二
銭
な
の
で
、
一
台
当
た
り
一
四
円
九
八
銭
の
利
益
で
あ
っ
（
（3
（

た
。
お
そ

ら
く
井
桁
商
会
も
、
鯨
尺
一
尺
一
寸
の
小
幅
機
を
三
八
円
（
一
九
〇
〇
年
に
販
売
と
す
る
と
、
現
在
価
値
六
六
万
円
）
で
売
り
出
し
た
と
思

わ
れ
る
。
ち
な
み
に
、
輸
入
の
広
幅
鉄
製
織
機
は
一
九
〇
一
年
頃
、
一
六
〇
円
―
四
八
〇
円
（
現
在
価
値
二
一
三
万
円
―
六
三
八
万
円
）
く

ら
い
で
あ
り
、
こ
れ
に
比
し
て
、
井
桁
商
会
の
織
機
は
極
め
て
廉
価
で
あ
っ
た
。

一
九
〇
二
年
一
〇
月
時
点
で
は
、
井
桁
商
会
は
四
種
類
の
幅
の
織
機
を
製
造
し
て
い
る
。
鯨
尺
一
尺
幅
（
並
製
）
三
三
円
（「
定
価
」、
以

下
同
じ
）、
同
一
尺
一
寸
幅
（
特
製
）
三
八
円
、
同
一
尺
三
寸
幅
（
改
良
製
）
五
五
円
、
同
一
尺
三
寸
幅
（
改
良
特
製
）
六
五
円
、
同
二
尺

四
寸
幅
（
並
製
）
六
五
円
、
同
二
尺
四
寸
幅
（
特
製
）
七
五
円
の
計
六
種
類
の
織
機
を
製
造
し
て
い
（
（3
（
る
。
広
幅
に
含
ま
れ
る
鯨
尺
二
尺
四
寸

（
九
〇
・
九
）
幅
の
織
機
も
製
造
し
て
は
い
る
も
の
の
、
販
売
台
数
は
き
わ
め
て
少
な
い
と
思
わ
れ
る
。

織
機
の
生
産
状
況
に
つ
い
て
み
る
と
、
会
社
設
立
か
ら
二
か
月
後
の
一
九
〇
〇
年
一
月
二
一
日
、
三
井
物
産
の
内
地
支
店
長
会
議
に
お
い

て
、
名
古
屋
支
店
長
寺
島
昇
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
（
（3
（

る
。
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今
日
ハ
製
造
方
ヲ
名
古
屋
車
輌
会
社
ニ
託
シ
一
ヶ
月
五
百
台
宛
ヲ
造
ル
ノ
約
束
ナ
ル
モ
其
運
ニ
至
ラ
ス
、
十
二
月
ニ
ハ
五
十
台
、
一

月
ニ
ハ
二
百
台
ヲ
作
リ
得
ヘ
キ
予
定
ナ
リ
、
然
ル
ニ
注
文
ハ
非
常
ニ
多
ク
名
古
屋
ノ
ミ
ニ
テ
モ
既
ニ
注
文
台
数
七
百
五
十
ニ
上
リ
、
其

後
続
々
申
込
ア
ル
モ
出
来
期
限
不
明
ナ
ル
ト
以
テ
仮
相
談
ニ
止
ム
ル
位
ナ
リ

井
桁
商
会
は
自
社
工
場
で
織
機
を
製
造
す
る
だ
け
で
は
注
文
に
追
い
つ
か
な
い
た
め
、
会
社
設
立
後
直
ぐ
に
日
本
車
輌
株
式
会
社
（
本
社

は
名
古
屋
市
）
に
生
産
を
依
頼
し
て
い
た
。
一
八
九
九
年
一
二
月
は
五
〇
台
製
造
、
一
九
〇
〇
年
一
月
は
二
〇
〇
台
製
造
予
定
で
あ
り
、
約

束
で
は
一
か
月
五
〇
〇
台
ま
で
日
本
車
輌
は
製
造
を
請
け
負
う
こ
と
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
。
寺
島
の
説
明
か
ら
推
測
す
る
と
、
井
桁
商
会

で
の
自
社
製
造
よ
り
も
、
日
本
車
輌
で
の
下
請
け
製
造
の
方
が
製
造
規
模
は
ず
っ
と
大
き
い
よ
う
で
あ
る
。

日
本
車
輌
で
は
一
九
〇
〇
年
一
月
一
五
日
の
定
時
株
主
総
会
で
監
査
役
に
松
本
常
磐
（
井
桁
商
会
社
員
）
を
選
出
し
、
井
桁
商
会
と
経
営

上
の
関
係
を
つ
け
た
（
松
本
は
三
年
間
勤
め
て
、
退
任
は
一
九
〇
三
年
一
月
一
四
日
）。
当
時
の
日
本
車
輌
は
不
況
下
に
お
い
て
鉄
道
車
両

の
注
文
激
減
に
悩
ま
さ
れ
て
お
り
、
日
本
車
輌
に
と
っ
て
も
井
桁
商
会
か
ら
の
織
機
製
造
の
依
頼
は
難
局
を
乗
り
切
る
助
け
と
な
っ
た
。
織

機
製
造
が
軌
道
に
の
っ
た
一
九
〇
〇
年
下
期
（
七
―
一
二
月
）
で
は
売
上
高
六
万
三
〇
八
〇
円
の
う
ち
、
井
桁
商
会
が
二
万
二
二
二
七
円
に

上
っ
た
（
売
上
高
全
体
の
三
五
・
二
％
）。
そ
の
後
、
井
桁
商
会
へ
の
売
上
高
は
一
九
〇
一
年
上
期
四
九
一
四
円
、
同
下
期
四
九
四
円
へ
と
低

下
し
、
一
九
〇
二
年
上
期
二
二
七
五
円
と
増
加
し
た
の
ち
、
一
九
〇
二
年
下
期
か
ら
消
滅
し
て
い
（
（3
（
る
。

と
こ
ろ
で
、
井
桁
商
会
は
一
九
〇
一
年
三
月
二
七
日
に
本
店
を
愛
知
県
名
古
屋
市
広
井
町
二
六
一
番
戸
に
移
転
し
た
。
井
桁
商
会
は
名
古

屋
市
広
井
町
に
本
店
を
置
き
、
武
平
町
に
支
店
を
有
す
る
企
業
と
な
っ
た
（
広
井
町
二
六
七
番
地
の
支
店
は
三
月
二
七
日
に
廃
（
（3
（
止
）。
と
こ

ろ
が
豊
田
佐
吉
は
井
桁
商
会
を
退
職
し
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
一
九
〇
一
年
末
ま
で
に
退
職
し
た
と
す
る
説
は
、
つ
ぎ
に
述
べ
る
よ
う
に
早
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す
ぎ
（
（3
（

る
。

ま
た
、
退
職
の
理
由
に
つ
い
て
、『
豊
田
佐
吉
伝
』
は
、「
営
利
と
発
明
の
衝
突
か
ら
生
れ
る
事
情
が
続
出
し
て
動
も
す
れ
ば
両
立
し
難
き

事
多
く
、
翁
は
遂
に
会
社
か
ら
身
を
退
い
た
の
で
あ
つ
た
」
と
し
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、
こ
の
記
述
に
依
拠
し
て
、「
井
桁
商
会
が
結
局
失

敗
し
た
理
由
、
豊
田
佐
吉
が
同
社
を
辞
任
し
た
要
因
と
し
て
は
、
会
社
側
た
る
役
員
二
人
と
、
豊
田
佐
吉
と
の
間
の
、
経
営
方
針
を
め
ぐ
る

対
立
が
あ
っ
た
、
と
い
わ
れ
て
い
（
（3
（
る
」
と
い
う
評
価
が
生
ま
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
記
述
は
『
豊
田
佐
吉
伝
』
に
依
拠
し
て
い
る
と
思
わ

れ
る
。

こ
の
よ
う
な
評
価
は
次
の
よ
う
な
理
由
か
ら
妥
当
で
は
な
い
。
以
下
、
五
点
に
わ
た
っ
て
理
由
を
述
べ
る
。

第
一
に
、
豊
田
佐
吉
が
発
明
し
た
織
機
（
改
訂
特
許
第
九
七
号
）
に
は
性
能
の
点
で
問
題
が
あ
っ
た
。
技
師
の
高
辻
奈
良
造
は
「
何
百
台

と
い
ふ
様
な
多
数
を
一
工
場
内
に
据
附
く
る
が
如
き
事
あ
れ
ば
、
久
し
か
ら
ず
し
て
く
る
ひ
、
不
調
子
の
修
理
に
追
つ
附
か
な
く
な
り
、
其

操
業
を
廃
止
せ
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
事
に
立
至
り
て
本
織
機
の
信
用
は
全
く
地
に
落
ち
、
同
時
に
豊
田
の
名
も
傷
つ
け
ら
れ
て
再
び
立
つ
能
は

ざ
る
事
に
な
る
は
見
え
透
い
た
道
理
で
あ
る
。
由
つ
て
本
織
機
の
注
文
に
は
一
口
或
少
数
台
数
の
も
の
に
限
り
引
受
く
る
事
、
並
に
其
使
用

年
限
の
長
か
ら
ざ
る
事
の
了
解
あ
る
向
き
の
み
に
対
し
て
応
諾
す
る
事
に
で
も
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
考
へ
」、
そ
の
点
に
つ
い
て
豊
田
佐
吉
に

意
見
を
求
め
た
。
井
桁
商
会
設
立
か
ら
約
一
か
月
後
の
一
二
月
一
六
日
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
豊
田
佐
吉
は
「
高
辻
さ
ん
、
そ

ん
な
事
は
お
尋
ね
迄
も
あ
り
ま
せ
ん
、
こ
の
次
上
京
せ
ら
る
ゝ
時
に
本
織
機
販
売
関
係
の
人
達
に
お
話
の
通
り
の
制
限
受
注
の
事
を
篤
と
御

注
意
く
だ
さ
れ
た
い
」
と
述
べ
、
今
後
、
鉄
製
小
幅
織
機
を
考
案
す
る
見
込
で
あ
る
こ
と
な
ど
を
語
っ
た
と
い
（
（3
（
う
。

こ
の
よ
う
に
こ
の
織
機
（
改
良
特
許
第
九
七
号
）
で
は
、
遠
か
ら
ず
し
て
狂
い
が
生
じ
、
そ
れ
を
修
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
と
い

う
こ
と
が
、
井
桁
商
会
設
立
直
後
に
お
い
て
、
高
辻
に
も
豊
田
佐
吉
に
も
認
識
さ
れ
て
い
た
。

第
二
に
、
こ
の
織
機
で
の
織
布
の
前
工
程
に
も
後
工
程
に
も
問
題
が
あ
っ
た
。
先
述
の
一
九
〇
〇
年
一
月
の
三
井
物
産
内
地
支
店
長
会
議
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で
の
席
上
、
名
古
屋
支
店
長
寺
島
昇
は
「
前
後
ノ
設
備
未
タ
完
全
セ
サ
ル
ヲ
以
テ
、
大
数
ヲ
据
付
ク
ル
モ
之
カ
始
末
方
困
難
」
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
「
今
日
ハ
糊
付
器
械
ノ
設
備
ナ
キ
為
メ
糊
ヲ
手
ニ
テ
コ
ネ
、
一
反
宛
塗
ル
ト
云
フ
カ
如
キ
有
様
ナ
リ
、
又
機
ニ
掛
ケ
ル
前
糸
ヲ
揃
ヘ

ル
器
械
ノ
如
キ
モ
モ
旧
式
ノ
モ
ノ
ニ
拠
リ
ツ
ヽ
ア
ル
現
況
ナ
レ
ハ
是
等
モ
改
良
ヲ
要
ス
」
と
い
う
。
し
か
も
織
機
だ
け
は
安
く
て
も
、「
前

後
ノ
器
械
ハ
鉄
製
ノ
外
国
品
等
ヲ
買
入
レ
サ
レ
ヘ
カ
ラ
ス
、
甚
タ
不
釣
合
」
に
な
る
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
、「
大
口
物
ハ
引
合
ヲ
見
合
ハ

セ
」
て
お
り
、「
今
日
ノ
処
ニ
テ
は
十
台
、
二
十
台
位
ヲ
据
付
ケ
水
車
又
ハ
石
油
機
関
ヲ
応
用
シ
テ
、
織
立
ヲ
為
ス
位
カ
丁
度
」
良
い
と
述

べ
て
い
（
（4
（

る
。

以
上
に
述
べ
た
第
一
、
第
二
は
、
数
百
台
規
模
の
大
口
の
受
注
を
す
べ
き
で
は
な
く
、
受
注
を
小
口
に
限
定
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
こ

と
だ
け
に
止
ま
ら
ず
、
小
口
に
受
注
を
限
定
し
て
も
、
問
題
が
発
生
す
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
実
際
、「
色
々
と
問
題
が
起
こ
り
、

豊
田
を
は
じ
め
松
本
・
服
部
、
は
て
は
寺
島
ま
で
引
ぱ
り
出
さ
れ
て
大
苦
労
を
」
し
た
と
い
う
。

そ
の
一
例
が
白
木
綿
の
産
地
の
伊
勢
松
坂
で
、
白
木
綿
を
製
織
す
る
た
め
に
井
桁
商
会
へ
織
機
を
発
注
し
た
白
塚
大
三
郎
の
件
で
あ
る
。

こ
の
件
は
、
白
塚
大
三
郎
ら
三
人
が
業
務
担
当
社
員
で
あ
っ
た
松
阪
木
綿
合
資
会
社
（
一
八
九
九
年
四
月
設
立
、
資
本
金
二
万
円
、
本
社
は

阪
南
郡
松
阪
町
）
に
関
わ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
一
九
〇
二
年
時
点
で
み
る
と
、
同
社
の
織
物
工
場
（
製
造
品
種
は
「
綿
布
類
」）
は
、
職

工
が
男
七
人
、
女
一
〇
五
人
で
あ
（
（4
（

り
、
中
小
規
模
の
工
場
で
あ
る
。
こ
の
工
場
は
「
急
製
の
バ
ラ
ッ
ク
で
」、
そ
こ
に
発
動
機
と
し
て
、
当

時
英
国
で
最
も
評
判
の
よ
い
英
国
製
の
チ
ャ
ン
バ
ー
を
用
い
、
シ
ャ
フ
ト
は
当
時
の
権
威
者
服
部
俊
一
博
士
が
日
本
車
輌
で
作
っ
て
も
ら
っ

た
も
の
を
用
い
た
。
白
塚
は
、
こ
の
よ
う
に
遺
漏
な
く
工
作
し
て
井
桁
商
会
製
の
織
機
を
据
え
付
け
た
と
い
う
。

と
こ
ろ
が
運
転
を
始
め
る
と
、
織
機
の
杼
が
飛
び
出
て
仕
方
が
な
か
っ
た
。
白
塚
が
調
べ
て
ほ
し
い
と
い
っ
て
き
た
た
め
、
名
古
屋
か
ら

豊
田
佐
吉
ら
が
出
向
い
て
調
査
し
た
結
果
、
第
一
に
工
場
が
バ
ラ
ッ
ク
の
た
め
、
シ
ャ
フ
ト
が
歪
む
こ
と
、
第
二
に
地
業
（
地
盤
に
施
さ
れ

る
基
礎
工
事
部
分
）
が
悪
い
た
め
に
発
動
機
が
傾
い
て
、
故
障
が
頻
発
す
る
こ
と
、
第
三
に
織
機
に
も
不
完
全
な
部
分
が
あ
る
こ
と
が
判
明
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し
た
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
「
修
正
を
一
々
や
り
、
そ
の
間
、
白
塚
方
も
、
豊
田
方
も
非
常
な
努
力
で
あ
っ
た
。
か
く
て
漸
く
運
転
す
る
様
に

な
っ
た
と
い
う
」。

こ
れ
に
加
え
て
、
白
塚
か
ら
織
機
代
金
の
一
部
返
金
を
求
め
ら
れ
た
。
協
議
は
難
航
し
た
も
の
の
、
一
九
〇
二
年
七
月
九
日
、
よ
う
や
く

返
金
額
で
妥
協
が
成
立
し
て
い
（
（4
（

る
。
妥
協
成
立
時
点
に
よ
っ
て
判
断
す
る
と
、
豊
田
佐
吉
は
一
九
〇
一
年
末
ま
で
に
井
桁
商
会
を
退
職
し
た

の
で
は
な
く
、
一
九
〇
二
年
に
入
っ
て
も
在
職
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

の
ち
に
豊
田
佐
吉
は
退
職
し
た
。
豊
田
佐
吉
が
井
桁
商
会
を
退
職
し
た
理
由
に
つ
い
て
、
河
村
直
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
「
色
々
面
倒
な
こ
と
が
続
出
し
て
困
つ
た
。
豊
田
佐
吉
は
自
分
の
発
明
を
本
当
に
生
か
し
て
、
大
成
さ
せ
る
為
め
に
は
、
こ
ん

な
営
利
的
仕
事
に
忙
殺
さ
れ
て
ゐ
て
は
駄
目
だ
。
何
と
か
し
て
発
明
の
研
究
を
十
分
に
や
り
度
い
も
の
（
（4
（
だ
」。
河
村
は
、
経
営
方
針
を
め
ぐ

る
対
立
の
た
め
で
は
な
く
、
営
利
的
仕
事
か
ら
解
放
さ
れ
て
発
明
に
費
や
す
こ
と
に
専
念
す
る
た
め
に
、
退
職
し
た
と
見
て
い
る
。

第
三
に
、
松
本
常
磐
・
服
部
種
次
郎
を
保
証
人
と
し
、
特
許
証
書
を
担
保
に
し
て
、
豊
田
佐
吉
は
三
井
物
産
か
ら
八
〇
〇
〇
円
（
現
在
価

値
一
億
〇
六
四
〇
万
円
）
を
無
利
子
で
借
り
て
い
る
。
豊
田
は
こ
の
金
を
発
明
の
た
め
の
資
金
や
後
述
す
る
織
布
業
経
営
に
充
当
し
た
と
思

わ
れ
（
（4
（

る
。

　
　
　
証

一
、
金
八
千
円
也
　
　
　
　
　
　
　
　
但
無
利
息

右
者
改
訂
特
許
第
九
七
号
織
機
特
許
証
書
ヲ
質
入
借
用
仕
候
処
実
正
也

御
返
済
之
義
ハ
明
治
三
十
五
年
五
月
ヨ
リ
特
許
料
ト
シ
テ
合
名
会
社
井
桁
商
会
ヨ
リ
受
取
ベ
キ
金
員
ノ
内
ヨ
リ
織
機
壱
台
ニ
付
、
金
壱

円
五
十
銭
ノ
割
合
ヲ
以
テ
御
返
納
可
仕
候
、
仍
テ
農
商
務
省
特
許
証
相
添
ヘ
証
書
如
件
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但
シ
本
契
約
ノ
特
許
証
書
書
入
ニ
関
ス
ル
御
入
用
ニ
書
類
ニ
対
シ
テ
ハ
何
時
ニ
テ
モ
調
印
可
仕
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名
古
屋
市
武
平
町
三
丁
目
拾
五
番
地

　
明
治
三
十
五
年
五
月
一
日
　
　
　
　
　
　
借
用
主
　
　
　
豊
田
佐
吉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
右
保
証
人
　
　
合
名
会
社
井
桁
商
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
井
桁
商
会
社
印
　
松
本
常
磐
　
　
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
服
部
種
次
郎
　
㊞

　
　
　
寺
島
昇
殿

井
桁
商
会
を
豊
田
佐
吉
が
退
職
し
た
の
は
、
一
九
〇
一
年
末
ま
で
に
で
は
な
く
、
八
〇
〇
〇
円
を
借
り
入
れ
る
一
九
〇
二
年
の
五
月
以
前

で
あ
ろ
う
。
豊
田
は
、
井
桁
商
会
に
二
年
半
く
ら
い
勤
務
し
た
こ
と
に
な
る
。
な
お
、
一
九
〇
二
年
版
の
『
工
場
通
覧
』（
年
末
現
在
の
状

況
を
示
し
て
い
る
と
推
定
）
で
は
、「
井
桁
商
会
工
場
」
の
所
在
地
が
地
名
変
更
（
一
九
〇
一
年
四
月
一
七
日
）
に
伴
い
堀
内
町
と
な
っ
て

い
（
（4
（

る
。
本
社
の
所
在
地
も
、
堀
内
町
四
丁
目
と
な
っ
（
（4
（

た
。

と
こ
ろ
で
、
豊
田
佐
吉
が
借
り
た
八
〇
〇
〇
円
に
つ
い
て
は
、
井
桁
商
会
で
織
機
一
台
が
売
れ
る
ご
と
に
「
織
機
特
許
料
ト
シ
テ
」
一
円

五
〇
銭
が
三
井
物
産
へ
返
済
さ
れ
る
た
め
、
五
三
三
四
台
が
売
れ
る
と
完
済
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
実
際
に
は
織
機
が
ま
っ
た
く
売
れ
な
く
な

っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
た
め
、
ま
っ
た
く
返
済
す
る
こ
と
で
き
な
か
っ
た
。
借
入
日
か
ら
計
算
す
る
と
、
半
年
以
上
、
織
機
が
ま
っ
た
く
売

れ
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

井
桁
商
会
は
経
営
的
に
行
き
詰
ま
り
、
一
九
〇
四
（
明
治
三
七
）
年
二
月
八
日
、
井
桁
商
会
の
服
部
種
次
郎
は
三
井
物
産
に
対
し
て
「
陳

情
書
」
を
提
出
し
た
。
こ
の
な
か
で
、
第
一
に
、「
不
景
気
ニ
テ
織
機
ノ
販
路
ハ
益
閉
塞
シ
」、
そ
の
た
め
「
豊
田
佐
吉
貸
金
八
千
円
モ
販
売
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セ
ザ
ル
上
ハ
取
立
ツ
ベ
キ
見
込
ト
テ
モ
無
之
」、
第
二
に
、
織
機
一
七
五
台
を
担
保
に
井
桁
商
会
が
三
井
物
産
か
ら
借
り
入
れ
て
い
た
六
三

〇
〇
円
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
相
当
分
の
織
機
引
渡
し
の
見
込
み
が
立
た
な
い
と
述
べ
、
救
済
を
願
い
出
（
（4
（
た
。

三
井
物
産
は
、
松
本
・
服
部
に
対
し
て
「
最
初
井
桁
商
会
組
織
ヲ
勧
誘
シ
タ
ル
関
係
モ
有
之
」
の
で
、「
歎
願
ヲ
容
レ
全
部
」（
八
〇
〇
〇

円
と
六
三
〇
〇
円
）
を
「
免
除
」
す
る
こ
と
に
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
豊
田
佐
吉
は
借
金
八
〇
〇
〇
円
の
返
済
を
免
除
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

も
し
、
経
営
方
針
を
め
ぐ
っ
て
豊
田
佐
吉
と
井
桁
商
会
が
対
立
し
て
、
豊
田
が
井
桁
商
会
を
退
職
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
三
井
物
産
は
現
在
価

値
一
億
円
を
上
回
る
借
金
の
全
額
免
除
と
い
う
優
遇
措
置
を
講
じ
る
よ
う
な
こ
と
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
ま
し
て
、
井
桁
商
会
の
経
営
方

針
を
巡
っ
て
対
立
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
豊
田
の
借
金
に
重
い
責
任
を
負
う
保
証
人
を
井
桁
商
会
が
引
き
受
け
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ

れ
ら
の
こ
と
か
ら
も
経
営
方
針
を
め
ぐ
る
対
立
を
豊
田
退
職
の
理
由
と
す
る
の
は
妥
当
で
な
い
。

第
四
に
、
一
九
〇
三
年
一
〇
月
頃
の
時
点
で
三
井
物
産
が
作
成
し
た
「
台
湾
及
内
地
向
小
幅
綿
布
製
織
工
場
」
設
立
計
画
に
、
豊
田
佐
吉

が
協
力
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
計
画
で
建
て
ら
れ
た
予
算
と
機
械
の
選
択
は
、
豊
田
佐
吉
、
寺
島
昇
、
藤
野
亀
之
助
ら

が
「
立
会
査
定
セ
シ
モ
ノ
」
で
あ
っ
た
。
工
場
に
、
豊
田
佐
吉
が
一
九
〇
三
年
に
発
明
し
た
自
動
織
機
（
特
許
申
請
中
）
一
五
〇
台
（
一
台

一
〇
〇
円
）
を
設
置
し
て
、「
本
織
機
ノ
運
転
及
綿
布
ノ
製
織
ハ
豊
田
佐
吉
氏
之
ヲ
担
当
ス
ル
モ
ノ
ト
シ
宿
料
、
旅
費
及
交
際
費
ト
シ
テ
一

ケ
月
金
五
拾
円
ヲ
給
シ
、
年
度
末
ニ
於
テ
計
算
尻
利
益
ノ
一
割
ヲ
報
酬
ス
ル
予
定
」
で
あ
っ
（
（4
（

た
。

以
上
述
べ
た
五
点
か
ら
、
会
社
側
た
る
役
員
二
人
と
豊
田
佐
吉
と
の
間
の
経
営
方
針
を
め
ぐ
る
対
立
の
た
め
豊
田
佐
吉
が
井
桁
商
会
を
退

職
し
た
と
す
る
捉
え
方
は
誤
り
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

改
め
て
井
桁
商
会
の
織
機
販
売
に
つ
い
て
み
る
と
、
プ
ラ
ッ
ト
社
か
ら
の
制
約
の
た
め
、
三
井
物
産
は
井
桁
商
会
製
の
織
機
を
代
理
店
と

し
て
販
売
し
て
い
る
こ
と
を
、
新
聞
・
雑
誌
な
ど
で
広
告
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
一
九
〇
二
年
で
み
る
と
、
井
桁
商
会
は

東
京
の
「
服
部
商
会
」（「
日
本
橋
区
大
伝
馬
町
二
丁
目
廿
五
番
地
」）
を
「
合
名
会
社
井
桁
商
会
代
理
店
　
電
話
浪
花
千
七
十
九
番
」」
と
し
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て
『
大
日
本
織
物
協
会
会
報
』
に
広
告
し
て
い
（
（4
（

る
。

と
こ
ろ
で
豊
田
佐
吉
の
退
職
後
、
井
桁
商
会
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
井
桁
商
会
の
工
場
を
み
る
と
、
職
工
数
は
男
三
八

人
、
女
一
二
人
（
一
九
〇
二
年
一
二
月
三
一
日
現
在
と
推
定
）
か
ら
一
九
〇
四
年
一
二
月
三
一
日
現
在
に
は
男
一
〇
人
に
激
減
し
（
（5
（
た
。
し
か

し
、
そ
の
後
、
持
ち
直
し
て
、
一
九
〇
八
年
男
二
五
人
、
一
九
一
〇
年
男
二
八
人
、
女
一
人
、
一
九
一
三
年
男
二
〇
人
、
女
一
人
と
推
移
し

て
い
る
。
生
産
数
量
は
、
一
九
〇
八
年
「
豊
田
式
織
機
」
八
六
六
台
（
価
額
四
万
三
〇
〇
〇
円
）、
一
九
一
〇
年
「
力
織
機
」
五
六
六
台

（
三
万
八
八
七
五
円
）・「
付
属
器
」
六
一
台
（
六
二
二
二
円
）、
一
九
一
三
年
「
力
織
機
」
四
〇
八
台
（
二
万
五
五
〇
九
円
）・「
付
属
機
械
」

三
八
台
（
三
一
二
六
円
）
で
あ
っ
た
。
次
第
に
織
機
の
生
産
台
数
は
減
少
し
て
お
り
、
細
々
と
織
機
生
産
が
継
続
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
（
（5
（

る
。

ま
た
、
一
九
〇
二
年
頃
に
井
桁
商
会
は
資
本
金
三
万
円
を
減
資
し
て
、
資
本
金
一
万
円
（
払
込
六
〇
〇
〇
円
）
と
し
（
（5
（
た
。
さ
ら
に
、
一
九

〇
二
年
後
半
頃
に
松
本
常
磐
が
井
上
馨
の
推
薦
で
九
州
の
炭
礦
主
貝
島
太
助
の
顧
問
の
よ
う
な
職
に
つ
い
た
た
め
、
井
桁
商
会
の
社
員
か
ら

抜
け
て
、
社
員
は
服
部
種
次
郎
だ
け
に
な
っ
（
（5
（

た
。
そ
の
後
、
服
部
種
次
郎
は
一
九
一
四
年
頃
ま
で
井
桁
商
会
の
事
業
を
継
続
し
、
同
年
頃
に

事
業
を
停
止
し
た
よ
う
で
あ
（
（5
（
る
。

3
．
豊
田
佐
助
と
の
織
機
一
手
販
売
契
約
［
Ｂ
系
製
品
関
係
］

一
九
〇
二
年
の
豊
田
佐
吉
の
井
桁
商
会
退
職
か
ら
、
一
九
〇
七
（
明
治
四
〇
）
年
二
月
九
日
の
豊
田
式
織
機
株
式
会
社
設
立
ま
で
の
間
に
、

豊
田
佐
吉
（
豊
田
商
会
）
は
新
た
な
織
機
を
開
発
し
、
販
売
し
た
。
こ
の
間
の
、
新
織
機
「
小
幅
自
働
織
機
」
の
「
販
売
は
三
井
物
産
名
古

屋
支
店
が
担
当
し
た
。
井
桁
商
会
と
の
関
係
悪
化
後
は
三
井
物
産
が
直
接
に
豊
田
の
発
明
活
動
を
援
助
し
て
い
（
（5
（
た
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

た
だ
し
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
レ
ベ
ル
の
関
係
あ
る
い
は
契
約
が
豊
田
佐
吉
（
豊
田
商
会
）
と
結
ば
れ
て
い
た
の
か
は
未
解
明
で
あ
っ
た
。

以
下
で
は
、
こ
の
点
を
明
ら
か
に
す
る
。
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既
述
の
よ
う
に
豊
田
佐
吉
が
井
桁
商
会
を
退
職
し
た
の
は
、
一
九
〇
二
年
の
五
月
以
前
と
推
定
さ
れ
る
。『
豊
田
佐
吉
伝
』
は
、
豊
田
佐

吉
が
一
九
〇
二
年
に
元
の
武
平
町
工
場
で
織
布
業
を
始
め
、
新
た
に
借
り
入
れ
た
西
新
町
工
場
と
の
両
所
で
一
三
八
台
の
織
機
を
運
転
し
た
、

こ
れ
が
豊
田
商
会
の
始
ま
り
で
あ
る
と
記
し
て
い
る
。
豊
田
商
会
は
法
人
組
織
で
は
な
く
、
個
人
商
店
で
あ
る
。

一
九
〇
四
年
版
の
『
工
場
通
覧
』
に
よ
る
と
、
西
新
町
所
在
の
「
豊
田
第
三
織
工
場
」（
持
主
は
豊
田
佐
助
）
の
創
業
は
一
九
〇
二
年
三

月
で
あ
り
、
豊
田
佐
吉
が
井
桁
商
会
か
ら
の
退
職
に
合
わ
せ
て
、
西
新
町
工
場
を
創
業
し
た
と
思
わ
れ
る
。
一
九
〇
四
年
一
二
月
三
一
日
現

在
、
職
工
は
男
七
人
、
女
五
〇
人
で
あ
っ
た
。
同
日
現
在
、「
豊
田
第
一
織
工
場
」（
武
平
町
、
持
主
は
豊
田
佐
吉
）
で
は
男
四
人
、
女
二
一

人
で
あ
っ
た
。
仮
に
、
女
工
一
人
当
た
り
二
台
取
扱
と
見
積
も
る
と
、
七
一
人
で
一
四
二
台
の
織
機
が
稼
働
す
る
こ
と
に
な
る
。
な
お
、

『
工
場
通
覧
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
第
二
織
工
場
は
、
一
九
〇
〇
年
八
月
創
業
の
「
豊
田
織
布
工
場
」（
工
場
主
豊
田
平
吉
）
で
あ
（
（5
（
る
。
豊

田
佐
吉
は
こ
の
よ
う
に
織
布
業
を
経
営
し
な
が
ら
、「
そ
こ
か
ら
生
ず
る
利
益
金
を
試
験
費
に
充
当
し
」
た
と
い
（
（5
（

う
。

織
機
に
つ
い
て
新
た
な
装
置
を
考
え
て
試
験
を
お
こ
な
っ
た
豊
田
佐
吉
は
弟
の
豊
田
佐
助
の
名
前
で
、
一
九
〇
三
年
八
月
六
日
に
、
杼
の

交
換
装
置
と
た
て
糸
切
断
自
動
停
止
装
置
な
ど
に
つ
い
て
出
願
し
、
同
年
一
一
月
四
日
に
第
六
七
八
七
号
特
許
を
え
た
。
杼
の
交
換
装
置
と

た
て
糸
切
断
自
動
停
止
装
置
を
含
ん
だ
織
機
は
、「
自
動
織
機
と
し
て
の
要
件
を
備
え
た
発
明
で
あ
っ
（
（5
（

た
」。

つ
い
で
一
九
〇
四
年
四
月
一
六
日
に
第
六
七
八
七
号
特
許
の
「
一
要
部
ヲ
利
用
」
し
た
も
の
で
、
た
て
糸
を
激
し
く
引
き
下
げ
る
た
め
切

断
し
や
す
か
っ
た
欠
点
を
是
正
す
る
装
置
に
つ
い
て
出
願
し
、
同
年
八
月
一
〇
日
に
第
七
六
七
六
号
特
許
を
取
得
し
、
さ
ら
に
同
年
四
月
二

三
日
に
第
六
七
八
七
号
特
許
の
「
一
要
部
ヲ
利
用
セ
ル
追
加
」
と
し
て
停
止
時
に
杼
が
飛
び
出
な
い
よ
う
に
し
た
機
に
つ
い
て
出
願
し
て
、

同
年
六
月
一
日
に
第
七
四
三
三
号
特
許
を
取
得
し
、
同
年
一
一
月
二
八
日
に
自
動
的
換
莩
装
置
に
つ
い
て
出
願
し
て
、
翌
一
九
〇
五
年
一
月

一
九
日
に
第
八
三
二
〇
号
特
許
を
取
得
し
（
（5
（
た
。
こ
の
よ
う
に
一
九
〇
四
年
か
ら
一
九
〇
五
年
の
間
に
、
四
件
に
つ
い
て
、
豊
田
佐
吉
は
す
べ

て
豊
田
佐
助
の
名
前
で
特
許
を
取
得
し
た
の
で
あ
る
。
佐
吉
が
自
分
の
名
前
で
特
許
を
取
得
す
る
と
、
井
桁
商
会
に
そ
の
特
許
の
利
用
を
認
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め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
そ
れ
を
避
け
る
た
め
に
佐
助
の
名
前
に
し
た
と
思
わ
れ
る
。

新
た
な
装
置
を
考
案
し
た
豊
田
佐
吉
は
、
武
平
町
で
、
こ
れ
ら
の
装
置
を
備
え
た
織
機
の
製
造
を
始
め
た
。
そ
の
際
、
販
売
面
で
再
び
三

井
物
産
に
依
存
す
る
こ
と
に
な
る
。
三
井
物
産
で
は
、
一
九
〇
五
（
明
治
三
八
）
年
二
月
一
四
日
に
議
案
「
豊
田
式
織
機
一
手
販
売
契
約
締

結
ノ
件
」
を
廻
議
に
か
け
、
名
古
屋
支
店
が
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
を
承
認
し
（
（6
（

た
。
了
承
し
た
契
約
書
草
案
は
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　
契
約
書
草
案

明
治
三
十
八
年
　
月
　
日
名
古
屋
市
西
新
町
弐
丁
目
拾
五
番
地
豊
田
佐
助
（
以
下
甲
ト
称
ス
）
ト
三
井
物
産
合
名
会
社
名
古
屋
支
店

（
以
下
、
乙
ト
称
ス
）
ト
ノ
間
ニ
左
ノ
契
約
ヲ
締
結
ス

第
壱
条
　
甲
ハ
自
己
ノ
発
明
ニ
係
ル
農
商
務
省
特
許
局
特
許
第
六
七
八
七
号
、
同
追
加
特
許
第
七
四
参
参
号
及
利
用
発
明
特
許
第
七
六

七
六
号
ノ
豊
田
式
新
式
鉄
製
織
機
ノ
本
邦
及
海
外
「
（
朱
書
）ニ

於
ケ
ル
」
一
手
販
売
ヲ
乙
ニ
委
托
シ
乙
ハ
之
ヲ
承
諾
セ
リ

第
弐
条
　
乙
ハ
契
約
締
結
ト
同
時
ニ
乙
ノ
各
地
本
支
店
ヲ
シ
テ
甲
ノ
前
記
織
機
ノ
販
売
方
ヲ
充
分
尽
力
ス
「
（
朱
書
）セ
シ
ム
」
ベ
キ

　
「
（
朱
書
）但

乙
ハ
本
契
約
ニ
依
リ
甲
ノ
希
望
ス
ル
以
外
ノ
織
機
ノ
取
扱
ヲ
制
限
セ
ラ
レ
サ
ル
モ
ノ
ト
ス
」

第
参
条
　
甲
ハ
本
契
約
有
効
期
間
内
ハ
乙
ノ
手
ヲ
経
ズ
シ
テ
「
（
朱
書
）第

一
条
ノ
織
機
」
他
ニ
販
売
セ
ザ
ル
コ
ト
ヲ
約
ス

　
従
ツ
テ
甲
ガ
他
ヨ
リ
需
要
ノ
申
込
ヲ
受
ケ
タ
ル
ト
キ
ハ
直
ニ
之
ヲ
乙
ニ
通
知
シ
乙
ノ
取
扱
ニ
移
ス
ベ
キ
モ
ノ
ト
ス

第
四
「
（
朱
書
）

五
」
条
　
前
記
「
（
朱
書
）

乙
ニ
於
テ
」
織
機
ハ
「
（
朱
書
）

前
条
ニ
依
リ
乙
ヨ
リ
製
造
ノ
申
出
デ
ア
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
」
甲
ノ
「
（
朱
書
）

ハ
」
自

己
「
（
朱
書
）ノ

」
工
場
若
ク
バ
大
坂
市
南
区
難
波
桜
川
町
木
本
鉄
工
所
ニ
「
（
朱
書
）之

ヲ
」
制
作
供
給
ヲ
ナ
ス
ベ
キ
モ
ノ
ト
ス

第
五
「
（
朱
書
）四
」
条
　
乙
ハ
注
文
ヲ
受
ク
ル
「
（
朱
書
）引
受
ノ
」
都
度
其
注
文
主
、
員
数
、
代
価
、
引
渡
期
限
ヲ
甲
ニ
報
告
シ
甲
ノ
承
諾
ヲ
受

ク
ベ
シ
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第
六
条
　
乙
ハ
売
上
手
数
料
ト
シ
テ
売
上
高
ニ
対
シ
「
（
朱
書
）代

金
中
ヨ
リ
」
内
地
販
売
ハ
百
分
ノ
弐
・
五
、
海
外
販
売
ハ
百
分
ノ
五
ヲ
注

文
者
ヨ
リ
ノ
受
タ
ル
代
金
額
ヨ
リ
「
（
朱
書
）ヲ

」
引
去
リ
其
残
額
ヲ
甲
ニ
交
附
ス
ベ
キ
モ
ノ
ト
ス
シ
「
（
朱
書
）シ

」

但
シ
甲
ノ
要
求
ア
ル
時
ハ
其
指
定
人
ニ
交
附
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ベ
シ

第
七
条
　
乙
ガ
「
（
朱
書
）前

条
甲
ヨ
リ
受
ク
ル
売
上
手
数
料
以
外
ニ
」
注
文
主
ニ
対
シ
要
求
ス
ル
乙
ノ
「
（
朱
書
）ヨ

リ
受
取
ル
」
取
扱
口
銭
ハ
内

地
売
ニ
ハ
百
分
ノ
弐
・
五
、
海
外
売
ニ
ハ
百
分
ノ
五
以
内
タ
ル
ベ
シ
「
（
朱
書
）ヲ
限
度
ト
為
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ス
」

第
八
条
　
甲
ハ
前
記
引
受
機
械
「
（
朱
書
）

織
機
製
造
上
」
ニ
付
キ
充
分
ノ
監
督
ヲ
ナ
シ
「
（
朱
書
）

ス
ヘ
シ
」
万
一
製
作
不
能
「
（
朱
書
）

良
」
不
完
全
若

ク
バ
乙
ガ
注
文
者
ニ
対
ス
ル
引
渡
期
限
ヲ
経
過
セ
キ
メ
タ
ル
時
ハ
注
文
者
ニ
対
シ
責
任
ヲ
負
ビ
依
テ
損
難
ヲ
生
ジ
タ
ル
場
合
ハ
「
（
朱
書
）延

滞
シ
タ
ル
等
ノ
為
メ
損
害
ヲ
生
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
」
甲
ハ
乙
ニ
対
シ
其
全
部
ヲ
負
担
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
「
（
朱
書
）ニ
於
テ
全
部
其
損
害
ヲ
賠
償
ス

ヘ
キ
モ
ノ
ト
ス
」

第
九
条
　
甲
ノ
信
用
ニ
関
ス
ル
事
項
ノ
生
ジ
タ
ル
時
ハ
織
「
（
朱
書
）機

取
扱
上
乙
ト
注
文
主
ト
ノ
間
ニ
於
テ
紛
議
ヲ
生
ジ
タ
ル
ト
キ
ハ
」
乙

ノ
「
（
朱
書
）ハ
自
己
ノ
」
意
見
ニ
依
リ
之
ヲ
処
理
ス
ベ
キ
モ
ノ
ト
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

「
（
朱
書
）但

シ
主
■
承
品
ニ
損
害
ヲ
生
ス
ベ
キ
場
合
ニ
ハ
前
条
ニ
依
リ
凡
テ
甲
ニ
於
テ
負
担
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
」

第
十
条
　
乙
ガ
注
文
者
ヨ
リ
収
受
シ
ア
ル
手
附
金
ヲ
甲
ニ
交
付
シ
タ
ル
時
ハ
其
手
附
金
ニ
関
ス
ル
一
切
ノ
責
任
ハ
甲
ノ
負
担
ト
ス

但
シ
甲
ガ
本
項
ニ
違
反
シ
為
メ
ニ
乙
ニ
損
害
ヲ
生
ゼ
シ
メ
タ
ル
時
ハ
甲
之
ガ
弁
償
ニ
任
ズ
ベ
シ

第
十
一
条
　
甲
ハ
向
後
前
記
織
機
ニ
一
層
ノ
改
良
ヲ
加
ヘ
更
ニ
特
許
ヲ
得
ル
コ
ト
ア
ル
モ
必
ズ
其
「
（
朱
書
）改

良
機
械
ノ
」
本
邦
及
海
外
一

手
販
売
方
ヲ
乙
ニ
委
托
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
「
（
朱
書
）ヘ

ク
」
決
シ
テ
双
方
ノ
協
議
乙
ノ
面
談
ヲ
経
ズ
シ
テ
他
ニ
本
契
約
ニ
ト
類
似
ノ
契
約
ヲ
為

ス
「
（
朱
書
）持
続
ス
ル
」
ヲ
得
ザ
ル
モ
ノ
ト
ス

第
十
二
条
　
本
契
約
ノ
有
効
期
間
ハ
明
治
参
拾
八
年
壱
月
壱
日
ヨ
リ
同
四
拾
七
年
拾
弐
月
参
拾
壱
日
迄
満
拾
ケ
年
間
ト
ス
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但
シ
期
間
満
了
一
ケ
月
以
前
ニ
於
テ
双
方
協
議
ノ
上
「
（
朱
書
）本

契
約
ヲ
」
継
続
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
キ
モ
ノ
ト
ス

第
十
三
条
　
本
契
約
ハ
双
方
ノ
合
意
ヲ
以
テ
何
時
タ
リ
ト
モ
其
条
項
ヲ
加
除
増
減
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
モ
ノ
ト
ス

以
上
結
約
ノ
証
ト
シ
テ
正
本
弐
通
ヲ
作
成
シ
各
自
記
名
調
印
ノ
上
其
壱
通
宛
ヲ
所
持
ス
ル
モ
ノ
也

　
明
治
三
十
八
年
　
　
月
　
　
日

　
　
　
　
名
古
屋
市
西
新
町
二
丁
目
拾
五
番
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
豊
田
佐
助
　
㊞

　
　
　
　
名
古
屋
市
堀
江
町
弐
丁
目
壱
番
地

　
　
　
　
　
三
井
物
産
合
名
会
社
名
古
屋
支
店
長

　
　
　
　
　
　
　
　
　
岡
野
悌
二
　
㊞

一
、
豊
田
佐
助
ニ
於
テ
前
記
ノ
如
ク
貴
店
ト
契
約
致
ス
ル
ニ
付
テ
ハ
拙
者
ニ
於
テ
是
ガ
補
償
ト
シ
テ
豊
田
佐
助
ト
連
帯
義
務
ニ
服
従
シ

本
契
約
ニ
付
キ
貴
店
ニ
対
ス
ル
義
務
ハ
一
切
本
人
同
様
是
ヲ
履
行
可
致
、
其
証
ト
シ
テ
爰
ニ
署
名
捺
印
致
候
也

　
　
　
名
古
屋
市
武
平
町
参
丁
目
拾
五
番
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
豊
田
佐
吉
　
㊞

　
三
井
物
産
合
名
会
社

　
　
　
　
　
　
　
　
名
古
屋
支
店
御
中

こ
の
契
約
書
は
契
約
の
一
方
の
当
事
者
は
、
豊
田
佐
吉
で
は
な
く
弟
の
豊
田
佐
助
で
あ
る
。
先
述
の
よ
う
に
豊
田
佐
助
の
名
義
で
取
得
し
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た
特
許
四
件
の
う
ち
三
件
を
用
い
て
「
豊
田
式
新
式
鉄
製
織
機
」
を
製
造
す
る
た
め
、
豊
田
佐
助
が
契
約
の
当
事
者
に
な
る
必
要
が
あ
っ
た
。

契
約
書
の
文
の
後
に
掲
出
し
た
よ
う
に
、
豊
田
佐
吉
は
、
佐
助
と
三
井
物
産
と
の
契
約
に
お
い
て
「
連
帯
義
務
」
を
負
い
、
三
井
物
産
に
対

す
る
「
義
務
ハ
一
切
本
人
同
様
是
ヲ
履
行
」
す
る
旨
を
誓
約
し
て
い
る
。

正
確
な
契
約
日
は
不
明
な
も
の
の
、
後
述
の
豊
田
商
会
の
広
告
文
か
ら
、
豊
田
佐
助
と
三
井
物
産
の
間
で
実
際
に
契
約
が
結
ば
れ
た
こ
と

が
わ
か
る
。

織
機
の
一
手
販
売
の
対
象
地
域
は
「
本
邦
及
海
外
」、
つ
ま
り
日
本
お
よ
び
海
外
の
す
べ
て
の
地
域
で
あ
る
。
期
間
は
一
九
〇
五
年
一
月

一
日
か
ら
一
九
一
四
年
一
二
月
三
一
日
ま
で
の
一
〇
年
間
で
あ
る
。
販
売
手
数
料
は
日
本
（「
内
地
」）
が
売
上
高
の
二
・
五
％
、
海
外
が
売

上
高
の
五
％
と
定
め
ら
れ
た
。
販
売
す
る
織
機
は
、
豊
田
佐
助
の
工
場
か
木
本
鉄
工
所
で
製
作
し
た
も
の
と
す
る
。
当
面
販
売
す
る
織
機
は
、

「
豊
田
式
三
十
八
年
式
動
力
織
機
」（
た
て
糸
送
り
出
し
装
置
が
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
制
御
式
の
動
力
織
機
）
の
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
し
第
一
一

条
で
、
今
後
の
改
良
織
機
に
つ
い
て
も
三
井
物
産
に
販
売
を
委
託
す
る
と
規
定
し
て
お
り
、
そ
の
後
「
豊
田
式
三
十
九
年
式
動
力
織
機
」、

一
九
〇
七
年
（
明
治
四
〇
）
の
「
豊
田
式
軽
便
織
機
」（
三
九
年
式
の
廉
価
版
、
売
行
急
増
）
も
三
井
物
産
が
一
手
に
販
売
を
担
当
し
た
と

思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
三
井
物
産
と
プ
ラ
ッ
ト
社
と
の
契
約
が
依
然
と
し
て
存
続
し
て
い
る
た
め
、
三
井
物
産
は
織
機
に
関
し
て
他
者
と
一
手
販
売

契
約
を
結
ぶ
こ
と
は
困
難
な
は
ず
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
三
井
物
産
が
豊
田
佐
助
と
結
ん
だ
契
約
は
、
明
ら
か
に
織
機
の
一
手
販
売

契
約
で
あ
っ
た
。
し
か
も
「
完
全
な
一
手
販
売
契
約
」
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
、
こ
の
よ
う
な
契
約
を
結
ん
だ
の
か
。
あ
え
て
推
測
す
る
と
、
プ

ラ
ッ
ト
社
と
の
契
約
に
は
違
反
す
る
も
の
の
、
法
人
で
は
な
く
、
個
人
と
の
契
約
な
の
で
プ
ラ
ッ
ト
社
に
契
約
内
容
が
漏
れ
る
こ
と
は
な
い

と
判
断
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

さ
て
豊
田
佐
吉
は
、
豊
田
商
会
と
い
う
名
前
で
織
機
を
製
造
・
発
売
し
た
。
三
井
物
産
と
一
手
販
売
契
約
を
お
こ
な
っ
た
年
（
一
九
〇
五
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年
）
の
一
〇
月
、
豊
田
商
会
は
橋
本
奇
策
『
清
国
の
棉
業
』（
吉
岡
宝
文
館
、
一
九
〇
五
年
）
に
つ
ぎ
の
広
告
を
掲
載
し
て
い
る
。
宣
伝
し

た
機
種
は
、「
鉄
製
自
動
織
機
」
と
「
三
拾
八
年
式
力
織
機
」
で
あ
る
。

日
本
特
許
　
　
第
五
二
四
壱
号

同
　
　
　
　
　
第
六
七
八
七
号

同
　
　
　
　
　
第
七
四
三
三
号
　
　
　
鉄
製
自
動
織
機

同
　
　
　
　
　
第
七
六
七
六
号

仏
国
特
許
第
三
五
三
三
六
○
号

英
米
特
許
出
願
中

本
機
ハ
工
女
壱
人
ニ
テ
拾
台
ヲ
取
扱
フ

本
機
ハ
壱
人
ニ
テ
壱
日
ニ
五
拾
反
以
上
ヲ
織
上
グ

本
機
ハ
大
阪
木
本
鉄
工
所
ニ
於
テ
製
作
ス

本
機
ハ
三
井
物
産
名
古
屋
支
店
ニ
於
テ
一
手
販
売
ス

日
本
特
許
　
　
第
五
二
四
壱
号

同
　
　
　
　
　
第
六
七
八
七
号

同
　
　
　
　
　
第
七
六
七
六
号
　
　
　
三
拾
八
年
式
力
織
機

仏
国
特
許
第
三
五
三
三
六
○
号
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英
米
特
許
出
願
中

一
輸
出
綿
布
ノ
製
織
ハ
実
ニ
本
機
ノ
特
長
ナ
リ

一
最
モ
嶄
新
ナ
ル
経
糸
停
止
装
置
ヲ
有
ス

一
壱
人
ニ
シ
テ
六
台
ヲ
扱
ヒ
一
日
三
拾
反
以
上
ヲ
織
ア
グ

詳
細
ナ
ル
説
明
書
ハ
御
申
越
次
第
進
呈
ス

　
　
　
　
名
古
屋
市
武
平
町
三
丁
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
豊
　
田
　
商
　
会

　
　
　
　
　
　
技
師

　
　
　
　
　
　
　
工
学
士
　
関
　
盛
　
治

　
　
　
　
　
　
　
工
学
士
　
土
屋
富
五
郎

「
鉄
製
自
動
織
機
」
は
、
豊
田
佐
吉
の
特
許
一
件
（
第
五
二
四
一
号
）
と
豊
田
佐
助
の
特
許
三
件
を
用
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。『
豊
田
自
動

織
機
技
報
』
第
六
八
号
に
よ
る
と
、「
自
働
杼
替
換
装
置
付
で
は
、
一
九
〇
三
年
に
日
本
初
、
押
上
式
の
自
働
杼
換
装
置
を
搭
載
し
た
鉄
製

小
幅
動
力
織
機
（
Ｔ
式
）
を
開
発
、
一
九
〇
六
年
に
は
そ
の
改
良
型
を
開
発
」
し
た
と
あ
る
。
広
告
し
た
「
鉄
製
自
働
織
機
」
は
一
九
〇
三

年
の
「
豊
田
式
自
動
織
機
（
Ｔ
式
）」（
押
上
式
自
働
杼
換
装
置
（
（6
（
付
）
を
改
良
（
一
九
〇
四
年
六
月
一
日
取
得
の
特
許
第
七
四
三
三
号
特
許
と

翌
一
九
〇
五
年
一
月
一
九
日
取
得
の
第
八
三
二
〇
号
特
許
を
使
用
）
し
て
、
一
九
〇
五
年
に
開
発
・
発
売
し
た
織
機
と
思
わ
れ
る
（
し
た
が

っ
て
、
一
九
〇
六
年
に
改
良
型
開
発
と
す
る
の
は
誤
り
と
思
わ
れ
る
）。
一
九
〇
三
年
開
発
の
鉄
製
小
幅
動
力
織
機
（
Ｔ
式
）
は
一
台
一
〇

〇
円
な
の
で
、
そ
の
改
良
型
は
こ
れ
よ
り
も
高
い
は
ず
で
あ
る
。
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「
鉄
製
自
動
織
機
」
の
広
告
文
の
最
後
に
「
本
機
ハ
三
井
物
産
名
古
屋
支
店
ニ
於
テ
一
手
販
売
ス
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。「
一
手
販
売
」
と

い
う
言
葉
を
使
う
と
問
題
と
な
る
恐
れ
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
使
っ
た
の
は
豊
田
商
会
が
三
井
物
産
と
プ
ラ
ッ
ト
社
と
の
契
約

内
容
を
知
ら
な
か
っ
た
た
め
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
鉄
製
自
働
織
機
の
価
格
は
か
な
り
高
額
で
あ
り
、
後
述
す
る
よ
う
に
一
台
一
五
三
円
く

ら
い
と
思
わ
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、「
三
拾
八
年
式
力
織
機
」
は
、
豊
田
佐
吉
の
特
許
一
件
（
第
五
二
四
一
号
、
た
て
糸
緊
張
装
置
）
と
豊
田
佐
助
の
特
許

二
件
を
用
い
た
、
た
て
糸
停
止
装
置
を
備
え
た
半
木
製
の
も
の
で
、
価
格
は
一
台
八
五
円
で
あ
っ
（
（6
（

た
。
こ
の
織
機
は
、
鯨
尺
一
尺
三
寸
（
四

九
・
二
セ
ン
チ
）
で
あ
っ
た
と
い
（
（6
（

う
。

三
十
八
年
式
織
機
は
豊
田
商
会
で
製
造
す
る
も
の
の
、「
鉄
製
自
動
織
機
」
の
製
造
は
鉄
製
の
た
め
自
製
で
き
ず
、
製
造
を
大
阪
の
木
本

鉄
工
所
に
委
託
し
て
い
る
。

さ
ら
に
豊
田
商
会
は
、「
三
十
九
年
式
」
力
織
機
を
開
発
・
発
売
し
、
つ
い
で
そ
の
た
て
糸
停
止
機
能
を
は
ず
し
て
簡
素
化
し
た
「
軽
便

織
機
」
を
「
三
十
九
年
式
」（
九
五
円
）
の
半
額
ほ
ど
の
五
〇
円
で
売
り
出
し
た
。「
三
十
九
年
式
」
が
鯨
尺
一
尺
三
寸
で
あ
っ
た
の
に
対
し

て
、「
軽
便
織
機
」
は
鯨
尺
一
尺
二
寸
（
四
五
・
五
セ
ン
チ
）
で
あ
っ
（
（6
（

た
。
た
だ
し
、
こ
の
安
価
な
織
機
に
よ
る
製
織
品
の
品
質
は
不
十
分
で
、

知
多
木
綿
の
場
合
、
井
桁
商
会
が
四
九
円
で
発
売
し
て
い
た
旧
式
織
機
に
よ
る
製
織
品
よ
り
も
安
く
取
引
さ
れ
た
と
い
（
（6
（

う
。

4
．
プ
ラ
ッ
ト
兄
弟
商
会
と
の
中
国
地
域
に
お
け
る
紡
績
機
械
・
織
機
販
売
契
約

一
八
九
七
年
一
二
月
七
日
付
け
の
協
定
覚
書
は
、
大
日
本
帝
国
お
よ
び
韓
国
に
お
い
て
三
井
物
産
が
総
代
理
店
と
な
る
こ
と
を
規
定
し
た

も
の
で
あ
っ
た
。
中
国
（
香
港
を
含
む
）
に
関
し
て
は
、
第
一
三
項
に
お
い
て
三
井
物
産
は
プ
ラ
ッ
ト
社
以
外
の
紡
織
機
械
類
を
販
売
せ
ず
、

プ
ラ
ッ
ト
社
が
三
井
物
産
を
通
じ
ず
に
受
注
し
た
場
合
に
は
三
井
物
産
に
一
％
の
手
数
料
を
支
払
う
と
規
定
し
、
第
一
四
項
に
お
い
て
三
井
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物
産
が
受
注
し
た
場
合
に
は
二
・
五
％
の
手
数
料
を
支
払
う
と
規
定
し
て
い
た
。

紡
績
機
械
の
部
品
や
関
係
す
る
雑
品
の
価
格
は
、
一
品
当
た
り
紡
績
機
械
・
織
機
に
比
べ
て
極
め
て
安
い
た
め
、
手
数
料
が
同
率
の
二
・

五
％
で
は
三
井
物
産
に
と
っ
て
不
利
で
あ
っ
た
。
こ
の
部
品
・
雑
品
に
つ
い
て
、
上
記
契
約
か
ら
九
年
後
、
三
井
物
産
は
手
数
料
率
を
変
更

す
る
よ
う
希
望
し
、
そ
れ
に
対
し
て
日
露
戦
争
後
の
一
九
〇
六
年
九
月
二
九
日
、
プ
ラ
ッ
ト
社
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
変
更
す
る
こ
と
に
同
意
し

た
。
原
資
料
は
英
文
な
の
で
、
本
稿
末
に
英
文
資
料
2
と
し
て
掲
出
す
る
。
こ
こ
で
は
引
用
者
に
よ
る
日
本
語
訳
を
示
す
。

プ
ラ
ッ
ト
兄
弟
商
会

　
　
　
　
　
　
ハ
ー
ト
フ
ォ
ー
ド
鉄
工
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
オ
ル
ダ
ム

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
〇
六
年
九
月
二
九
日

三
井
物
産
（
ロ
ン
ド
ン
）
御
中

　
拝
啓

　
　
　
　
　
　
　
　
中
国
代
理
店
に
関
す
る
協
定

　
昨
日
付
の
貴
社
の
要
望
の
と
お
り
、
当
社
は
貴
社
と
次
の
よ
う
に
協
定
す
る
こ
と
を
こ
こ
に
確
約
す
る
。
部
品
と
雑
品
に
つ
い
て
は
、

貴
社
へ
五
％
の
手
数
料
を
支
払
い
、
こ
れ
と
同
様
に
、
顧
客
に
対
し
て
は
当
社
の
標
準
価
格
か
ら
五
％
を
割
り
引
く
こ
と
を
認
め
、
イ

ン
ボ
イ
ス
か
ら
五
％
の
割
引
分
を
差
し
引
く
。
た
だ
し
、
五
％
の
手
数
料
は
計
算
書
に
の
み
記
載
す
る
。
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新
品
の
機
械
に
つ
い
て
は
、
割
り
引
く
分
は
す
べ
て
イ
ン
ボ
イ
ス
か
ら
差
し
引
き
、
五
％
と
二
・
五
％
の
手
数
料
を
計
算
書
に
記
載

す
る
。

�

敬
具
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
プ
ラ
ッ
ト
兄
弟
商
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｊ
．
Ｓ
．
ナ
ッ
タ
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
取
締
役

中
国
向
の
部
品
・
雑
品
に
つ
い
て
は
、
プ
ラ
ッ
ト
社
の
標
準
価
格
（regular prices

）
よ
り
も
五
％
割
り
引
い
た
う
え
、
三
井
物
産
に

手
数
料
と
し
て
五
％
を
支
払
う
こ
と
と
し
た
。
つ
ま
り
手
数
料
率
を
二
・
五
％
か
ら
五
％
に
改
定
し
た
の
で
あ
る
。

つ
い
で
同
年
一
二
月
二
七
日
、
三
井
物
産
を
中
国
で
の
プ
ラ
ッ
ト
社
の
総
代
理
店
と
す
る
協
定
を
結
ん
だ
。
原
資
料
は
英
文
の
た
め
、
本

稿
末
に
英
文
資
料
3
と
し
て
掲
出
す
る
。
こ
こ
で
は
、
引
用
者
が
日
本
語
訳
し
た
も
の
を
記
す
。

　
一
九
〇
六
年
一
二
月
二
七
日
、
ラ
ン
カ
シ
ャ
ー
州
オ
ル
ダ
ム
所
在
ハ
ー
ト
フ
ォ
ー
ド
鉄
工
所
で
あ
る
機
械
会
社
プ
ラ
ッ
ト
兄
弟
商
会

と
三
井
物
産
（M

erchants, 34, Lim
e Street, London, and of C

hina,

）
と
の
間
で
締
結
さ
れ
た
覚
書

一
、
こ
の
協
定
は
、
三
井
物
産
を
プ
ラ
ッ
ト
兄
弟
商
会
の
中
国
に
お
け
る
代
理
店
と
す
る
こ
と
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
三
井
物
産
に

よ
る
中
国
に
お
け
る
代
理
業
務
に
つ
い
て
は
五
年
間
有
効
と
し
、
そ
の
後
、
い
ず
れ
か
一
方
か
ら
の
一
二
か
月
の
予
告
に
よ
り
終
了

す
る
ま
で
有
効
と
す
る
（
そ
の
予
告
の
日
か
ら
起
算
）。
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二
、
プ
ラ
ッ
ト
兄
弟
商
会
は
三
井
物
産
を
中
国
の
総
代
理
店
と
し
て
承
認
す
る
。

三
、
プ
ラ
ッ
ト
兄
弟
商
会
は
、
三
井
物
産
に
対
し
て
、
代
理
店
と
し
て
の
地
位
を
向
上
さ
せ
強
化
す
る
た
め
に
、
可
能
な
限
り
の
精
神

的
支
援
を
行
う
こ
と
を
約
束
す
る
。

四
、
三
井
物
産
は
、
プ
ラ
ッ
ト
兄
弟
商
会
の
機
械
事
業
を
最
大
限
に
発
展
さ
せ
る
こ
と
を
約
束
す
る
。
プ
ラ
ッ
ト
兄
弟
商
会
の
機
械
事

業
を
、
代
理
店
に
割
り
当
て
ら
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
市
場
で
開
拓
し
、
自
ら
、
ま
た
は
正
規
の
資
格
を
有
す
る
代
理
人
を
通
じ
て
、
こ

れ
ら
の
市
場
の
取
引
に
熱
心
に
働
き
か
け
る
こ
と
を
約
束
す
る
。

五
、
三
井
物
産
は
、
プ
ラ
ッ
ト
兄
弟
商
会
以
外
の
機
械
類
の
注
文
を
受
け
ず
、
ま
た
規
定
さ
れ
た
地
域
で
販
売
し
な
い
こ
と
を
約
束
す

る
。

　
　
綿
花
の
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
、
準
備
、
紡
績
の
た
め
の
機
械
。

　
　
羊
毛
の
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
、
準
備
、
紡
績
用
機
械
。

　
　
梳
毛
の
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
、
準
備
、
紡
績
の
た
め
の
機
械
。

　
　
　
　
修
理
の
た
め
に
必
要
な
部
品
な
ど
す
べ
て
の
品

　
　
　
　
　
上
記
ク
ラ
ス
の
機
械
類
の
更
新
。

綿
糸
・
紡
毛
・
梳
毛
用
の
織
機
に
関
し
て
、
三
井
物
産
は
、
す
べ
て
の
場
合
に
お
い
て
プ
ラ
ッ
ト
兄
弟
商
会
の
価
格
を
顧
客
に
提
示
し
、

プ
ラ
ッ
ト
兄
弟
商
会
の
た
め
に
注
文
を
確
保
す
る
よ
う
最
善
の
努
力
を
払
う
。
た
だ
し
、
プ
ラ
ッ
ト
兄
弟
商
会
の
た
め
に
注
文
を
獲
得

で
き
な
か
っ
た
場
合
、
他
社
製
の
綿
糸
・
紡
毛
・
梳
毛
用
の
織
機
の
販
売
を
禁
じ
る
も
の
で
は
な
い
。

六
、
三
井
物
産
は
、
す
べ
て
の
機
械
製
品
お
よ
び
機
械
付
属
品
を
、
ど
の
顧
客
に
対
し
て
も
、
プ
ラ
ッ
ト
兄
弟
商
会
の
同
一
価
格
で
請

求
す
る
こ
と
と
す
る
。
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七
、
三
井
物
産
は
、
プ
ラ
ッ
ト
兄
弟
商
会
に
対
し
て
、
以
下
の
方
法
で
支
払
う
こ
と
に
同
意
す
る
。
プ
ラ
ッ
ト
兄
弟
商
会
に
対
し
て
、

そ
の
指
示
に
従
っ
て
納
入
さ
れ
た
機
械
類
商
品
お
よ
び
機
械
類
付
属
品
の
請
求
書
の
全
額
（
た
だ
し
、
以
下
に
定
め
る
手
数
料
を
除

く
）、
す
な
わ
ち
、
毎
週
（
毎
週
土
曜
日
）、
当
該
土
曜
日
の
一
か
月
前
の
日
付
で
当
方
に
送
付
さ
れ
た
機
械
類
商
品
お
よ
び
機
械
類

付
属
品
の
未
払
い
イ
ン
ボ
イ
ス
の
金
額
を
支
払
う
こ
と
に
同
意
す
る
。

八
、
プ
ラ
ッ
ト
兄
弟
商
会 

は
、
顧
客
自
身
か
ら
直
接
ま
た
は
そ
の
他
の
方
法
に
よ
る
、
前
述
の
地
域
に
対
す
る
注
文
を
受
け
る
権
利

を
保
持
す
る
。
こ
の
場
合
、
プ
ラ
ッ
ト
兄
弟
商
会
は
そ
の
交
渉
内
容
を
三
井
物
産
に
通
知
し
、
注
文
確
定
後
、
直
ち
に
注
文
内
容
を

三
井
物
産
に
報
告
す
る
。

九
、
プ
ラ
ッ
ト
兄
弟
商
会
は
、
三
井
物
産
と
同
じ
市
場
に
お
い
て
機
械
お
よ
び
付
属
品
の
価
格
を
提
示
す
る
場
合
、
二
・
五
％
以
上
の

手
数
料
を
付
加
さ
れ
、
さ
ら
に
三
井
物
産
へ
の
提
示
価
格
を
上
回
る
こ
と
を
条
件
と
す
る
。

一
〇
、
プ
ラ
ッ
ト
兄
弟
商
会
は
、
同
社
代
理
店
［
三
井
物
産
か
・
・
・
引
用
者
］
を
通
じ
て
発
送
さ
れ
た
機
械
類
の
イ
ン
ボ
イ
ス
（
厳

密
に
定
め
ら
れ
た
梱
包
料
・
配
送
料
を
除
く
）
の
金
額
に
対
し
て
二
・
五
％
の
手
数
料
を
、
プ
ラ
ッ
ト
兄
弟
商
会
が
直
接
ま
た
は
他

の
代
理
店
を
介
し
て
受
注
し
た
機
械
類
の
イ
ン
ボ
イ
ス
（
梱
包
・
配
送
料
金
を
除
く
）
の
金
額
に
対
し
て
は
二
・
五
％
の
手
数
料
を

認
め
る
こ
と
に
合
意
す
る
。
前
者
の
手
数
料
は
支
払
時
に
各
イ
ン
ボ
イ
ス
か
ら
差
し
引
く
。
後
者
の
手
数
料
は
、
プ
ラ
ッ
ト
兄
弟
商

会
が
六
か
月
毎
に
返
還
し
、
精
算
す
る
。

　
予
備
部
品
、
修
理
品
ま
た
は
更
新
品
に
つ
い
て
、
プ
ラ
ッ
ト
兄
弟
商
会
は
、
三
井
物
産
に
対
し
、
イ
ン
ボ
イ
ス
金
額
の
五
％
（
梱

包
・
配
送
料
は
除
く
）
の
手
数
料
を
認
め
る
こ
と
に
同
意
す
る
。

一
一
、
三
井
物
産
は
顧
客
か
ら
契
約
履
行
の
保
証
と
し
て
前
払
金
を
実
際
に
取
得
し
た
場
合
は
、
す
べ
て
プ
ラ
ッ
ト
兄
弟
商
会
に
通
知

す
る
。
ま
た
、
契
約
が
失
効
し
た
場
合
ま
た
は
履
行
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
、
三
井
物
産
は
、
プ
ラ
ッ
ト
兄
弟
商
会
に
前
受
金
を
引
き



三井物産による海外綿布市場の開拓と織機メーカー・織布工場（鈴木）

37

渡
す
。
た
だ
し
、
納
入
が
完
了
し
、
イ
ン
ボ
イ
ス
の
金
額
が
三
井
物
産
に
よ
り
支
払
わ
れ
た
場
合
、
顧
客
が
機
械
を
引
き
渡
さ
な
い

こ
と
に
よ
り
三
井
物
産
が
被
る
可
能
性
の
あ
る
損
失
を
補
填
す
る
た
め
に
、
当
該
前
受
金
の
一
定
額
を
三
井
物
産
が
受
け
取
る
こ
と

を
了
解
す
る
。
そ
の
結
果
、
同
じ
も
の
が
他
の
場
所
で
処
分
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
り
、
そ
の
場
合
、
残
額
は
プ
ラ
ッ
ト
兄
弟
商
会
に

引
き
渡
す
。

一
二
、
あ
る
年
度
に
お
い
て
、
直
接
ま
た
は
他
の
代
理
店
を
通
じ
て
行
わ
れ
た
取
引
が
、
代
理
店
の
三
井
物
産
を
通
じ
て
行
わ
れ
た
取

引
を
上
回
っ
た
場
合
、
直
接
ま
た
は
他
の
代
理
店
を
通
じ
て
行
わ
れ
た
取
引
に
対
す
る
二
・
五
％
の
手
数
料
は
、
同
額
に
限
り
支
払

わ
れ
る
も
の
と
す
る
。

上
述
の
プ
ラ
ッ
ト
兄
弟
商
会
に
よ
る
署
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
プ
ラ
ッ
ト
兄
弟
商
会

立
会
人
　
Ｃ
・
Ａ
・
ヘ
ン
プ
ス
ト
ッ
ク
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　     

ジ
ョ
ン
・
ド
ッ
ド

　
　
　
　
　
オ
ル
ダ
ム
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
取
締
役

　
　
　
　
　
　
秘
書

　
上
述
の
三
井
物
産
に
よ
る
署
名

立
会
人
　
Ｃ
，　
Ｈ
． 

ド
ー
モ
ン
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
井
物
産
を
代
表
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｔ
．
　
山
（
（6
（
本

こ
の
協
定
に
よ
っ
て
、
大
日
本
帝
国
・
韓
国
に
加
え
て
中
国
（
香
港
を
含
む
）
に
お
い
て
も
三
井
物
産
は
プ
ラ
ッ
ト
社
の
総
代
理
店
と
な

り
、
こ
れ
ら
の
地
域
で
プ
ラ
ッ
ト
社
が
三
井
物
産
を
と
お
さ
ず
に
受
注
し
た
場
合
、
す
べ
て
三
井
物
産
は
二
・
五
％
の
手
数
料
を
プ
ラ
ッ
ト
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社
か
ら
受
け
取
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

5
．
豊
田
式
織
機
株
式
会
社
と
の
織
機
販
売
覚
書
［
Ｂ
系
製
品
関
係
、
の
ち
Ａ
系
製
品
関
係
も
］

一
九
〇
六
年
五
月
、
三
井
物
産
大
阪
支
店
綿
布
掛
主
任
の
藤
野
亀
之
助
は
豊
田
佐
吉
を
訪
ね
、
東
京
・
大
阪
・
名
古
屋
の
財
界
人
か
ら
の

出
資
を
え
て
、
豊
田
佐
吉
の
織
機
製
造
事
業
を
株
式
会
社
に
し
て
は
ど
う
か
と
申
し
出
た
と
い
う
。
六
月
一
四
日
に
藤
野
亀
之
助
は
大
阪
支

店
長
に
就
任
し
て
い
る
。
豊
田
佐
吉
を
認
め
た
恩
人
の
藤
野
か
ら
の
働
き
か
け
に
対
し
て
、
豊
田
佐
吉
は
逡
巡
し
た
も
の
の
、
結
局
、
こ
の

申
出
を
応
諾
し
、
豊
田
式
織
機
株
式
会
社
が
設
立
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
（
（6
（

た
。

最
初
の
藤
野
の
働
き
か
け
か
ら
八
か
月
後
、
一
九
〇
七
年
二
月
九
日
に
創
立
総
会
を
開
催
し
て
、
豊
田
式
織
機
株
式
会
社
（
資
本
金
一
〇

〇
万
円
、
二
五
万
円
払
込
）
を
設
立
し
、
豊
田
式
織
機
株
式
会
社
発
起
人
と
豊
田
佐
吉
と
の
特
許
権
譲
渡
契
約
（
一
九
〇
六
年
一
二
月
一

日
）
を
承
認
し
、
役
員
（
取
締
役
、
監
査
役
）
を
選
出
し
た
。

三
井
物
産
な
ど
が
株
式
引
受
け
を
働
き
か
け
た
相
手
は
、
大
阪
・
中
京
の
紡
織
業
者
・
繊
維
商
社
な
ど
で
あ
る
（
判
明
す
る
最
初
の
株
主

数
は
一
四
五
人
）。
総
株
数
は
二
万
株
（
一
株
額
面
五
〇
円
、
一
二
円
五
〇
銭
払
込
）、
主
な
株
主
は
、
一
〇
〇
〇
株
が
三
井
物
産
合
名
会
社

社
長
三
井
八
郎
次
郎
と
豊
田
佐
吉
、
五
〇
〇
株
が
飯
田
義
一
（
三
井
物
産
理
事
）、
益
田
太
郎
（
三
井
家
同
族
会
管
理
部
副
部
長
益
田
孝
の

息
子
）、
藤
野
亀
之
助
（
三
井
物
産
大
阪
支
店
長
）、
谷
口
房
蔵
（
大
阪
合
同
紡
績
専
務
取
締
役
）、
石
原
卯
八
（
弁
理
士
）
ら
一
〇
人
で
あ

る
。
そ
の
他
、
岡
野
悌
二
（
三
井
物
産
名
古
屋
支
店
長
）
が
二
〇
〇
株
を
引
き
受
け
（
（6
（
た
。

二
月
九
日
の
創
立
総
会
で
取
締
役
七
名
、
監
査
役
三
名
を
選
出
し
、
つ
い
で
取
締
役
の
互
選
に
よ
っ
て
取
締
役
社
長
に
谷
口
房
蔵
、
常
務

取
締
役
に
は
豊
田
佐
吉
を
選
出
し
た
。
単
な
る
取
締
役
は
岩
下
清
周
、
岡
野
悌
二
ら
五
名
、
監
査
役
は
伊
藤
伝
七
ら
三
名
で
あ
る
。
ま
た
藤

野
亀
之
助
と
山
辺
丈
夫
が
相
談
役
に
任
命
さ
れ
た
。
な
お
、
こ
れ
よ
り
先
に
締
結
さ
れ
た
特
許
権
譲
渡
契
約
（
一
九
〇
六
年
一
二
月
一
日
）
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で
は
豊
田
佐
吉
を
技
師
長
と
し
て
雇
い
入
れ
（
年
俸
六
〇
〇
〇
円
）、
取
締
役
と
同
一
に
待
遇
す
る
こ
と
と
し
た
。
具
体
的
に
は
豊
田
佐
吉

が
取
締
役
会
に
出
席
し
て
意
見
を
開
陳
す
る
権
利
を
認
め
て
い
た
。
会
社
の
設
立
時
に
実
際
に
は
、
豊
田
佐
吉
は
技
師
長
お
よ
び
取
締
役
・

常
務
取
締
役
に
就
任
し
た
と
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
豊
田
式
織
機
設
立
の
際
、
三
井
物
産
本
店
は
慎
重
に
こ
れ
に
対
処
し
て
い
る
。
本
来
で
あ
れ
ば
、
三
井
物
産
は
豊
田
式
織
機

株
式
を
引
き
受
け
る
議
案
を
作
成
し
、
議
案
を
三
井
家
同
族
会
事
務
局
管
理
部
に
提
出
し
て
、
議
案
の
可
決
を
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま

た
、
三
井
物
産
の
経
営
者
や
職
員
が
他
社
の
取
締
役
や
監
査
役
に
就
任
す
る
に
は
、
や
は
り
議
案
を
三
井
家
同
族
会
事
務
局
管
理
部
に
提
出

し
て
、
可
決
を
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
三
井
物
産
本
店
で
は
三
井
家
同
族
会
事
務
局
管
理
部
に
株
式
引
受
議
案
を
提
出
せ
ず
、

三
井
物
産
本
店
ど
ま
り
で
決
済
す
る
株
式
引
受
議
案
さ
え
も
作
成
し
な
か
っ
た
。

実
際
に
は
、
三
井
物
産
は
本
店
本
部
勘
定
で
一
〇
〇
〇
株
（
額
面
五
万
円
、
払
込
一
万
二
五
〇
〇
円
）
を
引
き
受
け
て
い
（
（6
（

る
。
こ
の
他
、

お
そ
ら
く
本
店
営
業
部
勘
定
で
飯
田
義
一
に
六
二
五
〇
円
、
大
阪
支
店
勘
定
で
藤
野
亀
之
助
に
六
二
五
〇
円
、
名
古
屋
支
店
勘
定
で
二
五
〇

〇
円
を
貸
し
付
け
、
そ
の
資
金
に
よ
っ
て
飯
田
・
藤
野
が
五
〇
〇
株
、
岡
野
が
二
〇
〇
株
を
引
き
受
け
た
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
事
実

上
、
三
井
物
産
は
二
二
〇
〇
株
を
引
き
受
け
た
よ
う
で
あ
る
。

ま
た
、
三
井
物
産
の
経
営
者
や
職
員
が
他
社
の
取
締
役
・
監
査
役
に
就
任
す
る
場
合
も
、
三
井
家
同
族
会
事
務
局
管
理
部
に
議
案
を
提
出

し
て
、
可
決
を
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
議
案
が
提
出
さ
れ
な
い
ま
ま
（
三
井
物
産
本
店
ど
ま
り
で
の
議
案
も
作
成
さ
れ

ず
）、
二
月
九
日
の
豊
田
式
織
機
の
創
立
総
会
で
名
古
屋
支
店
長
の
岡
野
悌
二
が
取
締
役
に
選
出
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
四
月
二
日
、
岡
野
悌

二
は
取
締
役
を
辞
任
し
て
い
（
（7
（
る
。
三
井
物
産
本
店
が
岡
野
の
取
締
役
就
任
を
追
認
し
な
か
っ
た
た
め
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
三
井
物
産
本
店
が
豊
田
式
織
機
の
設
立
の
際
、
こ
れ
に
慎
重
に
対
処
し
た
（
株
式
引
受
議
案
を
作
成
せ
ず
、
お
そ
ら
く
取
締

役
就
任
を
認
め
な
か
っ
た
）
の
は
、
織
機
製
造
会
社
の
経
営
に
三
井
物
産
が
関
与
し
て
い
な
い
こ
と
を
明
確
に
し
て
、
プ
ラ
ッ
ト
社
と
の
間
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で
軋
轢
が
生
じ
な
い
よ
う
配
慮
し
た
た
め
と
思
わ
れ
る
。

話
を
豊
田
式
織
機
自
体
の
動
き
に
戻
す
と
、
豊
田
式
織
機
は
、
一
九
〇
七
年
三
月
五
日
、
元
豊
田
商
会
の
財
産
・
工
員
を
引
き
継
ぎ
、
島

崎
町
工
場
で
織
機
製
造
を
開
始
し
た
。
し
か
し
、
設
立
後
す
ぐ
に
は
三
井
物
産
と
豊
田
式
織
機
は
販
売
契
約
を
締
結
せ
ず
、
し
か
も
か
な
り

の
間
、
包
括
的
な
販
売
契
約
の
未
締
結
状
態
が
続
い
た
。

な
お
、
三
井
物
産
『
挑
戦
と
創
造
』
の
「
年
表
」
で
は
一
九
〇
六
年
一
二
月
に
「
豊
田
式
織
機
と
製
品
の
一
手
販
売
契
約
締
結
」
と
し
て

い
る
。
こ
れ
は
誤
り
で
あ
る
。『
挑
戦
と
創
造
』
の
本
文
で
、
豊
田
式
織
機
株
式
会
社
の
設
立
を
「
明
治
三
十
九
年
十
二
月
」
と
記
述
し
て

い
る
の
で
（
実
際
の
設
立
は
明
治
四
〇
年
二
月
九
日
）、
設
立
と
同
時
に
一
手
販
売
契
約
を
締
結
し
た
は
ず
と
考
え
た
の
か
も
し
れ
な
（
（7
（

い
。

一
九
〇
七
年
五
月
一
日
の
『
大
阪
朝
日
新
聞
』
朝
刊
（
六
頁
）
に
掲
載
の
豊
田
式
織
機
の
全
面
広
告
で
は
、「
御
註
文
ハ
弊
社
又
ハ
三
井

物
産
合
名
会
社
（
名
古
屋
、
大
阪
）
両
支
店
ノ
内
ヘ
便
宜
御
申
越
ノ
程
願
上
候
」
と
な
っ
て
お
り
、
三
井
物
産
に
販
売
を
委
託
し
て
い
る
と

は
記
し
て
い
な
い
。
な
お
、
こ
の
広
告
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
織
機
の
型
は
「
豊
田
式
自
働
織
機
（
鉄
製
）」、「
豊
田
三
十
九
年
式
力
織
機

（
鉄
製
、
木
製
）」、「
豊
田
式
家
軽
便
力
織
機
（
木
製
）」
の
三
種
で
あ
り
、
当
時
販
売
し
て
い
た
の
は
こ
の
三
種
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
後
の
織
機
の
型
を
み
る
と
、
一
九
〇
七
年
二
月
に
Ａ
型
（
木
鉄
混
製
小
幅
織
機
）、
Ｂ
型
（
軽
便
式
木
鉄
混
製
小
幅
織
機
）、
Ｇ
式

（
軽
便
式
木
鉄
混
製
広
幅
織
機
）
を
発
売
し
、
一
九
〇
八
年
五
月
に
Ｋ
式
（
鉄
製
小
幅
織
機
）、
同
一
一
月
に
Ｈ
式
（
鉄
製
広
幅
織
機
）
を
発

売
し
て
い
る
。
Ｈ
式
が
最
初
の
鉄
製
広
幅
織
機
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
一
九
〇
九
年
五
月
に
Ｉ
式
（
改
良
型
木
鉄
混
製
小
幅
織
機
）、
一
二
月

に
は
Ｌ
式
（
鉄
製
広
幅
・
中
幅
織
機
）
を
発
売
し
（
（7
（
た
。
と
こ
ろ
が
豊
田
式
織
機
の
経
営
は
芳
し
く
な
く
、
第
二
期
（
一
九
〇
七
年
四
月
―
九

月
）、
第
六
期
（
一
九
〇
〇
年
四
―
九
月
）
に
は
当
期
損
失
金
を
計
上
し
、
第
七
期
（
一
九
〇
九
年
一
〇
月
一
日
―
一
九
一
〇
年
三
月
三
一

日
）
に
は
、
当
期
利
益
金
は
わ
ず
か
二
五
四
円
だ
け
で
あ
っ
た
。

『
豊
田
佐
吉
伝
』
は
見
出
し
「
河
正
会
議
」
の
項
で
、
第
七
期
決
算
日
の
直
後
の
出
来
事
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
記
述
し
て
い
る
。
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明
治
四
十
三
年
四
月
上
旬
、
会
社
の
緊
急
重
役
会
が
河
正
旅
館
に
開
か
れ
た
。
翁
が
出
か
け
て
行
く
と
、
岩
下
、
谷
口
、
藤
野
、
石

原
諸
氏
が
出
席
し
て
ゐ
た
。
名
古
屋
は
一
人
も
出
席
せ
ず
妙
な
空
気
で
あ
つ
た
。
話
は
会
社
の
営
業
不
振
に
始
ま
り
岩
下
氏
か
ら
「
何

と
か
具
合
よ
く
行
か
な
い
も
の
だ
ら
う
か
」
と
切
り
出
さ
れ
た
が
、
結
局
谷
口
社
長
か
ら
「
会
社
の
成
績
が
挙
が
ら
な
い
の
は
発
明
や

試
験
の
た
め
、
社
員
の
気
が
そ
ち
ら
へ
ば
か
り
奪
ら
れ
る
結
果
だ
と
思
ふ
。
つ
い
て
は
豊
田
君
気
の
毒
だ
か
君
は
辞
職
し
て
貰
ひ
度
ひ

の
だ
」
と
の
事
に
腹
に
据
へ
兼
ね
た
の
で
あ
ら
う
、
席
を
蹴
つ
て
自
宅
へ
帰
る
と
、
直
ち
に
辞
職
の
手
続
を
と
つ
た
。

こ
の
記
述
に
は
い
く
つ
か
問
題
が
あ
る
。
第
一
は
、「
会
社
の
緊
急
重
役
会
」
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
三
月
三
一
日
が
第
七
期
の
決

算
日
で
あ
り
、
四
月
の
下
旬
に
定
時
株
主
総
会
を
開
催
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
重
役
が
集
ま
っ
て
、
定
時
株
主
総
会
の
開
催
日

を
い
つ
に
す
る
か
を
決
め
（
そ
し
て
株
主
に
通
知
し
て
欠
席
者
か
ら
委
任
状
を
取
り
付
け
。
実
際
に
は
、
四
月
二
五
日
に
定
時
株
主
総
会
を

開
催
）、
定
時
株
主
総
会
に
提
出
す
る
決
算
案
と
監
査
役
一
名
の
改
選
案
を
協
議
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
四
月
五
（
（7
（
日
に
開
催
さ

れ
た
の
は
緊
急
の
重
役
会
で
は
な
く
、
以
前
か
ら
予
定
さ
れ
て
い
た
重
役
会
の
は
ず
で
あ
る
。

問
題
点
の
第
二
は
、「
名
古
屋
派
は
一
人
も
出
席
せ
ず
妙
な
空
気
で
あ
つ
た
」
と
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
重
役
会
に
出
席
し
た
取
締

役
会
メ
ン
バ
ー
は
、
谷
口
房
蔵
・
豊
田
佐
吉
・
岩
下
清
周
で
あ
る
。
出
席
し
て
い
な
い
メ
ン
バ
ー
は
益
田
太
郎
（
東
京
）・
志
方
勢
七
（
大

阪
）
で
あ
り
、
こ
の
時
点
で
名
古
屋
派
と
み
ら
れ
る
よ
う
な
人
は
取
締
役
の
中
に
そ
も
そ
も
い
な
（
（7
（
い
。
ま
た
出
席
し
た
監
査
役
は
石
原
卯
八
、

出
席
し
て
い
な
い
監
査
役
は
伊
藤
伝
七
（
三
重
）・
山
辺
丈
夫
（
大
阪
）
で
あ
る
。
出
席
し
た
相
談
役
は
藤
野
亀
之
助
で
あ
り
、
こ
の
時
点

で
他
に
相
談
役
は
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
伊
藤
伝
七
が
一
人
だ
け
名
古
屋
派
と
み
ら
れ
る
人
で
あ
る
。
伝
記
の
記
述
は
名
古
屋
派
が
複
数
お

り
、
名
古
屋
派
が
反
発
し
て
欠
席
し
た
状
態
で
重
役
会
が
開
催
さ
れ
た
か
の
よ
う
に
誤
解
さ
せ
る
。



42

問
題
点
の
第
三
は
、
社
長
の
谷
口
が
「
豊
田
君
気
の
毒
だ
か
君
は
辞
職
し
て
貰
ひ
度
ひ
の
だ
」
と
発
言
し
、「
そ
れ
を
聞
い
た
豊
田
が
席

を
蹴
つ
て
自
宅
へ
帰
る
と
、
直
ち
に
辞
職
の
手
続
を
と
つ
た
」
と
記
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
従
来
の
研
究
で
は
、
こ
の
記
述
に
疑
問
を
呈

せ
ず
、
た
と
え
ば
、
和
田
一
夫
・
由
井
常
彦
『
豊
田
喜
一
郎
伝
』
で
は
「
一
九
一
〇
（
明
治
四
三
）
年
四
月
、
豊
田
式
織
機
株
式
会
社
の
常

務
取
締
役
を
辞
任
し
た
佐
吉
は
、
挫
折
感
に
打
ち
ひ
し
が
れ
た
身
を
も
っ
て
、
同
年
五
月
八
日
に
横
浜
か
ら
ア
メ
リ
カ
に
向
け
て
出
発
し

た
」
と
い
う
ふ
う
に
記
さ
れ
て
い
（
（7
（
る
。
た
だ
し
、
の
ち
に
由
井
常
彦
は
記
述
を
修
正
し
、「
豊
田
佐
吉
が
、
辞
表
を
提
出
し
た
と
さ
れ
て
い

る
が
、
会
社
側
が
正
式
に
受
理
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
後
も
常
務
取
締
役
に
再
選
さ
れ
て
い
る
」
と
記
し
て
い
る
こ
と
も
指
摘
し
て
お

き
た
（
（7
（

い
。

豊
田
佐
吉
は
辞
表
を
提
出
し
た
第
八
期
の
末
日
（
一
九
一
〇
年
九
月
三
〇
日
）
現
在
、
常
務
取
締
役
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
も
第
九
期
末
現

在
か
ら
第
一
三
期
末
（
一
九
一
三
年
三
月
三
一
日
）
現
在
ま
で
、
常
務
取
締
役
で
あ
る
。
一
九
一
三
年
九
月
三
〇
日
現
在
で
は
平
の
取
締
役

と
な
っ
て
い
る
（
そ
の
後
、
一
九
一
六
年
三
月
三
一
日
現
在
ま
で
取
締
役
。
一
九
一
六
年
四
月
二
〇
日
開
催
の
定
時
株
主
総
会
直
前
に
取
締

役
を
辞
任
。
一
九
一
八
年
一
〇
月
二
六
日
再
び
取
締
役
に
就
任
、
辞
任
は
一
九
二
四
年
一
〇
月
二
五
（
（7
（
日
）。
も
し
、
谷
口
が
豊
田
に
対
し
て

常
務
取
締
役
を
辞
職
す
る
よ
う
求
め
た
の
で
あ
れ
ば
、
豊
田
が
取
っ
た
「
辞
職
の
手
続
」（
辞
表
提
出
）
に
よ
っ
て
豊
田
は
常
務
取
締
役
で

は
な
く
な
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
豊
田
佐
吉
は
そ
の
後
も
約
三
年
の
間
、
依
然
と
し
て
常
務
取
締
役
の
職
に
あ
っ
た
。

お
そ
ら
く
、
谷
口
が
「
会
社
の
成
績
が
挙
が
ら
な
い
の
は
発
明
や
試
験
の
た
め
、
社
員
の
気
が
そ
ち
ら
へ
ば
か
り
奪
ら
れ
る
結
果
だ
」
と

豊
田
に
不
満
を
述
べ
、
そ
れ
に
対
し
て
、
豊
田
が
怒
っ
て
「
席
を
蹴
つ
て
自
宅
へ
帰
る
と
、
直
ち
に
辞
職
の
手
続
を
と
つ
た
」
と
い
う
あ
た

り
が
実
際
の
事
態
で
は
な
い
か
。
仮
に
、
谷
口
が
豊
田
佐
吉
に
対
し
て
常
務
取
締
役
か
ら
の
辞
職
を
求
め
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
、
豊
田

佐
吉
を
高
く
評
価
し
て
い
た
藤
野
亀
之
助
（
三
井
物
産
大
阪
支
店
長
）
が
そ
の
場
で
強
く
反
対
し
た
は
ず
で
あ
る
。
豊
田
佐
吉
が
晩
年
に
近

親
の
人
に
、
こ
の
時
の
こ
と
を
「
発
明
生
活
の
一
生
を
誤
り
た
る
痛
恨
時
だ
」
と
語
っ
た
の
（
（7
（

は
、
辞
職
を
受
け
入
れ
た
た
め
で
は
な
く
、
怒
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り
の
余
り
自
ら
辞
表
を
提
出
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
後
悔
し
た
た
め
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
後
、
豊
田
佐
吉
は
東
京
に
行
っ
て
、「
ボ
ン
ヤ
リ
と
し
て
」
寺
島
昇
（
品
川
毛
織
専
務
取
締
役
、
前
名
古
屋
支
店
長
）
を
訪
ね
て
き

て
、「『
い
や
、
ど
う
も
困
つ
た
こ
と
が
で
き
ま
し
て
・
・
・
・
』
と
い
ふ
前
提
で
、
一
伍ママ
始
終
を
物
語
つ
て
聞
か
せ
た
」
と
い
う
。
豊
田
に

対
し
て
寺
島
は
「『
そ
れ
は
そ
の
筈
で
は
な
か
つ
た
の
で
は
な
い
で
す
か
、
あ
の
会
社
を
起
す
に
際
し
て
は
石
原
卯
八
弁
理
士
と
謀
つ
て
、

契
約
書
に
う
た
つ
て
を
る
で
は
な
い
で
す
が
。
そ
れ
は
い
か
ん
、
石
原
君
に
も
来
て
も
ら
つ
て
、
交
渉
を
し
直
さ
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
』。

寺
島
は
尚
ほ
言
葉
を
つ
い
で
い
つ
た
。『
貴
方
が
や
め
る
に
し
て
も
何
等
か
の
報
酬
が
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
一
つ
私
が
話
を
う

け
て
み
ま
せ
う
』」
と
い
っ
て
、
石
原
に
相
談
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
（
（7
（

う
。

な
お
、
豊
田
佐
吉
が
常
務
取
締
役
・
取
締
役
・
技
師
長
の
辞
表
を
社
長
に
提
出
し
た
も
の
の
、
社
長
の
谷
口
は
辞
表
を
受
理
し
な
か
っ
た

た
め
、
豊
田
佐
吉
は
三
つ
の
職
に
在
職
の
ま
ま
五
月
八
日
横
浜
か
ら
米
国
へ
向
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
会
社
に
お
け
る
豊
田
佐
吉
の
位
置
に

つ
い
て
、
豊
田
式
織
機
の
社
史
の
方
で
は
、「
発
明
意
識
と
事
業
意
識
と
は
協
調
を
失
し
果
は
谷
口
社
長
と
豊
田
常
務
と
の
疎
隔
と
な
り
、

豊
田
常
務
の
現
地
位
引
退
を
視
、
後
日
に
於
け
る
特
許
権
係
争
の
因
を
為
す
」
と
記
述
し
て
い
（
（8
（
る
。「
現
地
位
引
退
」
と
い
う
微
妙
な
表
現

は
、
豊
田
式
織
機
で
の
技
術
開
発
・
技
術
指
導
か
ら
豊
田
佐
吉
が
手
を
引
い
た
こ
と
を
表
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
寺
島
昇
が
言
及
し
た
「
特
許
権
譲
渡
契
約
証
書
」
を
み
る
と
、
第
三
条
で
、
特
許
権
譲
渡
の
代
償
と
し
て
、
毎
営
業
年
度
の

利
益
金
か
ら
前
期
繰
越
金
、
積
立
金
、
配
当
金
を
控
除
し
た
額
の
三
分
の
一
を
豊
田
佐
吉
に
支
払
う
と
規
定
し
て
お
り
、
さ
ら
に
第
七
条
で
、

豊
田
佐
吉
を
技
師
長
と
し
て
雇
い
入
れ
て
一
年
間
に
六
〇
〇
〇
円
の
報
酬
を
支
払
う
、
そ
の
職
を
罷
免
あ
る
い
は
解
雇
し
た
と
き
も
会
社
存

続
期
間
に
同
額
を
支
払
う
と
規
定
し
て
い
た
。
そ
の
代
わ
り
、
第
八
条
・
第
九
条
で
、
豊
田
佐
吉
が
技
師
長
の
と
き
に
改
良
発
明
に
関
す
る

特
許
お
よ
び
技
師
長
辞
任
後
の
発
明
に
関
す
る
特
許
は
豊
田
佐
吉
で
は
な
く
豊
田
式
織
機
株
式
会
社
の
権
利
と
し
て
出
願
す
る
と
規
定
し
て

い
（
（8
（

た
。
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こ
の
契
約
書
が
改
定
さ
れ
、
豊
田
式
織
機
で
正
式
に
承
認
さ
れ
た
の
は
、
二
年
半
後
の
一
九
一
二
年
一
〇
月
二
七
日
の
定
時
株
主
総
会
で

あ
っ
（
（8
（
た
。
こ
の
改
定
に
よ
っ
て
、
第
三
条
の
報
酬
規
定
の
部
分
が
一
時
金
で
受
け
取
る
よ
う
に
変
更
さ
れ
、
一
時
金
と
し
て
一
九
一
三
年
一

月
に
豊
田
式
織
機
か
ら
豊
田
佐
吉
に
六
万
円
が
支
払
わ
れ
た
よ
う
で
あ
（
（8
（
る
。
豊
田
佐
吉
が
常
務
取
締
役
で
は
な
く
な
る
の
は
、
一
時
金
支
払

い
後
の
第
一
四
期
（
一
九
一
三
年
四
月
一
日
―
九
月
三
〇
日
）
の
ど
こ
か
の
時
点
で
あ
る
。
た
だ
し
、
豊
田
佐
吉
と
の
特
許
権
を
巡
る
対
立

は
続
き
、
円
満
解
決
す
る
の
は
一
九
二
八
年
四
月
で
あ
（
（8
（
る
。

つ
ぎ
に
補
足
的
に
『
豊
田
佐
吉
伝
』
の
記
述
の
別
の
問
題
点
を
み
よ
う
。
こ
の
伝
記
で
は
、
明
治
四
三
（
一
九
一
〇
）
年
四
月
上
旬
に
緊

急
重
役
会
が
開
催
さ
れ
、
豊
田
佐
吉
が
「
辞
職
の
手
続
」
を
と
り
、
つ
い
で
「
ふ
と
感
ず
る
と
こ
ろ
が
あ
つ
て
外
遊
を
思
い
つ
」
き
、
五
月

八
日
に
西
川
秋
次
を
同
伴
し
、
横
浜
を
出
帆
し
て
米
国
に
向
か
っ
た
と
記
し
て
い
（
（8
（
る
。

現
在
と
異
な
り
、
日
本
政
府
か
ら
旅
券
を
取
得
す
る
に
は
か
な
り
の
時
間
を
要
す
る
。
ま
ず
、
書
面
（
海
外
旅
券
下
附
願
）
に
必
要
事
項

（
姓
名
、
生
年
月
日
、
身
分
、
族
称
、
職
業
、
渡
航
地
、
年
限
、
目
的
な
ど
）
を
記
載
し
、
戸
籍
謄
本
な
ど
証
明
書
類
を
添
付
し
て
本
籍
地

（
あ
る
い
は
居
住
地
）
の
役
所
に
提
出
す
る
。
東
京
で
あ
れ
ば
、
願
書
提
出
の
一
週
間
後
く
ら
い
あ
と
に
巡
査
が
家
に
や
っ
て
き
て
、
種
々

問
い
質
す
と
い
う
。
警
察
で
の
調
査
が
終
わ
る
と
、
二
週
間
か
ら
三
週
間
で
旅
券
が
下
附
さ
れ
る
。
も
し
調
査
が
遅
延
す
る
と
一
か
月
余
り

も
手
間
取
る
と
い
（
（8
（

う
。

こ
の
よ
う
に
旅
券
取
得
ま
で
に
か
な
り
の
日
時
を
要
す
る
の
で
、
一
九
一
〇
年
四
月
上
旬
（
正
確
に
は
四
月
五
日
）
重
役
会
か
ら
五
月
八

日
横
浜
出
港
ま
で
の
三
三
日
の
間
に
旅
券
を
申
請
し
、
そ
れ
が
確
実
に
下
附
さ
れ
る
と
は
限
ら
な
い
。
ま
た
、
ど
の
都
市
・
工
場
を
訪
れ
る

か
旅
程
表
を
考
え
る
の
に
時
間
を
要
し
、
旅
程
表
に
基
づ
き
三
井
物
産
の
名
古
屋
支
店
（
あ
る
い
は
大
阪
支
店
）
に
依
頼
し
て
、
そ
の
支
店

か
ら
手
紙
で
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
支
店
な
ど
に
連
絡
し
て
訪
問
の
手
配
を
頼
む
に
も
か
な
り
の
時
間
が
必
要
で
あ
る
。
乗
船
券
の
予
約
や
ホ
テ
ル

の
手
配
も
必
要
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
重
役
会
の
後
に
豊
田
佐
吉
が
洋
行
を
「
思
い
つ
い
た
」
と
い
う
の
は
、
時
間
的
に
ま
っ
た
く
無
理
な
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想
定
で
あ
る
。
し
か
も
、
豊
田
佐
吉
は
米
国
で
「
自
己
の
自
働
織
機
の
特
許
を
出
願
」
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
（
出
発
日
前
に
、
出
願
の
た

め
の
英
文
書
類
を
作
成
す
る
必
要
あ
り
）、
重
役
会
の
あ
と
で
は
な
く
、
そ
の
か
な
り
以
前
か
ら
洋
行
を
計
画
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

豊
田
佐
吉
は
約
五
か
月
米
国
に
滞
在
し
、
同
行
し
た
西
川
秋
次
（
妻
の
遠
縁
に
あ
た
り
、
前
年
一
九
〇
九
年
七
月
東
京
高
等
工
業
学
校
を

卒
業
）
に
は
そ
の
ま
ま
米
国
で
調
査
・
研
究
さ
せ
て
（
西
川
の
帰
国
は
一
九
一
二
年
一
二
月
六
日
）、
途
中
か
ら
加
わ
っ
た
石
原
卯
八
と
と

も
に
、
一
〇
月
一
八
日
に
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
を
出
発
し
て
英
国
に
向
か
い
、
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
付
近
の
織
機
製
作
お
よ
び
紡
績
業
を
視
察
・
調

査
し
た
。
さ
ら
に
フ
ラ
ン
ス
、
ド
イ
ツ
な
ど
を
視
察
し
て
シ
ベ
リ
ア
鉄
道
経
由
で
、
一
九
一
一
年
一
月
一
日
に
下
関
に
帰
着
し
て
い
る
。
出

発
か
ら
帰
国
ま
で
約
八
か
月
に
わ
た
る
長
期
の
視
察
で
あ
っ
（
（8
（

た
。

以
上
か
ら
、
豊
田
佐
吉
は
、
五
月
八
日
の
重
役
会
よ
り
ず
っ
と
前
か
ら
長
期
の
洋
行
を
計
画
し
て
お
り
、
業
績
の
思
わ
し
く
な
い
豊
田
式

織
機
株
式
会
社
か
ら
洋
行
に
必
要
な
資
金
を
求
め
ず
に
、
自
前
で
西
川
秋
次
の
費
用
ま
で
賄
う
こ
と
を
考
え
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、

社
長
の
谷
口
は
、
豊
田
佐
吉
が
洋
行
す
る
こ
と
を
了
承
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
洋
行
し
て
外
国
の
技
術
を
調
査
し
よ
う
と
意
識
が
高
揚
し

て
い
た
と
き
に
、
そ
れ
に
水
を
差
す
よ
う
な
谷
口
の
発
言
に
豊
田
佐
吉
は
怒
っ
て
席
を
た
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
（
（8
（
る
。

つ
ぎ
に
三
井
物
産
と
の
包
括
的
な
販
売
契
約
が
い
つ
締
結
さ
れ
た
か
を
み
よ
う
。
一
九
一
七
年
一
月
二
六
日
に
豊
田
式
織
機
と
三
井
物
産

は
つ
ぎ
の
覚
書
を
作
成
し
（
（8
（

た
。

　
　
　
販
売
契
約
覚
書

今
般
豊
田
式
織
機
株
式
会
社
（
甲
）
ノ
製
作
ス
ル
諸
機
械
ヲ
三
井
物
産
株
式
会
社
大
阪
支
店
（
乙
）
ニ
販
売
セ
シ
ム
ル
ニ
付
キ
契
約
ス

ル
コ
ト
左
ノ
如
シ

一
、�

甲
ハ
乙
ヲ
シ
テ
自
己
ノ
製
品
ヲ
販
売
セ
シ
メ
他
人
ヲ
通
シ
テ
之
ヲ
為
サ
サ
ル
事
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二
、�

甲
カ
乙
ヲ
労
セ
ス
シ
テ
既
ニ
開
拓
シ
タ
ル
得
意
先
並
ニ
内
地
ニ
於
ケ
ル
小
規
模
ノ
工
場
ハ
甲
ニ
於
テ
直
接
取
引
ヲ
ナ
シ
此
契
約
ヨ

リ
除
外
ス
ル
事
ア
ル
ヘ
シ

三
、�
甲
乙
各
々
得
意
先
ノ
見
積
書
ヲ
交
換
ス
ル
事

四
、�

甲
ハ
乙
ニ
手
数
料
ト
シ
テ
（
百
分
ノ
弐
半
）
ヲ
支
払
フ
モ
ノ
ト
ス

五
、�

内
地
製
造
家
ハ
［「
ト
」
の
誤
記
と
推
定
・
・
・
引
用
者
］
競
争
激
シ
キ
モ
ノ
ニ
関
ス
ル
乙
ノ
口
銭
ハ
適
宜
協
定
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

六
、�

甲
カ
乙
ニ
差
出
ス
値
段
ハ
前
記
手
数
料
ヲ
加
算
シ
タ
ル
値
段
タ
ル
事

七
、�

乙
ハ
外
国
製
造
所
ノ
値
段
ヲ
参
照
シ
甲
ノ
見
積
値
段
以
上
ノ
値
段
ヲ
以
テ
註
文
ヲ
引
受
ク
ル
事
然
シ
テ
第
三
条
ノ
手
数
料
以
上
ノ

利
益
ア
ル
場
合
ハ
其
余
分
ノ
利
益
ニ
対
シ
テ
ハ
甲
乙
折
半
ノ
事

八
、�

甲
カ
得
意
先
ヨ
リ
直
接
見
積
書
提
出
要
求
ヲ
受
ケ
タ
ル
時
又
ハ
直
接
引
合
ヲ
便
宜
ト
ス
ル
モ
ニ
対
シ
テ
ハ
乙
ト
協
議
ノ
上
引
合
ヲ

為
ス
事

九
、�

本
契
約
ノ
解
除
ヲ
欲
ス
ル
場
合
ニ
ハ
六
ケ
月
以
前
ニ
他
方
ニ
通
告
シ
双
方
合
意
ノ
上
ニ
テ
之
ヲ
為
ス
モ
ノ
ト
ス

十
、�

本
契
約
ノ
辞
句
ニ
訂
正
ス
ヘ
キ
点
ヲ
発
見
シ
タ
ル
時
ハ
双
方
合
意
ノ
上
之
ヲ
ナ
ス
事
ヲ
得

右
之
通
リ
契
約
シ
タ
ル
事
ヲ
証
ス
ル
為
メ
本
書
弐
通
ヲ
記
名
調
印
ノ
上
各
壱
通
ヲ
保
有
ス

　
大
正
六
年
壱
月
弐
拾
六
日

こ
の
覚
書
よ
り
前
の
一
九
一
六
年
に
作
成
さ
れ
た
草
案
で
は
、
文
書
の
先
頭
が
「
販
売
契
約
書
」
と
な
っ
て
お
り
、
し
か
も
、「
約
」
と

「
書
」
の
間
に
「
覚
」
と
い
う
文
字
が
加
筆
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
実
際
の
覚
書
で
は
、
最
後
の
部
分
に
豊
田
式
織
機
株
式
会
社
と
代
表
者

名
と
三
井
物
産
株
式
会
社
大
阪
支
店
と
代
表
者
名
が
記
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
以
上
か
ら
一
九
一
七
年
一
月
二
六
日
付
け
の
文
書
は
、
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両
社
が
締
結
し
た
契
約
書
で
は
な
く
、
販
売
契
約
に
つ
い
て
両
社
が
作
成
し
た
覚
書
と
い
う
体
裁
が
と
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
覚
書
に
つ
い
て
、

同
年
六
月
二
二
日
の
三
井
物
産
支
店
長
会
で
常
務
取
締
役
武
村
貞
一
郎
は
「『
プ
ラ
ッ
ト
』
社
ト
ノ
関
係
モ
ア
ル
ヲ
以
テ
別
段
正
式
ノ
契
約

書
ハ
作
ラ
ス
」
と
述
べ
て
い
（
（9
（
る
。

な
お
、
三
井
物
産
「
事
業
報
告
書
」
一
九
一
七
年
上
期
の
「
契
約
」
一
覧
に
は
、「
契
約
店
」
が
機
械
部
大
阪
支
部
、「
会
社
名
」
は
豊
田

式
織
機
株
式
会
社
、「
商
品
」
は
織
機
と
記
さ
れ
て
い
る
。「
締
結
」・「
期
間
」・「
区
域
」
は
空
欄
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
覚
書
に
よ
る
と
、
三
井
物
産
は
手
数
料
二
・
五
％
で
委
託
販
売
を
引
き
受
け
る
も
の
の
、
豊
田
式
織
機
に
は
直
接
受
注
を
認

め
、
そ
の
取
引
に
つ
い
て
三
井
物
産
に
手
数
料
（
二
・
五
％
）
を
支
払
わ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
契
約
は
、
豊
田
式
織
機
株
式
会
社
受

注
分
以
外
の
す
べ
て
に
つ
い
て
、
三
井
物
産
に
商
品
の
販
売
を
一
手
に
委
託
す
る
と
い
う
、「
例
外
条
件
付
き
一
手
販
売
契
約
」
と
な
っ
て

い
る
。
解
約
し
た
い
場
合
は
六
か
月
以
前
に
通
告
す
る
こ
と
と
し
て
、
契
約
期
間
を
特
に
定
め
て
い
な
い
。

こ
の
よ
う
に
「
販
売
契
約
覚
書
」
は
、
形
式
的
に
は
「
契
約
書
」
で
は
な
く
、「
覚
書
」（
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
）
と
し
て
作
成
さ
れ
た
。
一
九

一
七
年
六
月
二
二
日
の
支
店
長
会
議
に
お
い
て
、「
我
が
社
は
豊
田
式
織
機
と
一
手
販
売
契
約
を
結
べ
る
の
か
」
と
い
う
常
務
取
締
役
藤
瀬

政
次
郎
の
質
問
に
対
し
て
、
武
村
貞
一
郎
は
、
三
井
物
産
と
プ
ラ
ッ
ト
社
と
の
契
約
に
つ
い
て
「
契
約
ノ
精
神
ヨ
リ
云
ヘ
ハ
全
然
内
地
品
ノ

取
扱
ハ
為
シ
得
サ
」
る
（
日
本
製
の
織
機
を
取
扱
こ
と
が
で
き
な
い
）
と
説
明
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
プ
ラ
ッ
ト
社
に
織
機
に
つ
い
て
「
プ

レ
フ
ァ
レ
ン
ス
」（
優
先
権
）
を
「
与
ヘ
承
諾
ヲ
得
ラ
ル
モ
ノ
ハ
取
扱
フ
モ
可
ナ
ル
ナ
リ
」
と
補
足
説
明
し
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
事
実
上
、
例
外
条
件
付
き
の
（
製
造
業
者
直
接
受
注
を
例
外
と
し
て
認
め
た
）
一
手
販
売
契
約
を
取
り
決
め
た
豊
田
式
織

機
と
三
井
物
産
と
の
「
覚
書
」
は
、
プ
ラ
ッ
ト
社
と
の
契
約
に
抵
触
す
る
恐
れ
が
あ
り
、
武
村
は
「
公
然
豊
田
ノ
製
品
ヲ
取
扱
フ
コ
ト
能
ハ

ス
」
と
述
べ
て
い
（
（9
（
る
。
つ
ま
り
三
井
物
産
は
公
然
と
（
た
と
え
ば
、
広
告
で
）
豊
田
式
織
機
製
の
織
機
の
販
売
を
担
当
す
る
こ
と
を
明
示
す

る
訳
に
は
い
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
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と
こ
ろ
で
、
一
九
〇
九
年
二
月
九
日
の
豊
田
式
織
機
設
立
か
ら
一
九
一
七
年
一
月
二
六
日
の
「
販
売
契
約
覚
書
」
作
成
ま
で
約
八
年
も
経

過
し
て
い
る
。
こ
の
間
、
織
機
の
販
売
面
で
両
社
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

一
九
一
三
年
四
月
三
〇
日
に
豊
田
式
織
機
取
締
役
に
就
任
し
た
名
古
屋
支
店
長
児
玉
一
造
は
、
同
年
七
月
二
二
日
の
支
店
長
会
議
に
お
い

て
「
今
ノ
間
ニ
我
々
ニ
於
テ
関
係
ヲ
付
ケ
置
カ
サ
レ
ハ
」、「
販
売
ハ
将
来
他
人
ノ
手
ニ
移
ル
ヘ
シ
」、
そ
う
な
ら
な
い
よ
う
株
式
を
買
い
増

し
し
て
、「
一
手
販
売
ヲ
取
リ
テ
他
ノ
手
ニ
テ
ハ
取
扱
ハ
シ
メ
サ
ル
様
シ
タ
シ
」
と
述
べ
て
い
（
（9
（
る
。
こ
の
頃
、
三
井
物
産
以
外
の
商
社
も
豊

田
式
織
機
製
の
織
機
の
販
売
に
関
与
し
て
お
り
、
こ
の
ま
ま
で
は
他
社
に
一
手
販
売
権
を
取
ら
れ
て
三
井
物
産
が
織
機
販
売
か
ら
は
ず
さ
れ

る
恐
れ
が
あ
る
と
、
先
行
き
を
懸
念
し
て
い
た
。

そ
の
後
、
特
に
三
井
物
産
は
豊
田
式
織
機
株
を
買
い
増
し
し
な
か
っ
た
も
の
の
、
よ
う
や
く
一
九
一
七
年
一
月
二
六
日
に
「
販
売
契
約
覚

書
」
の
作
成
に
こ
ぎ
着
け
、
そ
れ
に
よ
っ
て
他
社
に
よ
る
製
品
取
扱
を
排
除
し
、
直
販
以
外
は
す
べ
て
三
井
物
産
が
取
り
扱
え
る
よ
う
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。

一
九
一
七
年
六
月
二
二
日
の
支
店
長
会
議
に
お
い
て
綿
花
部
長
児
玉
一
造
（
一
九
一
三
年
四
月
三
〇
日
、
豊
田
式
織
機
取
締
役
に
就
任
）

は
、
豊
田
式
織
機
は
「
最
近
当
社
ト
一
手
販
売
ノ
契
約
ヲ
取
結
ヒ
タ
ル
カ
、
其
時
ニ
内
部
ニ
於
テ
ハ
重
役
ノ
谷
口
氏
、
同
社
自
カ
ラ
販
売
シ

得
ル
モ
ノ
ヲ
殊
更
ニ
三
井
ニ
一
手
販
売
ヲ
托
ス
ル
必
要
ナ
シ
ト
テ
、
飽
迄
モ
其
説
ヲ
主
張
ス
ル
為
メ
契
約
締
結
ニ
モ
時
日
ヲ
要
シ
タ
リ
」
と

述
べ
て
い
（
（9
（
る
。
社
長
の
谷
口
房
蔵
は
、
自
社
で
織
機
を
販
売
で
き
る
の
に
、
わ
ざ
わ
ざ
三
井
物
産
に
一
手
に
販
売
を
委
託
す
る
必
要
は
な
い

と
反
対
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

兼
営
織
布
の
紡
績
会
社
が
発
注
す
る
織
機
の
台
数
は
、
千
数
百
台
に
の
ぼ
る
場
合
が
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
豊
田
式
織
機
は
、
商
社
を
介

在
さ
せ
ず
に
、
東
洋
紡
な
ど
い
く
つ
か
の
兼
営
織
布
会
社
か
ら
直
接
大
口
を
受
注
し
て
い
た
よ
う
で
あ
（
（9
（
る
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
谷
口
は

「
同
社
自
カ
ラ
販
売
シ
得
ル
」
と
述
べ
て
い
る
の
で
、
よ
り
台
数
の
少
な
い
口
で
も
、
商
社
を
介
在
さ
せ
ず
に
織
機
を
販
売
す
る
こ
と
が
で
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き
た
よ
う
で
あ
る
。
と
す
る
と
、
三
井
物
産
が
扱
え
た
の
は
、
日
本
内
地
向
で
は
中
小
織
物
工
場
が
購
入
す
る
織
機
や
輸
移
出
す
る
織
機

（
朝
鮮
や
中
国
上
海
な
ど
の
織
物
工
場
が
購
入
す
る
織
機
）
に
限
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
（
（9
（
る
。
一
九
一
七
年
の
「
販
売
契
約
覚
書
」
は
こ
の

制
約
を
な
く
す
も
の
と
な
っ
た
。

6
．
そ
の
後
の
状
況

豊
田
佐
吉
は
、
一
九
二
六
年
一
一
月
一
七
日
、
株
式
会
社
豊
田
自
動
織
機
製
作
所
の
創
立
総
会
を
開
催
し
、
同
社
を
設
立
し
た
。
同
社
設

立
の
際
、
三
井
物
産
は
株
式
を
引
き
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
児
玉
一
造
（
東
洋
棉
花
専
務
取
締
役
）
が
一
〇
〇
〇
株
（
額
面
五
万

円
）
を
引
き
受
け
た
の
は
、
実
弟
（
豊
田
利
三
郎
）
と
の
関
係
の
た
め
と
思
わ
れ
、
三
井
物
産
あ
る
い
は
東
洋
棉
花
が
児
玉
に
資
金
を
貸
し

付
け
て
、
事
実
上
、
支
配
し
た
株
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
同
社
製
造
の
織
機
に
つ
い
て
も
、
代
理
店
契
約
あ
る
い
は
一
手
販
売
契
約
を
す

ぐ
に
は
締
結
で
き
な
か
っ
た
。
完
全
な
一
手
販
売
契
約
を
締
結
で
き
た
の
は
、
会
社
設
立
の
七
年
後
、
一
九
三
三
年
七
月
四
日
で
あ
っ
（
（9
（

た
。

三
井
物
産
は
、
一
九
三
二
年
一
二
月
八
日
、
英
国
紡
機
製
造
株
式
会
社
（T

extile M
achinery M

akers, Ltd.

プ
ラ
ッ
ト
社
は
こ
の
持

株
会
社
［
三
井
物
産
で
は
「
英
国
紡
機
製
造
合
同
会
社
」
と
も
表
記
］
の
傘
下
に
あ
り
、
こ
の
持
株
会
社
が
傘
下
の
す
べ
て
の
企
業
の
製
品

の
販
売
を
契
約
）
と
の
間
で
日
本
、
満
州
、
お
よ
び
中
国
に
お
け
る
日
系
会
社
を
対
象
地
域
と
す
る
綿
糸
紡
績
機
械
の
一
手
販
売
契
約
を
締

結
す
る
と
と
も
に
、
三
井
物
産
が
豊
田
式
織
機
の
製
品
、
豊
田
自
動
織
機
製
作
所
の
製
品
を
販
売
す
る
こ
と
を
認
め
さ
せ
た
。
さ
ら
に
、
一

九
三
三
年
七
月
四
日
、
豊
田
式
織
機
、
豊
田
自
動
織
機
製
作
所
と
そ
れ
ぞ
れ
「
販
売
契
約
書
」
を
締
結
し
、「
自
動
織
機
及
棉
糸
紡
績
機
械

（
ス
ペ
ア
ー
、
パ
ー
ト
ヲ
含
ム
）
ヲ
販
売
」
す
る
、
ほ
ぼ
完
全
な
一
手
販
売
契
約
（
地
域
は
全
地
域
で
は
な
く
、
大
日
本
帝
国
、
満
州
、
中

国
）
を
締
結
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
三
井
物
産
は
、
英
国
紡
機
製
造
、
豊
田
式
織
機
、
豊
田
自
動
織
機
製
作
所
の
三
社
の
織
機
・
紡
績
機
械

の
販
売
を
併
せ
て
お
こ
な
え
る
よ
う
に
な
っ
（
（9
（

た
。
詳
細
に
つ
い
て
は
、
春
日
豊
論
文
で
検
討
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
を
参
照
さ
れ
た
い
。
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織
機
に
限
定
し
て
み
る
と
、
三
井
物
産
が
プ
ラ
ッ
ト
社
の
く
び
き
か
ら
解
放
さ
れ
て
、
豊
田
式
織
機
・
豊
田
自
動
織
機
製
作
所
の
製
品
を

公
然
と
販
売
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
一
九
三
二
年
一
二
月
八
日
か
ら
で
あ
っ
た
。
一
八
九
七
年
一
二
月
七
日
か
ら
一
九
三
二
年
一
二

月
七
日
ま
で
の
三
五
年
間
、
三
井
物
産
は
プ
ラ
ッ
ト
社
と
の
契
約
に
縛
ら
れ
て
、
日
本
の
製
造
家
・
製
造
会
社
と
の
間
で
公
然
と
一
手
販
売

契
約
を
結
ぶ
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
の
た
め
日
本
製
の
織
機
を
公
然
と
広
告
し
、
販
売
す
る
こ
と
が
で
き
な
っ
た
。
も
し
、
プ
ラ
ッ
ト
社
の
く

び
き
が
な
け
れ
ば
、
三
井
物
産
に
よ
る
日
本
の
製
造
家
・
製
造
会
社
へ
の
対
応
（
な
か
で
も
出
資
や
役
員
派
遣
）
は
か
な
り
違
っ
た
は
ず
で

あ
り
、
日
本
製
織
機
の
販
売
台
数
・
販
売
額
は
遥
か
に
増
加
し
た
は
ず
で
あ
る
。

（
1
）　
鈴
木
邦
夫
「［
批
判
］
中
上
川
の
工
業
主
義
と
益
田
の
商
業
主
義
と
い
う
図
式
」（『
三
井
文
庫
論
叢
』
五
四
、
二
〇
二
〇
年
一
二
月
）
三
四

―
三
七
頁
。

（
2
）　
長
井
実
『
自
叙
益
田
孝
翁
伝
』
内
田
老
鶴
圃
、
一
九
三
九
年
、
二
四
五
頁
。

（
3
）　「
三
井
物
産
ル
カ
ス
商
会
と
競
争
」
一
八
九
二
年
九
月
二
八
日
東
京
日
日
新
聞
（『
新
聞
集
成
明
治
編
年
史
』
第
八
巻
、
一
九
四
〇
年
）
三
〇

四
頁
。

（
4
）　『
稿
本
三
井
物
産
株
式
会
社
一
〇
〇
年
史
』
上
（
日
本
経
営
史
研
究
所
、
一
九
七
八
年
）
一
五
一
頁
。

（
5
）　「
英
国
オ
ー
ル
ダ
ム
府
プ
ラ
ッ
ト
社
ト
棉
糸
及
羊
毛
紡
績
機
械
ノ
日
本
並
朝
鮮
総
代
理
店
約
定
取
結
ノ
件
」
一
八
九
八
年
八
月
六
日
三
井
商

店
理
事
会
可
決
（
三
井
物
産
「
理
事
会
議
案
」
一
八
九
八
年
、
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
　
物
産
一
二
〇
）。

（
6
）　
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
　
物
産
二
三
六
七
―
六
。

（
7
）　
前
掲
、「
英
国
オ
ー
ル
ダ
ム
府
プ
ラ
ッ
ト
社
ト
棉
糸
及
羊
毛
紡
績
機
械
ノ
日
本
並
朝
鮮
総
代
理
店
約
定
取
結
ノ
件
」

（
8
）　
一
九
三
二
年
一
二
月
八
日
付
け
で
、
三
井
物
産
はT

extile M
achinery M

akers, Ltd.

とC
otton Spinning M

achinery

と
の
間
で
日

本
、
満
州
、
中
華
民
国
に
お
け
る
日
系
会
社
を
区
域
と
し
て
一
手
販
売
契
約
を
締
結
し
た
。
な
お
、T

extile M
achinery M

akers, Ltd.

は
、
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一
九
三
一
年
に
プ
ラ
ッ
ト
社
な
ど
同
業
八
社
の
持
株
会
社
と
し
て
設
立
さ
れ
、
従
来
の
プ
ラ
ッ
ト
社
はPlatt B

rothers &
 C

om
pany 

（H
oldings

） Lim
ited 

と
な
っ
た
。
三
井
物
産
「
事
業
報
告
書
」
一
九
三
三
年
上
期
（
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
　
物
産
六
一
五
―
三
六
）、
吉
森

賢
「
プ
ラ
ッ
ト
社
と
豊
田
自
動
織
機
製
作
所
―
衰
退
と
発
展
の
決
定
要
因
―
」（『
横
浜
経
営
研
究
』
第
三
七
巻
第
三
・
四
号
、
二
〇
一
七
年
三

月
）
八
八
頁
。

（
9
）　「
一
、
豊
田
織
布
機
ニ
関
ス
ル
件
」
上
田
理
事
陳
述
、
一
八
九
九
年
一
〇
月
六
日
（
三
井
文
庫
編
『
三
井
事
業
史
』
資
料
篇
四
上
、
三
井
文

庫
、
一
九
七
一
年
）
四
八
九
―
四
九
〇
頁
。

（
10
）　「
一
、
松
本
常
磐
外
一
名
罷
役
辞
令
案
」
一
八
九
九
年
一
〇
月
三
一
日
（
前
掲
、
三
井
文
庫
編
『
三
井
事
業
史
』
資
料
篇
四
上
）
四
九
八
―

四
九
九
頁
。
の
ち
、
一
九
〇
〇
年
二
月
、
松
本
・
服
部
か
ら
の
希
望
で
三
井
物
産
を
解
雇
し
、
そ
れ
ぞ
れ
「
慰
労
金
」（
退
職
金
に
相
当
）
を

八
〇
〇
〇
円
、
六
〇
〇
〇
円
支
給
し
た
。
こ
れ
を
両
名
は
井
桁
商
会
に
投
入
し
た
と
い
う
。
と
こ
ろ
が
、
一
九
〇
二
年
一
二
月
、
井
桁
商
会
で

「
少
カ
ラ
サ
ル
損
失
ヲ
醸
シ
」
た
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
に
追
加
慰
労
金
一
五
〇
〇
円
を
支
給
し
す
る
こ
と
と
し
た
（「
水
谷
耕
平
外
弐
名
へ
解
傭
慰

労
金
支
給
ノ
件
」
一
九
〇
二
年
一
二
月
二
日
三
井
営
業
店
重
役
会
可
決
、
三
井
文
庫
編
『
三
井
事
業
史
』
資
料
篇
四
下
、
三
井
文
庫
、
一
九
七

一
年
、
三
九
三
頁
）。

（
11
）　
河
村
直
「
自
動
織
機
を
以
て
世
界
に
名
を
成
し
た
豊
田
佐
吉
」
中
（『
科
学
画
報
』
二
六
―
五
、
一
九
三
七
年
五
月
）。

（
12
）　『
愛
知
県
史
』
通
史
編
六
、
近
代
一
（
愛
知
県
、
二
〇
一
七
年
）、
四
四
六
頁
で
は
一
八
九
九
年
一
一
月
六
日
「
創
立
」
と
し
て
い
る
。
一
一

月
六
日
は
「
創
立
」
さ
れ
た
日
で
は
な
く
、
会
社
の
設
立
が
登
記
さ
れ
た
日
で
あ
る
。

（
13
）　『
官
報
』
一
八
九
九
年
一
一
月
一
六
日
。

（
14
）　
一
九
〇
〇
年
五
月
刊
行
の
『
銀
行
会
社
要
録
』
第
四
版
で
は
、
資
本
金
三
万
円
、
資
本
主
人
員
二
と
な
っ
て
い
る
、

（
15
）　
服
部
種
次
郎
の
「
移
転
広
告
」（『
東
京
朝
日
新
聞
』
一
八
九
七
年
一
月
一
七
日
）
四
頁
。
こ
の
広
告
で
、
猿
屋
町
一
七
番
地
に
移
転
し
た
と

し
て
い
る
。

（
16
）　
由
井
常
彦
「
三
井
物
産
と
豊
田
佐
吉
お
よ
び
豊
田
式
織
機
の
研
究
（
上
）」（『
三
井
文
庫
論
叢
』
三
四
，
二
〇
〇
〇
年
一
二
月
）
八
四
頁
で

は
「
資
本
金
三
万
円
（
払
込
八
〇
〇
〇
円
）」
と
し
て
い
る
。
払
込
八
〇
〇
〇
円
を
示
す
資
料
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
前
掲
、『
稿
本
三
井
物
産
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株
式
会
社
一
○
○
年
史
』
上
、
第
三
章
（
執
筆
担
当
由
井
常
彦
）
二
六
七
頁
に
「
三
井
物
産
が
資
本
金
八
〇
〇
〇
円
の
全
額
を
出
資
」
と
記
さ

れ
て
い
る
の
で
、
お
そ
ら
く
こ
の
八
〇
〇
〇
円
と
い
う
数
値
を
使
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。『
稿
本
三
井
物
産
株
式
会
社
一
○
○
年
史
』
上
の

八
〇
〇
〇
円
は
、
豊
田
佐
吉
が
三
井
物
産
か
ら
借
り
た
八
〇
〇
〇
円
（
後
述
）
を
井
桁
商
会
の
資
本
金
と
混
同
し
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
前

掲
、『
愛
知
県
史
』
通
史
編
六
、
近
代
一
、
四
四
七
頁
で
も
、
由
井
論
文
を
踏
襲
し
て
「
資
本
金
三
万
円
（
払
込
八
〇
〇
〇
円
）」
と
し
て
い
る
。

	

　
し
か
し
、
会
社
設
立
の
際
の
登
記
事
項
の
う
ち
、
社
員
の
「
出
資
額
」
が
松
本
・
服
部
と
も
「
金
一
万
五
千
円
」
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
井

桁
商
会
の
資
本
金
払
込
額
は
三
万
円
で
あ
る
。

（
17
）　
最
初
の
本
店
所
在
地
を
大
坂
町
と
し
て
い
る
の
は
前
掲
、
由
井
常
彦
「
三
井
物
産
と
豊
田
佐
吉
お
よ
び
豊
田
式
織
機
の
研
究
（
上
）」
八
四

頁
。
本
店
の
移
転
登
記
は
『
官
報
』
一
八
九
九
年
一
一
月
三
〇
日
。

（
18
）　
河
村
直
「
自
動
織
機
を
以
て
世
界
に
名
を
成
し
た
豊
田
佐
吉
」
上
（『
科
学
画
報
』
二
六
―
四
、
一
九
三
七
年
四
月
）。
こ
の
記
事
を
、
河
村

は
寺
島
昇
か
ら
の
聴
き
取
り
に
基
づ
い
て
記
述
し
て
い
る
。

（
19
）　
豊
田
佐
吉
翁
伝
記
編
纂
会
編
『
豊
田
佐
吉
伝
』（
一
九
三
三
年
）
一
〇
三
頁
。
こ
の
伝
記
以
降
、「
技
師
長
」
に
任
命
さ
れ
た
と
い
う
記
述
が

多
く
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
し
か
し
こ
の
伝
記
で
は
「
技
師
長
」
に
任
命
さ
れ
た
と
は
い
っ
て
い
な
い
。

（
20
）　
前
掲
、
由
井
常
彦
「
三
井
物
産
と
豊
田
佐
吉
お
よ
び
豊
田
式
織
機
の
研
究
（
上
）」（『
三
井
文
庫
論
叢
』
三
四
，
二
〇
〇
〇
年
一
二
月
）
八

三
―
八
四
頁
。

（
21
）　
前
掲
、『
愛
知
県
史
』
通
史
編
六
、
近
代
一
、
四
四
七
頁
。

（
22
）　『
官
報
』
一
八
九
九
年
一
一
月
二
八
日
、
一
八
九
九
年
一
二
月
一
九
日
、
一
九
〇
〇
年
三
月
八
日
。

（
23
）　
豊
田
自
動
織
機
製
作
所
『
四
十
年
史
』（
一
九
六
七
年
）
三
二
―
三
三
頁
お
よ
び
後
に
掲
出
す
る
豊
田
佐
吉
「
証
」（
一
九
〇
二
年
五
月
一

日
）
の
豊
田
佐
吉
の
住
所
。

（
24
）　
日
本
車
輌
製
造
『
驀
進
』（
一
九
七
七
年
）
四
二
五
頁
。

（
25
）　
一
九
〇
一
年
五
月
二
二
日
印
刷
の
井
桁
商
会
『
専
売
特
許
豊
田
式
織
機
説
明
書
』
八
七
頁
で
は
、
本
店
は
東
京
市
日
本
橋
区
新
大
阪
町
一
〇

番
地
、
名
古
屋
支
店
は
「
名
古
屋
市
広
井
町
い
ノ
二
六
一
番
戸
（
笹
島
）」
と
な
っ
て
お
り
、
武
平
町
の
支
店
は
事
実
上
、
廃
止
さ
れ
て
い
る
。
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（
26
）　
三
井
物
産
宛
井
桁
商
会
書
状
（
一
八
九
九
年
一
一
日
一
五
日
付
け
）（
前
掲
、
由
井
常
彦
「
三
井
物
産
と
豊
田
佐
吉
お
よ
び
豊
田
式
織
機
の

研
究
（
上
）」、
八
三
―
八
四
頁
）、
前
掲
、
井
桁
商
会
『
専
売
特
許
豊
田
式
織
機
説
明
書
』
一
頁
。

（
27
）　
特
許
庁
編
『
工
業
所
有
権
制
度
百
年
史
』
上
（
一
九
八
四
年
）
二
二
〇
頁
、
一
二
頁
、
一
八
九
九
年
一
一
月
一
五
日
付
け
の
三
井
物
産
宛
て

井
桁
商
会
書
簡
。

（
28
）　
井
桁
商
会
『
専
売
特
許
豊
田
式
織
機
説
明
書
』
一
頁
。

（
29
）　「
佐
吉
翁
が
挑
ん
だ
完
全
な
る
自
動
織
機
へ
の
想
い
」（『
豊
田
自
動
織
機
技
報
』
六
八
、
二
〇
一
七
年
一
〇
月
）
九
頁
。

（
30
）　
前
掲
、
特
許
庁
編
『
工
業
所
有
権
制
度
百
年
史
』
上
、
二
二
〇
頁
。

（
31
）　
鯨
尺
一
尺
は
、
曲
尺
の
一
尺
二
寸
五
分
相
当
で
あ
る
。
鯨
尺
一
尺
は
約
三
七
・
八
八
セ
ン
チ
で
あ
る
。

（
32
）　
前
掲
、
豊
田
自
動
織
機
製
作
所
『
四
十
年
史
』（
一
九
〇
九
年
）
三
四
―
三
六
頁
。

（
33
）　『
大
日
本
織
物
協
会
会
報
』
第
一
九
二
号
（
一
九
〇
二
年
一
〇
月
号
）
の
掲
載
の
「
豊
田
式
機
台
割
引
広
告
」。
こ
の
広
告
で
は
、「
東
京
　

服
部
商
会
」（
東
京
市
日
本
橋
区
大
伝
馬
町
二
―
二
五
）
が
「
井
桁
商
会
代
理
店
」
と
表
示
さ
れ
て
い
る
。

（
34
）　
吉
川
容
・
大
島
久
幸
「
三
井
物
産
『
内
地
支
店
長
会
議
々
事
録
』（
明
治
三
三
年
）
第
三
回
・
第
四
回
」（『
三
井
文
庫
論
叢
』
五
五
．
二
〇

二
一
年
一
二
月
）
四
四
六
頁
。

（
35
）　
沢
井
実
『
日
本
鉄
道
車
輌
工
業
史
』（
日
本
経
済
評
論
社
、
一
九
九
八
年
）
五
四
頁
、

（
36
）　『
官
報
』
一
九
〇
一
年
三
月
三
〇
日
、
同
一
九
〇
一
年
四
月
一
二
日
。

（
37
）　
前
掲
、
由
井
常
彦
「
三
井
物
産
と
豊
田
佐
吉
お
よ
び
豊
田
式
織
機
の
研
究
（
上
）」
八
六
頁
で
は
、「
豊
田
佐
吉
の
同
社
技
師
長
の
在
任
は
一

年
数
カ
月
で
、
一
九
〇
一
（
明
治
三
四
）
年
末
ま
で
に
辞
任
し
て
い
る
」
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
に
判
断
し
た
典
拠
は
示
さ
れ
て

い
な
い
。

	

　
池
田
宣
政
『
織
機
王
豊
田
佐
吉
―
発
明
物
語
―
』（
大
日
本
雄
弁
会
講
談
社
、
一
九
三
九
年
）
一
七
七
―
一
七
八
頁
に
、「
会
社
経
営
の
以
下

案
に
む
づ
か
し
き
か
を
痛
感
し
た
氏
は
潔
く
井
桁
商
会
か
ら
身
を
引
き
、
翌
年
、
明
治
三
五
年
に
、
も
と
の
武
平
町
工
場
で
織
布
業
を
は
じ
め

た
。
豊
田
商
会
が
こ
れ
で
あ
る
」
と
あ
る
。
由
井
論
文
の
「
一
九
〇
一
（
明
治
三
四
）
年
末
ま
で
に
」
は
こ
の
池
田
の
記
述
か
ら
判
断
し
た
も



54

の
と
思
わ
れ
る
。

（
38
）　
前
掲
、
由
井
常
彦
「
三
井
物
産
と
豊
田
佐
吉
お
よ
び
豊
田
式
織
機
の
研
究
（
上
）」
八
六
頁
。

（
39
）　
高
辻
奈
良
造
「
故
豊
田
佐
吉
の
追
憶
」（
前
掲
、
豊
田
佐
吉
翁
伝
記
編
纂
会
編
『
豊
田
佐
吉
伝
』）
二
六
八
―
二
六
九
頁
。

（
40
）　
前
掲
、
吉
川
容
・
大
島
久
幸
「
三
井
物
産
『
内
地
支
店
長
会
議
々
事
録
』（
明
治
三
三
年
）
第
三
回
・
第
四
回
」
四
四
五
―
四
四
六
頁
。

（
41
）　『
工
場
通
覧
』
一
九
〇
二
年
版
（
農
商
務
省
商
工
局
、
一
九
〇
四
年
）。
一
九
〇
四
年
版
が
一
二
月
三
一
日
現
在
な
の
で
、
一
九
〇
二
年
版
も

一
二
月
三
一
日
現
在
と
推
定
さ
れ
る
。

（
42
）　
前
掲
、
河
村
直
「
自
動
織
機
を
以
て
世
界
に
名
を
成
し
た
豊
田
佐
吉
（
中
）」
一
〇
九
―
一
一
〇
頁
。

（
43
）　
同
上
、
一
一
〇
頁
。

（
44
）　「
井
桁
商
会
貸
金
整
理
ノ
件
」
一
九
〇
四
年
二
月
九
日
廻
議
お
よ
び
付
属
資
料
（
三
井
物
産
「
会
議
案
」
一
九
〇
四
年
、
三
井
文
庫
所
蔵
史

料
、
物
産
一
五
三
）。

（
45
）　
前
掲
、『
工
場
通
覧
』
一
九
〇
二
年
版
、
二
〇
九
頁
。
一
九
〇
四
年
版
の
記
述
か
ら
、
一
九
〇
二
年
一
二
月
三
一
日
現
在
の
状
況
で
あ
る
と

推
定
さ
れ
る
。

（
46
）　
一
九
〇
二
年
七
月
一
九
日
印
刷
の
『
日
本
全
国
諸
会
社
役
員
録
』（
一
九
〇
二
年
）
で
は
広
井
町
、
一
九
〇
三
年
七
月
一
八
日
印
刷
の
同

（
一
九
〇
三
年
）
で
は
堀
内
町
と
な
っ
て
い
る
。

（
47
）　
担
保
の
織
機
一
七
五
台
の
う
ち
、
一
〇
〇
台
（「
豊
田
式
尺
壱
幅
織
機
」）
は
日
本
車
輌
に
預
け
入
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
一
九
〇
三
年
七

月
九
日
の
暴
風
雨
の
た
め
、
織
機
を
保
管
し
て
い
た
倉
庫
が
倒
壊
し
、
そ
の
た
め
織
機
が
全
部
破
損
し
て
し
ま
っ
た
。
新
規
に
製
造
し
て
三
井

物
産
の
納
品
す
べ
き
七
五
台
に
つ
い
て
は
、
目
下
販
売
の
見
込
み
が
な
か
っ
た
。

（
48
）　
前
掲
、
豊
田
自
動
織
機
製
作
所
『
四
十
年
史
』
四
四
―
四
六
頁
。

（
49
）　
前
掲
、『
大
日
本
織
物
協
会
会
報
』
第
一
九
二
号
（
一
九
〇
二
年
一
〇
月
号
）
の
掲
載
の
「
豊
田
式
機
台
割
引
広
告
」。

（
50
）　
前
掲
、『
工
場
通
覧
』
一
九
〇
二
年
版
、
二
〇
九
頁
、
同
一
九
〇
四
年
版
（
農
商
務
省
商
工
局
、
一
九
〇
六
年
）
二
三
四
頁
。

（
51
）　『
愛
知
県
統
計
書
』
各
年
版
。
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（
52
）　『
日
本
全
国
諸
会
社
役
員
録
』
一
九
〇
二
年
版
、
下
編
二
三
八
頁
で
は
資
本
金
三
万
円
、
一
九
〇
三
年
版
、
二
四
六
頁
で
は
資
本
金
一
万
円
、

払
込
六
〇
〇
〇
円
と
な
っ
て
い
る
。

（
53
）　
井
上
馨
宛
益
田
孝
書
簡
（
一
九
〇
二
年
二
月
二
五
日
）、
同
（
一
九
〇
二
年
五
月
七
日
）（『
三
井
文
庫
論
叢
』
一
六
，
一
九
八
二
年
）
三
二

六
―
三
二
八
頁
、
同
（
一
九
〇
三
年
三
月
六
日
）（
国
立
国
会
図
書
館
編
『
井
上
馨
関
係
文
書
目
録
』
一
九
七
五
年
）
一
二
五
頁
。

（
54
）　『
帝
国
銀
行
会
社
）　
要
録
』
に
井
桁
商
会
が
掲
載
さ
れ
た
最
後
の
版
は
、
一
九
一
四
年
版
（
一
九
一
四
年
刊
）
で
あ
り
、
資
本
金
は
二
万
円
、

代
表
社
員
服
部
種
次
郎
、
社
員
服
部
要
と
な
っ
て
い
る
（
愛
知
県
一
一
頁
）。

（
55
）　
鈴
木
淳
『
明
治
の
機
械
工
業
―
そ
の
生
成
と
展
開
―
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
九
六
年
）
三
二
六
頁
。

（
56
）　
前
掲
、
由
井
常
彦
「
三
井
物
産
と
豊
田
佐
吉
お
よ
び
豊
田
式
織
機
の
研
究
（
上
）」
九
〇
頁
、
由
井
常
彦
「
三
井
物
産
と
豊
田
佐
吉
お
よ
び

豊
田
式
織
機
の
研
究
（
下
）」（『
三
井
文
庫
論
叢
』
三
六
，
二
〇
〇
二
年
一
二
月
）
一
四
六
頁
。
愛
知
県
「
工
場
票
」（
一
九
一
一
年
）
に
よ
る

と
、
場
所
は
西
春
日
郡
金
城
町
、
職
工
は
男
六
人
、
女
二
一
人
で
あ
る
。

（
57
）　
前
掲
、
豊
田
佐
吉
翁
伝
記
編
纂
会
編
『
豊
田
佐
吉
伝
』
一
〇
五
頁
。

（
58
）　
前
掲
、
特
許
庁
編
『
工
業
所
有
権
制
度
百
年
史
』
上
、
二
二
一
頁
。

（
59
）　『
第
六
七
八
七
号
明
細
書
　
織
機
』、「
第
七
四
三
三
号
明
細
書
　
織
機
」、「
第
七
六
七
六
号
明
細
書
　
織
機
」、「
第
八
三
二
〇
号
明
細
書
　

織
機
」。

（
60
）　「
豊
田
式
織
機
一
手
販
売
契
約
締
結
ノ
件
」
一
九
〇
五
年
二
月
一
四
日
廻
議
（
三
井
物
産
「
会
議
案
」
一
九
〇
五
年
一
―
六
月
、
三
井
文
庫

所
蔵
史
料
　
物
産
一
五
五
）。

（
61
）　『
豊
田
自
動
織
機
技
報
』
第
六
八
号
（
二
〇
一
七
年
一
〇
月
）
一
一
頁
。

（
62
）　「
木
製
織
機
の
発
明
」（『
工
業
雑
誌
』
第
二
二
巻
第
三
一
四
号
（
一
九
〇
五
年
四
月
）。

（
63
）　『
ト
ヨ
タ
自
動
車
七
五
年
史
』（
二
〇
一
三
年
）
一
一
頁
。

（
64
）　
前
掲
、『
ト
ヨ
タ
自
動
車
七
五
年
史
』
一
一
頁
。

（
65
）　
前
掲
、
鈴
木
淳
『
明
治
の
機
械
工
業
―
そ
の
生
成
と
展
開
―
』
二
七
頁
。
三
二
九
頁
。
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（
66
）　「
Ｔ
、
山
本
」
は
、
営
業
部
の
機
械
鉄
道
洋
品
並
金
物
類
取
扱
首
部
主
記
主
任
の
山
本
小
四
郎
と
思
わ
れ
る
。
か
つ
て
山
本
は
ロ
ン
ド
ン
支

店
の
支
店
長
代
理
、
器
械
掛
主
任
、
鉄
道
掛
主
任
で
あ
っ
た
。
三
井
物
産
「
職
員
録
」
一
九
〇
五
年
八
月
二
〇
日
現
在
、
同
一
九
〇
六
年
八
月

二
四
日
現
在
（
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
　
物
産
五
〇
―
一
一
、　
物
産
五
〇
―
一
二
）。

	

　『W
H

0 ’S W
H

O
 IN

 JA
PA

N

』（
一
九
三
二
年
）
で
は
、
湯
浅
蓄
電
池
製
造
の
役
員
で
あ
る
山
本
小
四
郎
の
英
文
表
記
が
、「Yam

am
oto, 

K
oshiro

」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
他
、
同
社
役
員
の
時
の
小
四
郎
の
英
文
表
記
は
確
認
で
き
た
限
り
、
い
ず
れ
もK

oshiro

で
あ
っ
た
。
資

料
の
｛
Ｔ
｝
は
、「
Ｋ
」
の
誤
記
と
思
わ
れ
る
。

（
67
）　
前
掲
、
豊
田
佐
吉
翁
伝
記
編
纂
会
編
『
豊
田
佐
吉
伝
』
一
〇
九
―
一
一
〇
頁
。

（
68
）　
豊
田
式
織
機
「
営
業
報
告
書
」（
一
九
〇
七
年
上
期
）。
一
九
〇
七
年
上
期
末
の
一
九
〇
七
年
三
月
三
一
日
頃
の
株
主
・
株
数
で
あ
る
。

（
69
）　
麻
島
昭
一
『
戦
前
期
三
井
物
産
の
投
資
と
金
融
』（
専
修
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
三
年
）
七
七
頁
。

（
70
）　
豊
田
式
織
機
『
創
立
三
十
年
記
念
誌
』（
一
九
三
六
年
）
一
四
五
―
一
四
六
頁
。
こ
の
ほ
か
、
一
九
〇
九
年
一
〇
月
三
〇
日
の
定
時
株
主
総

会
で
取
締
役
が
改
選
さ
れ
、
岡
野
悌
二
が
取
締
役
に
選
出
さ
れ
た
も
の
の
、
岡
野
は
「
差
支
ノ
故
ヲ
以
テ
」
取
締
役
就
任
を
辞
退
し
て
い
る

（
一
四
七
頁
）
の
は
、
岡
野
が
三
井
物
産
本
店
の
許
可
を
得
ら
れ
な
い
と
判
断
し
た
た
め
と
思
わ
れ
る
。

（
71
）　
三
井
物
産
『
挑
戦
と
創
造
』（
一
九
七
六
年
）
七
四
、
三
七
三
頁
。
前
掲
、
豊
田
自
動
織
機
製
作
所
『
四
十
年
史
』
五
〇
頁
が
豊
田
式
織
機

設
立
を
明
治
三
九
年
一
二
月
と
し
た
た
め
に
、
こ
の
記
述
を
踏
襲
し
た
よ
う
で
あ
る
。

（
72
）　
前
掲
、
豊
田
式
織
機
『
創
立
三
十
年
記
念
誌
』
九
九
―
一
〇
〇
頁
。

（
73
）　
小
栗
照
夫
『
豊
田
佐
吉
と
ト
ヨ
タ
源
流
の
男
た
ち
』（
新
葉
館
出
版
、
二
〇
〇
六
年
）
一
八
九
頁
。

（
74
）　
会
社
設
立
の
際
に
奥
田
正
香
（
名
古
屋
）
が
取
締
役
に
選
出
さ
れ
た
。
し
か
し
、
奥
田
は
一
九
〇
七
年
一
〇
月
三
一
日
に
取
締
役
を
辞
任
し

た
た
め
、
そ
れ
以
降
、
取
締
役
会
メ
ン
バ
ー
に
名
古
屋
派
は
い
な
く
な
っ
て
い
る
。

（
75
）　
和
田
一
夫
・
由
井
常
彦
『
豊
田
喜
一
郎
伝
』（
ト
ヨ
タ
自
動
車
、
二
〇
〇
一
年
）
一
〇
〇
―
一
〇
一
頁
。

（
76
）　
前
掲
、
由
井
常
彦
「
三
井
物
産
と
豊
田
佐
吉
お
よ
び
豊
田
式
織
機
の
研
究
（
下
）」、
一
四
五
頁
。

（
77
）　
前
掲
、
豊
田
式
織
機
『
創
立
三
十
年
記
念
誌
』
一
五
九
―
一
六
〇
頁
、
豊
田
式
織
機
「
営
業
報
告
書
」
第
二
〇
期
（
一
九
一
六
年
四
月
一
日
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か
ら
九
月
三
〇
日
）。

（
78
）　
前
掲
、
豊
田
佐
吉
翁
伝
記
編
纂
会
編
『
豊
田
佐
吉
伝
』
一
一
三
頁
。

（
79
）　
河
村
直
「
自
動
織
機
を
以
て
世
界
に
名
を
成
し
た
豊
田
佐
吉
（
下
の
一
）」（『
科
学
画
報
』
二
六
―
六
、
一
九
三
七
年
六
月
）
一
一
八
頁
。

（
80
）　
前
掲
、
豊
田
式
織
機
『
創
立
三
十
年
記
念
誌
』
三
一
頁
。

（
81
）　『
愛
知
県
史
』
資
料
篇
二
九
、
近
代
六
工
業
一
（
愛
知
県
、
二
〇
〇
四
年
）
六
二
一
―
六
二
二
頁
。

（
82
）　
前
掲
、
豊
田
式
織
機
『
創
立
三
十
年
記
念
誌
』
一
四
八
頁
。

（
83
）　
前
掲
、
豊
田
自
働
織
機
製
作
所
『
四
十
年
史
』
六
七
頁
、
前
掲
、
豊
田
佐
吉
翁
伝
記
編
纂
会
編
『
豊
田
佐
吉
伝
』
一
二
一
頁
と
も
、
豊
田
佐

吉
へ
の
支
払
額
を
八
万
円
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
豊
田
式
織
機
「
決
算
書
」
第
一
四
期
で
の
資
産
の
部
に
お
け
る
特
許
権
の
計
上
額
は
六
万

円
と
な
っ
て
い
る
の
で
（
前
掲
、
由
井
常
彦
「
三
井
物
産
と
豊
田
佐
吉
お
よ
び
豊
田
式
織
機
の
研
究
（
下
）」、
一
五
六
頁
）、
こ
れ
に
従
っ
た
。

（
84
）　
前
掲
、
豊
田
式
織
機
『
創
立
三
十
年
記
念
誌
』
一
五
三
頁
。

（
85
）　
前
掲
、
豊
田
佐
吉
翁
伝
記
編
纂
会
編
『
豊
田
佐
吉
伝
』
一
一
三
頁
。

（
86
）　
移
民
保
護
協
会
編
『
海
外
出
稼
案
内
』（
内
外
出
版
協
会
、
一
九
〇
二
年
）
の
附
録
一
―
二
七
頁
。

（
87
）　
前
掲
、
豊
田
佐
吉
翁
伝
記
編
纂
会
編
『
豊
田
佐
吉
伝
』
一
一
三
―
一
一
九
頁
、
前
掲
、
小
栗
照
夫
『
豊
田
佐
吉
と
ト
ヨ
タ
源
流
の
男
た
ち
』

一
九
四
、
二
四
〇
頁
。

（
88
）　
前
掲
、
豊
田
佐
吉
翁
伝
記
編
纂
会
編
『
豊
田
佐
吉
伝
』
一
一
三
頁
。

（
89
）　「
販
売
契
約
覚
書
」
一
九
一
七
年
一
月
二
六
日
（
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
　
物
産
二
三
六
七
―
一
三
）。

（
90
）　
三
井
物
産
「
支
店
長
会
議
議
事
録
」（
一
九
一
七
年
、
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
　
物
産
一
九
八
―
五
）
四
三
〇
頁
。

（
91
）　
前
掲
、
三
井
物
産
「
支
店
長
会
議
議
事
録
」（
一
九
一
七
年
）
四
三
一
頁
。

（
92
）　
三
井
物
産
「
支
店
長
会
議
議
事
録
」
一
九
一
三
年
（
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
　
物
産
一
九
八
―
二
）。
な
お
、
豊
田
式
織
機
の
取
締
役
の
選
出

さ
れ
た
あ
と
、
一
九
一
三
年
五
月
二
日
の
三
井
物
産
取
締
役
会
で
児
玉
一
造
が
取
締
役
に
就
任
す
る
こ
と
が
仮
決
議
さ
れ
、
就
任
に
つ
い
て
の

議
案
が
三
井
合
名
会
社
に
送
付
さ
れ
て
承
認
さ
れ
て
い
る
（
三
井
物
産
「
取
締
役
会
議
録
」
一
九
一
三
年
、
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
　
物
産
八
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三
）。

（
93
）　
前
掲
、
三
井
物
産
「
支
店
長
会
議
議
事
録
」（
一
九
一
七
年
）
四
二
九
頁
。

（
94
）　
児
玉
一
造
は
、
豊
田
式
織
機
が
「
最
近
尼
紡
ヨ
リ
千
二
百
台
、
倉
敷
ヨ
リ
千
三
百
台
ノ
注
文
ア
リ
タ
リ
」
と
述
べ
て
い
る
（
前
掲
、
三
井
物

産
「
支
店
長
会
議
議
事
録
」
一
九
一
七
年
、
四
二
九
頁
）。
武
村
貞
一
郎
は
、
覚
書
に
よ
っ
て
「
従
来
同
社
ニ
テ
直
接
引
受
ケ
タ
ル
東
洋
紡
其

他
一
二
軒
ヲ
除
キ
全
部
当
社
ニ
一
任
」
さ
れ
た
と
述
べ
て
い
る
（
同
、
四
三
〇
頁
）。

（
95
）　
覚
書
作
成
の
一
九
一
七
年
の
事
例
で
あ
る
も
の
の
、
三
井
物
産
上
海
支
店
は
「
三
新
紡
績
ニ
豊
田
式
織
機
五
十
台
ヲ
売
込
」
ん
で
い
る
（
前

掲
、
三
井
物
産
「
支
店
長
会
議
議
事
録
」
一
九
一
七
年
、
二
九
三
頁
）。

（
96
）　
春
日
豊
「
一
九
三
〇
年
代
に
お
け
る
三
井
物
産
会
社
の
展
開
過
程
（
中
）
―
商
品
取
引
と
社
外
投
資
を
中
心
に
―
」（『
三
井
文
庫
論
叢
』
一

七
，
一
九
八
三
年
）
九
五
―
九
六
頁
。

（
97
）　
前
掲
、
春
日
豊
「
一
九
三
〇
年
代
に
お
け
る
三
井
物
産
会
社
の
展
開
過
程
（
中
）
―
商
品
取
引
と
社
外
投
資
を
中
心
に
―
」
九
四
―
九
六
頁
。

Ⅱ
　
三
井
物
産
に
よ
る
海
外
綿
布
市
場
の
開
拓
と
日
本
の
織
布
工
場

三
井
物
産
は
、
外
国
製
織
機
（
プ
ラ
ッ
ト
社
）
や
日
本
製
織
機
を
販
売
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
を
購
入
し
た
織
布
会
社
で
の
製
品
（
綿

布
）
も
取
り
扱
っ
た
。
な
か
で
も
綿
布
輸
出
に
力
を
入
れ
、
朝
鮮
・
中
国
へ
輸
出
を
お
こ
な
っ
た
。
以
下
で
は
、
三
井
物
産
が
ど
の
よ
う
な

織
布
工
場
の
製
品
を
扱
っ
て
、
ど
の
よ
う
に
海
外
で
綿
布
市
場
を
開
拓
し
た
か
を
検
討
す
る
。

1
．
日
清
戦
後
か
ら
日
露
戦
争
ま
で

三
井
物
産
が
日
本
製
綿
布
の
輸
出
を
始
め
た
の
は
、
日
清
戦
争
（
一
八
九
四
―
一
八
九
五
年
）
後
で
あ
る
。
そ
の
際
、
中
心
と
な
っ
た
の
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は
「
棉
布
首
部
」
で
あ
る
。

棉
布
首
部
は
、
一
八
九
八
年
七
月
一
八
日
制
定
の
「
共
通
計
算
規
定
」
に
基
づ
き
、
一
八
九
九
年
五
月
二
四
日
に
輸
出
綿
布
を
担
当
す
る

組
織
と
し
て
設
立
さ
れ
（
（
（
た
。
首
部
と
い
う
組
織
は
「
首
脳
タ
ル
ノ
任
ニ
当
リ
仕
入
並
ニ
販
売
上
ニ
付
キ
諸
般
ノ
指
揮
ヲ
為
ス
」
も
の
で
あ
り
、

経
伺
に
よ
り
許
可
を
受
け
て
商
品
の
売
越
買
越
業
務
を
担
当
し
、
そ
の
損
益
を
負
担
す
る
こ
と
と
さ
れ
（
（
（

た
。
棉
布
首
部
設
立
以
前
、
一
八
九

七
年
三
月
六
日
に
東
京
本
店
に
棉
花
布
掛
が
設
置
さ
れ
て
い
る
（
そ
の
後
、
一
八
九
八
年
六
月
一
日
営
業
部
設
置
に
伴
い
そ
の
一
掛
と
な

る
）。
営
業
部
が
棉
花
首
部
に
指
定
さ
れ
た
の
で
、
営
業
部
の
棉
花
布
掛
が
棉
布
首
部
の
業
務
を
担
当
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

一
八
九
九
年
（
明
治
三
二
）
に
営
業
部
は
植
民
地
の
台
湾
に
掛
員
を
派
遣
し
て
い
る
。
掛
員
は
台
湾
お
よ
び
清
国
に
お
け
る
綿
布
の
嗜

好
・
需
要
高
な
ど
を
調
査
し
て
「
台
湾
視
察
復
命
書
」
を
作
成
し
た
。
ま
た
、
台
北
支
店
に
依
頼
し
て
日
本
製
綿
布
の
試
売
も
お
こ
な
っ
た
。

こ
の
調
査
と
試
売
の
経
験
に
基
づ
き
、
六
月
三
日
、
棉
布
首
部
は
重
役
に
対
し
て
「
内
地
棉
布
製
織
中
社
持
ニ
関
ス
ル
願
」
を
提
出
し
た
。

買
持
を
申
請
す
る
理
由
は
、
需
要
地
の
商
人
の
多
く
は
売
行
季
節
前
に
先
約
定
を
な
さ
ず
専
ら
現
物
取
引
の
み
で
あ
る
た
め
、
早
め
に
機
屋

に
発
注
し
て
製
織
し
た
綿
布
を
現
地
に
積
み
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
賃
金
の
安
い
農
閑
期
に
機
屋
に
製
織
さ
せ
れ
ば
「
上
品
ヲ
廉
価

ニ
得
ラ
レ
」
る
か
ら
と
い
う
。
買
持
を
申
請
し
た
綿
布
は
、
日
本
内
地
で
需
要
さ
れ
て
い
る
も
の
と
同
じ
茶
木
綿
（
一
〇
万
反
、
約
五
万

円
）・
白
木
綿
（
五
万
反
、
約
二
万
五
〇
〇
〇
円
）
と
日
本
内
地
で
模
造
し
た
「
支
那
土
布
」（
五
種
）
と
「
雑
布
」（
両
者
と
も
試
売
用
。

小
計
一
万
反
、
約
五
〇
〇
〇
円
）、
合
計
一
六
万
反
（
八
万
円
）
で
あ
っ
た
。
こ
の
茶
木
綿
・
白
木
綿
は
、
い
わ
ゆ
る
小
幅
（
並
幅
）
の
も

の
で
あ
り
、
幅
一
尺
一
寸
、
長
さ
二
丈
で
あ
（
（
（
る
。

こ
の
申
請
を
受
け
て
、
六
月
六
日
三
井
物
産
は
三
井
商
店
理
事
会
へ
議
案
「
棉
布
買
持
特
許
之
件
」
を
提
出
し
て
可
決
を
え
て
、
申
請
ど

お
り
棉
花
首
部
に
買
持
許
可
を
与
え
た
。
棉
花
首
部
が
買
持
を
申
請
し
た
時
点
で
は
、
機
屋
に
発
注
し
、
手
織
り
織
機
（
手
機
）・
足
踏
み

織
で
製
織
し
た
製
品
を
買
い
付
け
る
こ
と
を
予
定
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
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棉
花
首
部
は
、
台
湾
へ
の
綿
布
移
出
だ
け
で
な
く
、
清
国
・
朝
鮮
へ
綿
布
輸
出
に
着
手
し
、
一
八
九
九
年
一
一
月
二
〇
日
に
合
計
五
〇
〇

俵
の
買
持
を
社
長
に
申
請
し
、
一
一
月
二
四
日
に
許
可
を
え
た
。
さ
ら
に
翌
年
二
月
二
四
日
に
は
五
〇
〇
俵
を
一
五
〇
〇
俵
に
増
加
す
る
許

可
を
え
て
い
（
（
（
る
。
シ
ー
チ
ン
グ
・
Ｔ
ク
ロ
ー
ス
は
機
械
織
綿
布
で
あ
る
。
清
国
へ
は
シ
ー
チ
ン
グ
お
よ
び
Ｔ
ク
ロ
ー
ス
、
韓
国
へ
は
シ
ー
チ

ン
グ
を
輸
出
し
（
（
（

た
。

と
こ
ろ
が
、
先
述
の
よ
う
に
三
井
物
産
会
社
は
、
松
本
・
服
部
に
同
年
一
一
月
一
〇
日
に
松
本
服
部
合
名
会
社
を
設
立
さ
せ
て
（
ま
も
な

く
合
名
会
社
井
桁
商
会
に
商
号
変
更
）、
こ
の
会
社
に
豊
田
佐
吉
発
明
の
力
織
機
（
改
訂
特
許
第
九
七
号
）
を
製
造
さ
せ
た
。
井
桁
商
会

『
専
売
特
許
豊
田
式
織
機
説
明
書
』（
一
九
〇
一
年
）
に
よ
る
と
、
従
来
の
織
機
に
比
べ
、
こ
の
力
織
機
で
は
女
工
一
人
当
た
り
の
利
益
が
七
，

八
倍
に
増
加
す
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
同
社
は
、
織
立
て
の
幅
が
鯨
尺
一
尺
一
寸
の
織
機
（
小
幅
織
機
）
か
ら
同
二
尺
四
寸
の
織
機
（
広

幅
織
機
）
ま
で
の
、
諸
種
の
織
機
を
製
造
し
て
い
た
。
製
織
品
に
は
幅
織
ム
ラ
な
く
、
量
目
が
均
一
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
説
明
書
に
よ
る

と
、
こ
の
織
機
は
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
の
布
を
織
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
な
か
に
「
支
那
輸
出
向
白
木
綿
茶
木
綿
」
が
挙
げ

ら
れ
て
い
る
。
白
木
綿
・
茶
木
綿
は
、
同
社
の
小
幅
織
機
で
織
る
こ
と
の
で
き
る
製
品
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
一
九
〇
三
年
四
月
一
五
日
の
支
店
長
会
議
に
お
け
る
台
北
支
店
長
の
藤
原
銀
次
郎
の
発
言
に
よ
る
と
、
井
桁
商
会
製
の
よ
う
な

力
織
機
で
製
織
し
た
綿
布
は
「
糸
ノ
良
過
ギ
ル
為
売
レ
」
ず
、「
台
湾
ニ
ハ
余
リ
綺
麗
ナ
ル
モ
ノ
ハ
向
カ
ス
、
極
メ
テ
外
見
ノ
悪
シ
キ
強
サ

ウ
ニ
見
エ
ル
物
ニ
ア
ラ
サ
レ
バ
見
込
ナ
（
（
（
シ
」
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
台
湾
で
需
要
さ
れ
る
製
品
は
、
手
機
・
足
踏
み
機
で
製
織
さ
れ
る
よ
う

な
製
品
で
あ
り
、
力
織
機
で
製
織
し
た
綺
麗
な
綿
布
は
台
湾
に
は
不
向
き
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
今
一
度
、
棉
布
首
部
に
即
し
て
み
る
と
、
一
九
〇
〇
年
六
月
八
日
、
三
井
物
産
は
三
井
商
店
理
事
会
に
議
案
「
輸
出
棉
布
取

扱
首
部
ヲ
大
阪
ニ
移
ス
ノ
件
」
と
議
案
「
藤
野
亀
之
助
転
勤
ノ
件
」
を
提
出
し
、
二
つ
の
議
案
が
可
決
さ
れ
た
。
可
決
を
得
て
、「
棉
布
類

ノ
産
地
ハ
近
畿
並
名
古
屋
地
方
」
の
た
め
、「
之
カ
引
合
ハ
大
阪
ヨ
リ
ス
ル
方
便
宜
」
な
た
め
、
三
井
物
産
は
棉
花
首
部
を
営
業
部
か
ら
大



三井物産による海外綿布市場の開拓と織機メーカー・織布工場（鈴木）

61

阪
支
店
に
移
す
と
と
も
に
、
営
業
部
棉
布
掛
主
任
の
藤
野
亀
之
助
を
大
阪
支
店
棉
布
掛
主
任
に
異
動
さ
せ
た
。
ま
た
、
三
井
物
産
本
店
は
八

月
一
三
日
に
、
先
の
一
八
九
九
年
七
月
二
九
日
付
け
買
持
許
可
を
取
り
消
し
、
新
た
に
一
九
〇
〇
年
一
〇
月
四
日
付
け
で
、
棉
布
首
部
（
大

阪
支
店
）
に
機
械
織
綿
布
一
〇
〇
〇
俵
、
手
織
綿
布
五
万
反
の
買
持
を
許
可
し
た
。
機
械
織
綿
布
の
種
類
は
シ
ー
チ
ン
グ
（
中
国
、
朝
鮮
向

け
）
と
Ｔ
ク
ロ
ー
ス
（
中
国
向
け
）
で
あ
る
。
申
請
し
た
仕
向
地
別
内
訳
は
清
国
七
〇
〇
俵
、
韓
国
三
〇
〇
俵
で
あ
っ
た
。
手
織
綿
布
の
種

類
は
茶
木
綿
（
台
湾
向
け
）、
白
木
綿
（
台
湾
向
け
）、
綿
ネ
ル
其
他
（
台
湾
向
け
）、
縮
緬
其
他
（
清
国
向
け
）
あ
る
。
申
請
し
た
仕
向
地

別
買
持
内
訳
は
台
湾
七
万
五
〇
〇
〇
反
（
茶
木
綿
五
万
反
、
白
木
綿
二
万
五
〇
〇
〇
反
、
綿
ネ
ル
其
他
五
〇
〇
〇
反
）
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら

の
一
連
の
措
置
に
よ
っ
て
、
愛
知
・
大
阪
の
織
物
産
地
に
近
い
大
阪
支
店
に
綿
布
輸
出
を
指
揮
・
担
当
さ
せ
、
輸
出
・
移
出
を
拡
大
し
よ
う

と
し
た
の
で
あ
る
。
三
井
物
産
に
よ
る
清
国
へ
の
綿
布
輸
出
の
仕
向
先
は
華
北
の
天
津
、
華
中
の
上
海
な
ど
で
あ
り
、
い
ま
だ
満
州
（
現
、

中
国
東
北
地
区
）
は
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
（
（
（

た
。

な
お
、
の
ち
に
一
九
〇
二
年
頃
か
ら
は
、
茶
木
綿
の
台
湾
へ
の
移
出
の
み
、
産
地
（
栃
木
県
）
に
近
い
営
業
部
に
担
当
を
変
更
し
て
い
（
（
（

る
。

「
共
通
計
算
規
定
」（
仕
入
店
・
販
売
店
が
共
通
計
算
を
お
こ
な
っ
て
、
店
単
独
の
利
益
を
追
求
す
る
こ
と
で
生
じ
る
弊
害
を
な
く
す
た
め

の
規
定
）
が
一
九
〇
〇
年
二
月
九
日
に
廃
止
さ
れ
、
そ
の
細
則
で
あ
る
一
九
〇
一
年
八
月
二
六
日
に
「
輸
出
綿
布
共
通
計
算
規
定
細
則
」
が

廃
止
さ
れ
た
。
こ
れ
に
伴
い
、
同
日
、
棉
花
首
部
は
廃
止
さ
れ
て
、
大
阪
支
店
が
綿
布
輸
出
を
事
実
上
指
揮
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

一
九
〇
四
年
二
月
一
〇
日
、
日
露
戦
争
が
勃
発
し
、
日
本
軍
は
ロ
シ
ア
軍
と
戦
う
た
め
満
州
へ
侵
攻
し
た
。
そ
の
際
、
大
量
の
軍
票
を
散

布
し
て
、
物
資
・
サ
ー
ビ
ス
を
調
達
し
た
。
三
井
物
産
は
日
本
政
府
に
協
力
す
る
た
め
、「
日
常
ノ
必
需
品
ニ
シ
テ
且
其
需
要
ノ
宏
大
ナ
ル

小
幅
綿
布
ヲ
輸
出
ス
ル
コ
ト
」
を
計
画
し
、
九
月
三
〇
日
、
三
井
家
同
族
会
管
理
部
に
議
案
「
綿
布
商
売
拡
張
資
金
支
出
方
ノ
件
」
を
提
出

し
て
、
可
決
を
え
た
。
三
井
物
産
で
は
こ
れ
ま
で
「
継
続
商
業
準
備
積
立
金
」
七
〇
万
円
を
積
み
立
て
て
お
り
、
こ
れ
か
ら
一
〇
万
円
を
割

い
て
満
州
向
け
小
幅
綿
布
調
達
の
た
め
の
手
段
を
講
じ
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
う
ち
五
万
円
の
使
途
と
し
て
、
ま
だ
実
施
が
曖
昧
で
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あ
る
も
の
の
、
名
古
屋
に
織
機
一
五
〇
台
の
工
場
を
設
置
す
る
こ
と
も
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

一
九
〇
五
年
、
三
井
物
産
名
古
屋
支
店
に
よ
っ
て
二
つ
の
織
布
工
場
の
設
立
計
画
が
進
め
ら
れ
た
。
ひ
と
つ
は
、
三
井
物
産
が
繊
維
業
者

（
紡
績
業
者
や
繊
維
問
屋
）
に
働
き
か
け
て
織
布
会
社
と
新
設
す
る
と
い
う
も
の
、
い
ま
ひ
と
つ
は
三
井
物
産
が
自
前
の
織
布
工
場
を
設
立

す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

前
者
の
計
画
で
は
、
一
九
〇
五
年
八
月
二
〇
日
に
名
古
屋
織
布
株
式
会
社
（
資
本
金
二
〇
万
円
、
払
込
五
万
円
。
一
株
五
〇
〇
円
、
総
株

数
四
〇
〇
株
。
本
店
は
愛
知
郡
熱
田
町
大
字
西
熱
田
幣
懸
一
九
番
地
）
が
設
立
さ
れ
た
。
取
締
役
に
は
志
方
勢
七
（
日
本
綿
花
取
締
役
），

奥
田
正
香
（
日
本
車
輌
社
長
、
元
尾
張
紡
績
社
長
）、
岡
野
悌
二
（
三
井
物
産
名
古
屋
支
店
長
）、
監
査
役
に
は
田
中
市
太
郎
（
日
本
綿
花
社

長
）、
伊
藤
伝
七
（
三
重
紡
績
取
締
役
）
が
就
任
し
た
。
一
九
〇
六
年
一
一
月
三
〇
日
頃
の
大
株
主
の
所
有
株
数
は
、
志
方
勢
七
が
三
〇
株
、

飯
田
義
一
（
三
井
物
産
理
事
）・
渡
辺
専
次
郎
（
三
井
物
産
専
務
理
事
）・
田
中
市
太
郎
な
ど
が
二
〇
株
で
あ
（
（
（

る
。
同
社
の
設
立
趣
意
書
で
は

一
五
〇
台
の
織
機
（
一
台
の
価
格
一
〇
〇
円
）
を
設
置
す
る
予
定
で
あ
っ
（
（1
（

た
。
一
台
の
価
格
か
ら
推
測
す
る
と
、
豊
田
商
会
発
売
の
三
十
九

年
式
織
機
の
よ
う
で
あ
る
。

後
者
の
計
画
で
は
、
一
九
〇
五
年
に
予
算
一
六
万
円
で
工
場
の
建
設
を
始
め
、
一
一
月
に
は
設
置
予
定
の
織
機
二
五
二
台
（
一
台
の
価
格

一
五
三
円
）
の
う
ち
、
一
部
を
設
置
し
た
。
工
事
は
全
体
の
半
分
位
ま
で
進
ん
（
（1
（

だ
。
と
こ
ろ
が
、
名
古
屋
織
布
の
方
は
、「
工
場
え
備
付
く

べ
き
織
機
の
義
は
豊
田
式
新
規
の
器
械
」
を
予
定
し
て
い
た
も
の
の
、
一
一
月
に
な
っ
て
も
工
場
の
建
設
は
ほ
と
ん
ど
進
捗
し
な
か
っ
た
。

そ
の
た
め
一
一
月
七
日
の
名
古
屋
織
布
取
締
役
会
で
三
井
物
産
か
ら
土
地
・
建
物
・
機
械
類
を
一
〇
万
円
で
譲
り
受
け
る
こ
と
（
た
だ
し
、

代
金
は
年
賦
支
払
）
を
交
渉
す
る
こ
と
を
決
議
し
、
一
一
月
九
日
に
文
書
で
三
井
物
産
に
申
し
入
れ
（
（1
（
た
。
三
井
物
産
が
設
置
し
た
織
機
は
一

台
一
五
三
円
も
の
高
額
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
豊
田
商
会
発
売
の
鉄
製
自
動
織
機
の
よ
う
で
あ
る
。
一
九
〇
六
年
で
み
る
と
、
名
古
屋
織
布
は

豊
田
商
会
製
織
機
に
よ
っ
て
台
湾
向
け
白
木
綿
の
生
産
を
お
こ
な
っ
て
い
（
（1
（

る
。
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な
お
、
実
際
に
は
、
満
州
で
発
行
さ
れ
た
巨
額
の
軍
票
（
一
九
〇
六
年
八
月
一
日
の
計
算
で
は
一
億
四
八
四
一
万
円
）
の
回
収
は
、
綿
布

な
ど
日
常
品
の
販
売
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
横
浜
正
金
銀
行
の
一
覧
払
手
形
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
（
（1
（
た
。
そ
の
た
め
三
井
物
産
が
、
満
州
で

軍
票
回
収
の
た
め
名
古
屋
織
布
株
式
会
社
の
製
品
を
販
売
し
た
わ
け
で
は
な
い
。

2
．
日
露
戦
後
〜
一
九
一
〇
年
代

日
露
戦
争
の
末
期
、
一
九
〇
五
年
四
月
、
三
井
物
産
大
阪
支
店
棉
布
掛
主
任
の
藤
野
亀
之
助
は
、
山
辺
丈
夫
（
大
阪
紡
績
）、
武
藤
山
治

（
鐘
淵
紡
績
）、
斎
藤
恒
三
（
三
重
紡
績
）
と
と
も
に
韓
国
と
満
州
の
視
察
に
赴
き
、
綿
布
に
関
す
る
商
況
を
調
査
し
（
（1
（

た
。
こ
の
調
査
に
基
づ

き
、
三
井
物
産
大
阪
支
店
は
広
幅
綿
布
輸
出
の
た
め
の
措
置
と
小
幅
綿
布
輸
出
の
た
め
の
措
置
を
講
じ
た
。
前
者
の
広
幅
に
つ
い
て
は
、
従

来
の
研
究
で
分
析
さ
れ
て
い
る
三
栄
綿
布
組
合
・
日
本
綿
布
輸
出
組
合
の
設
立
で
あ
る
。
後
者
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
十
分
検
討
さ
れ
て

い
な
い
の
で
、
以
下
に
詳
述
す
る
。

（
1
）　
広
幅
綿
布
の
輸
出

満
州
向
け
の
日
本
綿
布
輸
出
組
合
は
、
韓
国
で
兼
営
織
布
三
社
に
よ
る
激
化
し
た
競
争
を
終
わ
ら
せ
る
三
栄
綿
布
組
合
と
連
動
し
た
動
き

な
の
で
、
最
初
に
韓
国
へ
の
綿
布
輸
出
を
み
よ
う
。

韓
国
向
け
広
幅
綿
布
の
輸
出
で
は
、
ま
ず
、
一
八
九
五
年
に
金
巾
製
織
株
式
会
社
が
金
巾
の
販
売
を
開
始
し
、
つ
い
で
一
九
〇
四
年
に
大

阪
紡
績
が
仁
川
で
日
本
人
商
人
を
共
盛
社
と
い
う
販
売
組
合
に
組
織
し
て
綿
布
の
販
売
を
始
め
、
一
九
〇
五
年
に
は
三
重
紡
績
が
三
井
物
産

と
特
約
を
結
ん
で
朝
鮮
市
場
に
参
入
し
た
。
三
社
は
高
品
質
・
高
価
格
の
イ
ギ
リ
ス
綿
布
に
対
抗
し
て
、
よ
り
低
い
品
質
の
製
品
を
安
く
販

売
す
る
と
と
も
に
、
三
社
の
間
で
も
品
質
面
・
価
格
面
・
商
標
で
激
し
く
競
争
し
た
。
つ
い
に
は
、
先
発
の
金
巾
製
織
が
大
阪
紡
績
に
対
し

て
商
標
権
侵
害
の
訴
訟
を
提
起
し
、
三
重
紡
績
に
対
し
て
商
標
取
消
し
の
申
入
れ
を
お
こ
な
う
な
ど
、
商
標
や
価
格
面
で
軋
轢
が
激
化
し
、
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そ
の
た
め
関
係
者
は
疲
労
困
憊
す
る
状
況
に
陥
っ
（
（1
（

た
。

こ
の
状
況
を
憂
慮
し
て
一
九
〇
五
年
に
渋
沢
栄
一
が
三
社
に
対
し
て
無
用
の
競
争
を
辞
め
る
よ
う
勧
告
し
た
。
つ
い
で
三
井
物
産
（
大
阪

支
店
綿
布
掛
主
任
藤
野
亀
之
助
や
理
事
飯
田
義
一
）
が
仲
裁
に
乗
り
出
し
、
三
社
は
よ
う
や
く
和
解
し
、
共
同
で
綿
布
輸
出
を
お
こ
な
う
こ

と
な
っ
（
（1
（

た
。
す
な
わ
ち
、
三
社
は
一
九
〇
六
年
三
月
八
（
（1
（

日
に
「
契
約
書
」（
本
稿
末
の
資
料
1
）
を
締
結
し
て
三
栄
綿
布
組
合
（
販
売
カ
ル

テ
ル
組
織
）
を
設
立
し
た
の
で
あ
る
。
な
お
、「
三
栄
棉
布
輸
出
組
合
」
が
正
し
い
表
記
の
よ
う
で
あ
る
も
の
の
、
し
か
し
、
ほ
と
ん
ど
の

論
者
が
「
綿
」
の
字
を
使
用
し
て
い
る
の
で
、
こ
れ
に
な
ら
う
。
そ
の
後
、
九
月
に
は
岡
山
紡
績
も
加
盟
し
た
た
め
、
兼
営
織
布
会
社
で
韓

国
市
場
に
参
入
し
組
合
未
加
盟
の
も
の
（
販
売
カ
ル
テ
ル
の
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
）
は
富
士
紡
績
と
内
外
綿
だ
け
に
な
っ
（
（1
（

た
。

販
売
に
つ
い
て
は
、
契
約
書
で
「
組
合
員
の
製
品
を
韓
国
に
輸
出
し
及
販
売
す
る
こ
と
を
三
井
物
産
株
式
会
社
大
阪
支
店
に
委
托
す
る
も

の
と
し
」（
第
六
条
）、
製
品
に
添
付
す
る
商
標
に
つ
い
て
は
、
大
阪
紡
績
の
登
録
商
標
一
種
、
三
重
紡
績
の
登
録
商
標
一
種
、
金
巾
製
織
の

登
録
商
標
三
種
を
「
組
合
員
の
韓
国
輸
出
棉
布
に
使
用
す
へ
き
共
同
商
標
と
定
め
」、
こ
の
う
ち
大
阪
紡
績
の
第
二
二
八
四
〇
号
商
標
を
常

用
商
標
と
す
る
（
第
七
条
）
こ
と
と
し
た
。
組
合
取
扱
の
対
象
商
品
は
、
一
五
ポ
ン
ド
以
上
の
綿
布
（
品
目
は
シ
ー
チ
ン
グ
［
粗
布
］）
で
、

こ
の
綿
布
を
組
合
共
通
勘
定
で
買
い
取
る
こ
と
と
し
た
（
第
一
一
条
）。
ま
た
、
三
社
と
三
井
物
産
が
販
売
委
託
に
関
し
て
締
結
し
た
「
契

約
書
」（
一
九
〇
六
年
三
月
八
日
）
で
、
組
合
は
三
井
物
産
に
対
し
販
売
手
数
料
と
し
て
一
俵
（
二
〇
反
入
り
）
当
た
り
二
円
を
支
払
う
こ

と
に
な
っ
た
（
第
一
七
（
（2
（
条
）。

組
合
設
立
直
前
に
一
俵
一
〇
五
円
で
あ
っ
た
価
格
が
設
立
後
、
一
日
で
一
三
〇
円
に
跳
ね
上
が
っ
た
と
い
う
か
（
（2
（
ら
、
手
数
料
二
円
は
一
三

〇
円
の
一
・
五
％
に
相
当
す
る
。
一
〇
五
円
に
対
し
て
で
も
一
・
九
％
な
の
で
、
二
％
未
満
と
い
う
の
は
三
井
物
産
が
受
け
取
る
手
数
料
率
と

し
て
は
か
な
り
低
い
。
し
た
が
っ
て
三
井
物
産
と
し
て
は
、
競
合
し
て
い
た
三
社
の
製
品
の
販
売
を
か
な
り
低
い
手
数
料
で
独
占
的
に
引
き

受
け
た
の
で
あ
る
。
三
井
物
産
は
こ
の
綿
布
を
販
売
す
る
際
、
日
本
人
商
人
を
下
請
の
特
約
店
と
し
て
組
織
し
、
七
月
一
日
か
ら
特
約
店
に
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対
し
て
一
俵
一
円
五
〇
銭
の
販
売
手
数
料
を
払
う
と
い
う
契
約
を
お
こ
な
っ
（
（2
（

た
。
三
井
物
産
の
販
売
手
数
料
純
手
取
り
分
は
差
し
引
き
一
俵

当
た
り
五
〇
銭
に
な
る
。
三
栄
綿
布
組
合
の
朝
鮮
輸
移
出
高
は
、
一
九
〇
六
年
三
月
か
ら
一
九
一
二
年
ま
で
の
六
年
九
か
月
間
で
一
二
万
八

九
六
〇
俵
で
あ
る
の
（
（2
（
で
、
三
井
物
産
の
販
売
手
数
料
純
手
取
り
分
は
六
万
四
四
八
〇
円
（
一
年
当
た
り
九
五
五
三
円
。
九
五
五
三
円
の
現
在

価
値
は
一
億
二
七
〇
五
万
円
）
に
な
る
。

な
お
、
組
合
が
解
散
す
る
の
は
、
一
九
一
四
年
六
月
二
六
日
の
大
阪
紡
績
・
三
重
紡
績
合
併
に
よ
る
東
洋
紡
績
設
立
の
た
め
、
組
合
員
が

東
洋
紡
績
一
社
だ
け
に
な
り
、
つ
い
で
一
九
一
八
年
に
東
洋
紡
績
か
ら
三
井
物
産
へ
の
申
入
れ
に
よ
り
、
東
洋
紡
績
製
品
の
一
手
販
売
に
切

り
替
わ
っ
た
時
の
よ
う
で
あ
（
（2
（

る
。
し
た
が
っ
て
三
井
物
産
は
一
九
一
八
年
ま
で
、
約
一
二
年
に
わ
た
っ
て
低
率
と
は
い
え
安
定
的
に
手
数
料

を
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
満
州
向
け
の
広
幅
綿
布
の
輸
出
に
つ
い
て
み
よ
う
。
組
合
設
立
の
際
、
日
本
の
広
幅
綿
布
が
外
国
綿
布
（
イ
ギ
リ
ス
綿
布
）
の
市

場
を
か
な
り
蚕
食
し
て
い
た
朝
鮮
市
場
と
異
な
り
、
満
州
市
場
で
は
外
国
綿
布
（
と
く
に
米
国
綿
布
）
が
広
幅
綿
布
の
市
場
を
独
占
し
て
い

た
状
況
の
下
で
組
合
が
設
立
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
朝
鮮
市
場
で
は
安
定
的
に
利
益
（
純
手
数
料
）
を
取
得
で
き
た
の
に
対
し
て
、
満
州
で
は

三
井
物
産
は
無
手
数
料
で
、
し
か
も
販
売
経
費
を
自
ら
負
担
し
て
組
合
綿
布
を
販
売
す
る
こ
と
に
な
る
。

満
州
向
け
広
幅
綿
布
に
つ
い
て
は
、
三
井
物
産
が
主
導
し
て
、
一
九
〇
六
年
二
月
一
九
（
（2
（

日
、
兼
営
織
布
の
紡
績
会
社
五
社
に
よ
っ
て
日
本

綿
布
輸
出
組
合
が
設
立
さ
れ
た
。「
日
本
棉
布
輸
出
組
合
」（
本
稿
末
の
資
料
2
）
が
正
し
い
表
記
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
ほ
と
ん
ど
の

論
者
が
「
綿
」
の
字
を
使
用
し
て
い
る
の
で
、
こ
れ
に
な
ら
う
。
ま
も
な
く
三
栄
綿
布
組
合
に
も
加
盟
す
る
大
阪
紡
績
（
一
九
〇
五
年
一
二

月
末
現
在
、
一
六
二
三
台
）・
三
重
紡
績
（
二
二
二
四
台
）・
金
巾
紡
織
（
八
四
四
台
）
に
加
え
て
、
岡
山
紡
績
（
三
二
〇
台
）・
天
満
織
物

（
四
二
八
台
）
が
組
合
に
参
加
し
（
（2
（
た
。
こ
の
五
社
は
、
日
本
に
お
け
る
広
幅
織
機
台
数
（
七
一
二
八
台
）
の
七
六
％
（
合
計
台
数
五
四
三
九

台
）
を
占
め
て
い
た
。
こ
の
組
合
に
加
盟
し
な
か
っ
た
兼
営
織
布
会
社
は
、
富
士
紡
績
（
五
一
四
台
）、
内
外
綿
（
四
五
七
台
）、
和
歌
山
紡
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績
織
布
（
三
四
〇
台
）、
京
都
綿
ネ
ル
（
三
〇
三
台
）、
鐘
淵
紡
績
（
七
五
台
）
の
五
社
で
あ
（
（2
（

る
。
上
位
三
社
（
大
阪
紡
績
・
三
重
紡
績
・
金

巾
紡
織
）
が
組
合
に
参
加
し
て
お
り
、
不
参
加
の
会
社
は
そ
れ
に
比
べ
る
と
、
か
な
り
台
数
の
少
な
い
会
社
で
あ
っ
た
。

規
約
の
要
点
は
、
満
州
向
販
売
を
「
三
ヶ
年
間
の
期
限
に
て
、
三
井
物
産
合
名
会
社
に
委
託
」（
第
一
〇
条
）。
毎
月
少
な
く
と
も
一
〇
〇

〇
俵
を
各
社
按
分
比
例
で
製
織
し
三
井
物
産
へ
引
渡
し
（
第
一
一
条
）。
商
標
に
つ
い
て
は
、「
数
種
の
商
標
を
定
め
、
三
井
物
産
合
名
会
社

の
名
義
に
て
登
録
を
受
け
、
本
規
約
に
よ
り
製
織
す
る
組
合
員
に
の
み
共
同
使
用
し
、
他
に
使
用
せ
さ
る
こ
と
」（
第
一
〇
条
）
で
あ
っ
た
。

な
お
、
日
本
で
登
録
さ
れ
た
商
標
は
、
一
九
〇
四
年
八
月
一
三
日
に
「
大
清
国
商
標
註
冊
試
弁
章
」（
大
清
国
商
標
仮
規
則
）
が
発
布
さ

れ
、
一
〇
月
二
三
日
に
農
工
商
部
内
に
登
録
局
（
北
京
）
と
そ
の
分
局
（
天
津
、
上
海
［
上
海
海
関
内
に
設
置
］）
が
設
置
さ
れ
た
こ
と
で
、

日
本
企
業
・
日
本
人
が
外
国
人
登
録
願
書
を
こ
の
役
所
に
提
出
し
登
録
さ
れ
る
こ
と
で
、
中
国
に
お
い
て
保
護
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
（
（2
（
た
。

三
井
物
産
が
取
得
す
る
手
数
料
に
つ
い
て
は
、
松
尾
音
次
郎
が
一
九
一
四
年
（
大
正
三
）
に
刊
行
し
た
著
書
で
「
三
井
物
産
を
し
て
最
初

二
ヶ
年
は
無
手
数
料
、
其
後
百
分
の
一
に
該
当
す
る
手
数
料
を
以
て
一
手
販
売
の
衝
に
当
た
ら
し
む
（
（2
（

る
」
と
記
し
た
た
め
か
、
こ
の
著
書
の

後
に
刊
行
さ
れ
た
本
・
論
文
（
高
村
直
助
、
山
口
和
雄
、『
三
井
事
業
史
』
な
ど
）
で
は
こ
と
ご
と
く
無
手
数
料
の
期
間
を
最
初
の
二
か
年

と
し
て
い
る
。
引
用
者
（
鈴
木
邦
夫
）
の
論
文
で
も
同
様
で
あ
（
（3
（

る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
記
述
は
誤
り
で
あ
る
。

実
際
の
契
約
は
、
最
初
の
一
年
間
だ
け
無
手
数
料
と
す
る
こ
と
、
た
だ
し
、
こ
の
一
年
間
（
一
九
〇
六
年
八
月
か
ら
一
九
〇
七
年
七
月
）

に
お
い
て
兼
営
織
布
会
社
に
利
益
が
生
ま
れ
た
場
合
に
は
、
三
井
物
産
は
手
数
料
を
受
け
取
れ
る
こ
と
、
二
年
目
か
ら
は
兼
営
織
布
会
社
の

利
益
有
無
に
関
わ
ら
ず
、
手
数
料
を
受
け
取
る
と
な
っ
て
い
（
（3
（
た
。
つ
ま
り
三
井
物
産
は
一
年
間
だ
け
、
兼
営
織
布
会
社
で
利
益
が
生
ま
れ
な

い
場
合
、
無
手
数
料
で
取
り
扱
い
、
二
年
目
か
ら
、
手
数
料
を
受
け
取
る
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
契
約
期
限
は
三
年
と
定
め
ら
れ
て
い

た
の
で
（
第
一
三
条
）、
二
年
目
と
三
年
目
に
所
定
の
手
数
料
を
受
け
取
る
（
な
お
、
満
期
に
至
っ
た
場
合
、
組
合
員
協
議
の
う
え
契
約
を

継
続
す
る
こ
と
が
あ
る
と
規
定
す
る
も
の
で
あ
っ
た
）。
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三
井
物
産
の
い
く
つ
か
の
委
託
販
売
商
品
の
手
数
料
率
を
み
る
と
、
石
炭
で
は
金
田
炭
・
貝
島
炭
な
ど
の
二
・
五
％
が
最
低
の
率
で
あ
り
、

機
械
で
は
プ
ラ
ッ
ト
社
・
井
桁
商
会
で
み
た
よ
う
に
五
％
が
標
準
的
料
率
で
あ
っ
た
。
一
八
九
五
年
に
三
井
物
産
は
鐘
淵
紡
績
・
三
池
紡
績

の
輸
出
綿
糸
の
委
託
販
売
を
手
数
料
率
一
％
で
引
き
受
け
た
こ
と
が
あ
る
も
の
（
（3
（
の
、
日
本
綿
布
輸
出
組
合
綿
布
の
二
年
目
、
三
年
目
の
手
数

料
率
が
一
％
で
あ
っ
た
と
す
る
と
、
損
失
を
生
む
恐
れ
の
あ
る
極
め
て
低
い
手
数
料
率
で
委
託
販
売
を
引
き
受
け
た
こ
と
に
な
る
。

三
井
物
産
は
組
合
綿
布
（
粗
布
一
四
封
度
物
）
を
米
国
製
品
（
価
格
は
一
反
当
た
り
六
両
前
後
）
よ
り
も
一
両
安
く
、
つ
ま
り
米
国
品
よ

り
一
七
％
く
ら
い
も
安
く
売
り
出
し
（
（3
（

た
。
米
国
製
品
に
く
ら
べ
価
格
を
極
め
て
低
く
設
定
し
た
た
め
、
製
造
者
（
日
本
綿
布
輸
出
組
合
、
つ

ま
り
兼
営
織
布
会
社
）
が
「
大
な
る
犠
牲
を
払
ひ
し
か
を
想
像
す
る
に
余
り
あ
」
っ
た
と
い
（
（3
（

う
。

販
売
を
委
託
さ
れ
た
三
井
物
産
で
は
、
一
九
〇
七
年
八
月
分
か
ら
無
条
件
で
販
売
手
数
料
を
受
け
取
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
の
、
満
州

進
出
の
拠
点
で
あ
る
牛
荘
支
店
（
一
九
〇
七
年
九
月
一
日
現
在
、
鉄
嶺
、
奉
天
、
寛
城
子
、
吉
林
、
大
連
に
出
張
員
を
設
置
）
は
綿
布
売
捌

き
の
た
め
、
一
九
〇
六
年
と
一
九
〇
七
年
平
均
で
一
年
当
た
り
約
一
〇
万
円
（
現
在
価
値
一
三
億
三
〇
〇
〇
万
円
）
も
の
経
費
を
負
担
せ
ざ

る
を
え
な
か
っ
（
（3
（
た
。

三
井
物
産
に
よ
る
組
合
綿
布
の
取
扱
高
は
、
一
九
〇
六
年
一
五
〇
万
円
（
三
一
万
反
）
で
、
以
後
増
加
し
て
、
一
九
一
〇
年
に
は
二
五
三

万
円
（
五
一
六
万
反
）
に
急
増
し
た
（
第
1
表
）。
満
州
に
輸
入
さ
れ
た
日
本
製
の
生
地
綿
布
（
粗
布
と
金
巾
と
推
定
さ
れ
る
）
の
金
額
を

比
べ
る
と
、
一
九
〇
六
年
で
は
九
九
・
四
％
を
占
め
た
。
そ
の
後
、
日
本
か
ら
満
州
へ
生
地
綿
布
の
輸
出
が
急
増
し
た
た
め
、
生
地
綿
布
で

の
組
合
綿
布
の
比
率
は
低
下
す
る
も
の
の
、
そ
れ
で
一
九
一
〇
年
で
は
約
三
割
を
占
め
て
い
る
。

牛
荘
支
店
は
こ
の
組
合
綿
布
だ
け
で
な
く
組
合
以
外
の
綿
布
も
取
り
扱
っ
た
。
組
合
が
扱
っ
て
い
た
綿
布
は
粗
布
一
四
封
度
物
で
あ
っ
た
。

こ
の
綿
布
だ
け
で
な
く
、
牛
荘
支
店
長
井
上
泰
蔵
は
、
組
合
が
扱
っ
て
い
な
い
粗
布
一
三
封
度
物
（
一
四
封
度
物
よ
り
も
安
価
）
や
ド
リ
ル

（
綾
木
綿
）
で
も
需
要
が
か
な
り
あ
る
と
判
断
し
た
。
当
時
、
満
州
の
中
国
人
商
人
に
は
先
物
約
定
を
結
ぶ
習
慣
が
な
か
っ
た
た
め
、
牛
荘
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支
店
は
在
庫
を
常
備
し
て
現
物
を
販
売
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
組
合
綿
布
で
は
買
い
取
ら
ず
に
社
外
委
託
荷
と
し
て
在
庫
を
常
備
で
き
た
の

に
対
し
て
、
組
合
外
の
商
品
で
は
買
い
取
っ
て
在
庫
を
常
備
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
牛
荘
支
店
は
、
一
九
〇
六
年
に
日
本
綿
布
と

米
国
綿
布
（
上
海
で
買
付
け
）
の
買
持
（
合
計
二
〇
〇
〇
俵
）
を
申
請
し
、
八
月
二
七
日
、
綿
布
二
〇
〇
〇
俵
（
主
に
シ
ー
チ
ン
グ
、
つ
い

で
ド
リ
ル
）
の
買
持
許
可
を
え
（
（3
（

た
。
粗
布
一
三
封
度
物
の
中
で
は
、
特
に
商
標
「
驢
馬
」
貼
付
の
三
重
紡
績
製
が
大
い
に
歓
迎
さ
れ
た
と

い
（
（3
（
う
。
そ
の
た
め
一
九
〇
九
年
頃
か
ら
は
、
三
井
物
産
は
粗
布
一
三
封
度
物
に
つ
い
て
三
重
紡
績
・
大
阪
紡
績
と
満
州
向
け
委
託
販
売
契
約

を
結
ん
で
い
（
（3
（

る
。

組
合
綿
布
を
扱
っ
た
三
井
物
産
な
ど
日
本
企
業
に
よ
る
粗
布
輸
入
拡
大
に
よ
っ
て
、
満
州

へ
の
粗
布
輸
入
額
は
一
九
〇
九
年
の
米
国
品
六
九
万
海
関
両
、
日
本
品
三
七
万
海
関
両
か
ら

一
九
一
〇
年
の
米
国
品
三
八
万
海
関
両
、
日
本
品
七
三
万
海
関
両
へ
と
変
化
（
（3
（

し
、
日
本
品
が

優
位
に
な
っ
た
。
粗
布
を
含
む
広
幅
綿
布
で
み
て
も
（
第
2
表
）
一
九
一
〇
年
に
は
日
本
品

（
三
四
六
万
海
関
両
）
が
米
国
品
（
二
八
三
万
海
関
両
）
を
上
回
る
よ
う
に
な
っ
た
。

つ
い
で
、
中
国
政
府
が
日
本
政
府
の
最
恵
国
待
遇
適
用
の
要
求
を
受
け
（
（4
（

て
、
一
九
一
三
年

（
大
正
二
）
六
月
二
日
か
ら
安
東
海
関
で
鉄
道
輸
送
の
輸
入
品
に
つ
い
て
輸
入
税
の
三
分
の

一
を
軽
減
し
た
。
そ
の
た
め
朝
鮮
鉄
道
経
由
で
安
東
へ
の
綿
布
輸
出
が
急
増
し
、
一
九
一
三

年
に
は
粗
布
な
ど
の
日
本
綿
布
が
米
国
綿
布
に
対
し
て
決
定
的
に
優
位
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

一
九
一
三
年
の
満
州
へ
の
粗
布
輸
入
で
は
日
本
品
二
〇
一
万
反
に
対
し
て
米
国
品
三
〇
万
反
、

一
九
一
四
年
で
は
日
本
品
三
二
三
万
反
に
対
し
て
米
国
品
一
九
万
反
と
な
っ
て
い
（
（4
（
る
。
ま
た
、

一
九
一
八
年
の
綿
布
の
満
州
輸
入
（
南
満
四
港
分
）
で
は
、
第
一
次
大
戦
も
影
響
し
て
、
日

第 1表　満州輸⼊の⽣地棉布

年

国別輸⼊⾼
組合綿布 ⽇本からの輸⼊⾼に対�

する組合綿布の⽐率⽶国・英国 ⽇本 ⼩計 ⽇本の⽐率

数量（反） ⾦額（円） 数量（反） ⾦額（円） 数量（反） ⾦額（円） （⾦額分） 数量（反） ⾦額（円） （数量分） （⾦額分）

1906 617,614 3,603,246 311,646 1,511,529 929,260 5,115,074 29.6% 306,700 1,502,830 98.4% 99.4%
1907 673,132 3,969,545 445,245 2,309,338 1,118,477 6,278,883 36.8% 357,120 1,749,888 80.2% 75.8%
1908 1,163,892 6,617,147 806,900 2,754,098 1,970,792 9,371,245 29.4% 366,980 1,798,202 45.5% 65.3%
1909 1,302,257 7,456,650 1,620,858 5,556,587 2,923,115 13,011,237 42.7% 510,000 2,466,000 31.5% 44.4%
1910 804,152 4,541,860 2,343,556 8,569,445 3,047,708 13,111,304 65.4% 516,020 2,528,498 22.0% 29.5%
1911 909,197 5,086,188 3,465,584 12,761,147 4,404,781 17,847,295 71.5% 394,180 1,931,482 11.4% 15.1%

出所）　松尾⾳次郎『我国商⼯業の現在及将来』（北⽂館、1914 年）192-193 ⾴。
注）　1．本表の「⽣地」綿布の数値は、⽣無地の粗布と⽣無地の⾦⼱を合わせたものと推定さ れる。晒・染を含まず。
　　 2．国別輸⼊⾼の「⼩計」は、「⽶国・英国」と「⽇本」を合わせた数値であり、この他の 国（たとえばドイツ、オランダ、インド）からの輸⼊分を含まず。
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本
品
二
〇
九
四
万
海
関
両
に
対
し
て
米
国
品
は
わ
ず
か
四
万
海
関
両
に
止
ま
っ
（
（4
（

た
。
こ
の
よ

う
に
粗
布
な
ど
の
日
本
製
綿
布
は
米
国
製
粗
布
を
満
州
か
ら
駆
逐
し
た
の
で
あ
る
。

話
を
再
び
組
合
綿
布
と
三
井
物
産
に
戻
そ
う
。
販
売
手
数
料
を
一
％
と
す
る
と
、
三
井
物

産
が
組
合
か
ら
受
け
取
る
手
数
料
は
一
九
〇
八
年
に
一
万
七
九
八
二
円
（
現
在
価
値
二
億
三

九
一
六
万
円
）、
一
九
〇
九
年
二
万
四
六
六
〇
円
（
同
三
億
二
七
九
八
万
円
）、
一
九
一
〇
年

二
万
五
二
八
五
円
（
同
三
億
三
六
二
九
万
円
）
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
牛
荘
支
店
で
綿
布
販

売
の
た
め
に
支
出
し
た
経
費
は
一
九
〇
七
年
下
期
（
六
か
月
分
）
だ
け
で
約
五
万
円
（
一
年

間
に
直
す
と
約
一
〇
万
円
）
で
あ
っ
た
。
一
九
〇
八
年
以
降
に
、
か
な
り
削
減
で
き
た
と
し

て
も
手
数
料
率
一
％
で
は
（
す
べ
て
牛
荘
支
店
が
取
得
と
し
て
（
（4
（

も
）、
綿
布
販
売
経
費
の
う

ち
の
組
合
綿
布
分
を
と
て
も
賄
え
な
か
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

牛
荘
支
店
全
体
（
傘
下
の
出
張
員
を
含
む
）
の
当
期
損
益
を
み
る
と
、
一
九
〇
六
年
下
期

に
三
万
四
六
二
〇
円
の
利
益
を
計
上
し
た
も
の
の
、
そ
の
後
は
一
九
〇
七
年
上
期
一
一
万
八

九
八
八
円
の
損
失
、
同
下
期
五
万
円
余
り
の
損
失
、
一
九
〇
八
年
上
期
四
七
万
九
三
八
〇
円

（
現
在
価
値
六
三
億
七
五
七
五
万
円
）
の
損
失
、
一
九
〇
八
年
下
期
一
四
万
一
三
四
七
円

（
現
在
価
値
一
八
億
七
九
九
二
万
円
）
の
損
失
を
計
上
し
て
い
る
。
な
お
、
一
九
〇
八
年
上

期
損
失
の
う
ち
、「
棉
糸
布
掛
損
金
」（
総
損
金
。
人
件
費
な
ど
の
経
費
を
含
ま
ず
）
は
一
万

二
千
円
（
現
在
価
値
一
億
五
九
六
〇
万
円
）
で
あ
っ
た
。
一
九
〇
九
年
上
期
に
な
っ
て
よ
う

や
く
一
〇
万
五
九
二
七
円
の
利
益
を
計
上
し
て
い
（
（4
（

る
。
輸
入
品
で
は
綿
布
を
主
力
商
品
と
し
、

第 1表　満州輸⼊の⽣地棉布

年

国別輸⼊⾼
組合綿布 ⽇本からの輸⼊⾼に対�

する組合綿布の⽐率⽶国・英国 ⽇本 ⼩計 ⽇本の⽐率

数量（反） ⾦額（円） 数量（反） ⾦額（円） 数量（反） ⾦額（円） （⾦額分） 数量（反） ⾦額（円） （数量分） （⾦額分）

1906 617,614 3,603,246 311,646 1,511,529 929,260 5,115,074 29.6% 306,700 1,502,830 98.4% 99.4%
1907 673,132 3,969,545 445,245 2,309,338 1,118,477 6,278,883 36.8% 357,120 1,749,888 80.2% 75.8%
1908 1,163,892 6,617,147 806,900 2,754,098 1,970,792 9,371,245 29.4% 366,980 1,798,202 45.5% 65.3%
1909 1,302,257 7,456,650 1,620,858 5,556,587 2,923,115 13,011,237 42.7% 510,000 2,466,000 31.5% 44.4%
1910 804,152 4,541,860 2,343,556 8,569,445 3,047,708 13,111,304 65.4% 516,020 2,528,498 22.0% 29.5%
1911 909,197 5,086,188 3,465,584 12,761,147 4,404,781 17,847,295 71.5% 394,180 1,931,482 11.4% 15.1%

出所）　松尾⾳次郎『我国商⼯業の現在及将来』（北⽂館、1914 年）192-193 ⾴。
注）　1．本表の「⽣地」綿布の数値は、⽣無地の粗布と⽣無地の⾦⼱を合わせたものと推定さ れる。晒・染を含まず。
　　 2．国別輸⼊⾼の「⼩計」は、「⽶国・英国」と「⽇本」を合わせた数値であり、この他の 国（たとえばドイツ、オランダ、インド）からの輸⼊分を含まず。
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こ
れ
に
つ
い
で
綿
糸
・
小
麦
粉
・
砂
糖
・
燐
寸
・
軍
器
な
ど
を
取
り
扱
い
、
輸
出
品
で
は
大

豆
粕
を
主
力
商
品
と
し
て
い
た
牛
荘
支
店
の
業
績
は
、
組
合
綿
布
を
大
量
に
販
売
し
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
一
九
〇
八
年
下
期
ま
で
極
め
て
不
振
で
あ
っ
た
。

し
か
も
一
九
一
二
年
六
月
に
三
井
物
産
に
と
っ
て
「
当
社
唯
一
ノ
金
城
鉄
壁
ト
シ
テ
商
戦

上
ノ
保
（
（4
（
障
」
で
あ
っ
た
日
本
綿
布
輸
出
組
合
（
組
合
員
は
東
洋
紡
績
一
社
の
み
）
は
解
散
し

た
。
そ
れ
ま
で
三
井
物
産
は
組
合
綿
布
に
三
井
物
産
の
独
自
の
通
称
「
二
蟹
（
（4
（

甲
」（
あ
る
い

は
「
蟹
印
」
と
も
呼
ば
れ
た
）
商
標
（
一
八
九
七
年
一
一
月
五
日
登
録
）
を
添
付
し
て
販
売

し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
東
洋
紡
績
な
ど
兼
営
織
布
会
社
か
ら
粗
布
を
買
い
付
け
て
も
、
兼
営

織
布
会
社
の
商
標
で
販
売
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
市
場
で
広
く
知
ら
れ
信
用
を
得
て
い
た

「
二
蟹
甲
」
を
添
付
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
。

「
支
那
人
ハ
商
標
ニ
対
ス
ル
信
念
極
メ
テ
深
ク
且
容
易
ニ
移
ラ
サ
ル
コ
ト
」
と
い
う
傾
向

が
あ
り
、「
新
商
標
ノ
モ
ノ
ヲ
輸
入
シ
之
カ
販
路
ヲ
拡
張
セ
ン
ト
セ
ハ
少
ク
モ
数
年
ヲ
要
シ

且
多
大
ノ
犠
牲
ヲ
払
ハ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
」
と
い
（
（4
（

う
。
し
た
が
っ
て
、「
二
蟹
甲
」
商
標
を
使

え
る
か
否
か
は
、
三
井
物
産
の
粗
布
取
引
を
左
右
す
る
重
大
な
問
題
で
あ
っ
た
。
再
び
組
合

が
結
成
さ
れ
、
組
合
綿
布
の
共
通
商
標
と
し
て
「
二
蟹
甲
」
商
標
を
貼
付
で
き
れ
ば
三
井
物

産
の
粗
布
取
扱
を
拡
大
で
き
る
。

そ
の
た
め
、
一
九
一
三
年
頃
、
三
井
物
産
は
兼
営
織
布
会
社
に
対
し
て
組
合
「
再
興
ノ
事

ヲ
絶
ス
交
渉
」
し
て
い
（
（4
（

た
。
し
か
し
結
局
、
組
合
は
結
成
さ
れ
ず
、
三
井
物
産
の
粗
布
販
売

第 2表　満州輸⼊の広幅綿布・⼩幅綿布国別内訳� （単位：海関両）

年
広幅綿布 ⼩幅綿布

⽶国 英国 ⽇本 清国 ⼩計 ⽇本 清国 ⼩計

1907 1,808,457 611,843 435,228 24,221 2,979,749 ･･･ 4,160,872 4,160,872
1908 3,138,515 980,587 137,840 131,554 5,628,076 300,000 6,365,250 6,665,250
1909 4,430,207 1,345,175 2,482,140 631,659 8,888,181 866,666 8,880,412 9,747,078
1910 2,835,998 1,013,650 3,460,252 381,608 7,771,508 1,883,333 6,018,883 7,902,216

出所）　『満州ニ於ケル棉布』（関東都督府⺠政部、1911 年）122-123 ⾴。
注記）　1．�広幅綿布の数値は、「⼤幅物（⽣⾦⼱、晒⾦⼱、⽣粗布、雲斎布、天竺布、棉「フラン

ネル」、棉縮及び棉絨織ヲ包括ス）」の数値、⼩幅綿布の数値は、「⼩幅物（⼟布及⽇本
製⼤尺布）」の数値である。

　　　 2．�輸⼊のうち、掲出した国以外からの分は「⼩計」に含まれていない。1910 年でみると、
「広幅綿布」の「⼩計」と「⼩幅綿布」の「⼩計」を合わせた額は満州輸⼊綿布の約 8
割を占めている。

　　　 3．「･･･」は、輸⼊額が不明。
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は
一
九
一
三
年
度
（
一
九
一
二
年
一
一
月
―
一
九
一
三
年
一
〇
月
）
に
激
減
し
（
（4
（

た
。
な
お
、
日
本
綿
布
輸
出
組
合
の
解
散
時
の
会
員
で
あ
っ

た
東
洋
紡
績
は
、
組
合
解
散
後
に
自
ら
満
州
に
店
舗
を
設
置
し
て
粗
布
な
ど
を
販
売
し
た
わ
け
で
な
い
。
他
の
兼
営
織
布
会
社
と
同
様
、
自

社
の
商
標
を
貼
付
し
て
粗
布
な
ど
を
日
本
商
社
や
現
地
日
本
人
商
店
に
販
売
し
、
日
本
商
社
・
現
地
日
本
人
商
店
が
東
洋
紡
績
の
商
標
で
綿

布
を
販
売
し
た
。
一
九
一
七
年
頃
で
み
る
と
、
粗
布
、
す
な
わ
ち
「
し
ー
ち
ん
ぐ
ニ
在
リ
テ
ハ
東
洋
紡
績
ノ
龍
Ｃ
印
、
鐘
ケ
淵
紡
績
ノ
九
龍

ノ
二
品
名
声
ア
リ
テ
、
輸
出
品
ノ
大
部
分
ヲ
占
メ
」
て
い
（
（5
（
る
。
三
井
物
産
は
こ
れ
ら
の
兼
営
織
布
会
社
か
ら
粗
布
を
買
い
付
け
て
満
州
各
地

で
販
売
す
る
有
力
な
取
扱
商
（
（5
（

社
で
あ
っ
た
も
の
の
、
飛
び
抜
け
て
大
き
な
地
位
を
占
め
た
わ
け
で
は
な
い
。

（
2
）　
小
幅
綿
布
の
輸
出

つ
ぎ
に
満
州
向
け
小
幅
綿
布
輸
出
を
み
よ
う
。
な
お
、
韓
国
向
け
小
幅
綿
布
輸
出
に
つ
い
て
は
村
上
勝
彦
「
日
本
資
本
主
義
に
よ
る
朝
鮮

綿
業
の
再
編
成
」（
小
島
麗
逸
編
『
日
本
帝
国
主
義
と
東
ア
ジ
ア
』
ア
ジ
ア
経
済
研
究
所
、
一
九
七
九
年
）
で
分
析
さ
れ
て
い
る
の
で
、
記

述
を
省
略
す
る
。

日
露
講
和
条
約
調
印
に
よ
っ
て
日
露
戦
争
が
終
結
（
一
九
〇
五
年
九
月
五
日
）
し
て
ま
も
な
い
九
月
九
日
、
三
井
物
産
大
阪
支
店
長
は
本

店
に
対
し
て
綿
布
五
〇
〇
〇
俵
の
買
持
を
申
請
し
た
。
こ
れ
ま
で
は
綿
布
三
〇
〇
俵
（
シ
ー
チ
ン
グ
二
〇
〇
俵
、
白
木
綿
一
〇
〇
俵
）
の
買

持
が
許
可
さ
れ
て
い
た
（
一
九
〇
四
年
三
月
二
日
許
可
）。
そ
れ
を
一
挙
に
一
七
倍
に
ま
で
増
加
し
て
、
清
国
へ
の
綿
布
輸
出
に
本
格
的
に

着
手
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
願
書
で
は
三
井
物
産
が
販
売
す
る
「
製
品
ハ
総
テ
当
社
商
標
ヲ
以
テ
販
売
拡
張
」
し
た
い
の

で
、
綿
布
を
買
持
す
る
必
要
が
あ
る
と
記
し
て
い
る
。
つ
ま
り
製
造
者
の
登
録
商
標
で
は
な
く
、
三
井
物
産
の
登
録
商
標
を
付
し
て
綿
布
を

販
売
す
る
に
は
、
買
持
を
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
う
ち
小
幅
綿
布
に
関
し
て
は
、「
従
来
至
難
ト
セ
ル
小
幅
木
綿
ノ
輸
出
モ
漸
ク
其
気
運
ニ
向
タ
ル
モ
ノ
ト
確
信
」
さ
れ
、「
満
韓
ヘ
ノ

輸
出
小
幅
木
綿
製
造
ノ
目
的
ニ
テ
豊
田
式
ヲ
始
メ
各
種
器
械
機
ノ
設
置
又
ハ
設
置
ノ
計
画
ヲ
ナ
ス
モ
ノ
多
ク
」
と
説
明
さ
れ
て
い
（
（5
（

る
。
従
来
、
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輸
出
す
る
こ
と
が
至
難
で
あ
っ
た
、
清
国
の
満
州
と
韓
国
向
け
の
小
幅
綿
布
を
、「
豊
田
式
」（
井
桁
商
会
製
と
豊
田
商
会
製
を
指
し
て
い
る

と
思
わ
れ
る
）
織
機
な
ど
に
よ
っ
て
製
造
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
高
ま
っ
て
い
た
。
一
〇
月
一
一
日
、
本
店
が
許
可
し
た
の
は
申
請
よ
り
も

少
な
い
買
越
限
度
三
〇
〇
〇
俵
（
約
三
〇
万
円
）
で
あ
（
（5
（
る
。

こ
の
頃
に
は
、
豊
田
商
会
が
同
商
会
の
最
新
の
三
十
八
年
式
織
機
（
一
九
〇
五
年
初
め
に
発
売
）
を
三
井
物
産
に
委
託
（
一
九
〇
五
年
二

月
頃
に
一
手
販
売
契
約
締
結
）
し
て
販
売
し
て
い
た
。
織
機
の
価
格
は
一
台
八
五
円
で
あ
り
、
井
桁
商
会
が
一
九
〇
〇
年
頃
に
発
売
し
た
織

機
（
推
定
三
八
円
）
の
二
倍
以
上
の
高
額
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
従
来
の
織
機
で
は
女
工
一
人
で
二
台
か
ら
三
台
持
ち
で
あ
っ
た
の
に
対
し

て
、
こ
の
織
機
で
は
優
に
六
台
か
ら
七
台
持
ち
が
可
能
と
さ
れ
て
い
る
。
三
十
八
年
式
織
機
が
順
調
に
売
れ
た
た
め
、
豊
田
商
会
は
一
九
〇

六
（
明
治
三
九
）
年
一
月
、
島
崎
町
に
五
万
円
を
投
じ
て
八
〇
〇
坪
の
力
織
機
製
造
工
場
を
建
設
し
て
、
月
一
五
〇
台
程
度
を
生
産
し
（
（5
（
た
。

さ
ら
に
豊
田
商
会
は
、
三
十
九
年
式
力
織
機
を
開
発
・
発
売
し
、
つ
い
で
そ
の
た
て
糸
停
止
機
能
を
は
ず
し
て
簡
素
化
し
た
「
軽
便
織
機
」

を
三
十
九
年
式
（
九
五
円
）
の
半
額
ほ
ど
の
五
〇
円
で
売
り
出
し
た
。
三
十
九
年
式
は
鯨
尺
一
尺
三
寸
幅
で
輸
出
小
幅
綿
布
を
生
産
す
る
の

に
適
し
て
い
た
。

満
州
で
大
量
に
消
費
さ
れ
て
い
た
小
幅
綿
布
は
土
布
と
総
称
さ
れ
る
も
の
で
、
清
国
で
生
産
さ
れ
て
い
た
土
布
は
手
織
綿
布
で
あ
っ
た
。

土
布
に
は
様
々
な
種
類
が
あ
り
、
代
表
的
な
も
の
は
大
尺
布
、
清
水
布
、
高
橋
布
、
套
布
の
四
種
で
あ
っ
（
（5
（

た
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
日
本

で
豊
田
商
会
製
な
ど
の
力
織
機
に
よ
っ
て
生
産
し
た
小
幅
綿
布
と
は
風
合
い
や
肌
触
り
が
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。

三
井
物
産
は
大
庭
敏
太
郎
を
鴨
緑
江
で
朝
鮮
に
隣
接
す
る
安
東
県
へ
派
遣
し
、「
支
那
土
布
」
を
調
査
さ
せ
た
。
一
九
〇
六
年
一
月
二
六

日
、
大
庭
敏
太
郎
は
大
阪
支
店
棉
布
掛
に
調
査
結
果
を
報
告
し
た
。
こ
の
調
査
で
大
庭
は
日
本
の
小
幅
綿
布
の
欠
点
を
現
地
の
清
国
商
人
か

ら
聞
き
取
っ
て
い
る
。「
日
本
カ
ラ
輸
入
セ
ラ
ル
小
幅
木
綿
、
其
経
緯
糸
共
ニ
機
械
紡
綿
糸
ヲ
用
ユ
ル
ニ
付
、
其
機
械
織
ト
手
織
ナ
ル
ヲ
不

論
、
経
緯
糸
ノ
間
ノ
空
間
比
較
的
大
ナ
ル
ニ
反
シ
、
上
海
附
近
製
ノ
モ
ノ
ハ
経
緯
ノ
孰
レ
カ
ヲ
手
紡
糸
ヲ
用
ユ
ル
ヲ
以
テ
繋
リ
宜
ク
総
而
品
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質
堅
牢
ナ
ル
上
、
並
ニ
日
本
布
ハ
手
紡
糸
ヲ
用
ヒ
ザ
ル
為
メ
微
細
ナ
ル
破
レ
ノ
為
メ
糸
緩
ミ
テ
漸
時
破
レ
ヲ
大
ニ
シ
遂
ニ
用
ユ
ベ
カ
ラ
ザ
ル

ニ
至
ル
事
ア
ル
モ
、
土
布
ニ
至
テ
ハ
此
弊
少
キ
等
ハ
依
然
土
布
ノ
販
路
大
ヲ
保
続
ス
ル
所
以
ニ
有
之
」
と
い
う
。

こ
の
よ
う
な
清
国
商
人
の
否
定
的
な
見
方
に
対
し
て
大
庭
は
、
第
一
に
、「
既
ニ
当
地
方
農
家
ノ
織
ル
土
布
ハ
皆
ナ
綿
糸
ヲ
以
テ
織
ス
ル

モ
ノ
ニ
シ
テ
大
勢
ハ
何
時
迄
モ
清
人
ヲ
シ
テ
従
来
ノ
土
布
ヲ
使
用
セ
シ
メ
ザ
ル
ニ
至
リ
ツ
ヽ
有
」
り
、
第
二
に
、
清
商
か
ら
の
助
言
と
し
て
、

「
土
布
ト
一
見
区
別
出
来
ザ
ル
様
日
本
内
地
ニ
テ
清
人
ノ
嗜
好
ニ
適
ス
ル
色
ニ
染
メ
上
ゲ
テ
輸
入
ス
ル
方
宜
敷
カ
ラ
ン
ト
申
居
」
る
の
で
、

「
必
ズ
ヤ
近
キ
将
来
ニ
於
テ
日
本
手
織
及
ビ
小
幅
木
綿
ノ
嗜
好
ニ
投
ズ
ベ
キ
時
期
到
来
可
仕
」
く
、「
小
幅
綿
布
ノ
前
途
モ
亦
大
ニ
有
望
」
で

あ
る
と
考
え
て
い
（
（5
（

た
。

大
庭
か
ら
の
報
告
に
基
づ
き
二
月
二
四
日
大
阪
支
店
長
は
本
店
に
対
し
て
安
東
県
へ
の
小
幅
綿
布
販
売
拡
張
に
関
し
て
書
状
を
送
付
し
た
。

そ
の
な
か
で
「
守
旧
思
想
ニ
富
メ
ル
清
人
ノ
事
故
如
何
ニ
廉
価
ニ
シ
テ
精
良
ナ
ル
品
物
ヲ
以
テ
競
争
ス
ル
モ
直
チ
ニ
全
ク
彼
ヲ
捨
テ
我
ヲ
執

ル
ト
云
フ
カ
如
キ
事
ハ
ナ
カ
ル
ベ
キ
ニ
付
、
先
ツ
初
季
ニ
於
テ
多
少
ノ
損
失
ヲ
覚
悟
シ
テ
計
画
ス
ル
ヲ
至
当
ト
信
シ
申
候
、
二
季
三
季
漸
次

損
失
ヲ
逓
減
シ
行
キ
遂
ニ
利
益
点
ニ
進
ミ
行
ク
モ
ノ
ト
仮
定
シ
」、
小
幅
綿
布
を
販
売
す
る
計
画
を
立
て
た
い
と
述
べ
て
い
る
。
具
体
的
に

は
、
大
阪
支
店
の
勘
定
で
、
小
幅
綿
布
を
安
東
県
で
販
売
し
、
一
九
〇
七
年
上
期
（
販
売
五
万
反
）
は
損
失
八
〇
〇
〇
円
、
同
下
期
（
一
〇

万
反
）
は
損
失
八
〇
〇
〇
円
、
一
九
〇
七
年
上
期
（
一
五
万
反
）
は
損
失
四
八
〇
〇
円
が
発
生
す
る
も
の
の
、
一
九
〇
七
年
下
期
（
一
五
万

反
）
に
は
損
失
が
ゼ
ロ
、
一
九
〇
八
年
上
期
（
二
〇
万
反
）
は
利
益
三
二
〇
〇
円
を
計
上
し
、
一
九
〇
九
年
上
期
に
は
五
〇
万
反
（
八
〇
万

円
）
を
販
売
し
て
四
万
円
の
利
益
を
上
げ
る
と
い
う
計
画
を
立
て
た
。
そ
し
て
、
も
し
大
阪
支
店
で
損
失
が
発
生
し
た
場
合
、
大
阪
支
店
が

損
失
を
負
担
す
る
の
は
耐
え
が
た
い
の
で
、
本
店
の
輸
出
奨
励
課
で
負
担
し
て
ほ
し
い
と
申
請
し
た
。
輸
出
奨
励
課
は
「
戦
後
経
営
ノ
手
段

ト
シ
テ
輸
出
商
売
ノ
拡
張
ハ
急
務
中
ノ
急
務
」
で
あ
る
と
し
て
「
重
役
々
場
の
直
轄
」
と
し
て
一
九
〇
五
年
一
〇
月
一
六
日
に
設
置
さ
れ
た

組
織
で
あ
（
（5
（

る
。
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こ
の
申
請
に
対
し
て
本
店
は
、
三
月
一
三
日
、「
当
分
ノ
内
、
該
輸
出
取
扱
ヨ
リ
起
ル
損
失
ヲ
本
店
ニ
テ
負
担
」
す
る
指
令
（
第
二
八

号
）
を
大
阪
支
店
に
発
し
た
。

こ
の
指
令
を
う
け
、
大
阪
支
店
と
名
古
屋
支
店
が
満
州
向
け
小
幅
綿
布
の
輸
出
に
着
手
し
た
。
名
古
屋
支
店
で
は
、
一
九
〇
六
年
七
月
頃

で
は
「
豊
田
の
織
機
を
有
す
る
者
」
が
組
合
を
組
織
し
（
総
数
九
九
二
台
）、
製
品
の
販
売
を
名
古
屋
支
店
へ
委
託
す
る
こ
と
に
な
り
、
し

か
も
製
品
全
部
を
名
古
屋
支
店
が
引
き
受
け
る
契
約
で
は
な
い
た
め
「
す
こ
ぶ
る
便
利
」
で
あ
っ
（
（5
（
た
。
こ
の
よ
う
に
名
古
屋
支
店
は
機
屋
に

豊
田
商
会
製
織
機
を
販
売
し
、
そ
の
機
屋
が
組
織
し
た
組
合
か
ら
必
要
な
量
の
満
州
向
け
小
幅
綿
布
を
調
達
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

一
九
〇
六
年
下
期
（
七
月
〜
一
二
月
）
か
ら
大
阪
支
店
と
名
古
屋
支
店
が
満
州
に
向
け
た
小
幅
綿
布
の
輸
出
を
開
始
し
た
。
名
古
屋
支
店

が
土
布
（
正
確
に
は
清
国
土
布
に
類
似
し
た
製
品
。
中
尺
布
、
清
水
布
、
套
布
の
四
種
）
の
輸
出
を
担
当
し
（
送
り
先
は
安
東
県
と
営
口
）、

大
阪
支
店
が
「
朝
鮮
疋
」（「
朝
鮮
木
綿
」。
正
確
に
は
こ
れ
ら
に
類
似
し
た
製
品
）
の
輸
出
を
担
当
し
た
（
送
り
先
は
安
東
県
）。
こ
の
う
ち

大
阪
支
店
は
、
安
東
県
が
韓
国
に
接
す
る
た
め
「
満
韓
両
国
ニ
通
ス
ル
棉
布
ヲ
得
バ
其
便
益
言
ヲ
俟
タ
ス
」
と
考
え
、「
日
本
棉
布
ト
シ
テ

一
定
ノ
品
質
、
丈
尺
、
幅
ヲ
有
ス
ル
棉
布
」
と
し
て
「
朝
鮮
疋
」
類
似
の
綿
布
を
取
り
扱
っ
た
。
こ
の
綿
布
は
豊
田
商
会
製
織
機
で
製
織
し

た
も
の
で
あ
り
、「
韓
国
ニ
テ
ハ
頗
ル
好
評
ヲ
博
シ
、
従
来
韓
国
ニ
テ
最
好
評
ナ
ル
内
外
綿
会
社
ノ
機
械
織
小
幅
綿
布
ヨ
リ
モ
一
層
ノ
好
評

ヲ
得
タ
」
と
い
（
（5
（

う
。

一
九
〇
六
年
四
月
一
〇
日
、
大
庭
敏
太
郎
が
初
代
の
安
東
県
出
張
員
（
京
城
支
店
管
下
）
に
任
命
さ
れ
て
綿
布
の
販
売
に
当
た
っ
た
（
退

任
は
一
九
〇
九
年
二
月
二
六
日
）。
し
か
し
、
一
九
〇
六
年
下
期
は
「
時
恰
モ
清
国
市
況
全
般
ノ
不
況
」
の
時
で
あ
っ
た
。「
安
東
県
ニ
テ
ハ

視
察
当
時
ノ
盛
況
ニ
反
シ
壱
反
ダ
モ
売
行
無
カ
リ
シ
ヲ
以
テ
大
ニ
焦
慮
シ
」、
清
水
布
を
広
告
試
売
の
た
め
損
失
を
顧
み
ず
売
り
放
っ
た
。

営
口
に
送
ら
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
牛
荘
支
店
が
「
日
夜
苦
心
引
合
タ
レ
ト
モ
面
白
キ
結
果
ヲ
見
ス
」、
よ
う
や
く
少
数
を
売
っ
た
も
の
の

「
非
常
ノ
損
害
」
を
被
っ
た
。
安
東
県
出
張
員
送
荷
一
万
七
六
五
〇
反
の
差
し
引
き
損
失
は
二
五
五
四
円
に
対
し
て
、
牛
荘
支
店
送
荷
五
七
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五
〇
反
の
差
し
引
き
損
失
は
二
一
二
二
円
に
上
っ
た
。
た
だ
し
、
牛
荘
支
店
に
よ
る
と
、
以
前
の
清
商
の
助
言
を
受
け
て
製
造
し
た
「
染
色

布
ハ
品
質
頗
ル
優
等
ニ
シ
テ
清
国
人
間
ニ
於
テ
モ
非
常
ノ
好
評
ヲ
博
シ
」、
将
来
期
待
で
き
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
と
い
（
（6
（
う
。

結
局
、
社
内
委
託
荷
と
し
て
安
東
県
出
張
員
・
牛
荘
支
店
に
送
っ
て
販
売
し
た
名
古
屋
支
店
の
綿
布
（
二
万
三
四
〇
〇
反
）
損
失
は
四
六

六
六
円
、
同
じ
く
安
東
県
出
張
員
に
送
っ
て
販
売
し
た
大
阪
支
店
の
綿
布
（
一
万
四
七
〇
〇
反
）
の
損
失
は
一
九
七
四
円
と
な
り
、
合
計
三

万
八
一
〇
〇
反
の
損
失
六
六
四
〇
円
（
一
九
〇
六
年
下
期
）
を
本
店
本
部
が
負
担
し
（
（6
（
た
。
前
述
の
大
阪
支
店
作
成
の
計
画
で
は
、
輸
出
最
初

の
期
（
一
九
〇
六
年
上
期
）
で
は
五
万
反
販
売
、
損
失
八
〇
〇
〇
円
と
予
測
し
て
い
る
の
で
、
実
際
の
輸
出
最
初
の
期
（
一
九
〇
六
年
下

期
）
損
失
額
だ
け
み
れ
ば
予
測
の
範
囲
内
に
あ
る
。

つ
ぎ
の
一
九
〇
七
年
上
期
で
も
満
韓
輸
出
小
幅
木
綿
の
損
失
一
万
四
九
〇
〇
円
（
現
在
価
値
一
億
九
八
一
七
万
円
）
ば
か
り
に
つ
い
て

「
奨
励
金
」
を
本
部
よ
り
交
付
（
（6
（

し
、
さ
ら
に
一
九
〇
七
年
下
期
「
満
韓
輸
出
小
幅
棉
布
損
失
金
」
七
六
三
四
円
六
四
（
現
在
価
値
一
億
〇
一

五
七
万
円
）
を
本
店
の
「
継
続
商
業
損
失
積
立
金
」
を
取
り
崩
し
て
処
理
し
（
（6
（

た
。
こ
の
よ
う
に
小
幅
綿
布
の
輸
出
に
関
し
て
は
、
予
測
し
た

よ
う
に
満
州
向
け
で
損
失
が
発
生
し
、
韓
国
向
け
で
も
損
失
が
発
生
し
た
た
め
、
支
店
の
損
失
を
本
店
が
肩
代
わ
り
し
、
満
州
・
韓
国
向
け

小
幅
綿
布
の
販
売
を
拡
大
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

な
お
、
本
店
の
許
可
を
え
て
、
一
九
〇
九
年
八
月
二
〇
日
、「
満
韓
棉
布
欠
損
金
」
一
万
四
六
八
九
円
九
〇
銭
（
現
在
価
値
一
億
九
五
三

八
万
円
）
が
上
海
支
店
か
ら
本
店
の
「
継
続
商
業
損
失
積
立
金
」
に
付
け
替
え
ら
れ
て
、
処
理
さ
れ
て
い
（
（6
（
る
。
本
店
が
負
担
す
る
こ
と
に
な

っ
た
こ
の
損
失
（
一
九
〇
八
年
下
期
損
失
か
）
は
、
日
本
製
綿
布
で
は
な
く
、
上
海
支
店
が
買
い
付
け
て
満
州
と
朝
鮮
の
支
店
に
送
っ
た
中

国
産
土
布
に
関
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

な
お
、
い
つ
か
ら
か
は
特
定
で
き
な
い
も
の
の
、
小
幅
綿
布
の
輸
出
を
開
始
し
て
ほ
ど
な
く
、
三
井
物
産
は
土
布
の
う
ち
満
州
で
最
も
需

要
の
大
き
い
大
尺
布
に
絞
り
、
そ
れ
を
模
造
し
た
製
品
（
擬
大
尺
布
）
を
日
本
で
調
達
し
て
こ
れ
を
主
に
輸
出
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
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日
本
か
ら
大
尺
布
が
満
州
に
輸
入
さ
れ
た
初
期
で
は
、
日
本
製
大
尺
布
と
清
国
製
土
布
の
輸
入
（
（6
（

量
は

ど
の
程
度
の
違
い
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
（
第
3
表
）。
一
九
〇
八
年
で
は
清
国
関
内
か
ら
の
輸
入

土
布
（「
清
国
製
土
布
」）
三
七
六
万
疋
に
対
し
て
日
本
製
大
尺
布
は
わ
ず
か
一
八
万
疋
で
あ
っ
た
。
一

九
一
〇
年
に
は
日
本
製
大
尺
布
が
一
一
三
万
疋
に
ま
で
急
増
し
た
も
の
の
、
清
国
製
土
布
は
そ
の
三
倍

も
輸
入
さ
れ
て
お
り
、
清
国
製
土
布
が
依
然
と
し
て
優
位
を
占
め
て
い
た
。

三
井
物
産
は
満
州
に
お
け
る
大
尺
布
販
売
で
ど
の
よ
う
に
位
置
を
占
め
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
一
九
一

六
年
の
『
外
国
貿
易
概
覧
』
で
は
、
日
本
大
尺
布
の
主
な
商
標
は
、
三
井
物
産
の
金
鼎
、
福
（
（6
（

寿
、
株
式

会
社
服
部
商
店
（
名
古
屋
）
の
ミ
ツ
輪
Ａ
、
ミ
ツ
輪
三
童
児
、
ミ
ツ
輪
Ｃ
、
岡
橋
株
式
会
社
（
大
阪
、

有
力
木
綿
商
）
の
天
下
一
品
、
永
順
洋
行
（
大
連
）
の
平
や
隆
、
湯
浅
洋
行
の
○
の
な
か
に
製
、
な
ど
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
頃
に
は
服
部

商
店
の
ミ
ツ
輪
Ａ
が
大
尺
布
の
標
準
品
と
な
っ
て
お
（
（6
（

り
、
三
井
物
産
は
主
要
五
社
の
う
ち
一
社
で
は
あ
る
も
の
の
、
す
で
に
三
井
物
産
は
服

部
商
会
の
後
塵
を
拝
し
て
い
る
。
一
九
二
一
年
の
『
貿
易
概
覧
』
で
は
「
泉
州
織
物
ノ
白
羊
日
順
、
服
部
商
店
ノ
三
ツ
輪
Ａ
、
象
冠
、
三
童

子
印
等
ナ
（
（6
（

リ
」
と
あ
る
。
価
格
に
つ
い
て
は
、
服
部
商
店
の
三
ツ
輪
Ａ
印
に
つ
い
て
だ
け
、
毎
月
の
成
り
行
き
価
格
が
掲
出
さ
れ
て
い
る
。

東
洋
棉
花
株
式
会
社
（
三
井
物
産
綿
花
部
独
立
し
た
も
の
）
の
商
標
は
例
示
も
さ
れ
て
い
な
い
。

か
つ
て
服
部
兼
三
郎
商
店
（
綿
布
問
屋
）
で
は
、
日
露
戦
争
終
了
直
後
に
店
員
の
三
輪
常
三
郎
が
単
身
満
州
に
渡
っ
て
各
地
を
歩
き
回
り
、

と
く
に
ダ
ル
ニ
ー
（
後
の
大
連
）
と
鉄
嶺
に
長
く
滞
在
し
て
中
国
人
を
相
手
に
日
本
大
尺
布
を
販
売
し
た
。
三
輪
の
満
州
滞
在
は
四
年
に
及

ん
だ
と
い
う
。
三
輪
の
努
力
の
お
か
げ
で
、
服
部
商
店
の
「
綿
布
は
、
そ
の
最
初
の
海
外
市
場
で
あ
る
鮮
満
市
場
へ
と
ひ
ろ
が
っ
て
行
っ

た
」
と
い
（
（6
（
う
。
さ
ら
に
、
一
九
一
二
年
に
株
式
会
社
に
改
組
さ
れ
た
服
部
商
店
（
本
社
名
古
屋
市
、
一
九
一
三
年
に
大
阪
市
本
社
移
転
）
は
、

一
九
一
四
年
三
月
に
織
機
三
〇
八
台
の
織
布
工
場
（
桜
田
工
場
、
名
古
屋
市
）
を
初
め
て
設
置
し
、
こ
れ
以
降
、
つ
ぎ
つ
ぎ
と
紡
織
工
場
を

第 3表　満州への清国製⼟布と
⽇本製⼤尺布の推定輸⼊⾼�
� （単位：⽦）

年 清国製⼟布 ⽇本製⼤尺布

1908 3,760,000 180,000
1909 5,740,000 520,000
1910 3,350,000 1,130,000

出所）　『満州ニ於ケル棉布』118⾴。
注）�　1911年 8 ⽉の永順洋⾏（⼤連） 

の⽀配⼈⻑浜淺太郎の調査によ
る推定輸⼊⾼。
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設
置
し
て
い
っ
た
。
満
州
向
け
大
尺
布
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の

自
社
工
場
が
調
達
面
を
支
え
た
よ
う
で
あ
（
（7
（
る
。

で
は
、
日
本
製
大
尺
布
と
中
国
土
布
と
の
競
争
は
ど
の
よ
う

に
推
移
し
た
の
か
。
一
九
一
〇
年
の
満
州
へ
の
中
国
製
土
布
輸

入
高
は
三
三
五
万
疋
、
日
本
大
尺
布
輸
入
高
は
一
一
三
万
疋
で
、

中
国
製
が
優
位
を
占
め
て
い
（
（7
（

た
。
土
布
を
含
む
小
幅
棉
布
で
み

て
も
（
前
掲
、
第
2
表
）、
中
国
関
内
（「
清
国
」）
か
ら
の
輸

入
額
（
六
〇
二
万
海
関
両
）
は
日
本
か
ら
の
輸
入
額
（
一
八
八

万
海
関
両
）
を
大
幅
に
上
回
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
中
国
製

土
布
は
「
一
九
一
〇
年
以
降
、
急
減
凋
落
し
、
一
九
二
八
年
以

降
の
統
計
に
は
計
上
」
さ
れ
な
く
な
（
（7
（
る
。

つ
ぎ
に
一
九
一
〇
年
代
の
日
本
製
土
布
（
大
尺
布
）
の
販
売

動
向
を
み
よ
う
。
銀
（
上
海
両
）
に
対
す
る
日
本
円
は
一
九
一

五
年
八
月
を
山
（
日
本
円
一
〇
〇
円
＝
九
〇
・
六
七
上
海
両
）

と
し
て
、
一
九
二
〇
年
二
月
の
谷
（
日
本
円
一
〇
〇
円
＝
二

九
・
六
七
四
上
海
両
）
ま
で
、
滑
り
落
ち
る
よ
う
に
安
く
な
っ

た
（
第
1
図
）。
谷
と
山
を
比
較
す
る
と
、
日
本
円
は
七
割
近

く
も
減
価
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
銀
高
・
日
本
円
安
に
よ
っ
て
、

第 １図　上海両の為替レート（⽇本円 100 円に付き）

出所）�　『⾦融事項参考書』各年の「外国為替相場表」。
注）　1902 年 4 ⽉、5 ⽉と 1914 年 8 ⽉には数値がないため、不連続となっている。
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た
と
え
ば
一
九
一
六
年
下
期
の
三
井
物
産
で
は
「
満
州
ノ
亦
未
曾
有
ノ
活
況
ヲ
呈
シ
大
尺
巾

ノ
如
キ
ハ
内
地
ヨ
リ
ノ
入
荷
間
ニ
合
ハ
ス
、
本
邦
相
場
ヨ
リ
反
二
〇
銭
方
高
値
ニ
売
行
キ
」、

一
九
一
七
年
上
期
で
は
「
満
州
ハ
前
期
ヨ
リ
引
続
キ
非
常
ナ
ル
好
況
ヲ
呈
」
し
、
一
九
一
八

年
下
期
で
は
「
満
州
ハ
品
薄
」、
一
九
一
九
年
上
期
で
は
「
満
州
ニ
」「
相
当
ノ
売
行
ヲ
見
」

た
と
い
う
。

た
だ
し
、
一
九
一
五
年
一
月
の
日
本
政
府
の
二
十
一
か
条
要
求
が
引
き
起
こ
し
た
日
貨
排

斥
の
影
響
を
受
け
る
な
ど
、
日
本
大
尺
布
の
販
売
を
制
約
す
る
要
因
も
し
ば
し
ば
発
生
し
た
。

そ
の
た
め
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
取
引
不
振
の
期
も
あ
っ
た
。
一
九
一
五
年
上
期
で
は
「
満
州
及

北
清
市
場
ハ
三
月
頃
大
尺
布
類
、
相
当
ノ
荷
揚
ア
リ
シ
モ
対
支
問
題
発
生
以
来
売
人
ノ
手
控
ニ
ヨ
リ
需
要
季
モ
閑
散
ニ
終
」
り
、
一
九
一
九

年
下
期
で
は
「
支
那
ハ
日
貨
排
斥
及
金
融
逼
迫
ニ
ヨ
リ
売
行
減
退
」
し
た
と
い
（
（7
（

う
。

一
九
一
四
年
上
期
か
ら
一
九
一
九
年
下
期
ま
で
の
一
二
期
の
う
ち
、
販
売
好
調
の
期
の
六
期
に
対
し
て
不
振
の
期
も
六
期
あ
っ
た
。
こ
の

よ
う
に
売
行
き
に
激
し
い
波
が
あ
り
、
し
か
も
服
部
商
店
に
は
引
き
離
さ
れ
た
も
の
の
、
三
井
物
産
は
満
州
で
の
大
尺
布
販
売
を
伸
ば
す
こ

と
が
で
き
た
よ
う
で
あ
る
。

海
関
（
税
関
）
統
計
で
は
、
中
国
土
布
の
輸
入
量
が
重
量
（
ピ
ク
ル
）、
日
本
製
大
尺
布
の
輸
入
量
が
長
さ
（
ヤ
ー
ド
）
と
な
っ
て
い
る
。

そ
の
た
め
日
本
製
大
尺
布
の
数
値
を
ピ
ク
ル
に
換
算
し
て
比
較
す
る
と
（
第
4
表
）、
一
九
一
四
年
の
日
本
大
尺
布
は
一
三
万
〇
三
〇
七
ピ

ク
ル
、
中
国
土
布
は
二
万
三
六
三
三
ピ
ク
ル
、
一
九
一
五
年
は
日
本
大
尺
布
一
一
万
四
九
〇
〇
ピ
ク
ル
、
中
国
土
布
は
二
万
五
〇
一
九
ピ
ク

ル
、
一
九
一
六
年
は
日
本
大
尺
布
九
万
五
九
二
〇
ピ
ク
ル
、
中
国
土
布
は
二
万
〇
六
〇
一
ピ
ク
ル
に
な
る
。
満
州
に
輸
入
さ
れ
た
中
国
土
布

は
日
本
大
尺
布
の
二
割
程
度
に
止
ま
っ
て
い
る
。

第 4表　満州輸⼊の⼤尺布
� （単位ピクル）

年 ⽇本（⼤尺布） 中国（⼟布）

1914 133,069 23,633
1915 114,900 25,019
1916 95,920 20,601

出所）�　臨時産業調査会編『調査資料』第
11 号（1918 年）131 ⾴。

注）1．�出所の⽇本（⼤尺布）の数値の単
位は⻑さ（ヤード）である。中国

（⼟布）と⽐較するため、つぎのよ
うに仮定して⽇本⼤尺布の 1 反を
1 尺 2 ⼨物、1 反の重量を 480 匁と
仮定して、ピクルに換算した。

　　2．�南満⼀帯は⽇本品 8、中国品 2、⻑
春及以北では 2 対 8。
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た
だ
し
、
土
布
、
大
尺
布
だ
け
で
な
く
、
一
九
二
〇
年
代
に
お
け
る
満
州
へ
の
国
別
の
綿
布
輸
入
を
み
る
と
（
第
5
表
）、
日
本
（「
日
本

内
地
」。
他
に
朝
鮮
か
ら
あ
り
）
か
ら
の
輸
入
額
に
対
す
る
中
国
関
内
か
ら
輸
入
さ
れ
た
中
国
品
（「
中
国
（
中
国
品
）」）
輸
入
額
の
比
率
は
、

四
〇
・
七
％
か
ら
七
四
・
〇
％
の
間
に
あ
り
、
ほ
と
ん
ど
が
五
割
近
く
に
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
満
州
で
の
土
布
製
造
に
限
定
し
て
み
る
と
、
一
九
二
一
年
の
土
布
生
産
工
場
数
（
一
日
生
産
高
）
は
鉄
嶺
五
六
〇
〇
工
場
（
八
〇

〇
〇
疋
）、
奉
天
二
〇
〇
工
場
（
四
五
〇
〇
〜
四
六
〇
〇
疋
）、
長
春
一
七
〇
〜
一
八
〇
工
場

（
一
五
〇
〇
〜
一
六
〇
〇
疋
）、
金
州
七
〇
〜
八
〇
工
場
（
一
五
〇
〇
〜
一
六
〇
〇
疋
）
で
あ

っ
た
。
こ
れ
ら
は
中
小
の
織
物
工
場
で
あ
る
。
こ
の
他
、
満
州
各
地
に
散
在
す
る
織
布
工
場

は
「
多
数
ニ
シ
テ
満
州
全
土
ニ
於
ケ
ル
製
造
高
ハ
意
外
ノ
多
数
ニ
上
ル
」
と
い
う
。
こ
れ
ら

の
主
要
都
市
や
各
地
に
散
在
す
る
工
場
が
使
用
し
た
原
料
綿
糸
の
多
く
は
日
本
製
綿
糸
で
あ

っ
た
。
一
九
二
〇
年
代
に
入
る
と
、「
満
州
四
大
紡
績
」（
奉
天
紡
鈔
廠
と
い
う
中
国
系
一
社

と
満
州
紡
績
会
社
・
内
外
綿
金
州
工
場
・
満
州
福
紡
会
社
の
日
系
三
社
）
も
原
料
綿
糸
を
供

給
す
る
よ
う
に
な
り
、
一
九
三
〇
年
で
は
奉
天
中
小
織
物
工
場
が
使
用
し
て
い
た
綿
糸
の
大

部
分
は
奉
天
紡
鈔
廠
製
品
と
な
っ
て
い
（
（7
（

る
。
こ
の
よ
う
に
一
九
二
〇
年
代
に
日
本
製
綿
糸
、

つ
い
で
満
州
製
綿
糸
を
も
原
料
と
し
て
、
満
州
で
土
布
生
産
が
お
こ
な
わ
れ
た
。

一
九
二
〇
年
代
初
頭
の
奉
天
の
中
小
織
物
工
場
で
は
、
手
機
機
が
多
く
使
わ
れ
て
い
た
。

そ
れ
が
次
第
に
日
本
か
ら
輸
入
さ
れ
た
足
踏
み
機
に
代
わ
（
（7
（
り
、
さ
ら
に
日
本
製
足
踏
み
機
を

模
倣
し
て
現
地
で
生
産
し
た
改
良
足
踏
み
機
が
漸
次
普
及
し
た
。
さ
ら
に
工
場
の
電
化
が
進

み
、「
こ
の
電
化
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
た
の
は
当
初
は
日
本
豊
田
式
で
あ
っ
た
」。
そ
の
後
、

第 5表　満州への国別綿布輸⼊⾼� （単位：千海関両）

年 ⽇本内地 英国 中国
（外国品）

中国
（中国品）

その他と
も総計

中国品／
⽇本内地

1921 22,995 188 9,606 13,353 46,348 58.1%
1922 28,353 238 7,330 12,998 49,079 45.8%
1923 22,292 272 4,879 16,504 44,104 74.0%
1924 22,151 275 2,754 12,239 37,555 55.3%
1925 35,143 253 2,808 17,754 56,221 50.5%
1926 36,539 446 3,734 17,395 58,265 47.6%
1927 33,002 204 3,099 15,737 52,193 47.7%
1928 37,248 273 2,415 15,151 55,282 40.7%
1929 41,103 240 2,212 20,644 65,151 50.2%

出所）�　南満州鉄道調査課『北⽀那貿易年報』各年。
注）　南満 4 港の輸⼊分。北満の海関分を含まず。
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奉
天
・
安
東
で
も
力
織
機
が
製
造
さ
れ
、
中
小
織
物
工
場
に
導
入
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
た
と
え
ば
一
九
二
八
年
現
在
、
奉
天
の
東
興

染
紡
織
公
司
に
設
置
さ
れ
て
い
た
織
機
は
、
豊
田
式
織
機
五
〇
台
、

奉
天
天
増
利
機
械
廠
製
の
織
機
三
〇
台
、
奉
天
万
順
鉄
工
廠
製
の
バ

ッ
タ
ン
機
五
台
で
あ
っ
（
（7
（
た
。

こ
の
よ
う
に
一
九
二
〇
年
代
に
満
州
の
織
布
工
場
で
は
、
日
本
か

ら
足
踏
み
機
や
豊
田
式
織
機
製
の
織
機
を
導
入
し
、
日
本
製
綿
糸
を

原
料
と
し
て
、
土
布
な
ど
の
生
産
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
さ
ら
に
満
州

で
生
産
さ
れ
た
改
良
足
踏
み
機
や
力
織
機
が
導
入
さ
れ
、
満
州
で
生

産
さ
れ
た
機
械
製
綿
糸
が
使
用
さ
れ
た
。
満
州
で
の
土
布
な
ど
の
綿

布
生
産
が
進
展
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
日
本
大
尺
布
は
中
国
土
布

（
中
国
関
内
か
ら
の
輸
入
と
満
州
で
の
生
産
）
を
駆
逐
す
る
こ
と
は

で
き
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
、
前
述
の
よ
う
に
、
中
国
か
ら
の
中
国

品
輸
入
額
は
、
日
本
内
地
か
ら
の
輸
入
額
の
約
五
割
に
達
し
て
い
る
。

ま
た
一
九
二
〇
年
代
後
半
で
は
、
満
州
で
生
産
さ
れ
た
綿
布
（
主
に

粗
布
と
大
尺
布
）
は
満
州
市
場
に
お
い
て
三
割
以
上
を
占
め
て
い
（
（7
（
た
。

以
上
に
述
べ
た
粗
布
・
大
尺
布
の
輸
出
・
販
売
の
経
緯
を
踏
ま
え

て
、
三
井
物
産
の
綿
布
輸
出
・
販
売
の
状
況
を
ま
と
め
よ
う
。
日
露

第 ７表　織機台数と棉布⽣産量、棉布輸出量、三井物産綿布輸出⾼

年 ⼿織機台数
⼒織機台数

綿織物⽣産⾼�
（単位：千円）

綿布輸出⾼（単位：千円） 三井物産綿布輸出

うち�
兼営織布 その他 うち⽩⽊綿 ⽩⽊綿の

うち中国 輸出⾼ ⽇本占有率 （満州�
販売分） （満州⽐率）

1904  明治37 605,209 15,636 5,085 10,551 51,828 7,743 993 10 1,899 24.5%
1905  明治38 715,769 19,040 8,140 10,900 72,845 11,492 2,204 27 1,028 8.9%
1906  明治39 716,171 20,657 9,601 11,056 86,474 15,618 1,439 225 3,109 19.9%
1907  明治40 754,449 29,156 9,462 19,694 103,590 16,344 2,039 31 6,687 40.9%
1908  明治41 745,525 37,620 11,146 26,474 101,187 14,611 1,740 63 6,823 46.7%
1909  明治42 719,751 51,185 13,813 37,372 116,412 17,673 1,898 235 7,442 42.1%
1910  明治43 683,412 68,593 17,702 50,891 122,152 20,463 2,503 634 10,509 51.4%
1911  明治44 638,412 89,003 20,431 68,572 140,024 19,680 2,675 664 9,801 49.8%
1912  明治45 621,283 111,686 21,898 89,788 152,748 25,761 4,097 742 9,780 38.0%
1913  ⼤正 2 558,893 113,535 24,224 89,311 165,377 33,606 6,041 2,337 10,530 31.3% 5,676 53.9%
1914  ⼤正 3 499,269 122,830 25,443 97,387 150,386 34,841 5,223 3,924 10,813 31.0% 6,154 56.9%
1915  ⼤正 4 543,799 136,731 30,068 106,663 182,384 38,511 5,352 4,032 12,287 31.9% 4,931 40.1%
1916  ⼤正 5 616,077 156,314 31,295 125,019 304,490 60,051 5,961 4,156 19,983 33.3% 7,279 36.4%
1917  ⼤正 6 671,363 178,573 36,181 142,392 396,134 127,458 10,646 8,099 33,979 26.7% 9,431 27.8%
1918  ⼤正 7 686,367 204,576 40,391 164,185 624,216 237,913 11,334 7,214 59,244 24.9% 16,016 27.0%
1919  ⼤正 8 681,871 284,787 44,401 240,386 1,033,832 280,311 13,444 8,149 69,240 24.7% 12,256 17.7%

出所）『⽇本経済統計総覧』、『⽇本綿業貿易史』、『横浜市史』資料篇⼆（貿易統計）、『東棉 40 年史』、『三井事業史』本篇第 3 巻上、三井物産「事業報告書」。
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第 ６表　満州各店での綿布販売（⽇本からの輸出品の社外販売⾼）� （単位：円）

店名 1913年 1914年 1915年 1916年 1917年 1918年 1919年

⼤連 3,664,093 6,154,223 2,495,301 486,925 984,584 1,508,502 2,352,123
安東県 27,251 142,146 393,870 719,966 524,876
⽜荘 562,887 282,142 921,971 1,398,087 2,609,411 1,472,079
奉天 518,041 281,142 838,836 1,418,637 2,783,894 2,420,738
鉄嶺 385,357 570,789 1,518,817 2,107,961 2,991,910 2,114,901
⻑春 425,996 729,729 1,551,973 2,044,373 3,624,427 2,018,954
哈爾賓 448,044 543,798 1,818,527 1,083,846 1,777,573 1,352,392
合計 5,675,556 6,154,223 4,930,765 7,279,195 9,431,258 16,015,683 12,256,063

出所）　三井物産「事業報告書」各期。
注）�　⽇本からの輸出品で社会販売結了⾼を掲出。他に⽇本からの輸出品で社内販売結了⾼がある。

第 ７表　織機台数と棉布⽣産量、棉布輸出量、三井物産綿布輸出⾼

年 ⼿織機台数
⼒織機台数

綿織物⽣産⾼�
（単位：千円）

綿布輸出⾼（単位：千円） 三井物産綿布輸出

うち�
兼営織布 その他 うち⽩⽊綿 ⽩⽊綿の

うち中国 輸出⾼ ⽇本占有率 （満州�
販売分） （満州⽐率）

1904  明治37 605,209 15,636 5,085 10,551 51,828 7,743 993 10 1,899 24.5%
1905  明治38 715,769 19,040 8,140 10,900 72,845 11,492 2,204 27 1,028 8.9%
1906  明治39 716,171 20,657 9,601 11,056 86,474 15,618 1,439 225 3,109 19.9%
1907  明治40 754,449 29,156 9,462 19,694 103,590 16,344 2,039 31 6,687 40.9%
1908  明治41 745,525 37,620 11,146 26,474 101,187 14,611 1,740 63 6,823 46.7%
1909  明治42 719,751 51,185 13,813 37,372 116,412 17,673 1,898 235 7,442 42.1%
1910  明治43 683,412 68,593 17,702 50,891 122,152 20,463 2,503 634 10,509 51.4%
1911  明治44 638,412 89,003 20,431 68,572 140,024 19,680 2,675 664 9,801 49.8%
1912  明治45 621,283 111,686 21,898 89,788 152,748 25,761 4,097 742 9,780 38.0%
1913  ⼤正 2 558,893 113,535 24,224 89,311 165,377 33,606 6,041 2,337 10,530 31.3% 5,676 53.9%
1914  ⼤正 3 499,269 122,830 25,443 97,387 150,386 34,841 5,223 3,924 10,813 31.0% 6,154 56.9%
1915  ⼤正 4 543,799 136,731 30,068 106,663 182,384 38,511 5,352 4,032 12,287 31.9% 4,931 40.1%
1916  ⼤正 5 616,077 156,314 31,295 125,019 304,490 60,051 5,961 4,156 19,983 33.3% 7,279 36.4%
1917  ⼤正 6 671,363 178,573 36,181 142,392 396,134 127,458 10,646 8,099 33,979 26.7% 9,431 27.8%
1918  ⼤正 7 686,367 204,576 40,391 164,185 624,216 237,913 11,334 7,214 59,244 24.9% 16,016 27.0%
1919  ⼤正 8 681,871 284,787 44,401 240,386 1,033,832 280,311 13,444 8,149 69,240 24.7% 12,256 17.7%

出所）『⽇本経済統計総覧』、『⽇本綿業貿易史』、『横浜市史』資料篇⼆（貿易統計）、『東棉 40 年史』、『三井事業史』本篇第 3 巻上、三井物産「事業報告書」。
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戦
争
後
、
三
井
物
産
は
満
州
・
韓
国
に
向
け
て
日
本
綿
布
輸
出
組
合
と
三
栄
綿
布
組
合
の
粗
布
を
委
託
販
売
し
、
こ
れ
に
加
え
て
組
合
外
の

粗
布
な
ど
の
販
売
も
拡
げ
、
紆
余
曲
折
は
あ
っ
た
も
の
の
大
尺
布
な
ど
の
小
幅
綿
布
の
販
売
も
お
こ
な
っ
た
。
し
か
し
、
一
九
一
二
年
六
月

に
日
本
綿
布
輸
出
組
合
が
解
散
し
た
た
め
、
満
州
に
お
け
る
三
井
物
産
の
綿
布
販
売
高
は
、
一
九
一
二
年
度
（
一
九
一
一
年
一
一
月
〜
一
九

一
二
年
一
〇
月
）
は
六
一
一
万
円
に
止
ま
り
、
一
九
一
三
年
度
に
五
六
八
万
円
に
減
少
し
た
。
一
九
一
四
年
度
に
は
増
加
し
た
も
の
の
、
一

九
一
五
年
度
に
は
四
九
三
万
円
ま
で
再
び
減
少
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
一
九
一
五
年
八
月
を
山
と
し
て
、
為
替
が
銀
高
・
円
安
に
転
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
大
尺
布
な
ど
の
販
売
が
伸
び
始
め
、
一

九
一
六
年
度
（
一
九
一
五
年
一
一
月
〜
一
九
一
五
年
一
〇
月
）
に
は
七
二
八
万
円
に
急
増
し
、
以
後
、
一
九
一
八
年
度
に
は
一
六
〇
二
万
円

へ
と
増
加
し
た
（
第
6
表
）。

三
井
物
産
綿
布
輸
出
に
お
け
る
満
州
の
比
率
は
、
一
九
一
四
年
五
六
・
九
％
も
の
高
さ
で
あ
り
、
華
北
（
天
津
支
店
な
ど
）・
華
中
（
上
海

支
店
な
ど
）
の
比
率
を
大
き
く
上
回
っ
て
お
り
、
依
然
と
し
て
満
州
は
三
井
物
産
の
最
大
の
綿
布
輸
出
先
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
、

三
井
物
産
に
よ
る
満
州
へ
の
輸
出
は
増
加
し
た
も
の
の
、
英
領
イ
ン
ド
へ
の
輸
出
が
急
増
し
、
華
北
・
華
中
へ
の
輸
出
も
伸
び
た
た
め
、
一

九
一
九
年
度
に
満
州
の
比
率
は
一
七
・
七
％
に
な
り
、
英
領
イ
ン
ド
（
三
四
・
六
％
）
の
半
分
に
ま
で
低
下
し
（
（7
（

た
。

つ
ぎ
に
三
井
物
産
全
体
の
綿
布
取
扱
高
を
み
よ
う
。
綿
布
取
扱
高
は
一
九
〇
六
年
三
一
一
万
円
か
ら
一
九
〇
七
年
に
は
六
六
九
万
円
に
急

増
し
、
日
本
か
ら
の
綿
布
輸
出
に
占
め
る
三
井
物
産
の
比
率
も
一
九
・
九
％
か
ら
四
〇
・
九
％
へ
と
極
端
に
高
く
な
っ
た
（
第
7
表
）。
三
井

物
産
の
比
率
は
一
九
一
〇
年
の
五
一
・
四
％
を
ピ
ー
と
し
て
、
こ
れ
以
降
、
比
率
が
低
下
す
る
も
の
の
、
一
九
一
〇
年
代
で
も
三
井
物
産
の

綿
布
輸
出
高
は
増
加
傾
向
を
示
し
て
お
り
、
比
率
は
一
九
一
九
年
で
も
日
本
の
輸
出
の
四
分
の
一
（
二
四
・
七
％
）
と
い
う
高
い
水
準
に
あ

っ
た
。
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（
1
）　
鈴
木
邦
夫
「
三
井
物
産
に
お
け
る
独
立
採
算
制
の
精
緻
化
と
商
品
部
で
の
運
用
の
内
実
」（『
三
井
文
庫
論
叢
』
四
九
，
二
〇
一
五
年
一
二

月
）
二
五
五
頁
。

（
2
）　
前
掲
、
鈴
木
邦
夫
「
三
井
物
産
に
お
け
る
独
立
採
算
制
の
精
緻
化
と
商
品
部
で
の
運
用
の
内
実
」
一
九
〇
―
一
九
二
頁
。

（
3
）　
棉
花
首
部
「
内
地
棉
布
製
織
中
社
持
ニ
関
ス
ル
願
」
一
八
九
三
年
六
月
三
日
（「
棉
布
買
持
特
許
之
件
」
一
八
九
九
年
六
月
六
日
提
出
、
三

井
物
産
「
理
事
会
議
案
」
一
八
九
八
―
一
八
九
九
年
、
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
　
物
産
一
二
一
。

（
4
）　「
綿
布
首
部
へ
『
シ
ー
チ
ン
グ
』
並
『
Ｔ
ク
ロ
ー
ス
』
五
百
俵
買
持
認
可
ノ
件
」
一
八
九
九
年
一
一
月
二
四
日
許
可
（
三
井
物
産
「
理
事
会

議
案
」
一
八
九
八
―
一
八
九
九
年
、
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
　
物
産
一
二
一
）、「
Ｔ
ク
ロ
ー
ス
並
シ
ー
チ
ン
グ
買
持
高
増
加
ノ
件
」
一
九
〇
〇
年

二
月
二
三
日
可
決
（
三
井
物
産
「
理
事
会
議
案
」
一
九
〇
〇
年
、
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
　
物
産
一
二
二
）。

（
5
）　
飯
田
義
一
「
願
」
一
九
〇
〇
年
八
月
二
一
日
（「
大
阪
支
店
買
持
品
ニ
付
指
令
案
」、
三
井
物
産
「
会
議
録
」
一
九
〇
〇
年
、
三
井
文
庫
所
蔵

史
料
　
物
産
一
四
五
）。

（
6
）　
三
井
物
産
「
支
店
長
会
議
議
事
録
」（
一
九
〇
三
年
）
一
二
六
頁
。
寺
島
昇
が
「
小
幅
ノ
機
械
織
ハ
如
何
」
と
質
問
し
た
の
に
対
し
て
、
藤

原
は
、「
名
古
屋
ヨ
リ
取
リ
寄
セ
タ
レ
ド
モ
」
と
表
現
し
て
い
る
の
で
、
藤
原
は
明
示
し
て
い
な
い
も
の
の
、
井
桁
商
会
製
の
織
機
で
製
織
さ

れ
た
可
能
性
が
非
常
に
高
い
。

（
7
）　
前
掲
、
飯
田
義
一
「
願
」
一
九
〇
〇
年
八
月
二
一
日
。

（
8
）　
三
井
物
産
営
業
部
は
、
赤
黒
味
を
帯
び
て
い
る
コ
コ
ナ
ダ
綿
（
イ
ン
ド
産
）
を
紡
績
会
社
に
依
頼
し
て
棉
糸
を
紡
ぎ
、
こ
の
綿
糸
を
下
野
棉

布
会
社
（
栃
木
県
河
内
郡
河
内
町
）
で
製
織
し
て
も
ら
っ
た
茶
木
綿
を
台
湾
に
輸
出
す
る
と
い
う
仕
組
み
を
作
り
上
げ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の

仕
組
み
に
よ
っ
て
、
一
九
〇
二
年
ま
で
に
「
茶
木
綿
ハ
台
湾
ニ
於
ケ
ル
当
社
ノ
独
占
商
売
ト
モ
称
ス
ヘ
キ
モ
ノ
」
に
な
っ
た
（「
茶
木
綿
十
万

反
迄
ヲ
限
リ
一
時
先
買
認
可
ノ
件
」
一
九
〇
二
年
四
月
二
九
日
可
決
、
三
井
物
産
「
重
役
会
議
案
」
一
九
〇
二
年
、
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
　
物

産
一
二
四
）。「
茶
木
綿
拾
五
万
反
先
買
認
可
之
件
」
一
九
〇
五
年
三
月
三
日
三
井
家
同
族
会
承
認
（
三
井
物
産
「
管
理
部
会
議
案
」
一
九
〇
五

年
、
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
　
物
産
一
二
七
）。

（
9
）　『
銀
行
会
社
要
録
』
第
一
一
版
（
一
九
〇
七
年
）
愛
知
県
七
九
―
八
〇
頁
。
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（
10
）　
前
掲
、
豊
田
自
動
織
機
製
作
所
『
四
十
年
史
』
四
四
頁
。

（
11
）　
三
井
物
産
名
古
屋
支
店
長
「
織
布
会
社
ヘ
譲
渡
ス
ヘ
キ
現
在
財
産
ノ
事
」（
本
店
重
役
宛
）
一
九
〇
五
年
一
一
月
二
〇
日
（「
名
古
屋
綿
布
工

場
譲
渡
之
件
」
一
九
〇
五
年
一
二
月
一
三
日
廻
議
、
三
井
物
産
「
会
議
案
」
一
九
〇
五
年
、
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
　
物
産
一
五
六
）。

（
12
）　
三
井
物
産
宛
名
古
屋
織
布
株
式
会
社
書
簡
（
一
九
〇
五
年
一
一
月
九
日
）（
前
掲
、「
名
古
屋
綿
布
工
場
譲
渡
之
件
」
一
九
〇
五
年
一
二
月
一

三
日
廻
議
）、
岡
野
悌
二
「
名
古
屋
織
布
会
社
之
件
」
一
九
〇
五
年
一
一
月
八
日
（
前
掲
、「
名
古
屋
綿
布
工
場
譲
渡
之
件
」
一
九
〇
五
年
一
二

月
一
三
日
廻
議
）。

（
13
）　
三
井
物
産
大
阪
支
店
「
説
明
書
」（「
輸
出
棉
布
損
失
金
補
填
方
ノ
件
」
一
九
〇
七
年
二
月
一
二
日
（
三
井
物
産
「
会
議
案
」
一
九
〇
六
―
一

九
〇
七
年
、
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
　
物
産
一
五
九
）。

（
14
）　「
軍
票
物
語
」（『
中
外
商
業
新
報
』
一
九
四
二
年
四
月
一
八
日
〜
）。

（
15
）　
宇
野
米
吉
『
山
辺
丈
夫
君
伝
』（
紡
織
雑
誌
社
、
一
九
一
八
年
）
四
二
頁
、
三
井
文
庫
編
『
三
井
事
業
史
』
第
三
巻
上
（
三
井
文
庫
、
一
九

八
〇
年
）
五
一
頁
。
満
州
視
察
を
『
三
井
事
業
史
』
は
四
月
、『
山
辺
丈
夫
君
伝
』
は
五
月
と
し
て
い
る
。『
三
井
事
業
史
』
の
出
所
は
、
三
井

物
産
「
満
州
と
三
井
」（
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
　
物
産
四
七
五
）
二
八
頁
と
思
わ
れ
る
。
営
口
を
四
月
に
訪
れ
た
こ
と
お
よ
び
斎
藤
恒
三
が
加

わ
っ
て
い
た
こ
と
は
、
井
上
泰
蔵
「
陳
情
書
」
一
九
〇
八
年
八
月
三
〇
日
（
三
井
物
産
「
管
理
部
会
議
案
」
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
　
物
産
一
三

二
）
で
、
明
治
三
九
年
四
月
中
に
藤
野
と
と
も
に
山
辺
、
斎
藤
ら
紡
績
会
社
の
重
役
が
営
口
支
店
を
訪
れ
た
と
い
う
記
述
か
ら
わ
か
る
。
満
州

だ
け
で
な
く
、
韓
国
も
視
察
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
『
渋
沢
栄
一
伝
記
資
料
』
第
一
〇
巻
、
四
九
八
頁
に
掲
載
の
「
大
日
本
紡
績
連
合
会
月

報
」
第
一
六
七
号
（
一
九
〇
六
年
七
月
）
の
「
満
韓
輸
出
棉
布
検
査
所
」
と
い
う
記
事
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。

（
16
）　
絹
川
太
一
『
本
邦
綿
糸
紡
績
史
』
第
六
巻
（
日
本
綿
業
倶
楽
部
、
一
九
四
二
年
）
一
九
七
―
二
〇
一
頁
、
高
村
直
助
『
日
本
紡
績
業
史
序

説
』
下
（
塙
書
房
、
一
九
七
一
年
）
一
八
四
―
一
八
五
頁
、
前
掲
、
村
上
勝
彦
「
日
本
資
本
主
義
に
よ
る
朝
鮮
綿
業
の
再
編
成
」（
小
島
麗
逸

編
『
日
本
帝
国
主
義
と
東
ア
ジ
ア
』
ア
ジ
ア
経
済
研
究
所
、
一
九
七
九
年
）
一
二
七
、
一
三
八
、
一
七
四
―
一
七
五
頁
。

（
17
）　
前
掲
、
絹
川
太
一
『
本
邦
綿
糸
紡
績
史
』
第
六
巻
、
二
〇
一
頁
。

（
18
）　
松
尾
音
次
郎
『
我
国
商
工
業
の
現
在
及
将
来
』（
北
文
館
、
一
九
一
四
年
）
一
九
五
―
二
〇
一
頁
に
掲
載
の
組
合
結
成
の
「
契
約
書
」
の
日
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付
が
明
治
三
九
年
三
月
八
日
な
の
で
、
設
立
日
を
こ
の
日
と
特
定
し
た
。
な
お
、
飯
島
幡
司
『
日
本
紡
績
史
』（
創
元
社
、
一
九
四
九
年
）
五

四
六
頁
で
は
三
月
一
日
に
組
合
を
組
織
し
た
と
し
て
い
る
。

（
19
）　
前
掲
、
松
尾
音
次
郎
『
我
国
商
工
業
の
現
在
及
将
来
』
二
〇
六
頁
、
三
井
物
産
「
支
店
長
会
議
議
事
録
」（
一
九
〇
七
年
）
三
二
八
、
三
三

一
頁
。
組
合
員
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
変
わ
っ
て
い
る
。
一
九
〇
六
年
九
月
に
金
巾
紡
織
は
大
阪
紡
績
に
合
併
し
て
組
合
員
か
ら
消
滅
（
組
合
員
は

二
社
）。
同
月
、
岡
山
紡
績
が
組
合
に
加
盟
（
組
合
員
は
三
社
）。
一
九
〇
七
年
二
月
、
岡
山
紡
績
が
絹
糸
紡
績
に
合
併
の
た
め
、
岡
山
紡
績
に

代
わ
っ
て
絹
糸
紡
績
が
加
盟
（
組
合
員
は
三
社
）。
し
か
し
一
九
一
一
年
初
め
に
絹
糸
紡
績
が
鐘
淵
紡
績
に
合
併
さ
れ
た
た
め
、
絹
糸
紡
績
に

代
わ
っ
て
鐘
淵
紡
績
が
組
合
に
加
盟
（
組
合
員
は
三
社
）。
し
か
し
、
ま
も
な
く
鐘
淵
紡
績
が
脱
退
（
組
合
員
は
二
社
）。
一
九
一
四
年
六
月
に

大
阪
・
三
重
が
合
併
し
て
東
洋
紡
績
、
両
社
に
代
わ
っ
て
東
洋
紡
績
が
加
盟
（
組
合
員
は
一
社
）

（
20
）　
前
掲
、
松
尾
音
次
郎
『
我
国
商
工
業
の
現
在
及
将
来
』
に
掲
載
の
契
約
書
で
は
、
第
一
七
条
の
該
当
部
分
は
「
弐
拾
反
入
壱
俵
に
付
、
金
何

円
を
支
払
ふ
へ
し
」
と
な
っ
て
い
る
。
契
約
書
の
原
文
で
は
、「
金
何
円
」
で
は
な
く
、「
金
弐
円
」
と
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
（
前
掲
、
絹

川
太
一
『
本
邦
綿
糸
紡
績
史
』
第
六
巻
、
二
〇
三
頁
）。

（
21
）　
前
掲
、
村
上
勝
彦
「
日
本
資
本
主
義
に
よ
る
朝
鮮
綿
業
の
再
編
成
」
一
四
〇
頁
。

（
22
）　
前
掲
、
絹
川
太
一
『
本
邦
綿
糸
紡
績
史
』
第
六
巻
、
二
〇
二
―
二
〇
三
頁
。

（
23
）　
前
掲
、
松
尾
音
次
郎
『
我
国
商
工
業
の
現
在
及
将
来
』
二
〇
六
―
二
〇
七
頁
。

（
24
）　『
東
棉
四
十
年
史
』（
東
洋
棉
花
、
一
九
六
〇
年
）
五
四
―
五
五
頁
。

（
25
）　
前
掲
、
飯
島
幡
司
『
日
本
紡
績
史
』
五
四
六
頁
。

（
26
）　
前
掲
、
松
尾
音
次
郎
『
我
国
商
工
業
の
現
在
及
将
来
』
一
八
五
頁
。
そ
の
後
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
組
合
員
は
変
化
し
た
。
一
九
〇
六
年
九
月
に

金
巾
紡
織
は
大
阪
紡
績
に
合
併
し
て
組
合
員
か
ら
消
滅
（
組
合
員
は
四
社
）。
一
九
〇
七
年
二
月
、
岡
山
紡
績
が
絹
糸
紡
績
に
合
併
さ
れ
た
た

め
、
岡
山
紡
績
に
代
わ
っ
て
絹
糸
紡
績
が
加
盟
（
組
合
員
は
四
社
）。
一
九
一
一
年
三
月
、
絹
糸
紡
績
が
鐘
淵
紡
績
に
合
併
さ
れ
た
た
め
、
絹

糸
紡
績
は
組
合
員
か
ら
消
滅
（
組
合
員
は
三
社
）。
一
九
一
一
年
、
天
満
紡
績
は
自
己
の
都
合
で
組
合
を
脱
退
（
組
合
員
は
二
社
）。
一
九
一
四

年
六
月
に
大
阪
・
三
重
が
合
併
し
て
東
洋
紡
績
と
な
り
、
両
社
に
代
わ
っ
て
東
洋
紡
績
が
加
盟
（
組
合
員
は
一
社
）。
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（
27
）　
大
日
本
紡
績
連
合
会
編
『
綿
糸
紡
績
事
情
参
考
書
』
第
六
次
（
一
九
〇
五
年
下
期
）。

（
28
）　『
支
那
経
済
全
書
』
第
七
輯
（
東
亜
同
文
会
、
一
九
〇
八
年
）
五
八
九
―
六
〇
〇
頁
。

（
29
）　
前
掲
、
松
尾
音
次
郎
『
我
国
商
工
業
の
現
在
及
将
来
』
一
八
五
頁
。

（
30
）　
前
掲
、
高
村
直
助
『
日
本
紡
績
業
史
序
説
』
下
、
一
八
八
頁
、
山
口
和
雄
編
著
『
日
本
産
業
金
融
史
研
究
　
紡
績
金
融
篇
』（
東
京
大
学
出

版
会
、
一
九
七
〇
年
）
二
二
三
頁
、
前
掲
、
三
井
文
庫
編
『
三
井
事
業
史
』
本
篇
第
三
巻
上
、
五
三
頁
、
前
掲
、
鈴
木
邦
夫
「
見
込
商
売
に
つ

い
て
の
覚
書
―
一
八
九
〇
年
代
後
半
〜
一
九
一
〇
年
代
の
三
井
物
産
―
」
三
九
―
四
〇
頁
。

（
31
）　
三
井
物
産
「
三
井
物
産
支
店
長
会
議
議
事
録
」（
一
九
〇
七
年
）
三
二
八
―
三
二
九
頁
。
大
阪
支
店
長
藤
野
亀
之
助
は
「
此
取
扱
契
約
ハ
本

年
七
月
ヲ
以
テ
一
ヶ
年
ノ
期
限
到
来
シ
、
七
月
以
後
ハ
紡
績
会
社
ノ
利
益
有
無
如
何
ニ
拘
ハ
ラ
ス
我
々
ハ
手
数
料
ヲ
受
ク
ヘ
キ
契
約
ナ
リ
シ
、

勿
論
一
ヶ
年
内
ニ
テ
モ
紡
績
会
社
ニ
於
テ
損
失
ナ
キ
ニ
至
ラ
ハ
手
数
料
ヲ
受
ク
ヘ
キ
契
約
ナ
リ
シ
」
と
述
べ
て
い
る
。

（
32
）　
松
元
宏
『
三
井
財
閥
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
九
年
）
四
四
一
、
四
五
四
頁
な
ど
。

（
33
）　
前
掲
、
松
尾
音
次
郎
『
我
国
商
工
業
の
現
在
及
将
来
』
一
八
五
頁
。

（
34
）　
前
掲
、
松
尾
音
次
郎
『
我
国
商
工
業
の
現
在
及
将
来
』
一
八
五
―
一
八
六
頁

（
35
）　
前
掲
、
井
上
泰
蔵
「
陳
情
書
」
一
九
〇
八
年
八
月
三
〇
日
。

（
36
）　
井
上
泰
蔵
「
満
州
商
売
拡
張
ノ
タ
メ
商
品
買
持
ノ
件
」
一
九
〇
六
年
六
月
二
七
日
（
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
　
物
産
一
二
九
）、
前
掲
、
鈴
木

邦
夫
「
見
込
商
売
に
つ
い
て
の
覚
書
―
一
八
九
〇
年
代
後
半
〜
一
九
一
〇
年
代
の
三
井
物
産
―
」
七
八
頁
。

（
37
）　
三
井
物
産
牛
荘
支
店
長
「
手
持
品
之
件
」
一
九
〇
八
年
八
月
一
九
日
（「
牛
荘
支
店
へ
商
品
先
買
認
可
之
件
」
一
九
〇
八
年
九
月
二
一
日
施

行
、
三
井
物
産
「
会
議
書
」
一
九
〇
八
年
、
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
　
物
産
一
六
四
。

（
38
）　
小
田
関
太
郎
編
『
満
州
ニ
於
ケ
ル
棉
布
及
棉
糸
』（
関
東
都
督
府
民
政
部
庶
務
課
、
一
九
一
五
年
）
六
三
頁
。

（
39
）　『
満
州
ニ
於
ケ
ル
棉
布
』（
関
東
都
督
府
民
政
部
、
一
九
一
一
年
）
一
〇
一
頁
。

（
40
）　
一
八
九
六
年
東
清
鉄
道
条
約
第
一
〇
条
に
よ
っ
て
、
露
清
国
境
で
の
鉄
道
に
よ
る
陸
路
輸
送
貨
物
に
つ
い
て
輸
入
税
を
三
分
の
一
を
軽
減
す

る
こ
と
に
な
っ
た
。
つ
い
で
一
九
〇
五
年
日
清
附
属
条
約
第
一
一
条
に
よ
っ
て
日
本
に
対
し
て
最
恵
国
待
遇
が
与
え
ら
れ
た
。
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一
九
一
一
年
安
奉
線
改
築
工
事
が
竣
工
し
、
鉄
道
に
よ
っ
て
国
境
の
通
過
可
能
と
な
っ
た
。
露
清
国
境
と
同
じ
く
鉄
道
に
よ
る
国
境
通
過
が

可
能
に
な
っ
た
た
め
、
一
九
一
一
年
一
〇
月
の
日
清
条
約
附
属
条
約
で
「
満
韓
国
境
貿
易
に
関
し
て
は
双
方
互
い
に
最
恵
国
の
待
遇
を
与
ふ

る
」
と
い
う
条
項
を
取
り
決
め
た
。
そ
れ
に
基
づ
き
、
一
九
一
三
年
に
日
本
政
府
は
露
清
間
の
取
極
め
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
六
月
二
日
か

ら
中
国
政
府
は
輸
入
税
軽
減
を
実
施
し
た
（
南
満
州
鉄
道
『
運
賃
問
題
と
其
実
績
』
一
九
二
五
年
）。

	

　
一
九
一
四
年
の
満
州
へ
の
綿
布
輸
入
は
大
連
一
七
％
、
安
東
三
六
％
、
営
口
四
七
％
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
一
九
一
六
年
か
ら
安
奉
線
で
の

綿
布
運
賃
が
三
割
軽
減
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
満
州
へ
の
一
九
二
二
―
一
九
二
六
年
平
均
の
綿
布
輸
入
は
大
連
一
八
％
、
安
東
六
八
％
、
営

口
一
〇
％
へ
変
化
し
、
安
東
が
主
と
な
っ
た
（
許
淑
女
真
「
川
口
華
商
に
つ
い
て
」、
平
野
健
一
郎
編
『
近
代
日
本
と
ア
ジ
ア
』
東
京
大
学
出

版
会
、
一
九
八
四
年
、
一
一
一
頁
）。

（
41
）　
前
掲
、
小
田
関
太
郎
編
『
満
州
ニ
於
ケ
ル
棉
布
及
棉
糸
』
六
九
頁
。

（
42
）　
南
満
州
鉄
道
調
査
課
編
『
北
支
那
貿
易
年
報
』（
南
満
州
鉄
道
、
一
九
一
七
年
）。

（
43
）　
前
牛
荘
支
店
長
の
井
上
泰
蔵
は
、
一
九
〇
七
年
末
よ
り
一
％
の
手
数
料
を
貰
い
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
と
記
し
て
い
る
（
前
掲
、
井
上
泰
蔵

「
陳
情
書
」
一
九
〇
八
年
八
月
三
〇
日
）。

（
44
）　
三
井
物
産
「
元
帳
」
一
九
〇
六
年
下
期
、
同
一
九
〇
七
年
上
期
、
同
一
九
〇
八
年
上
期
、
一
九
〇
八
年
下
期
、
一
九
〇
九
年
上
期
（
三
井
文

庫
所
蔵
史
料
　
物
産
八
六
七
、
物
産
八
七
七
、
物
産
九
〇
〇
、
物
産
九
一
三
、
物
産
九
二
五
）、
前
掲
、
鈴
木
邦
夫
「
見
込
商
売
に
つ
い
て
の

覚
書
―
一
八
九
〇
年
代
後
半
〜
一
九
一
〇
年
代
の
三
井
物
産
―
」
三
九
頁
、
前
掲
。
井
上
泰
蔵
「
陳
情
書
」
一
九
〇
八
年
八
月
三
〇
日
。

（
45
）　
三
井
物
産
「
事
業
報
告
書
」
一
九
一
三
年
上
期
（
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
　
物
産
六
一
五
―
六
）。

（
46
）　『
日
本
登
録
商
標
大
全
』
第
三
編
（
東
京
書
院
、
一
九
〇
五
年
）
第
三
一
類
五
五
頁
。

（
47
）　
前
掲
、
小
田
関
太
郎
編
『
満
州
ニ
於
ケ
ル
棉
布
及
棉
糸
』
二
〇
一
頁
。

（
48
）　
前
掲
、
三
井
物
産
「
事
業
報
告
書
」
一
九
一
三
年
上
期
。

（
49
）　
三
井
物
産
「
事
業
報
告
書
」
一
九
一
三
年
下
期
（
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
　
物
産
六
一
五
―
六
）。

（
50
）　
大
蔵
省
主
税
局
編
『
外
国
貿
易
概
覧
』
一
九
一
七
年
版
（
大
蔵
省
主
税
局
、
一
九
二
四
年
）、
二
五
二
頁
。
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（
51
）　
綿
糸
布
販
売
の
主
要
な
日
系
商
店
で
一
九
一
五
年
頃
に
店
舗
を
構
え
て
い
た
の
は
、
三
井
物
産
が
一
一
都
市
、
日
信
洋
行
（
日
本
綿
花
株
式

会
社
の
中
国
名
。
一
九
一
三
年
五
月
大
連
に
出
張
所
開
設
）
が
六
都
市
、
永
順
洋
行
（
一
九
〇
五
年
八
月
二
五
日
大
連
で
開
業
。
大
連
で
は
三

井
物
産
に
次
ぐ
位
置
）
が
五
都
市
、
湯
浅
洋
行
（
神
戸
の
湯
浅
商
店
の
中
国
名
。
一
九
〇
五
年
に
出
張
所
開
設
）
が
四
都
市
、
鈴
木
商
店
（
一

九
一
二
年
大
連
に
出
張
所
開
設
）
が
四
都
市
、
角
田
洋
行
（
本
店
は
大
連
）
が
二
都
市
な
ど
で
あ
っ
た
。
前
掲
、
小
田
関
太
郎
編
『
満
州
ニ
於

ケ
ル
棉
布
及
棉
糸
』
一
〇
四
―
一
〇
五
頁
な
ど
。

（
52
）　
三
井
物
産
大
阪
支
店
長
福
井
菊
三
郎
「
棉
布
買
持
制
限
増
加
願
」
一
九
〇
五
年
九
月
九
日
（「
大
坂
支
店
棉
布
先
買
高
増
加
ノ
件
」
一
九
〇

五
年
一
〇
月
九
日
可
決
、
三
井
物
産
「
管
理
部
会
議
案
」
一
九
〇
五
年
、
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
　
物
産
一
二
七
）。

（
53
）　
前
掲
、
鈴
木
邦
夫
「
見
込
商
売
に
つ
い
て
の
覚
書
―
一
八
九
〇
年
代
後
半
〜
一
九
一
〇
年
代
の
三
井
物
産
―
」
七
八
頁
。

（
54
）　
前
掲
、
鈴
木
淳
『
明
治
の
機
械
工
業
―
そ
の
生
成
と
展
開
―
』
三
二
七
―
三
二
八
頁
。

（
55
）　
つ
ぎ
に
引
用
す
る
大
庭
敏
太
郎
「
支
那
土
布
ノ
事
」
一
九
〇
六
年
一
月
二
六
日
（「
安
東
県
へ
輸
出
ノ
小
幅
綿
布
ニ
対
ス
ル
損
失
本
店
負
担

方
ノ
件
」、
三
井
物
産
「
会
議
録
」
一
九
〇
六
年
、
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
　
物
産
一
五
七
）。
で
は
安
東
で
調
査
し
た
た
め
、
中
尺
布
、
清
水
布
、

高
橋
布
、
套
布
を
代
表
的
な
土
布
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
満
州
全
体
で
み
る
と
、
需
要
が
最
も
多
い
の
は
大
尺
布
で
あ
り
、
そ
の
他
に
代
表

的
な
も
の
は
清
水
布
、
高
橋
布
、
套
布
で
あ
っ
た
。
安
東
で
は
大
尺
布
で
は
な
く
、
中
尺
布
の
需
要
が
飛
び
抜
け
て
大
き
い
例
外
的
な
土
地
で

あ
っ
た
（
前
掲
、
小
田
関
太
郎
編
『
満
州
ニ
於
ケ
ル
棉
布
及
棉
糸
』
一
三
〇
頁
）。

（
56
）　
前
掲
、
大
庭
敏
太
郎
「
支
那
土
布
ノ
事
」
一
九
〇
六
年
一
月
二
六
日

（
57
）　「
本
店
本
部
ニ
輸
出
奨
励
課
ヲ
設
置
ス
ル
ノ
件
」
一
九
〇
五
年
一
〇
月
九
日
三
井
家
同
族
会
認
可
（
三
井
物
産
「
管
理
部
会
議
案
」
一
九
〇

五
年
、
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
　
物
産
一
二
七
）。

（
58
）　
三
井
物
産
「
支
店
長
会
議
議
事
録
」（
一
九
〇
六
年
）
二
一
三
頁
。

（
59
）　
前
掲
、
三
井
物
産
大
阪
支
店
「
説
明
書
」。

（
60
）　
前
掲
、
三
井
物
産
大
阪
支
店
「
説
明
書
」。

（
61
）　
前
掲
、「
輸
出
棉
布
損
失
金
補
填
方
ノ
件
」
一
九
〇
七
年
二
月
一
二
日
。



三井物産による海外綿布市場の開拓と織機メーカー・織布工場（鈴木）

89

（
62
）　
三
井
物
産
「
三
井
物
産
支
店
長
会
議
議
事
録
」（
一
九
〇
七
年
）
三
四
四
頁
。

（
63
）　
三
井
物
産
「LE

D
G

E
R

」
一
九
〇
九
年
上
期
（
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
　
物
産
九
二
五
）。
一
九
〇
九
年
八
月
二
〇
日
付
け
で
積
立
金
を
取
り

崩
し
た
。

（
64
）　
三
井
物
産
「LE

D
G

E
R

」
一
九
〇
九
年
下
期
（
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
　
物
産
九
五
七
）。

（
65
）　
中
国
関
内
か
ら
満
州
へ
輸
送
の
商
品
は
、
沿
岸
貿
易
税
（
輸
入
税
の
半
額
）
が
賦
課
さ
れ
、
輸
入
と
し
て
貿
易
統
計
に
計
上
さ
れ
る
。
沿
岸

貿
易
税
が
廃
止
さ
れ
る
の
は
一
九
三
一
年
で
あ
る
。
陸
軍
省
調
査
班
編
『
支
那
及
び
満
州
海
関
制
度
』（
一
九
三
二
年
）
一
二
頁
。

（
66
）　
一
八
九
九
年
六
月
二
六
日
登
録
（『
日
本
登
録
商
標
大
全
』
第
三
編
、
東
京
書
院
、
一
九
〇
五
年
、
第
三
一
類
八
五
頁
）。

（
67
）　
大
蔵
省
主
税
局
編
『
外
国
貿
易
概
覧
』
一
九
一
六
年
版
（
大
蔵
省
主
税
局
、
一
九
二
四
年
）
二
三
五
頁
。

（
68
）　『
外
国
貿
易
概
覧
』
一
九
二
一
年
版
（
大
蔵
省
主
税
局
、
一
九
二
四
年
）
一
四
〇
頁
。

（
69
）　
杉
浦
英
一
『
中
京
財
界
史
』
下
（
中
部
経
済
新
聞
社
、
一
九
五
六
年
）
四
二
―
四
三
頁
。

（
70
）　
橋
口
勝
利
「
一
九
二
〇
年
恐
慌
前
後
の
日
本
綿
業
―
中
京
圏
の
綿
糸
取
引
信
用
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
社
会
経
済
史
学
』
七
七
―
三
，
二
〇
一

一
年
一
一
月
）
三
二
―
三
三
頁
。

（
71
）　
前
掲
、『
満
州
ニ
於
ケ
ル
棉
布
』
一
一
八
頁
。

（
72
）　
満
鉄
経
済
調
査
会
編
『
満
州
経
済
年
報
』
一
九
三
四
年
版
（
改
造
社
、
一
九
三
五
年
）
一
二
七
頁
。

（
73
）　
三
井
物
産
「
事
業
報
告
書
」
各
期
。

（
74
）　
張
暁
紅
『
近
代
中
国
東
北
地
域
の
綿
業
―
奉
天
市
の
中
国
人
綿
織
物
業
を
中
心
と
し
て
―
』（
大
学
教
育
出
版
、
二
〇
一
七
年
）
六
四
―
六

五
頁
。

（
75
）　
日
本
か
ら
の
足
踏
み
機
の
輸
入
は
、
満
州
だ
け
で
な
く
、
華
北
の
高
陽
で
も
お
こ
な
わ
れ
た
。
直
隷
省
の
直
隷
工
芸
局
は
日
本
か
ら
こ
の
織

機
の
指
導
員
を
招
聘
し
た
と
い
う
。
こ
の
織
機
で
は
機
械
制
綿
糸
が
使
用
さ
れ
、
生
産
さ
れ
た
綿
布
は
輸
入
綿
布
と
比
較
し
て
も
遜
色
が
な
か

っ
た
と
い
う
（
リ
ン
ダ
・
グ
ロ
ー
ブ
「
華
北
に
お
け
る
対
外
貿
易
と
国
内
市
場
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
形
成
」、
杉
山
伸
也
・
リ
ン
ダ
・
ブ
ロ
ー
ブ

編
『
近
代
ア
ジ
ア
の
流
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
』
創
文
社
、
一
九
九
九
年
）
一
〇
八
頁
。
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（
76
）　
前
掲
、
張
暁
紅
『
近
代
中
国
東
北
地
域
の
綿
業
―
奉
天
市
の
中
国
人
綿
織
物
業
を
中
心
と
し
て
―
』
六
四
頁
。

（
77
）　
前
掲
、
張
暁
紅
『
近
代
中
国
東
北
地
域
の
綿
業
―
奉
天
市
の
中
国
人
綿
織
物
業
を
中
心
と
し
て
―
』
六
九
頁
。

（
78
）　
一
九
一
七
年
度
の
三
井
物
産
綿
布
輸
出
の
販
売
額
六
九
二
四
万
円
、
う
ち
英
領
イ
ン
ド
二
四
〇
二
万
円
（
三
四
・
六
％
）、
満
州
一
二
二
六
万

円
（
一
七
・
七
％
）、
華
中
九
三
七
万
円
（
一
三
・
五
％
）、
華
北
七
二
四
万
円
（
一
〇
・
四
％
）
で
あ
っ
た
。
三
井
物
産
「
事
業
報
告
書
」
一
九

一
七
年
上
期
、
同
下
期
。

お
わ
り
に

一
八
九
七
年
一
二
月
七
日
か
ら
一
九
三
二
年
一
二
月
七
日
ま
で
の
三
五
年
間
、
三
井
物
産
は
プ
ラ
ッ
ト
社
と
の
契
約
に
縛
ら
れ
て
、
日
本

の
製
造
家
・
製
造
会
社
（
合
名
会
社
井
桁
商
会
、
豊
田
商
会
、
豊
田
式
織
機
株
式
会
社
、
豊
田
自
動
織
機
製
作
所
）
と
の
間
で
公
然
と
一
手

販
売
契
約
を
結
ぶ
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
三
井
物
産
は
日
本
製
の
織
機
を
公
然
と
広
告
し
、
販
売
す
る
こ
と
が
で
き
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
制
約
を
受
け
な
が
ら
、
三
井
物
産
は
事
実
上
一
手
販
売
を
引
き
受
け
て
日
本
製
の
織
機
を
販
売
し
た
。
こ
れ
ら
の
織
機
は
、
豊

田
佐
吉
の
発
明
に
関
わ
る
織
機
で
あ
っ
た
。

豊
田
佐
吉
の
発
明
に
関
わ
る
織
機
と
綿
布
輸
出
の
対
応
関
係
を
整
理
し
よ
う
。
ま
ず
そ
の
予
備
的
考
察
と
し
て
、
豊
田
佐
吉
発
明
の
織
機

が
含
ま
れ
て
い
る
力
織
機
台
数
（
第
7
表
「
力
織
機
台
数
」
の
「
そ
の
他
」）
の
推
移
を
み
る
と
、
一
九
〇
四
年
一
万
〇
五
五
一
台
以
降
緩

や
か
に
増
加
し
、
一
九
〇
七
年
に
一
万
九
六
九
四
台
へ
急
増
し
、
以
後
更
に
急
増
し
、
一
九
一
五
年
に
は
一
〇
万
八
八
八
三
台
に
到
達
し
た
。

つ
ま
り
一
九
〇
七
年
か
ら
小
幅
織
機
の
設
置
が
急
増
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。

さ
ら
に
、
二
つ
目
の
予
備
的
考
察
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
小
幅
織
機
に
よ
っ
て
製
織
さ
れ
た
綿
布
の
輸
出
動
向
を
み
よ
う
。
日
本
の
貿
易
統
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計
で
は
、
日
本
か
ら
満
州
へ
輸
出
さ
れ
る
「
大
尺
布
」（
擬
似
土
布
の
総
称
）
は
「
白
木
綿
」（「
生
地
ノ
モ
ノ
（
大
尺
布
）」
と
「
晒
シ
タ
ル

モ
ノ
（
白
木
綿
）」
の
合
（
（
（
計
）
に
含
ま
れ
て
い
る
。
ま
た
日
本
の
貿
易
統
計
で
は
、
満
州
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
「
清
国
」（
中
国
）
に
含
ま

れ
て
い
る
。
検
討
す
る
時
期
で
は
、
大
尺
布
の
ほ
と
ん
ど
が
満
州
に
輸
出
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、「
白
木
綿
の
う
ち
中
国
」
欄
で

満
州
向
け
大
尺
布
輸
出
の
動
向
を
推
測
し
よ
う
（
第
7
表
）。
こ
の
欄
の
輸
出
金
額
は
、
一
九
〇
六
年
に
前
年
の
一
〇
倍
近
い
二
三
万
円
に

急
増
し
た
も
の
の
、
翌
一
九
〇
七
年
三
万
円
に
急
減
し
、
そ
の
後
一
九
〇
九
年
か
ら
再
び
増
加
し
て
い
く
。
一
九
一
三
年
に
至
っ
て
二
三
四

万
円
に
急
増
し
、
以
後
一
九
一
九
年
ま
で
増
加
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
い
っ
た
ん
は
増
加
し
た
も
の
の
、
一
九
〇
七
年
に
急
減
し
、
一
九
一

三
年
に
急
増
し
て
い
る
。

つ
ぎ
に
織
機
の
型
式
と
輸
出
と
の
対
応
関
係
を
み
よ
う
。
一
九
一
三
年
時
点
で
み
る
と
、
主
要
な
織
布
一
二
府
県
で
の
非
兼
営
織
布
力
織

機
数
（
綿
・
絹
・
麻
・
交
織
）
の
う
ち
、
機
種
の
判
明
す
る
四
万
六
五
一
六
台
の
内
訳
を
み
る
と
、「
豊
田
式
」
は
一
万
五
六
三
七
台
、「
井

桁
式
」
一
九
三
七
台
で
あ
る
。
合
計
一
万
七
五
七
四
台
は
判
明
分
の
三
七
・
七
％
で
あ
る
。
絹
用
が
か
な
り
含
ま
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る

「
原
田
式
」
九
四
〇
八
台
（
原
田
元
次
郎
の
出
自
は
大
阪
の
製
糸
業
者
）
を
除
く
と
四
七
・
三
％
、
約
五
割
を
占
め
（
（
（
る
。
し
た
が
っ
て
井
桁
商

会
製
・
豊
田
商
会
製
・
豊
田
式
織
機
株
式
会
社
製
の
織
機
の
型
式
・
製
造
開
始
年
を
、
日
本
か
ら
の
小
幅
綿
布
（
特
に
大
尺
布
）
と
の
関
連

で
み
る
こ
と
に
は
意
味
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

日
露
戦
争
後
、
井
桁
商
会
製
の
織
機
（
一
八
九
九
年
か
ら
製
造
）
と
豊
田
商
会
製
の
織
機
（
一
九
〇
五
年
か
ら
製
造
）
に
支
え
ら
れ
て

（
な
か
で
も
三
十
八
年
式
動
力
織
機
、
一
台
八
五
円
）、
一
九
〇
六
年
に
小
幅
綿
布
の
朝
鮮
向
け
輸
出
と
満
州
向
け
輸
出
（
大
尺
布
）
が
増
加

し
た
。
と
こ
ろ
が
「
製
織
工
賃
割
高
ナ
ル
ト
銀
塊
ノ
大
暴
落
ニ
遇
ヒ
多
大
ノ
損
失
ヲ
来
シ
一
時
満
州
市
場
ヨ
リ
手
ヲ
控
フ
ル
ノ
止
ム
ナ
キ
ニ

至
」
っ
（
（
（
た
。
一
九
〇
六
年
に
は
豊
田
商
会
が
輸
出
向
け
小
幅
木
綿
用
の
「
三
十
九
年
式
動
力
織
機
」（
一
台
九
五
円
）
を
発
売
し
、
翌
年
か

ら
豊
田
式
織
機
株
式
会
社
が
製
造
を
引
き
継
い
（
（
（

だ
。
新
た
な
織
機
が
発
売
さ
れ
た
も
の
の
、
一
九
〇
七
年
九
月
か
ら
銀
安
（
円
高
）
方
向
に
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為
替
レ
ー
ト
が
動
い
た
た
（
（
（

め
、
満
州
へ
の
輸
出
は
大
き
く
制
約
さ
れ
た
。
豊
田
式
織
機
株
式
会
社
は
、
一
九
〇
九
年
五
月
か
ら
改
良
型
木
鉄

混
製
織
機
（
小
幅
。
Ｉ
式
）
を
発
売
し
た
（
製
造
台
数
六
〇
八
八
台
）。
も
し
こ
の
織
機
の
導
入
に
よ
っ
て
輸
出
向
け
綿
布
生
産
が
お
こ
な

わ
れ
た
と
す
る
と
、
生
産
性
が
上
昇
し
た
は
ず
で
あ
（
（
（
る
。
そ
の
後
、
一
九
一
一
年
九
月
か
ら
為
替
レ
ー
ト
が
銀
高
（
円
安
）
方
向
に
変
化
し
、

為
替
に
よ
る
好
条
件
が
生
ま
れ
（
（
（

た
。
そ
の
た
め
、
大
尺
布
に
対
す
る
需
要
が
増
加
し
始
め
、
一
九
一
三
年
頃
に
は
、
満
州
へ
の
大
尺
布
輸
出

が
著
し
く
増
加
し
、
つ
い
に
「
南
満
州
ヨ
リ
支
那
土
布
ヲ
駆
逐
ス
ル
ニ
（
（
（
至
」
っ
た
。
日
本
の
大
尺
布
が
侵
食
で
き
な
い
地
域
と
し
て
北
満
州

が
残
っ
た
。

南
満
州
で
日
本
の
大
尺
布
が
市
場
で
主
要
な
位
置
を
占
め
た
一
九
一
三
年
頃
で
は
、
日
本
製
大
尺
布
は
中
国
製
大
尺
布
と
の
類
似
性
が
薄

れ
、
日
本
独
特
の
品
質
を
持
つ
（
つ
ま
り
「
別
個
ノ
売
品
タ
ル
ノ
観
」）
よ
う
に
な
り
、
と
く
に
南
満
州
で
は
中
国
人
の
嗜
好
が
こ
の
独
特

の
品
質
を
持
つ
日
本
製
を
好
む
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
（
か
つ
て
一
九
〇
六
年
に
三
井
物
産
の
大
庭
敏
太
郎
が
予
測
し
た
よ
う
な
状
況
に
変

化
）。
そ
の
た
め
中
国
関
内
の
織
布
工
場
の
な
か
に
は
「
日
本
大
尺
布
ヲ
模
造
セ
ン
ト
シ
ツ
ツ
ア
ル
ノ
一
奇
観
ヲ
呈
ス
ル
ニ
至
」
っ
た
と
い

う
。
た
だ
し
、
北
満
州
で
は
依
然
と
し
て
中
国
製
土
布
が
好
ま
れ
た
た
め
、
日
本
の
織
布
工
場
で
は
北
満
州
向
け
に
中
国
土
布
を
「
模
造
セ

ン
ト
ス
ル
傾
向
」
が
あ
る
と
い
（
（
（

う
。

つ
ぎ
に
三
井
物
産
の
織
機
販
売
と
綿
布
買
付
け
と
の
関
係
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
先
述
の
よ
う
に
一
九
〇
六
年
七
月
頃
に
は
「
豊
田
の
織

機
を
有
す
る
者
」
が
組
合
を
組
織
し
（
総
数
九
九
二
台
）、
製
品
の
販
売
を
名
古
屋
支
店
へ
委
託
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
た
め
、
三
井

物
産
は
こ
の
組
合
か
ら
満
州
向
け
小
幅
綿
布
（
大
尺
布
な
ど
）
を
調
達
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
例
で
は
、
三
井
物
産
に
よ
る
織
機
販

売
と
織
布
買
付
け
が
連
動
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
例
は
例
外
の
よ
う
で
あ
る
。
三
井
物
産
が
織
機
を
多
く
販
売
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
三

井
物
産
は
織
機
販
売
先
の
織
布
工
場
（
あ
る
い
は
そ
れ
ら
が
組
織
さ
れ
た
組
合
）
か
ら
綿
布
を
買
い
付
け
や
す
く
な
る
と
い
う
関
係
は
な
か

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
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一
八
九
八
年
一
二
月
七
日
付
け
で
締
結
し
た
三
井
物
産
と
プ
ラ
ッ
ト
社
と
の
総
代
理
店
契
約
が
、
そ
の
後
、
一
九
三
二
年
一
二
月
七
日
ま

で
三
井
物
産
の
日
本
製
織
機
取
扱
を
制
約
し
た
。
も
し
、
プ
ラ
ッ
ト
社
か
ら
の
制
約
が
な
か
っ
た
と
す
る
と
、
三
井
物
産
は
日
本
の
織
機
製

造
者
と
の
間
で
、
よ
り
緊
密
な
関
係
（
出
資
・
経
営
参
画
や
速
や
か
な
一
手
販
売
契
約
の
締
結
）
を
結
び
、
日
本
製
織
機
を
公
然
と
広
告
し

て
、
よ
り
大
量
に
織
機
を
販
売
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
よ
り
大
量
の
織
機
販
売
が
綿
布
の
買
付

け
・
販
売
に
結
び
つ
く
わ
け
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
プ
ラ
ッ
ト
社
か
ら
の
制
約
に
よ
る
影
響
は
三
井
物
産
の
織
機
販
売
だ
け
に
限
定
さ
れ

た
と
考
え
ら
れ
る
。

［
付
記
］　
本
稿
は
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費
20
Ｋ01803

の
助
成
を
受
け
た
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

（
1
）　
一
九
三
一
年
版
の
『
日
本
貿
易
年
表
』
で
の
「
白
木
綿
」
の
内
訳
。『
横
浜
市
史
』
資
料
篇
二
（
増
訂
版
）
注
釈
編
（
横
浜
市
、
一
九
八
〇

年
）
五
三
頁
。

（
2
）　
前
掲
、
鈴
木
淳
『
明
治
の
機
械
工
業
―
そ
の
生
成
と
展
開
―
』
二
五
六
―
二
五
七
頁
。

（
3
）　
前
掲
、
小
田
関
太
郎
編
『
満
州
ニ
於
ケ
ル
棉
布
及
棉
糸
』
八
四
頁
。

（
4
）　
前
掲
、
鈴
木
淳
『
明
治
の
機
械
工
業
―
そ
の
生
成
と
展
開
―
』
三
二
九
頁
。

（
5
）　
上
海
向
け
参
着
払
（
日
本
円
一
円
に
付
き
、
上
海
両
）
の
平
均
は
、
一
九
〇
七
年
八
月
六
六
両
七
四
一
を
底
と
し
て
、
以
後
、
上
昇
傾
向
に

転
じ
、
一
九
〇
八
年
一
二
月
に
は
九
一
両
一
三
に
ま
で
到
達
し
た
。
こ
の
間
、
日
本
円
は
三
六
・
五
％
も
上
昇
し
て
い
る
。『
金
融
事
項
参
考

書
』
一
八
一
二
年
四
月
調
（
大
蔵
省
理
財
局
、
一
九
一
二
年
）
七
〇
四
―
七
〇
五
頁
。

（
6
）　
前
掲
、
豊
田
式
織
機
『
創
立
三
十
年
記
念
誌
』
九
九
―
一
〇
〇
頁
。
こ
の
Ｉ
式
織
機
で
輸
出
向
け
の
綿
布
を
製
造
可
能
か
特
定
で
き
な
い
。

（
7
）　
上
海
向
け
参
着
払
（
日
本
円
一
円
に
付
き
、
上
海
両
）
の
平
均
は
、
一
九
一
一
年
八
月
の
八
五
円
一
五
三
を
山
と
し
て
、
九
月
か
ら
下
落
傾



94

向
に
転
じ
、
一
九
一
四
年
六
月
ま
で
八
〇
円
を
下
回
る
水
準
で
推
移
し
た
。

（
8
）　
前
掲
、
小
田
関
太
郎
編
『
満
州
ニ
於
ケ
ル
棉
布
及
棉
糸
』
八
四
頁
。

（
9
）　
前
掲
、
小
田
関
太
郎
編
『
満
州
ニ
於
ケ
ル
棉
布
及
棉
糸
』
八
四
―
八
五
頁
。

編
集
者
付
記

鈴
木
邦
夫
氏
は
本
論
文
入
稿
後
の
二
〇
二
二
年
一
二
月
一
六
日
に
亡
く
な
り
、
鈴
木
氏
が
長
年
取
り
組
ん
で
き
た
三
井
物
産
研
究
の
一
部

を
な
す
本
論
文
は
そ
の
遺
稿
と
な
っ
た
。
謹
ん
で
、
哀
悼
の
意
を
表
し
ま
す
。
な
お
、
校
正
は
鈴
木
氏
に
よ
る
指
示
を
踏
ま
え
つ
つ
、
武
田

晴
人
が
担
当
し
た
。

鈴
木
氏
は
一
九
四
八
年
生
ま
れ
。
東
京
大
学
大
学
院
経
済
学
研
究
科
単
位
取
得
退
学
後
、
一
九
七
九
年
四
月
、
三
井
文
庫
研
究
員
に
着
任

し
た
。
一
九
八
七
年
よ
り
電
気
通
信
大
学
、
二
〇
〇
一
年
よ
り
埼
玉
大
学
。『
三
井
事
業
史
　
本
篇
第
三
巻
下
』（
二
〇
〇
一
）
を
執
筆
、
二

〇
〇
三
年
に
同
書
で
博
士
号
を
取
得
。
特
に
戦
前
三
井
物
産
の
経
営
研
究
を
重
ね
た
ほ
か
、
経
営
者
・
企
業
の
美
術
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
関
す

る
研
究
も
行
っ
た
。
編
著
に
『
満
洲
企
業
史
研
究
』（
日
本
経
済
評
論
社
、
二
〇
〇
七
）、
近
年
の
論
文
に
「
三
井
物
産
の
為
替
リ
ス
ク
管

理
：
一
九
二
〇
年
代
～
一
九
三
〇
年
代
を
中
心
に
」（『
三
井
文
庫
論
叢
』
五
五
、
二
〇
二
一
）
が
あ
る
。
二
〇
二
三
年
三
月
に
は
鈴
木
邦
夫

「
独
立
採
算
制
単
位
と
組
織
間
・
職
員
間
の
競
争
―
三
井
物
産
の
場
合
」
岡
崎
哲
二
・
大
石
直
樹
編
『
戦
前
期
日
本
の
総
合
商
社
』（
東
京
大

学
出
版
会
）
が
刊
行
予
定
。
な
お
、『
社
会
科
学
論
集
』
一
四
二
号
に
二
〇
一
三
年
度
ま
で
の
業
績
一
覧
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
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資
料
1
　
三
栄
棉
布
組
合
契
約
書
（
一
九
〇
六
年
三
月
八
日
）

契
約
書

大
阪
紡
績
株
式
会
社
、
三
重
紡
績
株
式
会
社
及
金
巾
製
織
株
式
会
社
は
、
其
製
品
を
韓
国
へ
販
売
す
る
に
当
り
各
社
間
の
競
争
を
避
け
、
相

提
携
し
て
公
平
な
る
利
益
を
得
る
目
的
に
て
、
三
社
間
に
左
の
組
合
契
約
を
締
結
す

第
壱
条
　
本
組
合
を
三
栄
棉
布
組
合
と
称
す

第
弐
条
　
本
組
合
は
大
阪
紡
績
株
式
会
社
、
三
重
紡
績
株
式
会
社
及
金
巾
製
織
株
式
会
社
の
三
社
を
以
て
組
織
す

第
参
条
　
本
組
合
は
新
た
に
加
盟
せ
ん
と
す
る
も
の
あ
る
と
き
は
、
組
合
員
の
承
諾
を
要
す
る
も
の
と
す

　
　
但
新
加
入
者
に
対
し
其
当
時
の
状
態
に
よ
り
相
当
の
条
件
を
定
む
る
事
あ
る
べ
し

第
四
条
　
本
組
合
員
は
契
約
期
限
内
に
中
途
脱
会
す
る
こ
と
を
得
す

第
五
条
　
本
組
合
員
の
決
議
権
は
過
半
数
と
し
、
総
員
出
席
す
る
に
あ
ら
す
ん
は
決
議
を
な
す
こ
と
を
得
す

第
六
条
　
本
組
合
は
組
合
員
の
製
品
を
韓
国
に
輸
出
し
及
販
売
す
る
こ
と
を
三
井
物
産
合
名
会
社
大
阪
支
店
に
委
托
す
る
も
の
と
し
、
尚
組

　
合
員
よ
り
韓
国
へ
代
理
人
を
派
遣
す
る
場
合
に
は
、
同
意
と
協
議
の
上
販
路
の
拡
張
及
業
務
執
行
の
補
佐
を
な
さ
し
む
る
も
の
と
す

　�

　
但
代
理
人
を
派
出
す
る
場
合
に
は
、
旅
費
、
給
料
等
、
個
入
に
属
す
る
費
用
は
、
組
合
各
個
の
負
担
と
し
、
組
合
全
体
に
関
す
る
費
用

は
、
輸
出
俵
数
に
応
し
、
組
合
員
に
於
て
分
担
す
る
も
の
と
す

第
七
条
　
本
組
合
は
現
時
大
阪
紡
績
株
式
会
社
に
於
て
專
用
権
を
有
す
る
登
録
商
標
第
弐
弐
弐
八
四
〇
号
、
三
重
紡
績
株
式
会
社
同
上
第
弐

　�

弐
七
九
五
及
金
巾
製
織
株
式
会
社
同
上
第
五
六
四
八
号
、
第
壱
五
参
五
壱
号
。
第
弐
五
四
弐
六
号
を
以
て
組
合
員
の
韓
国
輸
出
棉
布
に
使

用
す
へ
き
共
同
商
標
と
定
め
、
之
れ
か
共
有
の
登
録
を
な
す
へ
き
も
の
と
す



96

　
　
但
前
記
商
標
の
内
大
阪
紡
績
株
式
会
社
の
第
弐
弐
八
四
〇
号
商
標
を
常
用
商
標
と
な
す
へ
し

第�
八
条
　
本
組
合
は
総
員
の
承
諾
に
て
解
散
す
る
か
若
く
は
契
約
満
期
後
継
続
を
為
さ
ゝ
る
と
き
は
、
何
れ
の
組
合
員
も
総
員
の
同
意
な
く

し
て
前
条
の
共
有
商
標
を
使
用
す
る
こ
と
を
得
さ
る
も
の
と
す

第�

九
条
　
本
組
合
員
が
製
織
す
る
拾
五
封
度
以
上
の
棉
布
は
、
其
商
標
の
如
何
に
拘
ら
す
、
又
手
続
の
直
接
間
接
を
問
は
す
組
合
規
約
に
拠

ら
す
し
て
一
切
韓
国
へ
輸
送
を
禁
す
る
の
条
件
を
附
す
へ
し

　
　
但
拾
五
封
度
未
満
の
棉
布
と
雖
、
第
七
条
の
共
有
商
標
を
使
用
す
る
こ
と
を
得
さ
る
も
の
と
す

第�

十
条
　
本
組
合
員
か
十
五
封
度
以
上
の
棉
布
を
韓
国
以
外
の
地
に
輸
出
す
る
意
思
に
て
売
約
す
る
場
合
に
は
、
其
契
約
書
に
韓
国
へ
輸
送

を
禁
す
る
の
条
件
を
附
す
へ
し

第�

拾
壱
条
　
本
契
約
締
結
当
時
の
各
組
合
員
所
有
の
棉
布
に
て
、
韓
国
輸
出
向
拾
五
封
度
以
上
の
も
の
は
左
の
方
法
に
依
り
、
組
合
共
通
計

算
勘
定
へ
買
取
る
へ
し
、
而
し
て
其
買
取
品
の
売
価
及
売
出
時
期
は
、
組
合
会
議
に
於
て
決
定
し
、
其
損
益
は
大
阪
紡
績
株
式
会
社
拾
分

の
四
、
三
重
紡
績
株
式
会
社
十
分
の
三
、
金
巾
製
織
株
式
会
社
十
分
の
三
の
割
に
て
負
担
す
へ
し

　
　
一
、�

金
巾
製
織
株
式
会
社
の
韓
国
輸
出
棉
布
、
壱
等
品
弐
拾
反
入
、
壱
俵
の
製
造
原
価
（
工
場
直
段
）
を
評
価
せ
し
め
其
直
段
（
韓
国

在
庫
品
は
之
に
運
賃
諸
掛
を
加
ふ
以
下
同
断
）
に
て
共
通
計
算
勘
定
へ
買
取
る
へ
し

　
　
二
、�

三
重
紡
績
株
式
会
社
の
韓
国
輸
出
棉
布
弐
等
品
は
、
前
項
の
評
価
直
段
よ
り
毎
俵
（
弐
拾
反
入
）
何
円
高
に
て
共
通
計
算
勘
定
へ

買
取
る
へ
し

　
　
三
、�

大
阪
紡
績
株
式
会
社
の
韓
国
輸
出
棉
布
一
等
品
は
、
第
一
項
の
評
価
直
段
よ
り
毎
俵
（
弐
拾
反
入
）
何
円
高
に
て
共
通
計
算
へ
買

取
る
へ
し

　
　
四
、�

各
社
共
其
製
品
の
弐
等
品
、
参
等
品
及
軽
目
物
等
は
、
今
日
ま
て
の
市
価
の
直
違
に
準
し
、
共
通
計
算
勘
定
へ
買
取
る
へ
し
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五
、�

劣
等
品
若
く
は
疵
物
等
は
受
渡
の
前
後
に
拘
ら
す
相
当
の
賠
償
金
を
徴
収
し
共
通
計
算
勘
定
へ
組
入
る
へ
し

第�
拾
弐
条
　
共
通
商
標
を
使
用
す
へ
き
棉
布
の
種
類
、
数
俵
及
出
来
期
日
は
、
一
ヶ
月
乃
至
二
ヶ
月
前
、
組
合
会
に
於
て
之
を
決
定
し
、
三

井
物
産
合
名
会
社
大
阪
支
店
に
移
牒
す
へ
し

第
拾
参
条
　
前
条
の
棉
布
を
輸
出
せ
し
月
よ
り
起
算
し
三
ヶ
年
間
組
合
員
か
輸
出
す
へ
き
俵
数
、
左
の
間
合
に
依
る
へ
し

　
　
　
　
大
坂
紡
績
株
式
会
社
　
　
拾
分
の
某

　
　
　
　
三
重
紡
績
株
式
会
社
　
　
拾
分
の
某

　
　
　
　
金
巾
製
織
株
式
会
社
　
　
拾
分
の
某

　
前
項
の
三
ヶ
年
を
経
過
せ
し
後
は
、
三
社
各
三
分
の
一
宛
を
輸
出
す
る
も
の
と
す

第�

拾
四
条
　
本
組
合
員
の
棉
布
品
質
を
均
一
な
ら
し
む
る
た
め
、
別
に
製
織
取
締
法
を
設
け
、
三
井
物
産
合
名
会
社
大
阪
支
店
を
し
て
之
か

執
行
の
任
に
当
ら
し
む
へ
し

第�

拾
五
条
　
三
重
紡
績
株
式
会
社
及
金
巾
製
織
株
式
会
社
の
両
社
は
、
大
阪
紡
績
株
式
会
社
へ
対
し
、
共
同
商
標
を
使
用
せ
し
棉
布
を
輸
出

せ
し
と
き
よ
り
起
算
し
、
其
販
売
俵
数
に
対
し
、
初
年
は
毎
俵
（
弐
拾
反
入
）
金
何
円
、
弐
年
目
は
毎
俵
金
何
円
、
三
年
目
は
毎
俵
金
何

円
宛
を
支
払
ふ
へ
し

　
　
但
し
四
年
目
以
後
は
両
社
と
も
支
払
の
義
務
な
き
も
の
と
す

第�

拾
六
条
　
韓
国
へ
輸
出
し
た
る
棉
布
の
販
売
価
格
は
、
組
合
会
議
若
く
は
韓
国
派
出
の
組
合
代
理
人
に
於
て
決
定
し
、
之
を
三
井
物
産
合

名
会
社
大
阪
支
店
へ
通
知
す
へ
し

第�

拾
七
条
　
本
組
合
の
棉
布
を
三
井
物
産
合
名
会
社
大
阪
支
店
へ
転
付
せ
し
後
は
、
其
損
益
の
分
担
は
組
合
共
通
計
算
に
依
る
も
の
と
し
、

売
却
済
俵
数
に
対
し
、
実
際
輸
出
せ
し
俵
数
の
比
例
に
よ
り
、
各
社
へ
按
分
精
算
す
る
も
の
と
す
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但
し
輸
出
棉
布
の
積
出
高
は
、
一
ヶ
月
毎
に
区
別
し
、
一
ヶ
月
分
の
販
売
済
を
待
て
、
順
次
精
算
す
る
も
の
と
す

第
十
八
条
　
前
条
の
棉
布
に
し
て
水
火
災
、
盗
難
、
其
他
天
災
等
の
為
、
損
失
を
生
し
た
る
と
き
は
、
左
の
割
合
に
よ
り
負
担
す
へ
し

　
　
　
大
坂
紡
績
株
式
会
社
　
　
拾
分
の
某

　
　
　
三
重
紡
績
株
式
会
社
　
　
拾
分
の
某

　
　
　
金
巾
製
織
株
式
会
社
　
　
拾
分
の
某

　
　
但
し
第
拾
参
条
所
定
の
参
ヶ
年
を
経
過
せ
し
後
は
、
各
社
平
等
に
三
分
の
一
宛
を
負
担
す
る
も
の
と
す

第�

拾
九
条
　
本
組
合
員
中
、
天
災
、
其
他
の
事
故
に
よ
り
、
第
拾
参
条
所
定
の
数
量
を
製
織
し
能
は
さ
る
と
き
は
其
期
間
は
同
条
所
定
の
権

利
を
失
ふ
も
の
と
す

第�

弐
拾
条
　
本
組
合
の
棉
布
を
三
井
物
産
合
名
会
社
大
阪
支
店
に
転
付
し
た
る
後
は
、
其
輸
送
及
貯
蔵
方
法
、
金
融
及
保
険
等
に
関
す
る
事

務
は
組
合
負
の
決
議
に
よ
り
三
井
物
産
合
名
会
社
大
阪
支
店
を
し
て
執
行
せ
し
め
、
組
合
員
各
自
の
行
動
を
許
さ
ゝ
る
こ
と

第�

弐
拾
壱
条
　
本
組
合
は
韓
国
に
於
け
る
下
受
販
売
人
を
選
定
し
、
且
下
受
販
売
人
を
し
て
競
争
の
為
、
組
合
会
決
議
の
実
価
を
崩
さ
し
め

る
方
法
を
設
く
へ
し

第�

弐
拾
弐
条
　
本
組
合
員
に
し
て
本
契
約
を
無
視
し
共
同
の
利
益
に
反
す
る
も
の
は
、
組
合
員
過
半
数
の
決
議
を
以
て
除
名
を
な
す
こ
と
を

得
第�

弐
拾
参
条
　
第
四
条
に
反
し
、
若
く
は
第
弐
拾
弐
条
に
該
当
す
る
も
の
は
、
共
有
商
標
使
用
権
を
失
ひ
、
且
組
合
員
の
蒙
る
へ
き
損
害
を

賠
償
す
へ
き
も
の
と
す

第
弐
拾
四
条
　
本
組
合
は
信
認
金
と
し
て
金
弐
阡
円
宛
を
組
合
会
へ
提
出
す
へ
し

　
　
前
項
の
信
認
金
は
第
三
者
へ
保
管
を
委
托
す
る
も
の
と
す



三井物産による海外綿布市場の開拓と織機メーカー・織布工場（鈴木）

99

第�
弐
拾
五
条
　
本
契
約
の
有
効
期
間
は
調
印
の
日
よ
り
向
ふ
七
ヶ
年
間
と
し
、
満
期
の
上
は
総
組
合
員
の
承
諾
に
依
り
継
続
す
る
事
を
得
る

も
の
と
す

右
の
通
り
契
約
の
証
と
し
て
此
証
書
参
通
を
作
り
、
各
自
壱
通
宛
を
分
有
す
る
も
の
也

　
　
　
明
治
参
拾
九
年
参
月
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
阪
市
西
区
三
軒
家
　
大
阪
紡
績
株
式
会
社
取
締
役
社
長

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
氏
　
　
　
　
　
　
　
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名
古
屋
市
仲
之
町
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
重
紡
績
株
式
会
社

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
阪
市
西
区
西
貫
島
番
外
壱
番
屋
敷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
金
巾
製
織
株
式
会
社
専
務
取
締
役

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
氏
　
　
　
　
　
　
　
名

（
出
所
）
松
尾
音
次
郎
『
我
国
商
工
業
の
現
在
及
将
来
』（
北
文
館
、
一
九
一
四
年
）
一
九
五
―
二
〇
一
頁
。

（
注
）
出
所
に
掲
載
の
文
献
で
は
、
不
自
然
な
位
置
に
多
く
の
「
。」
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。
実
際
の
原
資
料
に
は
付
い
て
い
な
い
と
判
断
し
、

こ
れ
を
除
い
た
。
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資
料
2
　
日
本
棉
布
輸
出
組
合
規
約
（
一
九
〇
六
年
二
月
）

日
本
棉
布
輸
出
組
合
規
約

第
一
条
　
本
組
合
は
日
本
棉
布
輸
出
組
合
と
称
す

第
二
条
　
本
組
合
は
共
同
一
致
し
、
組
合
員
の
製
織
す
る
棉
布
を
満
州
方
面
に
販
路
を
開
拓
す
る
を
以
て
目
的
と
す

第
三
条
　
本
組
合
は
左
の
組
合
員
を
以
て
組
織
す

　
　
　
　
大
阪
紡
績
株
式
会
社
、
三
重
紡
績
株
式
會
社
、
絹
糸
紡
績
株
式
會
社
、
天
滿
紡
績
株
式
会
社
　

第
四
条
　
毎
年
五
月
、
十
一
月
、
両
度
に
組
合
総
会
を
開
き
、
収
支
決
算
及
事
務
の
成
績
を
報
告
し
、
且
重
要
事
項
を
決
議
す
る
も
の
と
す

第
五
条
　
組
合
員
の
決
議
案
は
、
各
自
の
織
機
台
數
に
よ
る
。
但
し
特
に
規
定
せ
る
場
合
は
此
の
限
に
あ
ら
す

第
六
条
　�

組
合
員
は
信
認
金
と
し
て
各
自
の
織
機
台
数
に
応
し
、
一
台
に
付
金
壱
円
の
割
に
て
現
金
、
又
は
公
債
証
書
に
て
組
合
へ
差
出
す

へ
し
、
但
し
信
認
金
の
金
額
は
、
一
百
円
を
以
て
単
位
と
し
、
端
数
は
四
捨
五
入
の
上
計
算
す
る
も
の
と
す

第
七
条
　�

新
に
組
合
に
加
入
せ
ん
と
欲
す
る
も
の
あ
る
と
き
は
、
組
合
総
会
に
て
可
否
を
決
す
る
こ
と
を
得
、
但
し
其
当
時
の
状
態
に
よ
り
、

組
合
の
商
標
拡
ま
り
居
る
等
の
場
合
に
は
、
新
加
入
者
に
対
し
、
相
当
の
加
盟
料
を
要
求
す
る
こ
と
を
得
る
も
の
と
す
、
尤
も
現

在
組
合
員
か
、
織
機
の
増
設
を
為
す
場
合
に
は
此
の
限
に
あ
ら
す

第
八
条
　�

組
合
員
か
中
途
組
合
を
脱
せ
ん
と
望
む
場
合
は
、
本
規
約
よ
り
起
る
収
支
計
算
の
負
担
額
を
仕
払
ふ
に
足
る
へ
き
担
保
を
提
供
し
、

且
組
合
総
会
の
承
諾
を
得
た
る
上
、
脱
退
す
る
こ
と
を
得

第
九
条
　
本
組
合
は
組
合
員
四
分
の
三
以
上
の
同
意
あ
れ
は
、
解
散
す
る
こ
と
を
得

第
十
条
　
組
合
員
は
組
合
事
業
の
内
、
左
の
事
項
を
三
ヶ
年
間
の
期
限
に
て
、
三
井
物
産
合
名
会
社
に
委
託
す
る
も
の
と
す
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　（
一
）
満
州
に
於
け
る
最
も
売
行
宜
き
棉
布
を
選
定
し
、
組
合
員
に
製
織
方
を
申
込
む
こ
と

　（
二
）
前
項
の
数
量
、
並
に
出
来
期
限
は
別
に
定
む
る
条
件
に
よ
り
、
公
平
に
定
む
る
こ
と

　（
三
）
製
品
検
査
規
定
を
設
け
て
、
粗
製
の
弊
を
防
ぐ
こ
と

　（
四
）
製
品
は
満
州
へ
売
却
す
る
目
的
を
以
て
、
適
当
の
地
方
へ
輸
送
し
売
却
す
る
こ
と

　（
五
）
製
品
検
査
成
績
及
輸
送
販
売
の
状
況
を
、
毎
月
一
回
、
書
面
又
は
口
頭
に
て
、
組
合
員
一
同
へ
報
告
す
る
こ
と

　（
六
）
製
品
の
保
管
並
に
為
替
金
融
の
便
を
謀
る
こ
と

　（
七
）
組
合
員
、
織
機
台
数
三
分
の
二
以
上
の
同
意
を
得
て
、
先
物
約
定
を
為
す
こ
と

　（
八
）�

数
種
の
商
標
を
定
め
、
三
井
物
産
合
名
会
社
の
名
義
に
て
登
録
を
受
け
、
本
規
約
に
よ
り
製
織
す
る
組
合
員
の
製
品
に
の
み
、
共

同
使
用
し
、
他
に
使
用
せ
さ
る
こ
と

　（
九
）
販
売
済
製
品
に
対
し
、
毎
月
一
回
計
算
書
を
作
り
、
組
合
員
個
々
の
所
得
高
を
算
出
し
て
精
算
す
へ
き
こ
と

　（
十
）
組
合
員
よ
り
本
組
合
へ
差
入
る
へ
き
信
認
金
を
組
合
に
代
り
受
授
保
管
す
る
こ
と

第
十
一
条
　�

組
合
員
は
当
分
の
内
、
毎
月
少
く
と
も
壱
千
俵
の
棉
布
を
各
自
の
織
機
台
数
の
按
分
比
例
に
よ
り
製
織
し
て
、
三
井
物
産
合
名

会
社
に
引
渡
す
へ
し
　

　
　
　
　
　
但
し
組
合
員
織
機
台
数
三
分
の
二
以
上
の
同
意
に
て
、
其
製
織
高
の
増
減
を
な
す
も
の
と
す

第
十
二
条
　�

組
合
員
に
し
て
本
規
約
の
義
務
を
履
行
せ
さ
る
と
き
は
、
組
合
の
受
く
へ
き
損
失
に
対
し
、
織
機
台
数
に
比
例
し
、
其
損
失
を

分
担
賠
償
せ
し
む
る
も
の
と
す

第
十
三
条
　
本
規
約
の
有
効
期
間
は
満
三
ヶ
年
と
し
、
満
期
に
至
り
、
組
合
員
協
議
の
上
継
続
す
る
こ
と
あ
る
へ
し

附
則
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棉
布
検
査
及
賠
償
金
規
定

第
一
条
　�

本
規
約
第
十
条
の
委
托
を
受
け
た
る
三
井
物
産
合
名
会
社
（
以
下
単
に
三
井
と
称
す
）
か
、
織
機
台
数
三
分
の
二
以
上
の
同
意
を

得
た
る
棉
布
の
見
本
を
添
へ
、
本
規
約
第
十
一
条
規
定
の
割
合
に
よ
る
俵
数
及
出
来
期
を
定
め
、
各
組
合
員
へ
製
織
方
を
申
込
み

た
る
と
き
は
、
組
合
員
は
其
見
本
に
相
違
な
き
棉
布
を
製
織
し
、
荷
造
期
限
等
を
誤
ら
さ
る
こ
と
ヽ
す
へ
し

第
二
条
　�

組
合
員
の
棉
布
か
見
本
よ
り
劣
等
若
く
は
短
尺
、
疵
物
等
な
る
と
き
は
、
其
劣
等
の
割
合
に
よ
る
其
製
造
会
社
よ
り
賠
償
金
を
徴

収
す
る
も
の
と
す
、
其
割
合
は
総
会
に
於
て
規
定
し
若
く
は
変
更
を
為
す
こ
と
を
得

第
三
条
　�

出
来
期
限
の
延
滞
す
る
時
及
荷
造
の
不
完
全
な
る
場
合
に
は
、
三
井
の
認
定
に
て
賠
償
金
割
合
を
定
め
其
製
造
会
社
よ
り
徴
収
す

る
も
の
と
す

第
四
条
　
総
て
徴
収
せ
る
賠
償
金
は
組
合
共
同
の
収
入
と
す

第
五
条
　
三
井
を
し
て
相
当
の
学
識
経
験
あ
る
も
の
を
雇
入
れ
し
め
、
以
て
公
平
な
る
検
査
の
任
務
に
当
ら
し
む
も
の
と
す

第
六
条
　�

三
井
よ
り
各
組
合
員
に
対
し
、
組
合
棉
布
製
造
に
関
す
る
問
合
せ
あ
る
と
き
は
之
か
回
答
を
為
す
へ
し
、
又
三
井
検
査
人
か
組
合

員
の
製
織
工
場
の
巡
覧
を
望
む
時
は
検
査
に
必
要
な
る
便
宜
を
与
ふ
る
も
の
と
す

第
七
条
　�

三
井
の
検
査
報
告
若
く
は
認
定
に
不
服
あ
る
場
合
に
は
、
組
合
員
中
よ
り
係
争
製
品
に
関
係
な
き
も
の
二
名
を
組
合
総
会
に
て
撰

任
し
、
之
に
三
井
の
検
査
人
を
加
へ
、
其
多
数
決
に
よ
る
判
決
を
以
て
終
審
と
な
す
へ
し

（
出
所
）
松
尾
音
次
郎
『
我
国
商
工
業
の
現
在
及
将
来
』（
北
文
館
、
一
九
一
四
年
）
一
七
三
−
一
七
七
頁
。

（
注
）
出
所
に
掲
載
の
文
献
で
は
、
不
自
然
な
位
置
に
多
く
の
「
。」
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。
実
際
の
原
資
料
に
は
付
い
て
い
な
い
と
判
断
し
、

こ
れ
を
除
い
た
。
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understood that a certain amount of such prepayment will be absorbed by 

MESSRS. MITSUI & COMPANY to make good any loss that may be in-

curred by MESSRS. MITSUI & COMPANY, by reason of the customer not 

taking delivery of the Machinery （i.e. not paying for the Machinery） and 

the consequent disposal of same elsewhere – possibly at lower prices – Any 

balance to be handed over to MESSRS. PLATT BROTHERS & COMPA-

NY, LIMITED.

12. In the event of the business done direct through other Agents in any 

year exceeding the amount of business done through the Agency of 

MESSRS MITSUI & COMPANY, then the 2 ½% commission on such busi-

ness as may be done direct or though other Agents shall only be paid on an 

equal amount, i.e. No commission to be allowed to MESSRS MITSUI & 

COMPANY on any lager amount than the total of the business done 

through their own Agency in the same period.

Signed by the said MESSRS

PLATT BROTHERS　&　COMPANY　　　　　　�PLATT BROTHERS 

& CO.LIMITED

LIMITED in the presence of,                         

 （S）  C. A. Hempstock� （S） Per John Dodd.

            Oldham,� Director.

       Company’s Secy.

Sign by the said MESSRS

   MITSUI & COMPANY in the

presence of ・・・・・・・・� Per pro MITSUI & CO.

� （S）   Y. Yamamoto.

     （S）  C. H. Dormon.
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selves when giving a tender for Machinery and Accessories to other parties 

than MESSRS.MITSUI & COMPANY, in this same markets, that they will 

always charge not less than 2 1/2% over and above the prices they will ten-

der through MESSRS. MITSUI & COMPANY for the same articles.

10. MESSRS. PLATT BROTHERS & COMPANY, LIMITED, agree to al-

low MESSRS. MITSUI & COMPANY a commission of 2 1/2 （two and a 

half per cent） on the amount of invoices for machinery （exclusive of 

charges for packing and delivery which are strictly net） sent out through 

their Agency and 2 1/2% on the amount of invoices （exclusive of charges 

for packing and delivery） for Machinery ordered with MESSRS. PLATT 

BROTHERS & COMPANY, LIMITED, either direct or through the medi-

um of any other Agency. The first stated commission to be deducted from 

each Invoice at time of payment. Of the second stated commission a return 

and settlement to be made by MESSRS. PLATT BROTHERS & COMPA-

NY, LIMITED at the end of every six months.

　On spare parts, articles for repair or renewals, MESSRS.PLATT 

BROTHERS & COMPANY, LIMITED agree to allow MESSRS. MITSUI & 

COMPANY a commission of 5% （five per cent） on the amount of invoices 

（exclusive of the charges for packing and delivery which are net）.

11. That in all cases where practicable a payment be obtained by MESSRS. 

MITUSI & COMPANY from their customers by way of guarantee for fulfil-

ment of contract of which prepayment MESSRS. MITSUI & COMPANY 

will in each instance advice MESSRS. PLATT BROTHERS & COMPANY, 

LIMITED and in case of forfeiture or non-fulfilment of any contract 

Messrs. MITSUI & COMNAPY will hand over to MESSRS. PLATT 

BROTHERS & COMPANY, LIMITED, to amount so prepaid. In instances 

however where certain deliveries may have been made and the amount of 

the invoices may have been paid by MESSRS. MITSUI & COMPANY, it is 
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stood that MESSRS. MITSUI & COMPANY will in all cases submit 

to their customers MESSRS. PLATT BROTHERS & COMPANY’S 

（LIMITED） prices and use   their  best endeavors to secure for 

MESSRS. PLATT BROTHERS & COMPANY, LIMITED the or-

ders. Falling however to obtain such orders for MESSRS. PLATT 

BROTHERS & COMPANY, LIMITED  they are not to be debarred 

from selling Looms for Cotton, Wool, or Worsted made by other 

firms,

6. MESSRS. MITSUI & COMPANY bind themselves to invoice all Machin-

ery Goods and Machinery Accessories to their different customers at the 

identical prices of MESSRS. PLATT BROTHERS & COMPANY, LIMIT-

ED as invoiced.

7. MESSRS. MITSUI & COMPANY agree to pay in manner hereinafter 

mentioned – to  MESSRS. PLATT BROTHERS & COMPANY, LIMITED, 

the full amount of the invoices for Machinery Goods and Machinery Acces-

sories delivered in accordance with their instructions inclusive of charges 

for packing and delivery （but less the commission hereinafter provided） 

that is to say, to pay weekly （on every Saturday） the amount of the unpaid 

invoices of the Machinery Goods and Machinery Accessories delivered to 

the part at this side and dated one month previous to the said Saturday.

8. MESSRS. PLATT BROTHERS & COMPANY, LIMITED retain to 

themselves the right of executing orders for the before named Districts 

which may come to them either from the customers themselves direct or 

through any other medium, but in this case MESSRS. PLATT BROTHERS 

& COMPANY, LIMITED will keep MESSRS. MITSUI & COMPANY ad-

vised of such negotiations and will at once report the nature of such orders 

to MESSRS. MITSUI & COMPANY after confirmation of same.

9. MESSRS. PLATT BROTHERS & COMPANY, LIMITED bind them-
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Lime Street , London, and of China, of the other part.

1．THIS AGREEMENT has references to the representation of MESSRS. 

PLATT BROTHERS & COMPANY, LIMITED, in the Empire of China by 

MESSRS. MITSUI & COMPANY for a period of five years and shall after-

wards remain in force until terminated by twelve months notice on either 

side, counting from the date of such notice.

2．MESSRS. PLATT BROTHERS & COMPANY, LIMITED agree to rec-

ognize MESSRS. MITSUI & COMPANY,  as their exclusive Agents for the 

Empire of China.  

3．MESSRS. PLATT BROTHERS & COMPANY, LIMITED. bind themsel�

ves to give MESSRS. MITSUI & COMPANY every possible moral sup-

ports in their power to make good and strengthen their position as their 

Agents.

4. MESSRS. MITSUI & COMPANY bind themselves to cultivate to the ut-

most of their power the Machinery business of MESSRS. PLATT BROTH-

ERS & COMPANY, LIMITED in the various markets apportioned to their 

Agency and to call diligently upon the trade of those markets either per-

sonally or through duly qualified representatives from time to time.

5. MESSRS. MITSUI & COMPANY, bind themselves not to take orders 

for nor sell in these Districts so assigned to them any Machinery other 

than that of MESSRS. PLATT BROTHERS & COMPANY, LIMITED, of 

the following descriptions, viz:-

　　　Machinery for Opening, Preparing and Spinning Cotton.

　　　Machinery for Opening, Preparing and Spinning Wool.

　　　Machinery for Opening, Preparing and Spinning Worsted.  

　　　Spare parts and all articles required for repairs or

　　　　　renewals of Machinery of foregoing classes.

　　　�With regard to Looms for Cotton, Wool, or Worsted, it is under-
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　� OLDHAM

� September 29th. 1906.

　Messrs. Mitsui & Co.,

　        LONDON.

　Dear Sirs.

　        AGRNCY AGREEMENT FOR CHINA.

　As requested in yours of yesterday’s date, we now confirm the arrange-

ment made with the writer, viz: -that we allow 5% discount to customers 

from our regular prices for spare parts and sundry articles, as well as your 

5% commission, the 5 % discount being deducted from the invoices, but 

the 5% commission being shown on the statement only.

　For New Machinery we shall deduct whatever discount there may be 

from the Invoices, leaving 5% and 2 1/2% commission to be dealt with in 

the statement.

　　　　　　　　　　　　　　　　　　We are, Dear Sirs,

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Yours very truly.

　　　　　　　　　　　　　　　　PLATT BROTHERS & CO. LTD.

　　　（Signed）　　　　　　　　　　　J. S. Nuttall

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Director.

英文資料 3　［契約書］中国関係　1906 年 12 月 27 日

　［三井文庫所蔵史料　物産 2367 − 6］

MEMORANDUM OF AGREEMENT made the 27th day of December, 

Nineteen hundred and six, between Messrs. PLATT BROTHERS & COM-

PANY, LIMITED, Machinists,  Hartford Iron Works, Oldham, Lancashire 

of the one part, and MESSRS. MITSUI & COMPANY, Merchants, 34, 
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Messrs. PLATT BROTHERS & COMPANY, LIMITED from China 

through their （Messrs. PLATT BROTHERS & COMPANY, LIMITED） 

agents or through any other medium for that Country.

14.  On any orders that may be secured by Messrs. MITSUI & COMPANY 

themselves for China, Messrs. PLATT BROTHERS & COMPANY, LIM-

ITED agree to allow Messrs. MITSUI & COMPANY the same rate of com-

mission as for Japanese orders vis:-

2 ½% （two and a half per cent）.

Singed by the said Messrs. PLATT BROTHERS 

　& COMPANY, LIMITED in the presence of     PLATT BROTHERS  &

　　　（Signed）   C. A. Hempstock.                            CO. LIMITED

                                                    （S）                    PER 

                                                                              S. R. Platt

　                                                                          Chairman

　Singed by the said Messrs. MITSUI &

　 COMPANY in the presence of             

　        （S）                                                             For MITSUI & CO.

　　　　　　N. Innzuk 

　                                                （S）                     Watanabe.

　                                                                          Manager &

　                                                                             Director.
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　PLATT BROTHERS, & CO. LTD.

　� Hartford Iron Works.
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PANY, LIMITED and in case of forfeiture or non-fulfilment of any contract 

Messrs. MITSUI & COMNAPY will hand over to Messrs. PLATT 

BROTHERS & COMPANY, LIMITED, the amount so prepaid. In instances 

however where certain deliveries may have been made and the amount of 

the invoices may have been paid by Messrs. MITSUI & COMPANY, it is 

understood that a certain amount of such prepayment will be absorbed by 

Messrs. MITSUI & COMPANY to make good any loss that may be in-

curred by Messrs. MITSUI & COMPANY, by reason of the customer not 

taking delivery of the Machinery （i.e. not paying for the Machinery） and 

the consequent disposal of same elsewhere – possibly at lower prices – Any 

balance to be handed over to Messrs. PLATT BROTHERS & COMPANY, 

LIMITED.

12. In the event of the business done direct or through other agents in any 

year exceeding the amount of business done through the agency of Messrs. 

MITSUI & COMPANY, then the 2 1/2% commission on such business as 

may be done direct or though other agents shall only be paid on an equal 

amount, i.e. no commission to be allowed to Messrs. MITSUI & COMPA-

NY on any lager amount than the total of the business done through their 

own agency in the same period.

13. During the duration of the agency agreement existing between Messrs. 

PLATT BROTHERS & COMPANY, LIMITED and Messrs. JARDINE 

MATHESON & COMPANY for the sale of Machinery in China （Including 

Hong Kong） and during the period covered by this agreements, Messrs. 

MITSUI & COMPANY undertake not to sell the Machinery of any other 

maker than Messrs. PLATT BROTHERS & COMPANY, LIMITED in Chi-

na, and in consideration of this Messrs. PLATT BROTHERS & COMPA-

NY, LIMITED agree to pay Messrs. MITSUI & COMPANY a commission 

of 1% （one per cent） on all orders for Machinery that may be received by 
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through any other medium, but in this case Messrs. PLATT BROTHERS 

& COMPANY, LIMITED, will keep Messrs. MITSUI & COMPANY ad-

vised of such negotiations and will at once report the nature of such orders 

to Messrs. MITSUI & COMPANY after confirmation of same.

9. Messrs. PLATT BROTHERS & COMPANY, LIMITED bind themselves 

when giving a tender for Machinery’ and Accessories to other parties than 

Messrs. MITSUI & COMPANY in this same market, that they will always 

charge not less than 2 1/2% over and above the prices they will tender 

through Messrs. MITSUI & COMPANY for the same articles.

10. Messrs. PLATT BROTHERS & COMPANY, LIMITED agree to allow 

Messrs. MITSUI & COMPANY a commission of 2 1/2 （two and a half per 

cent） on the amount of invoices for Machinery （exclusive of charges for 

packing and delivery which are strictly net） sent out through their agency 

and 2 1/2 on the amount of invoices （exclusive of charges for packing and 

delivery） for Machinery ordered with Messrs. PLATT BROTHERS & 

COMPANY, LIMITED, either direct or through the medium of any other 

agency. The first stated commission to be deducted from each invoice at 

time of payment. Of the second stated commission a return and settlement 

to be made by Messrs. PLATT BROTHERS & COMPANY, LIMITED, at 

the end of every six months.

　On spare parts, articles for repairs or renewals, Messrs. PLATT 

BROTHERS & COMPANY, LIMITED agree to allow Messrs. MITSUI & 

COMPANY a commission of 5% （five per cent） on the amount of invoices 

（exclusive of the charges for packing and delivery which are net）.

11. That in all cases where practicable a prepayment be obtained by 

Messrs. MITUSI & COMPANY from their customers by way of guarantee 

for fulfilment of contract of which prepayment Messrs. MITSUI & COM-

PANY will in each instance advice Messrs. PLATT BROTHERS & COM-
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　　　　Machinery for Opening, Preparing and Spinning Cotton.

　　　　Machinery for Opening, Preparing and Spinning Wool.

　　　　Machinery for Opening, Preparing and Spinning Worsted.  

　　　　Spare parts and all articles required for repairs or

　　　　　　renewals of Machinery of foregoing classes.

　　　　　With regard to Looms for Cotton, Wool, or Worsted,

it is understood that Messrs. MITSUI & COMPANY will in all cases submit 

to their customers Messrs. PLATT BROTHERS & COMPANY’S （LIMIT-

ED） prices and use  their  best endeavours to secure for Messrs. PLATT 

BROTHERS & COMPANY, LIMITED the orders. Falling, however, to ob-

tain such orders for Messrs. PLATT BROTHERS & COMPANY, LIMIT-

ED, they are not to be debarred from selling Looms for Cotton, Wool, or 

Worsted made by other firms.

6. Messrs. MITSUI & COMPANY bind themselves to invoice all Machin-

ery Goods or Machinery Accessories to their different customers at the 

identical prices of Messrs. PLATT BROTHERS & COMPANY, LIMITED, 

as invoiced.

7. Messrs. MITSUI & COMPANY agree to pay  - in manner hereinafter 

mentioned – to  Messrs. PLATT BROTHERS & COMPANY, LIMITED, 

the full amount of the invoices for Machinery Goods and Machinery Acces-

sories delivered in accordance with their instructions inclusive of charges 

for packing and delivery （but less the commission hereinafter provided） 

that is to say, to pay weekly （on every Saturday） the amount of the unpaid 

invoices of the Machinery Goods and Machinery Accessories delivered to 

the part at this side and dated one month previous to the said Saturday.

8. Messrs. PLATT BROTHERS & COMPANY, LIMITED retain to them-

selves the right of executing orders for the before named Districts which 

may come to them either from the customers themselves direct, or 
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MEMORANDUM OF AGREEMENT made this seventh day of December, 

Eighteen hundred and ninety eight, between MESSRS. PLATT BTOTH-

ERS & COMPANY, LIMITED, Machinists, Hartford Iron Works, Oldham, 

Lancashire, of the one part and MESSRS. MITSUI & COMPANY, Mer-

chants, 34, Lime Street , London, and of Japan, of the other part.

1．This AGREEMENT has references to the representation of Messrs. 

PLATT BROTHERS & COMPANY, LIMITED, in the Empire of Japan and 

the Corea by Messrs. MITSUI & COMPANY for a period of five years and 

shall afterwards remain in force until terminated by twelve months notice 

on either side, counting from the date of such notice.

2．Messrs. PLATT BROTHERS & COMPANY, LIMITED agree to recog-

nize Messrs. MITSUI & COMPANY as their exclusive agents for the Em-

pire of Japan and the Corea.  

3．Messrs. PLATT BROTHERS & COMPANY, LIMITED　bind them-

selves to give Messrs. MITSUI & COMPANY every possible moral support 

in their power to make good and strengthen their position as their agents.

4. Messrs. MITSUI & COMPANY bind themselves to cultivate to the ut-

most of their power  the Machinery business of Messrs. PLATT BROTH-

ERS & COMPANY, LIMITED, in the various markets apportioned to their 

agency and to call diligently upon the trade in those markets either person-

ally or through duly qualified representatives from time to time.

5. Messrs. MITSUI &COMPANY bind themselves not to take orders for 

nor sell in these Districts so assigned to them any Machinery other than 

that of Messrs. PLATT BROTHERS & COMPANY, LIMITED, of the fol-

lowing descriptions, viz:-


